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平成１８年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　      第１日（平成１８年３月８日　水曜日） 
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　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○　諸般の報告 
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　　　　　　議案第１５号　平成１８年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１６号　平成１８年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１７号　平成１８年度宿毛市定期船事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１８号　平成１８年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計予算について 

　　　　　　議案第１９号　平成１８年度宿毛市老人保健特別会計予算について 

　　　　　　議案第２０号　平成１８年度宿毛市学校給食事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２１号　平成１８年度宿毛市下水道事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２２号　平成１８年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２３号　平成１８年度幡多西部介護認定審査会特別会計予算について 

　　　　　　議案第２４号　平成１８年度宿毛市介護保険事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２５号　平成１８年度宿毛市水道事業会計予算について 
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　　　　　　議案第２６号　宿毛市国民保護協議会条例の制定について 

　　　　　　議案第２７号　宿毛市国民保護対策本部及び宿毛市緊急対処事態対策本部条例の 

　　　　　　　　　　　　　制定について 

　　　　　　議案第２８号　宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例の制定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第２９号　宿毛市一般職員等の給与に関する特例を定める条例の制定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第３０号　宿毛市国民宿舎施設整備等基金条例の制定について 

　　　　　　議案第３１号　宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例の制定について 

　　　　　　議案第３２号　宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について 

　　　　　　議案第３３号　宿毛市課設置条例の全部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３４号　宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第３５号　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

　　　　　　　　　　　　　条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３６号　宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第３７号　宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第３８号　宿毛市分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３９号　宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４０号　宿毛市延滞金徴収条例の全部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４１号　宿毛市教職員住宅管理条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４２号　宿毛市少年補導センター設置条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４３号　宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第４４号　宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例の全部 

　　　　　　　　　　　　　を改正する条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４５号　宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４６号　宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第４７号　宿毛市公衆便所条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４８号　宿毛市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４９号　宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第５０号　宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第５１号　宿毛市下水道審議会条例の一部を改正する条例について 
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　　　　　　議案第５２号　宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正す 

　　　　　　　　　　　　　る条例について 

　　　　　　議案第５３号　宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第５４号　宿毛市水道事業審議会条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第５５号　宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

　　　　　　　　　　　　　する条例について 

　　　　　　議案第５６号　宿毛市簡易水道事業設置に関する条例の一部を改正する条例につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第５７号　宿毛市民交通傷害保障条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第５８号　宿毛市同和小口資金貸付基金条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第５９号　宿毛市特別児童福祉手当条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第６０号　宿毛市しあわせ年金支給条例を廃止する条例について 

　　　　　　議案第６１号　高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及 

　　　　　　　　　　　　　び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第６２号　高知県市町村総合事務組合から高知西部環境施設組合が脱退する 

　　　　　　　　　　　　　ことに伴う財産処分について 

　　　　　　議案第６３号　幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第６４号　こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第６５号　高知西部環境施設組合の解散について 

　　　　　　議案第６６号　高知西部環境施設組合の解散に伴う事務の承継について 

　　　　　　議案第６７号　高知西部環境施設組合の解散に伴う財産処分について 

　　　　　　議案第６８号　四万十市立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保 

　　　　　　　　　　　　　育所を四万十市の住民の使用に供させることについて 

　　　　　　議案第６９号　大月町立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保育 

　　　　　　　　　　　　　所を大月町の住民の使用に供させることについて 

　　　　　　議案第７０号　三原村立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保育 

　　　　　　　　　　　　　所を三原村の住民の使用に供させることについて 

　　　　　　議案第７１号　土佐清水市立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立 

　　　　　　　　　　　　　保育所を土佐清水市の住民の使用に供させることについて 

　　　　　　議案第７２号　黒潮町立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保育 

　　　　　　　　　　　　　所を黒潮町の住民の使用に供させることについて 

　　　　　　議案第７３号　市道路線の認定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 
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　　　日程第３　議案第１号から議案第７３号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　助　　　　役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　人権推進課長　　美濃部　　　勇　君 

　　　農 林 課 長　　小　島　正　樹　君 

　　　水 産 課 長　　間　　　和　海　君 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君
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　　　商工観光課長　　谷　本　　　実　君 

　　　土 木 課 長　　茨　木　　　隆　君 

　　　都市建設課長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　岡　添　吉　見　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　嶋　　　統　一　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 

 　　　水 道 課 長 兼 

　　　下 水 道 課 長
江　口　日出男　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０２分　開会 

○議長（岡村佳忠君）　これより平成１８年第

１回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において西村六男君及び岡崎　求

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西村六男君）　おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

３月６日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の課設置条例の変更を初め７

３議案等を勘案のうえ、慎重に審査した結果、

本日から３月２３日までの１６日間とすること

に、全会一致をもって決定いたしました。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　おはかりいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月２３日までの１６日間といたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から３月

２３日までの１６日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　閉会中の議員派遣について、報告いたします。 

　去る１月２５日、第２８回四国西南地域市議

会議長懇談会定期総会が大洲市で、２月２日及

び３日、高知県市議会議長会研修が岡山県玉野

市、広島県竹原市で、２月１６日、広域行政圏

市議会協議会第３７回総会が東京都で、２月２

１日、四国西南地域道路整備促進協議会要望活

動が高松市で、２月２７日、幡多３市議長懇談

会が土佐清水市で、それぞれ開催され、副議長

が出席のため派遣されました。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を３月９日正午と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

　以上で諸般の報告を終わります。 

　続いて、市長の「行政方針の表明」を行いま

す。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　本日は、平成１８年第１回宿毛市議会定例会

にご参集をいただきまして、まことにありがと

うございます。 

　新年度予算案並びに各議案のご審議をお願い

を申し上げるに当たりまして、市政運営に対す

る基本方針並びに主要施策について、所信の一

端を申し上げ、市民並びに議員の皆様方のご理

解とご協力を賜りたいと存じます。 

　まず、初めに行政改革について申し上げます。 

　長引く景気低迷を脱して、都会の方では景気

の上昇がうかがえる状況にありますが、都会の

景気は、なかなか田舎まで届いてきません。加

えて、国の三位一体改革の推進等によりまして、

地方における財政事情は大変厳しい局面を迎え

ております。本市におきましても、歳入の減少

が進む財政状況の中、歳出の大幅な削減が求め

られておりまして、今後、少ない財源をいかに

効果的、効率的に配分し、市民サービスの向上

に努めていくかが喫緊の課題となっております。 
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　このように、大変厳しい状況の中、昨年末、

行政改革大綱の見直しを行いました。この内容

につきましては、事業の休止や見直しを初め、

補助金、負担金の見直し等、事務事業全般にわ

たる整理、合理化を図るとともに、市役所組織

の見直し、民間の技術やノウハウを積極的に活

用するための指定管理者制度の導入、定員管理、

給与水準の適正化、自主財源の確保及び人材育

成など、今後取り組むべき諸課題を盛り込んだ

平成１８年度を初年度とする新たな行政改革大

綱でございます。 

　行政改革大綱策定に当たりましては、広く市

民の皆様よりご意見をいただくため、宿毛市行

政改革推進委員会の一部委員を公募という形を

とらせていただきました。委員の皆様には、ご

熱心にご審議をいただき、貴重なご提言をいた

だきましたことに、改めてお礼を申し上げます。 

　国は、地方公共団体における行政改革のため

の新たな指針を定め、地方公共団体に対して、

一層の行政改革推進に向けた取り組みを求めて

おります。このたびの行政改革大綱策定に当た

りましては、これまでの実施計画にかえて、具

体的な数値目標を定めた集中改革プランについ

ても、あわせて策定し、各地区への回覧文書を

通じて、市民の皆様へ公表を行ったところであ

ります。 

　今後は、市民の皆様のご理解とご協力をいた

だき、行政改革大綱及び集中改革プランの着実

な実施に努めてまいりたいと考えております。 

　財政の状況について申し上げます。 

　平成１６年度から実施された三位一体改革は、

平成１８年度におきましても、児童扶養手当国

庫負担金の一般財源化などの措置がなされるこ

ととなっておりまして、国からの配分方法によ

っては、さらに厳しい財政運営を強いられるこ

とになると予測をしております。 

　また、昨年実施されました国勢調査で、本市

の人口は前回調査に比べて約１，５００人減少

いたしました。この国勢調査人口は、本市の歳

入の約３割を占める地方交付税の算出基礎とな

っておりまして、平成１８年度の普通交付税は、

この人口減の影響等により、減額されるものと

想定しております。 

　さらに、平成１７年度に策定いたしました財

政シミュレーションでは、平成２１年度までは、

基金の取り崩し等によって収支が保たれること

となっておりましたが、シミュレーションの初

年度である平成１８年度予算においても、市税

や地方交付税、国庫支出金等の歳入の減少が、

予想した以上に大きくなっております。 

　一方、歳出につきましては、高齢化等による

扶助費、起債の償還金、団塊世代の職員の退職

金などの義務的経費の増加が避けられない状況

にあります。このため、平成１８年度の予算で

は、集中改革プランの実現に向けた予算編成を

目標とし、歳入の確保はもとより、事業の見直

し等による徹底した歳出の抑制を基本として、

編成作業を行いました。 

　また、大変厳しい財政状況を踏まえ、市職員

に対しても、人事院勧告に伴う給与構造の改革

と、あわせて給料の一律３パーセントカットを

お願いしています。職員の生活の根幹にかかわ

る給与カットを、市独自で実施することにつき

ましては、大変異例なことでありますが、本市

の極めて厳しい財政状況を見据え、それに対応

するための痛みを、職員が率先して市民の皆様

と分かち合うことが求められていると考え、決

断いたしました。 

　その結果、一般会計当初予算額は、前年度比

４パーセント減の９９億７１９万３，０００円

となりました。今後も本市の財政運営は、非常

に厳しい状況が想定されますが、市民の皆様の

ご理解、ご協力をいただく中で、財政の健全化

に取り組んでまいりたいと考えております。 
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　次に、防災対策について申し上げます。 

　昨年９月に襲来した台風１４号では、住宅の

裏山が崩壊したことによる人的被害の発生や、

水防活動に携わっていた消防団員が重傷を負う

など、大変残念な事故が発生いたしました。 

　また、２年続けて洪水による道路の冠水や、

住宅の浸水被害が発生するなど、改めて自然災

害の脅威を感じたところであります。 

　さらに、近い将来、必ず発生するといわれて

おります南海地震によって、本市においても、

大きな被害が予測されており、これまで津波避

難道の整備や、木造住宅耐震診断事業などを実

施するとともに、津波ハザードマップの全戸へ

の配布や、防災講演会などを通じて、防災意識

の普及、啓発に努めてまいりました。 

　また、大地震発生時に重要な役割を担うであ

ろう自主防災組織につきましては、沿岸部を初

めとして、市内各地域での組織化が進んでおり、

現在、２７組織が設立されております。組織化

された自主防災組織の多くが、みずから防災訓

練や学習会などを計画し、積極的に防災対策に

取り組んでいただいております。 

　平成１８年度においても、市内全域での組織

化に向けて、積極的に取り組んでまいります。 

　津波避難道の整備や、木造住宅耐震診断事業、

自主防災組織が行う資機材等の整備に対する助

成につきましても、平成１７年度に引き続き実

施するとともに、平成１８年度は、１人でも多

くの市民の皆様に、南海地震に関する学習の機

会を提供するため、地区別の防災講演会を実施

してまいります。 

　また、消防団につきましても、大変厳しい財

政状況ではありますが、資機材の整備や耐震性

防火水槽の設置等、引き続き、その充実に努め

てまいります。 

　交通運輸体系の整備について、申し上げます。 

　昨年３月２日に発生した宿毛駅での特急列車

事故におきましては、利用者の皆様に大変ご不

便をおかけいたしました。また、復旧に当たり

ましては、関係機関を初め、多くの皆様にご協

力をいただきました。 

　この事故によりまして、市民の皆様の郷土愛

と、人を思いやる温かい心を強く感じるととも

に、当地域にとって、鉄道がいかに必要である

かを再認識させられました。 

　同時に、土佐くろしお鉄道に対して、安全輸

送の確保については当然のこと、市民に親しま

れる鉄道会社として、経営改善に取り組むよう、

強く求めております。 

　しかしながら、利用者の減少などにより、経

営環境は非常に厳しい現状にありますので、土

佐くろしお鉄道、中村宿毛線を守るネットワー

ク会議等の民間組織と一体となって、利用者の

増加に向けた取り組みを行ってまいります。 

　市民の皆様におかれましても、より一層のご

利用をお願いいたします。 

　宿毛佐伯航路につきましては、株式会社宿毛

フェリーによる再開以来、会社の経営努力によ

り、旅客や車両については、当初の輸送目標を

上回る見込みとなっておりますが、燃料費の高

騰や、他航路との競合など、本航路を取り巻く

環境は依然として厳しい状況に変わりはありま

せん。 

　本航路は、当地域と九州を結ぶ海の国道とし

て重要な航路でありますので、経営の安定が図

られるように、今後も利用促進を初め、本航路

の維持、存続に対する取り組みを積極的に行っ

てまいります。 

　宿毛湾港の整備につきましては、湾内の静穏

度を保つために、平成１７年度より第１防波堤

３００メートルの整備工事が進められておりま

して、現在、延長約１７０メートルに当たるケ

ーソン１２函の据えつけが完了しております。 

　今後も、港湾機能のさらなる充実のために、
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第１防波堤の早期完成に向けて、引き続き、関

係機関に強く要請してまいります。 

　宿毛湾港の利活用につきましては、引き続き、

国・県などの関係機関と連携を図りながら、ポ

ートセールスを行うとともに、地球深部探査船

「ちきゅう」関連の科学船や、豪華客船の寄港

につきましても、積極的に働きかけを行ってま

いります。 

　中村宿毛道路につきましては、中村・間イン

ター間は、平成１９年度完成に向けて順調に工

事が進んでおります。平田・宿毛インター間に

つきましては、平成１８年度も引き続き用地買

収を進めることとなっておりまして、中村・宿

毛間の早期完成に向けて、努力をしてまいりま

す。 

　高速道路につきましても、四国横断自動車道

の予定路線区間であります宿毛・内海間の整備

方針が早期に決定されるよう、積極的に取り組

んでまいります。 

　農林業について申し上げます。 

　水産業とあわせて、宿毛市の基幹産業であり

ます農林業につきましては、従事者数の減少や、

高齢化、担い手の不足、国内外の産地間競争の

激化、農産物、木材価格の低迷等、農林業を取

り巻く環境は依然として厳しい状況が続いてお

ります。 

　このような状況の中、農業の担い手の育成確

保につきましては、平成１７年度に設立した宿

毛市担い手育成総合支援協議会に対する支援を

してまいります。 

　水稲を中心とする水田農業につきましては、

平成１６年度から、宿毛市地域水田農業推進協

議会が取り組んでいる米以外の作物の産地づく

りや、農業者、農業者団体が主体的判断で、需

要に応じた米生産に取り組むシステムの構築に

対して、引き続き支援を行うとともに、耕作放

棄地の増加防止のため、農作業受委託も推進し

てまいります。 

　施設園芸につきましては、レンタルハウス整

備事業を活用し、振興を図ってまいります。 

　農村の振興につきましては、平成１７年度か

ら中山間地域等直接支払い制度を導入して取り

組んでおり、農用地の荒廃防止と、農村が持つ

水源涵養などの多面的機能の維持に努めてまい

ります。 

　また、市内の団体が、平成１７年度より取り

組んでおります水稲等の減農薬栽培研究や、地

域特産品の開発に対しても、引き続き支援を行

ってまいります。 

　畜産業につきましては、ＢＳＥに対する検査

処理体制、及び幡多地区畜産振興協議会が開催

する幡多地区総合畜産共進会への支援等を行っ

てまいります。 

　林業につきましては、水源涵養、国土の保全、

地球温暖化防止等の森林が有する多面的機能の

持続的発揮と、地域林業の活性化を図るため、

高知県緊急間伐総合支援事業を活用し、間伐等

の森林整備を推進してまいります。 

　また、平成１８年度から、高知県間伐等森林

整備促進対策事業を導入し、林業生産の適地に

おいて、将来にわたって安定的に木材を供給で

きる一団の森林を形成し、宿毛市森林組合によ

る計画的な森林経営の展開を促進するため、効

率的な基盤整備等の支援を図ってまいります。 

　水産業について申し上げます。 

　先ほど申し上げましたが、本市の基幹産業で

あります水産業は、輸入水産物の増加による魚

価の低迷、資源の減少と相まって、燃料価格の

高騰により、水産業を取り巻く環境も、一段と

厳しい状況でございます。 

　県下では、平成１０年から取り組んでまいり

ました７漁協構想の実現が、事実上不可能とな

り、加えて漁協経営の悪化や、金融機関との取

引状況の変化に伴い、上部団体の経営悪化が顕
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在化したことから、高知県においては、平成１

９年度末をめどにした県１漁協構想実現に向け

た取り組みを始めております。 

　本市におきましては、平成１７年度、消費者

に新鮮で安心・安全な水産物を提供し、あわせ

て魚価の安定と組合員の所得向上を目指した高

度衛生管理型の産地拠点流通市場、すくも湾中

央市場が開設されました。 

　また、すくも湾漁協では、魚価水準の向上と、

漁業経営の安定化に向けて、県外大手仲買業者

の参入や、新規消費地市場の開拓に努めるなど、

漁協の命運をかけた事業展開を、模索をしてお

ります。 

　平成１８年度は、宿毛湾の特性を生かしたカ

ツオ活餌の畜養事業による近海カツオ船の誘致

や、市場経営の健全化、及び漁港の活性化に向

けた取り組みを支援してまいります。 

　一方、全国初の防波堤側面での藻場造成事業

を国・県の協力を得て推進しているところであ

りますが、藻場の持つ海水浄化作用を生かして、

宿毛湾の漁獲物を環境に優しい水産物として、

新たな付加価値をつくり出せるのではないかと

考えており、今後の沿岸漁業振興や、資源保護

の観点から、大きな期待を寄せております。 

　また、種苗放流による水産資源の増殖、保護

事業の推進はもとより、海の森づくりや、アオ

リイカ産卵礁設置の研究事業に対しても、支援

してまいります。 

　漁港漁村の整備事業につきましては、継続中

の田ノ浦及び沖の島漁港の計画的な事業推進と、

新規に内外ノ浦漁港の防波堤整備を進め、漁村

の安全と漁港機能の充実を図ってまいります。 

　商工業について申し上げます。 

　本市の商工業を取り巻く経営環境は、依然と

して厳しい状況にあります。特に、中心市街地

におきましては、商店街の空洞化が深刻な問題

となっております。 

　このため、平成１８年度も引き続き、商工業

者への預託融資を実施するとともに、現在、展

開中であります「宿毛の蔵　東洋城」を中心市

街地活性化に向けた新たな拠点と位置づけ、宿

毛ＴＭＯまちづくり支援機構と、関係機関、関

係団体とのさらなる連携強化を図り、空き店舗

対策を初め、商店街の再構築に向けた対策を推

進してまいります。 

　さらに、特産品販売の分野においては、既存

特産物の普及、宣伝に努めてまいりますととも

に、平成１７年度末、市民グループにより、開

発製造された芋焼酎につきましても、インター

ネット等によるピーアールや、各種イベントに

おける物産展参加等、積極的に支援を行ってま

いります。 

　観光について申し上げます。 

　本市の観光につきましては、広域観光を視野

に、他市町村との連携を図りながら、「ダルマ

夕日」等の主要な観光資源の利活用はもとより、

有為な人材を多数輩出した歴史や、出井の甌穴

を生かした観光ルートのピーアールに積極的に

取り組んでまいります。 

　さらに、すばらしい景観美を有する県内唯一

の有人離島であります沖の島、鵜来島を広く県

内外にアピールするため、地区並びに関係団体

との連携を強化し、平成１８年度においては、

全国離島サミットへの参加や、離島体験ツアー

等、各種イベントの開催により、観光客の誘致

に努めてまいります。 

　また、市民祭「すくもまつり」を初めとする

各種既存イベントにつきましても、関係団体等

と協働し、市民や本市を訪れた方が、憩いと潤

いを実感できる魅力あるイベントとなるよう、

再構築してまいります。 

　教育について申し上げます。 

　高知県において、取り組んできました「土佐

の教育改革」は、平成１８年度が最終年度とな
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りました。本市におきましても、これまで進め

てきた教育改革を生かしながら、開かれた学校

づくりなどの推進により、学校や保護者、地域

との積極的な連携など、地域ぐるみで子どもを

育んでいく取り組みも、着実に広がっておりま

す。 

　これからも、こうした取り組みを浸透、定着

させるとともに、子どもたちの基礎学力の向上

はもとより、体力の向上についても、積極的に

取り組んでまいります。 

　しかしながら、子どもたちを取り巻く社会の

環境は、大人社会のモラルの低下、不審者情報

の多発など、極めて憂慮すべき状況が続いてい

ます。 

　こうした状況を踏まえて、「対処」から「予

防」、「量」から「質」への発想の転換や、市

民との協働を積極的に進めながら、２１世紀を

心豊かに生き抜いていける子どもを育てる教育

の確立を目指してまいります。今後も、学習指

導要領のねらいである生きる力を培い、確かな

学力と豊かな心を身につけた、たくましい子ど

もの育成に取り組んでまいります。 

　学校の統合につきましては、児童・生徒数の

状況を踏まえる中、行政改革大綱に沿って、保

護者や関係者の皆様と協議を進めてまいります。 

　施設整備につきましては、篠山小中学校改築、

大島小学校屋根改修、咸陽、大島小学校の耐震

２次診断を実施してまいります。 

　また、野球場並びに陸上競技場に練習用夜間

照明を整備し、日中に活動できない方々が、夜

間にスポーツに親しむことができるよう、取り

組んでまいります。 

　社会教育の推進につきましては、生涯学習の

拠点施設であります宿毛文教センターを、より

一層、有効に活用し、文化豊かな地域社会の創

造に努めてまいります。 

　スポーツの振興につきましては、地域住民の

自主的な運営による、だれでも手軽にスポーツ

が楽しめる「総合型地域スポーツクラブ」の設

立の促進に、一層努めてまいります。 

　また、陸上競技場や野球場等の運動施設の有

効活用につきましては、各種団体と連携を図り、

さまざまなスポーツ大会の誘致や開催に努めて

まいります。 

　次に、人権について申し上げます。 

　本市におきましては、すべての人々の人権が

尊重される明るい社会の実現を目指し、宿毛市

人権尊重の社会づくり条例の制定を初め、人権

教育のための国連１０年宿毛市行動計画、「す

くも男女共同参画プラン」の策定を行うととも

に、人権問題講演会の開催等、さまざまな取り

組みを行いながら、人権意識の向上に努めてお

ります。 

　しかしながら、いまだに私たちの社会には、

同和問題を初め、女性、子ども、障害者など、

さまざまな人権問題が存在しております。 

　これらの課題を解決していくためには、家庭、

地域、職場、学校等、あらゆる場において、市

民一人ひとりがお互いを尊重し合い、ともに生

きる社会づくりに取り組んでいくことが肝要で

あると考えております。 

　今後も、教育及び啓発に関する施策を積極的

に推進するとともに、人権問題に対する正しい

認識と理解を深め、真に人権が尊重される社会

の実現を目指してまいります。 

　地域情報化について申し上げます。 

　国は、２０１０年の日本社会において、「い

つでも」「どこでも」「だれでも」「なんで

も」が、ネットワークに簡単につながり、安

心・安全に暮らせる社会の実現を目指す、Ｕ－

Ｊａｐａｎ政策を進めており、あらゆる分野で

情報化が進展しております。 

　本市におきましても、ホームページやケーブ

ルテレビの行政チャンネル、広報「すくも」等
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を活用して、行政情報の提供や、市のピーアー

ルに努めております。 

　また、ケーブルテレビ局におきましても、地

域に密着した情報を、幅広く伝達いたしており

ます。 

　平成１８年度におきましても、さまざまな情

報媒体を活用して、地域情報化の推進に取り組

むとともに、広報「すくも」につきましては、

引き続き、有料広告の掲載を実施するとともに、

一人でも多くの市民の皆様に読んでいただける

よう、内容はもとより、紙面の構成についても、

専門家のアドバイスをいただきながら、その充

実に努めてまいります。 

　一方、平成１７年度に地域間の情報通信格差

是正と、災害時の通信手段の確保を図るため、

移動通信鉄塔施設整備事業により、橋上町北部

で携帯電話用アンテナの整備を行い、市内の携

帯電話の利用可能な地域を拡大することができ

ました。今後も、こうした事業とあわせて、民

間事業者による通信エリアの拡大事業を活用し、

情報通信格差是正に努めてまいります。 

　福祉について申し上げます。 

　急速に進む少子高齢社会、地域住民相互の社

会的なつながりの希薄化や、家庭環境の変化、

児童虐待等の社会問題が顕著になっております。 

　このような状況にあって、だれもが住みなれ

た地域で、安全で安心して生活できる地域社会

を築いていくためには、一人ひとりが社会を構

成する一員であることを認識し、より身近な地

域で、人に優しい、支え合い、助け合い、とも

に生きることのできる地域福祉の仕組みをつく

る必要があると考えておりまして、平成１７年

度に引き続き、地域福祉計画策定に向けて、地

域の皆様と協働して取り組んでまいります。 

　児童福祉につきましては、次世代を担う子ど

もたちが、健やかに生まれ育つために、平成１

７年度に策定しました次世代育成支援行動計画

に基づき、子育て支援や虐待等の問題について、

地域を初め、児童相談所、学校等の関係機関と

連携を緊密にし、取り組んでまいりたいと考え

ております。 

　乳幼児医療費の助成につきましては、これま

で入院医療費の全額助成を３歳未満としており

ましたが、少子化対策、子育て支援の観点から、

制度の見直しを図り、保護者の所得にかかわら

ず、全額助成対象を就学前までに引き上げ、だ

れもが安心して子育てができるよう、制度の充

実を図ってまいります。 

　保育所につきましては、年々、園児が減少し、

小規模保育所がふえている状況であり、行政改

革大綱の中でも、小学校区に１園を基本に、統

廃合に向けて取り組むこととしております。 

　今後も、保育サービスの充実に努めるととも

に、統廃合について、保護者や関係地域の皆様

と協議を進めてまいりたいと考えております。 

　高齢者福祉につきましては、高齢者保健福祉

計画に基づき、介護予防の視点に立って、高齢

者が住みなれた地域で、安心して、生きがいを

持って生活できるよう、サービスの充実に努め

てまいります。 

　保健事業について申し上げます。 

　市民が健康で、明るい毎日が送れるまちづく

りを目指し、乳幼児から高齢者までを対象にし

た各種健康診査、予防接種、食生活改善、母子

保健など、さまざまな保健事業を推進しており

ます。 

　健康診査につきましては、本来、疾患の早期

発見、早期治療を目的として、自分の健康は自

分で守るという自覚のもとに、自発的に受診し、

その費用について、応分の負担をするものであ

ることを踏まえ、平成１８年度より自己負担額

の見直しを行うことといたしました。 

　また、介護保険法の改正により、平成１８年

度から６５歳以上の方を対象に、はつらつ健診、
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介護予防健診ですが、これが始まります。 

　この健診は、寝たきりなどの原因となる生活

機能低下を早期に発見し、速やかに介護予防事

業につなげていくことを目的に行われるもので、

介護予防事業との連携により、一次予防の充実

に努めてまいります。 

　介護保険事業につきましても、予防重視型シ

ステムへの転換を目指した改正がなされ、要支

援、要介護状態になる前からの介護予防を推進

するとともに、地域における包括的、継続的な

マネジメント機能を強化する観点から、地域支

援事業を実施し、それに伴う地域包括支援セン

ターを設置いたします。 

　また、要介護状態になっても悪化しないため

の取り組みとして、状態の維持、改善の可能性

が高いとの認定を受けた方を対象とした新予防

給付が新たに実施されます。 

　平成１８年度は、平成２０年度までの第３期

介護保険事業計画に基づき、介護保険料基準額

を月額４，８９０円に改定するとともに、被保

険者の負担能力に応じた保険料を設定するため、

これまでの５段階方式から、６段階方式に見直

しを行うなど、適正な介護保険サービスの提供

と、介護給付費の確保に努めます。 

　また、保健・福祉・医療・介護の連携を一層

強化し、高齢者を初め、すべての市民が健康で

豊かに生活できる、活力あるまちづくりの実現

に向けて、取り組んでまいります。 

　生活環境について、申し上げます。 

　今日の環境問題は、廃棄物など、身近な問題

から、地球環境問題など、広範囲にわたってお

ります。中でも、地球温暖化防止につきまして

は、行政、事業者、市民が一体となって、省エ

ネ、省資源に取り組むことが必要となっており

ます。 

　このため、本市におきましては、市役所が先

頭に立って、職員及び職員の家庭からの認識の

もと、まず市庁舎内で、ことし１月に宿毛市環

境保全率先行動計画を策定し、印刷物の両面化

や、用紙の裏面使用による紙の減量化を初め、

冷暖房の調整による消費電力の節減、ごみの減

量や水使用料の節減等に努めております。 

　循環型社会構築のためには、発生を抑制する

リデュース、再使用を促進するリユース、再び

利用するリサイクルの３つを基本として、「も

ったいない」を合言葉に、ごみの分別の徹底と、

減量化に努めることが肝要であります。 

　分別や水切りといったごみの減量化は、ごみ

処理経費の削減にもつながりますので、市民の

皆様の絶大なるご協力をお願い申し上げます。 

　環境美化活動につきましては、住民意識の高

まりの中、「花街道みんなできれいにする事

業」、不法投棄防止、市民総参加による清掃活

動など、地域の皆様のご協力をいただく中で、

一層の推進を図り、「環境を整え、花や緑を育

て、住みよいまち」の実現に努めてまいります。 

　墓地公園事業につきましては、墓地需要の高

まりの中、５８区画の造成工事を行い、市民の

要望に対応してまいります。 

　し尿処理場につきましては、平成１７年度に

引き続き、抜本的な改修工事を行い、平成１８

年度完成を目指すとともに、継続して、安定的

な操業に努めてまいります。 

　都市計画について申し上げます。 

　主な都市計画事業といたしましては、宿毛駅

東地区土地区画整理事業、都市計画道路片島線

及び宿毛市総合運動公園等の都市基盤施設の整

備がございます。 

　宿毛駅東地区土地区画整理事業につきまして

は、既に市道桜町藻津線沿いに、新たな店舗も

建設されていることから、財政状況の厳しい中

ではありますが、都市計画道路やライフライン

等の整備を、宿毛駅前地区と一体的に実施し、

早期完成に向けて、取り組んでまいります。 
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　大島、片島地区から県道片島港線及び市街地

への主要幹線道路として整備しております都市

計画道路片島線につきましては、交通緩和を図

るため、平成１８年度に一部供用開始を行うと

ともに、平成１９年度の全線供用開始に向け、

事業の推進に努めてまいります。 

　宿毛市総合運動公園の施設整備につきまして

は、スポーツ大会の開催による地域振興の拠点

施設として、また市民の皆様が、生涯スポーツ

や憩いの場として広く活用ができるよう、取り

組んでまいります。 

　土木事業について、申し上げます。 

　市道につきましては、社会情勢の変化ととも

に、交通量は増大し、路面等道路施設の老朽化

も激しく、維持修繕箇所も年々増加しておりま

す。こうした箇所の修繕や工事につきましては、

緊急性等を十分に把握し、計画的に整備してま

いります。 

　また、高知県立幡多けんみん病院周辺のアク

セス道が、台風や集中豪雨のときには、再三に

わたり冠水し、救急車両が通行不能な事態とな

り、この解消が喫緊の課題となっております。 

　このため、国土交通省では、国道５６号の宿

毛工業高校前の冠水する区間の嵩上げ工事を、

平成１７年度から実施しており、本市でも市道

平田１号線の冠水する区間の嵩上げ工事を、平

成１８年度から実施してまいります。 

　地域の主要幹線である国道、県道の整備促進

につきましては、地域の要望が早期に実現でき

ますよう、引き続き、各関係機関へ強く要請し

てまいります。 

　下水道事業について申し上げます。 

　下水道事業は、市民の生活環境をより快適に

し、公共水域等の環境保全を図るために実施し

ていることは、ご承知のとおりであります。 

　平成１８年度は、沖新田、高砂、与市明の一

部、駅前町２丁目などの約１３ヘクタールを供

用開始いたします。これによって、供用開始区

域が、全体で約１３５ヘクタール、対象戸数が

２，０８０戸となります。 

　管渠の整備につきましては、与市明の一部、

長田町、区画整理地区を行い、供用開始区域の

拡張を図ってまいります。 

　平成１４年度に事業認可を受けました６８ヘ

クタール、全体では１６６ヘクタールでござい

ますが、この６８ヘクタールの管渠整備は、平

成１９年度にすべて完了する予定でございます。 

　下水道の整備された地域の皆様には、下水道

に加入していただくことになりますので、広報

「すくも」や、パンフレットの配布等による広

報活動に努めてまいります。 

　また、排水設備の接続の相談窓口を、下水道

課だけではなく、宿毛市排水設備工事指定業者

でも対応できるようにしておりますので、対象

地域の皆様の加入促進について、積極的に取り

組んでまいります。 

　以上、平成１８年度を迎えるに当たりまして、

市政運営の基本的な考えを申し上げましたが、

職員はもとより、市民の皆様にも、一定のご負

担をいただかなければならないような、極めて

厳しい財政状況の中、南海地震対策や、地域振

興のための各種事業等、今後さらに推進してい

かなければならない課題も山積みしております。

これら課題の解決のためには、市民の皆様を初

め、議員の皆様のご理解とご協力は不可欠であ

ります。この上は、本市の置かれている現状を

積極的にお知らせし、ともにこの厳しい状況を

乗り越えていただきたいと考えております。 

　市民並びに議員の皆様方におかれましては、

より一層のご理解とご協力をいただきますよう

お願いを申し上げまして、所信の一端といたし

ます。 

　ありがとうございます。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、市長の「行政
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方針の表明」を終わります。 

　日程第３「議案第１号から議案第７３号まで」

の７３議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　ご提案を申し上げまし

た議案につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

　議案第１号は、教育委員会委員の任命につき

まして、議会の同意を求めるものでございます。 

　現教育委員の松田典夫氏が、３月３１日をも

って任期が満了となりますので、引き続き松田

氏を教育委員に任命いたしたく、議会の同意を

求めるものでございます。 

　議案第２号は、平成１７年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 

　総額で２億７，９９５万３，０００円を増額

しようとするものでございます。 

　歳出で増額しようとする主なものは、総務費

の職員退職手当４億８，９４３万円、民生費の

生活保護扶助費２，１２１万４，０００円、衛

生費の老人保健特別会計繰出金７５１万６，０

００円、商工費の国民宿舎運営事業特別会計繰

出金１億２，０１４万円などでございます。 

　一方、減額をするものとしましては、民生費

の身体障害者福祉費１，１３８万８，０００円、

介護保険費２，３８１万円。衛生費の幡西衛生

処理組合分担金５，２７１万４，０００円、農

林水産業費の林業振興費１，０１１万６，００

０円、土木費の土地区画整理事業費１，９７０

万８，０００円、災害復旧費の、現年度農業施

設災害復旧費１，８０４万８，０００円、現年

度土木施設災害復旧費２，５００万８，０００

円などでございます。 

　この財源の主なものは、増額するものとしま

しては、市税２，３１３万６，０００円、地方

交付税９１８万６，０００円、財政調整基金繰

入金３億７，０９２万４，０００円などでござ

います。 

　一方、減額するものとしましては、国庫支出

金１，０１２万３，０００円、県支出金６，３

０６万円、諸収入１，８４２万１，０００円、

市債３，０２０万円などを計上しております。 

　議案第３号から議案第６号まで、議案第８号、

議案第９号、議案第１１号及び議案第１２号の

８議案は、平成１７年度の各特別会計補正予算

でございます。いずれも決算見込額として、必

要最小限の経費を補正しております。 

　議案第７号は、平成１７年度宿毛市老人保健

特別会計補正予算でございます。総額で１億１，

００１万９，０００円を増額しております。 

　内容につきましては、老人医療給付費が予想

以上に増加したことに伴う増額でございます。 

　この財源といたしましては、支払基金交付金

及び国、県支出金等を計上しております。 

　議案第１０号は、平成１７年度宿毛市国民宿

舎運営事業特別会計補正予算でございます。総

額で８，５９８万円を増額しております。 

　主な内容は、平成１８年４月１日より、国民

宿舎の管理運営を、指定管理者である民間企業

に行わせることから、この機会に国民宿舎「椰

子」の運営に係る宿毛市観光開発公社のすべて

の債務を精算するときであると判断し、一般会

計からその全額を繰り入れることといたしまし

た。 

　なお、債務のうち、６，２５０万円の借入金

につきましては、平成１８年４月１日より、新

たに国民宿舎の運営を行う指定管理者から、年

間施設使用料として９００万円をいただくこと

になっておりまして、そのうちの５００万円を、

１３年間にわたって、市の一般会計に繰り入れ

を行い、財政調整基金に積み立てることとして

おります。 

　議案第１３号は、平成１８年度宿毛市一般会
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計予算でございます。総額で９９億７１９万３，

０００円を計上しております。 

　財政状況や予算編成につきましては、行政方

針の中で申し上げましたので、省略させていた

だきますが、平成２年度以来の１００億円を下

回る緊縮予算となっております。 

　歳入の主なものを申し上げます。 

　市税２２億８２５万７，０００円、地方譲与

税２億８，４６８万８，０００円、地方消費税

交付金２億５，０１９万４，０００円、地方交

付税３７億２，０００万円、使用料及び手数料

１億４，６６３万９，０００円、国庫支出金８

億１１８万３，０００円、県支出金５億３，３

０８万円、繰入金２億８，８９４万４，０００

円、市債９億７，３８０万円などでございます。 

　一方、歳出の中で経常経費を除く主なものは、

総務費のフェリー運航経費支援事業補助金２，

０００万円、木造住宅耐震改修事業費補助金３

００万円、高知県議会議員選挙費７８０万円。 

　民生費では、社会福祉協議会補助金２，６９

４万６，０００円、乳幼児医療費扶助３，２９

０万円、児童手当扶助１億６，５５０万円、私

立保育所運営補助金６，１８０万円、児童館運

営業務委託料２，１１７万１，０００円。 

　衛生費では、浄化槽設置整備事業補助金１，

８００万円、墓地公園造成工事費９２０万円、

し尿処理費１億２，４２１万２，０００円。 

　農林水産業費のレンタルハウス整備事業費補

助金６２３万１，０００円、県営湛水防除事業

負担金２，２８３万８，０００円、森林整備地

域活動支援交付金１，２６８万８，０００円、

緊急間伐総合支援事業費補助金３，３１９万３，

０００円、水産業総合支援事業費補助金５５８

万３，０００円、県営漁港事業負担金１，９６

６万円。 

　商工費の中心市街地活性化事業補助金９５万

円、大島桜公園用地購入費６，７２０万５，０

００円。 

　土木費の県営事業負担金１億６，３７８万５，

０００円、市道維持補修工事費１，６００万円、

地方道整備事業費１億９，８１１万２，０００

円、土地区画整理事業費１億３，０１０万円、

総合運動公園遊歩道整備工事費４，３０２万円、

街路事業費９，７９４万９，０００円、唐河谷

川河川環境整備工事費１，０００万円。 

　消防費の耐震性貯水槽新設工事費２，１２０

万円、小型動力ポンプ付積載車購入費２，２２

０万円。 

　教育費の小学校二次耐震診断業務等委託料１，

５００万円、大島小学校屋根新設工事費１，０

００万円、東中学校グラウンドフェンス設置工

事費８５０万円、野球場及び陸上競技場夜間照

明整備工事費４９１万５，０００円、組合立篠

山小中学校建設工事分担金１億８６７万４，０

００円。 

　災害復旧費の現年度農業施設災害復旧費２，

４６３万３，０００円、現年度土木施設災害復

旧費５，７４４万３，０００円などを計上して

おります。 

　議案第１４号は、平成１８年度宿毛市簡易水

道事業特別会計予算でございます。 

　総額で９，５８０万円を計上しております。 

　主なものは、沖の島地区水道事業統合のため

の認可設計業務の委託料として、７００万円等

を計上しております。 

　議案第１５号から議案第２４号までの１０議

案は、平成１８年度各特別会計予算でございま

す。総額で８８億３、２１６万１，０００円を

計上しております。 

　議案第２５号は、平成１８年度宿毛市水道事

業会計予算でございます。 

　総額で６億９，７２６万７，０００円を計上

しております。主な内容は、老朽化した配水管

の敷設がえに伴う事業費１億４，１３５万円等
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を計上しております。 

　議案第２６号は、宿毛市国民保護協議会条例

の制定でございます。 

　平成１６年６月１８日に公布されました「武

力攻撃事態等における国民保護のための措置に

関する法律」いわゆる「国民保護法」でござい

ますが、この規定により、市町村は都道府県の

国民保護計画に基づき、市町村国民保護計画を

策定しなければならないこととなっております。 

　また、計画策定に当たっては、市町村国民保

護協議会を設置して諮問しなければならないこ

とになっておりますので、宿毛市国民保護協議

会条例を制定しようとするものでございます。 

　議案第２７号は、宿毛市国民保護対策本部及

び宿毛市緊急対処事態対策本部条例の制定でご

ざいます。 

　国民保護法の規定により、航空機や弾道ミサ

イルによる攻撃を初めとする武力攻撃事態及び

原子力発電施設や石油コンビナートへの攻撃な

どの緊急対処事態において対策本部を設置する

必要があるため、宿毛市国民保護対策本部及び

宿毛市緊急対処事態対策本部条例を制定しよう

とするものでございます。 

　議案第２８号は、宿毛市移動通信施設の設置

及び管理に関する条例の制定でございます。 

　平成１６年度より整備しております携帯電話

用通信施設が完成しましたので、地方自治法第

２４４条の２第１項の規定に基づき、施設の設

置及び管理に関する条例を制定しようとするも

のでございます。 

　議案第２９号は、宿毛市一般職員等の給与に

関する特例を定める条例の制定でございます。 

　本市の大変厳しい財政状況を踏まえ、職員の

給料を３パーセントカットすることについて、

必要な条例を制定しようとするものでございま

す。 

　議案第３０号は、宿毛市国民宿舎施設整備等

基金条例の制定でございます。 

　本年４月１日より、国民宿舎の管理運営を指

定管理者に行わせることになっておりますが、

大規模な施設の修繕等につきましては、宿毛市

が行うこととなっておりますので、その財源に

充てるため、基金を設置しようとするものでご

ざいます。 

　議案第３１号及び議案第６０号は、「宿毛市

しあわせ長寿祝金支給条例」の制定及び「宿毛

市しあわせ年金支給条例」の廃止でございます。 

　市民の長寿を祝福するとともに、敬老思想の

高揚を目的として、これまで市内に住所を有す

る８７歳以上の方全員に支給しておりました

「しあわせ年金」制度を廃止し、本市に引き続

き１年以上住所を有する方で、新たに８７歳に

達した方及び１００歳以上の方に対し「しあわ

せ長寿祝金」を支給するため、条例を制定しよ

うとするものでございます。 

　議案第３２号は、宿毛市墓地、埋葬等に関す

る法律施行条例の制定でございます。 

　地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規

定に基づき、高知県知事の権限に属する事務の

うち、「個人墓地の経営の許可」に関する事務

が、本年４月１日より宿毛市に権限委譲される

こととなったため、条例を制定しようとするも

のでございます。 

　議案第３３号、議案第３５号、議案第４２号、

議案第４８号、議案第５１号、議案第５４号及

び議案第５５号は、宿毛市の組織・機構の見直

しに伴う改正でございます。 

　改正の主な内容につきましては、農林課、水

産課、土木課及び都市建設課の事業部門を「建

設課」に、振興部門を産業振興課に再編しよう

とするものでございます。また、水道課と下水

道課を統合して「上下水道課」に、企画広報課

を「企画課」に名称変更するとともに、離島振

興係を新設し、定期船に関する事務も行うこと
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としております。 

　議案第３４号は、宿毛市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例でございます。 

　平成１７年の人事院勧告に基づく給与構造改

革に伴い、昇給期間の短縮等の措置が号給調整

に改正されたことによりまして、条例の一部を

改正しようとするものでございます。 

　議案第３６号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例でございます。 

　人事院勧告に基づく給与構造改革に伴い、給

料表の水準を平均で４．８パーセント引き下げ

ること、勤務実績を給与へ反映させること等が

主な改正の内容でございます。 

　議案第３７号は、宿毛市職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例でございます。 

　国家公務員退職手当法の一部を改正する法律

が、本年４月１日より施行されることに伴い、

国に準じて条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

　議案第３８号、議案第３９号、議案第４０

号、議案第５０号及び議案第５２号の５議案

は、宿毛市延滞金徴収条例の全部改正に伴う改

正でございます。 

　これまで、各所管によって督促手数料等の徴

収に関する取り扱いが異なっていたことから、

宿毛市延滞金徴収条例を「宿毛市税外収入の督

促手数料、延滞金及び滞納処分に関する条例」

として全部改正し、各課の取り扱いを統一しよ

うとするものでございます。 

　議案第４１号は、宿毛市教職員住宅管理条例

の一部を改正する条例でございます。 

　宿毛市教職員住宅として管理している４４戸

のうち、母島地区の１３戸を除き、本年４月か

ら空き家となります。また、これらの住宅は、

老朽化が著しく入居できる状態ではないため

に、普通財産へ移管して有効活用を図ろうとす

るものでございます。 

　議案第４３号は、宿毛市福祉医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例でございま

す。 

　若い世代に対する生活支援を行い、少子化傾

向に歯どめをかけるための施策として、これま

で３歳未満児までであった入院医療費の全額助

成を、本年４月１日より６歳児までに拡充しよ

うとするものでございます。 

　また、障害者自立支援法の施行に伴い、施設

入所者についても福祉医療費の助成対象となる

ことから、条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

　議案第４４号は、宿毛市中央デイケアセンタ

ーの設置及び管理に関する条例の全部を改正す

る条例の一部を改正する条例でございます。 

　平成１７年６月に開会いたしました市議会定

例会において、宿毛市中央デイケアセンターの

設置及び管理に関する条例の全部を改正する条

例をご議決いただき、本年４月１日から施行す

ることとなっておりましたが、現在、デイケア

センターで実施している事業のうち、在宅介護

支援センター運営事業が廃止となりまして、本

年４月１日より新たに設置される「地域包括支

援センター」に事業が移行することから、全部

を改正する条例の一部を改正しようとするもの

でございます。 

　議案第４５号は、宿毛市介護保険条例の一部

を改正する条例でございます。 

　介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金

の算定等に関する政令の一部改正に伴い、保険

料の段階をこれまでの５段階から６段階へ見直

すとともに、介護保険料基準額を月額４，８９

０円に改定しようとするものでございます。 

　議案第４６号は、宿毛市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

　現在、１０キログラム以下は３０円となって
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おります宿毛市環境管理センターの使用料を、

幡多クリーンセンターと同額の４０円に改正し

ようとするものでございます。 

　議案第４７号は、宿毛市公衆便所条例の一部

を改正する条例でございます。 

　松田川親水公園整備事業として宿毛大橋上流

の右岸側に整備しておりました公衆便所が、今

月中旬に完成することに伴い、条例の一部を改

正しようとするものでございます。 

　議案第４９号は、宿毛市営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

　現在、高齢者等の単身者が市営住宅に入居す

る場合、面積要件が２９平方メートルとなって

いるために、該当する住宅は、「与市明団地」

及び「萩原団地」に限定をされております。 

　また、萩原団地については、大雨のときにと

きどき浸水することから、新たな入居は停止し

ておりまして、現在では単身者の入居希望に十

分こたえることができない状況であるというこ

とから、面積要件を２９平方メートルから３５

平方メートルに改正し、単身者が入居可能な市

営住宅を確保しようとするものでございます。 

　議案第５３号及び議案第５６号は、宿毛市水

道事業の設置等に関する条例及び宿毛市簡易水

道事業設置に関する条例の一部を改正する条例

でございます。 

　現在、田ノ浦地区は、宿毛上水道と小筑紫簡

易水道の配水管が連結されておりまして、宿毛

上水道から給水を行っております。 

　今後、「すくも湾漁協」の市場が本格稼働す

ることから、水需要がさらに増大するものと予

想されるため、小筑紫簡易水道からの給水も可

能とするよう、条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

　議案第５７号は、宿毛市民交通傷害保障条例

を廃止する条例でございます。 

　市民交通傷害保険制度につきましては、昭和

５０年から実施しているものでございますが、

現在は、民間の損害保険や生命保険がより充実

した内容となっていること等から、年々加入者

が減少しておりますので、平成１８年度より事

業を中止しようとするものでございます。 

　議案第５８号は、宿毛市同和小口資金貸付基

金条例を廃止する条例でございます。 

　同和小口資金の貸し付けは、同和地区内に住

所を有する生活困窮者に対して貸し付けを行い、

生活の安定と自立更正を図ることを目的とした

制度でありますが、平成１３年度以降は、貸し

付けの実績はなく、また、同様の貸付制度が社

会福祉協議会に存在すること等から、制度の廃

止を行うものであります。 

　議案第５９号は、宿毛市特別児童福祉手当条

例を廃止する条例でございます。 

　障害児福祉の増進を目的として、障害児の保

護者に対し、児童１人につき月額１，０００円

を支給しているものでありますが、助成額が小

額であり、加えて他の支援制度の充実が図られ

ていることから、平成１８年度より事業を中止

しようとするものでございます。 

　議案第６１号、議案第６２号、議案第６３号

及び議案第６５号から議案第６７号までの６議

案は、幡多広域市町村圏事務組合と高知西部環

境施設組合が、平成１８年４月１日に統合し、

幡多広域市町村圏事務組合となることに伴う規

約の一部改正及び財産処分等について、議会の

議決を求めるものでございます。 

　議案第６４号は、こうち人づくり広域連合規

約の一部を改正する規約でございます。 

　内容につきましては、平成１８年１月１日に

中土佐町が、同年３月１日に香南市と香美市が

市町村合併により誕生したことに伴い、規約の

一部を改正する必要が生じましたので、地方自

治法第２９１条の１１の規定により、議会の議
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決を求めるものでございます。 

　議案第６８号から議案第７２号までの５議案

は、広域入所に係る公立保育所の使用に関する

協定書の締結について、議会の議決を求めるも

のでございます。 

　これまで、幡多地域の１０カ市町村で、「幡

多郡内の公立保育所の使用に関する協定書」を

締結し、園児の広域入所を行っておりましたが、

大正町及び十和村が高岡郡窪川町と合併するこ

とにより、協定を継続することが困難となりま

したことから、現在、広域入所協定を締結して

いる四万十市、土佐清水市、大方町、佐賀町、

大月町及び三原村と、それぞれ個別に協定書を

締結しようとするものでございます。 

　議案第７３号は、市道路線の認定でございま

す。 

　都市計画街路事業で整備しておりました街路

片島線が、一部区間を除き本年４月から通行可

能となることから、起点から終点までの延長７

８０メートルを市道として認定しようとするも

のでございます。 

　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて、提案理由の説

明が終わりました。 

　この際、暫時休憩をいたします。 

午前１１時２４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時４１分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　議事の都合により、ただいま議題となってお

ります「議案第６３号及び議案第６５号から議

案第７０号まで」の７議案を先議いたします。 

　これより「議案第６３号及び議案第６５号か

ら議案第７０号まで」の７議案について、質疑

に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第６３号及び議案第６５号から議案第

７０号まで」の７議案については、会議規則第

３７条第２項の規定により、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第６３号及び議案第６５号か

ら議案第７０号まで」の７議案については、委

員会の付託を省略することに決しました。 

　これより、「議案第６３号及び議案第６５号

から議案第７０号まで」の７議案について、討

論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第６３号及び議案第６５号

から議案第７０号まで」の７議案を一括採決い

たします。 

　本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第６３号及び議案第６５号から

議案第７０号まで」の７議案は、原案のとおり

可決されました。 

　おはかりいたします。 

　議事の都合により、３月９日及び１０日は休会
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いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、３月９日及び１０日は休会することに

決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月９日から３月１２日までの４日間休会し、

３月１３日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時４４分　散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、一般質問をいた

します。 

　おはようございます。 

　本日は、宿毛工業高校の生徒会の皆さんが傍

聴に来ております。これからの宿毛市の担い手

となる若者たちが、こうやって行政、そして議

会に関心を持っていただくこと、まことにうれ

しく思います。 

　では、早速一般質問に入ります。 

　まず、初めにリサイクル、３Ｒへの取り組み

についてお聞きいたします。 

　先日、私たち自民クラブは、３Ｒについて、

名古屋市リサイクル推進センターを訪れ、政務

調査をしてまいりました。 

　３Ｒとは、昨年１２月の広報「すくも」にも

載っておりましたが、ごみを元から減らすこと、

発生抑制のリデュース、できるだけ手を加えな

いで、そのまま何度も使うこと、再使用のリユ

ース、手を加え、再び原材料として使用するこ

と、再生利用のリサイクルのことであります。 

　この名古屋市リサイクル推進センターは、１

６年６月に私の行った資源ごみの回収について

の一般質問の中で、先進地として紹介した施設

であります。 

　このセンターは、名古屋市リサイクル推進公

社によって管理運営がなされており、循環型社

会の実現のため、ごみの減量に関する情報提供

や、普及活動を通じて、市民のごみ減量意識を

高めるとともに、３Ｒ行動の促進を図っており

ます。 

　その活動の一部を紹介すると、発生抑制、リ

デュースへの取り組みとして、レジ袋の削減を

しております。これは、参加店で買い物をする

ときに、マイバッグなどを持参してレジ袋、紙

袋を断るとシールがもらえ、シールを４０枚集

めると、１００円の買い物券として利用できる

というものであります。 

　この取り組みにより、１日約３万枚のレジ袋

が断られているそうです。 

　また、リサイクルへの取り組みの１つとして、

粗大ごみとして排出されたごみのうち、再使用

可能な家具の修理をし、展示販売を行っており

ます。 

　そのほかに、民間の団体によるスーパーの店

頭や駐車場など、５０カ所以上の場所で資源ご

みを集める活動に対する支援や、フリーマーケ

ットの開催助成など、多くの活動を行っており

ます。 

　このような分別、リサイクルを中心とした取

り組みにより、名古屋市はピークであった平成

１０年度と比べて、ごみの量は４分の３に、資

源回収量は２倍以上に、そして埋立量は半分以

下になっております。 

　宿毛市は、昨年１２月にごみの処理費用が市

の財政を圧迫している現状から、ごみ減量化へ

の協力を市民の皆さんにお願いし、ことし１月

には宿毛市役所においても、ごみ減量化作戦と

題し、率先してこれに取り組んでいるとの記事

が、広報「すくも」に掲載されました。 

　また、先日の行政方針の中で、庁舎内でこと

し１月に宿毛市環境保全率先行動計画を策定し、

ごみの減量などに努めているとの表明もありま

した。 

　しかし、庁内のごみ減量化作戦も、各課によ

ってかなりの温度差があるように感じられます。 

　例えば、重要書類はシュレッダーへかけます

が、それ以外の紙はリサイクルできるはずです。
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各課には、リサイクルする紙を入れる箱がある

ので、ごみ箱には紙が入っていないはずです。

しかし、課によっては、丸められた紙がごみ箱

に入っているのをよく見ます。 

　聞くところによると、数値目標の設定もなく、

現在は庁舎内から出るごみの量も把握できてい

ないと聞きました。ごみ減量化作戦とまで題し

て取り組むからには、庁舎から出るごみの量を

把握した上で、目標数値を上げて取り組むべき

だと考えますが、この環境保全率先行動計画の

詳しい内容とあわせて、市長のお考えをお聞き

いたします。 

　続いて、西地区の道路の冠水についてお聞き

いたします。 

　今議会に提案されました１８年度当初予算の

中に、大雨のときに、幡多けんみん病院が道路

の冠水のため孤立するという異常事態を打破す

るための道路改良の予算が計上されております。 

　これは、山田・平田地区の浸水という大きな

問題の中で、ライフラインの確保に向けた一歩

であり、その効果には大変期待をしております。

けんみん病院に行く道がなくなった昨年９月の

台風１４号の雨で、県道宿毛城辺線、通称農免

道路及び市道片島西町線、宿毛球場入り口から

豊上建設前が、冠水のため４時間以上通行どめ

になっております。 

　この日、唯一の迂回路として利用していたの

は、宿毛球場前の道であります。しかし、迂回

路の途中の西町遊水地の水があふれ、西町に入

る道が数センチの冠水をしており、無理をして

車は通行していましたが、大変危険な状態であ

りました。 

　また、池島を抜ける道も、大雨のときには至

るところでがけが崩落しており、実際にその日

も東から池島本部落へ入る道は、がけが崩れて

通行どめになっております。 

　これ、反対です、申しわけありません。この

赤い線が農免道路から脇本に続く道です。愛媛

県に続く道です。それで、このピンクに塗って

いるところが、いつも冠水する場所なんですが、

それでこのブルーのところが、迂回路として通

常使っている道です。 

　それで、今回言っているのは、この迂回路の

中で、この西町に入る部分が冠水するのと、そ

れから池島の本部落に入るところ、東側からの

道ががけ崩れのため、前回、通行どめになって

おります。これ、大変危険な状態です。言葉の

中でわかっていただきたいと思います、よろし

くお願いいたします。 

　このように、西地区のライフラインも、いつ

切れてもおかしくない状態になっております。

この冠水場所から西地域には、１，２８５世帯、

３，５１６名の市民が生活をしております。 

　３，５１６名の生命を守るためにも、冠水問

題を克服する必要があります。 

　１６年度も数回の冠水があり、私は、１６年

９月の一般質問で、県土木の与市明川河川改修、

下水道課の雨水ポンプとそれに絡む排水路、農

林課の冠水防除ポンプ、それに都市建設課の駅

周辺土地区画整理事業の中の、排水及び駅前ポ

ンプについて、質問をいたしました。 

　土地区画整理事業によって、道より低かった

田んぼが道と同じ高さになり、遊水力を失った

土地は、以前に増して雨水を一気に川へと流す

はずです。 

　当時、私は駅周辺の水路を松田川へ流れるよ

う、計画変更をすべきとの提案をいたしました。

現在もそう思っております。 

　駅東地区の水路が、１９年度の完成に向けて、

これ予定では１８年度の完成でしたが、着々と

工事が進行している今、将来的に与市明川に流

す予定になっていた駅前の排水は、現在、どの

ような計画になっているのか。また、昭和４５

年から始まり、１７年度より休止している与市
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明川河川改修事業及び、ポンプにすると毎秒６

０トン、金額にして１００億円かかるといわれ

ている片島中学校前の河口の計画が、現在どの

ようになっておられるのか、市長にお聞きいた

します。 

　最後に、小中学校耐震改修について、お聞き

いたします。 

　私は、前回の一般質問で、咸陽小学校に対す

る第一次耐震診断の結果をもとに、耐震改修の

必要性について、質問をいたしました。 

　今回、当初予算の中に二次耐震診断業務等委

託料１，５００万円が計上されております。こ

の対象は、咸陽小学校と大島小学校の２校であ

り、この２校ともに二次耐震診断の結果は、補

強が必要と予想されます。早急に耐震改修に向

けて取り組む必要がありますが、二次耐震診断

後の計画はどのように考えておられるのか。そ

して、この２校以外の学校の二次耐震診断の、

これからの計画はどうなっておられるのか、教

育長のお考えをお聞きいたします。 

　また、２校で１，５００万と高額であります

が、その内容についてもお聞きいたします。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　中平議員の一般質問にお答えをいたします。 

　リサイクルへの取り組みでございます。中平

議員から、先ほど、リサイクル関係の先進の名

古屋市を訪問された、いろいろな取り組みを紹

介もしていただきました。 

　こういう取り組みにつきましては、ぜひ、当

市としてもやらなきゃいけない時代になってい

るというふうに、私自身も認識をしておるわけ

でございまして、先ほどの環境保全率先行動計

画というものについてのご質問でございました。 

　一応、ことしの１月に策定いたしました環境

保全率先行動計画でございますが、今日、地球

規模での環境保全対策が強く求められておりま

す。当市においても、環境保全の創造とか、環

境循環型社会の構築、地球環境保全の推進を図

るために、行政、事業者、市民、すべての人々

が日常生活とか、社会経済活動におきまして、

自主的に環境に配慮した取り組みを実践するこ

とが重要であるというふうに、私自身も考えて

おります。 

　このために、行政みずから事業者、消費者と

して、率先して物品を初めまして、庁舎の維持

管理、その他行政事務の執行に際しまして、環

境保全に対する取り組みを進める必要があると

いうことで、その具体化のために、目標を設定

した計画を策定したところでございます。 

　この行動計画でございますが、温室効果ガス

を代表する、いわゆる環境負荷を削減するとい

うことを目的にしているわけでございます。計

画が、今年４月、いわゆる１８年度からという

ふうなことでの計画でございましたが、こうい

う計画につきましては、策定した段階でも、す

ぐに取り組まなきゃいけないということが大切

だと、私自身は思っておりまして、１月からの

行動ということにしたわけでございます。 

　計画の目標でございますが、環境負荷の削減

を２２年度末までに、平成１８年度を基準とい

たしまして、公用車で消費する燃料の抑制を１

０パーセント、それから電気エネルギー利用の

抑制を１５パーセント、それから庁舎内におけ

ます節水としまして１０パーセント、それから

用紙類の使用の削減を１５パーセントと、抑制

目標として掲げておるわけでございます。 

　そのほかに、環境負荷の少ない製品とか、原

材料等の購入、これはグリーン調達をするよう

にしております。それから、廃棄物の減量及び

リサイクルの推進ということでございます。 

　現在、市庁舎では、この行動計画のもとに、

環境保全活動追跡チェックリストというものを
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作成しまして、朝の点灯は８時２０分から、そ

れから昼休みの消灯などを、１１項目による

日々の取り組みを行っているところでございま

すが、昼休みの消灯につきましては、これ、市

民の方々が窓口に来られたところで消灯すると

いうわけにいきませんので、こういった窓口に

ついては、消灯はできないという状況もござい

ます。 

　それから、温室効果ガスの数値目標の達成の

検証でございますが、排出量の算定表によりま

して、請求書や各種使用簿の使用料で把握する

ようにしております。 

　市役所の排出するごみの大部分は紙製品。先

ほど、中平議員のご指摘でもございました。量

の削減としまして、用紙の両面使用であるとか、

必要枚数をできるだけ少なくするということに

取り組んでおります。 

　そういうことで、削減に努めますとともに、

不要となった紙類ですが、今まで、先ほどご指

摘もございました、丸めてポイ捨てるんじゃな

いかということもございましたので、これは職

員の意識の問題もございますが、焼却ごみとし

て、そういった形で排出していったものを、こ

れをリサイクルにできるだけしていくというこ

とで、減量化を図っているということでござい

ます。 

　それから、市役所のリサイクルの徹底を図る

ために、市役所ごみ減量作戦と申しまして、そ

ういった形での焼却ごみの減量に努めておりま

す。 

　このような活動を、広く市民の皆様にも周知

をしまして、ごみの減量化とリサイクルの徹底

を図って、そういったことがごみ処理経費の削

減につながるというふうに思っておりますので、

ぜひ市役所の職員、また家族、そして、それか

ら市民の皆様方にこういった協力を願いたいと

いうふうに思っているわけでございます。 

　それから、与市明川の河川改修でございます。

この問題につきましては、中平議員ご指摘のと

おりでございまして、まずこの西地区の問題、

そして山田の方の中筋川の関係の国道の冠水。

そのために、けんみん病院へ、冠水したときに

救急車も行けないというふうな状況が出ている

わけでございまして、これの、いわゆる道路の

確保ということが、宿毛市にとって喫緊の課題

ということでございます。 

　つい先日は、今、宿毛工業の生徒さんがこち

らに見えておられますけれども、その前で工事

をしていると思います。幡多けんみん病院に、

今、周りが冠水しますと、本当に救急車も行け

ない状況でございまして、ここの国道、いわゆ

る国の方で工業高校の前を少しやっていただい

て、あと平田１号線を市の方で嵩上げ工事を１

８年度やっていかなきゃいけないと、そういう

ふうな状況でございます。 

　本当に、中平議員のおっしゃいました西地区

の関係、与市明川の河川改修の関係でございま

す。昨年とか、近年でございますが、もう台風

集中豪雨時には、西地区の幹線道であります県

道、宿毛城辺線や市道片島西町線が冠水して、

通行不可能な事態となってます。 

　それで、迂回路として、通行できる西町の道

路、先ほど中平議員から地図で示されましたが、

ここも昨年の台風１４号では、一部の区域が冠

水したということは把握して、私自身も現場に

行ってきたところではございます。 

　本当に、これが緊急かつ重要な課題というこ

とは、十分に認識しておるわけでございますが、

貝塚、錦、小深浦、それから西町、４地区の冠

水区域の河口ですが、雨水をためる遊水地が、

あのとおり片島中学校の前にございます。主な

排水は、潮位に大きく左右される樋門がそこに

はついておるわけでございます。 

　台風とか、集中豪雨が満潮時に重なる場合に
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なりますと、樋門が開かずに冠水しまして、通

行どめの箇所が多くなるということも承知をし

ているわけでございます。 

　冠水対策でございますけれども、１点目の県

管理でございます、高知県の管理であります与

市明川の河川改修。これ、区間延長が２，４２

４メートルとして事業が行われまして、護岸整

備はおおむね完了しております。 

　それから、河口処理、それから錦川付近の築

堤、新田橋と新貝塚橋の間にある旧橋梁付近の

処理を残しまして、１７年度より事業が中止と

なっておるわけでございます。 

　この河川改修工事が休止されまして、河口処

理が進まないと、豪雨時に通行が確保できない

というふうな状況でございますので、ことし１

月、県の河川整備課、それから宿毛土木事務所

とか、関係する機関の方々が、本市の方へ来て

いただきまして、冠水対策について協議を行い

ました。 

　協議の中でも、一番問題となっておるのは、

やはり河口の処理でございます。現時点では、

河川改修は休止のままであるので、市としまし

ては、現状を踏まえた中で、新たに改修計画の

見直しを行っていただくよう要請をしておるわ

けでございます。 

　その時の話の中で、河口の問題について、ど

ういう形が一番ベターなのか。それから、先ほ

ど申しました錦川とか、そういったところを高

く築堤して、果たして今度は内水排除ができる

かどうかとか、そういった問題もかなり突っ込

んだ話し合いをしました。 

　ポンプ場の設置ということも、今、非常に、

５トンぐらいなポンプしかございませんので、

そこのポンプを、例えば、中平議員、先ほど６

０トン、１００億というふうなお話でございま

したが、この間も現場で話してました折には、

３０トンくらいの、３０億で、いわゆる満潮時

の対応ができればいいのじゃないかなとか、そ

ういった、るる話し合いをしております。 

　２点目の宿毛駅東地区土地区画整理事業区域

への排水につきましては、通常の降雨時は、自

然流下で与市明川へ流れるように、排水路を整

備しております。 

　市街地の雨水を排水する宿毛ポンプ場の排水

能力に余裕がございます。そういうことで、土

地区画整理事業区域と、宿毛ポンプ場間の排水

路を整備しまして、洪水時には区域内の雨水は、

ポンプを稼働すると与市明川の方でなくて、宿

毛ポンプ場へ流入しまして、松田川へ放流され、

与市明川の負担を軽減しているという状況にご

ざいます。 

　平成７年度事業が完了した宿毛駅前地区の土

地区画整理事業区域の排水は、現在、与市明川

に流れております。この区域につきましては、

公共下水道で駅前ポンプ場も計画されておりま

すので、見直し後の与市明河川改修計画と調整

を図りながら、進めていきたいというふうに思

っております。 

　市長の方からは、以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　おはようございます。 

　２番、中平議員のご質問にお答えをしたいと

思います。 

　耐震診断後の計画は、どのように考えられる

のかとのご質問でございますが、平成１５年か

ら１７年までの３カ年間で実施をいたしました

小中学校校舎１１校の一次耐震診断結果につき

ましては、一部の校舎部分を除き、二次耐震診

断、もしくは三次耐震診断の実施をお勧めしま

すとの診断の報告を受けました。 

　この一次耐震診断後の計画につきましては、

平成１８年度は、咸陽小学校と大島小学校の２

校につきまして、二次耐震診断業務委託を実施

をしたいと考えております。 
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　また、この２校以外の学校の二次耐震診断の

計画についてのご質問でありますが、市長とも

十分協議をいたしまして、今後も、順次、二次

耐震診断に取り組んでまいりたいと、このよう

に考えております。 

　次に、２校で１，５００万円の内容について

ですが、咸陽小学校、大島小学校とも、二次耐

震診断の結果について、補強が必要であるとい

う判定結果が出ましたときには、補強計画の検

討作成を行い、補強工事に向けた実施設計図面

の作成を考えています。 

　そして、翌年度には、補強工事が行えるよう、

市長と十分協議してまいりたいと、このように

考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　まず、リサイクル３Ｒについてですが、目標

設定のところで、市長がガソリンやら電気やら

水道やら用紙に対しては、目標数値、１０パー

セントないし１５パーセントの削減に向けた数

値があるよというお話を、今、答弁でいただき

ました。 

　ただ、リサイクル、廃棄物へのリサイクルに

対しては、推進していくということで、目標値

のご説明がなかったように聞いたわけですが、

私は、計画を立てたなら、必ず目標は必要だと

思います。全体の量をきちんと把握し、数値に

したデータを皆さんに開示すべきだと思ってお

ります。 

　ここで、もう１つの例を紹介いたしますと、

横浜市では、平成２２年度における全市のごみ

排出量を、１３年度に対し３０パーセント削減

する目標達成に向けた減量、リサイクル行動を

しております。 

　昨年４月、ごみ分別収集品目の拡大を全市で

展開したことなどにより、１７年１２月の時点

で、３３．２パーセントの削減に、既に成功し

ております。 

　その結果、９月には市内の２つの焼却工場を、

１つは休止、１つは廃止することを決め、改修

費など１，１００億円の節減に成功しておりま

す。 

　これを宿毛市に置きかえますと、財政規模が

約１３０倍ですので、宿毛市の財政に置きかえ

て８億５，０００万円の節減になるようになり

ます。 

　ちなみに、横浜市役所は、市役所ごみゼロと

題し、取り組みをしており、１７年度の途中結

果で、庁舎におけるごみ廃棄量１８．４トン、

これごみの量が１８．４トンに対して、資源化

量、資源としてリサイクルなどをした量が２２

４．７トンであり、資源化率９２．４パーセン

トとなっております。 

　横浜市役所では、重さでの比較ではあります

が、ごみとして７．６パーセントしか捨ててい

ないという数値が出ております。これは、イン

ターネットでホームページを開くと、大々的に

載ってますので、皆さんよろしかったら一度、

横浜市のホームページも見ていただきたいと思

います。 

　宿毛市役所も、きちんと目標を立てて、その

成果が目に見えるような形にすることができる

ならば、職員みんなが、もっと頑張れるのでは

ないかと、そういうふうに思っております。 

　また、本市における紙類の月１回、雨天のと

きは集めないという収集を代表する資源ごみ収

集日の少なさは、本市の市民のリサイクルに対

する熱を奪う、そういった恐れがあると、私は

思っております。 

　まず、収集日をふやすべきだと考えます。 

　例えば、収集場所については、皆さんが行き

やすい、そういった便利のよいところに、数カ
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所の設置でよいと考えております。 

　そして、自治会、子ども会、老人クラブ、婦

人会、ＰＴＡなどで、資源ごみを集める活動を

していただくよう、努力をすべきだと考えてお

ります。 

　民間団体などの立ち上げ、育成のためには、

各団体に対して、３Ｒについての説明会、出前

講座などの開催が必要になってくると考えます。

これは、まさしく今、本市が進めている自主防

災組織の立ち上げと同じような形で、立ち上げ

ていく必要があると考えております。 

　このような活動を通じて、市民の環境に対す

る意識も高まり、不法投棄も減少すると、私は

考えておりますので、市長のお考えを、再度お

聞きいたします。 

　続いて、道路の冠水についての再質問ですが、

１月に、本市において県と突っ込んだお話し合

いをされたということで、そういった活動をず

っとしていることは、私も重々知っているわけ

です。 

　与市明川の河川改修事業については、自民党

宿毛市支部も、平成１３年度より、毎年、県の

方に要望事項として上げております。先ほども

お話があったように、市長もみずから、県、国

に対して、幾度となく要望、陳情を繰り返して

いただいているのも承知しております。しかし、

現実は、いまだに浸水もしてますし、はっきり

とした計画も、まだ立っておりません。 

　河川改修は、喫緊の課題でありますので、お

互いに力をあわせて取り組み、一日でも早く改

修すべきだと考えますが、せめてそれまでに、

ライフラインの確保だけでもする必要があると、

私、思っております。 

　これ以上、冠水しないためにも、先ほど、答

弁の中にもありましたが、新しくこれから開発

していこうという地域、そういった地域の排水

の整備をし、道路を改良する必要があると考え

ますが、その点について、市長のお考えを再度

お聞きいたします。 

　それと、あわせて駅前ポンプについて、今後

の見直しをかけていくというお話、先ほど答弁

でいただいたんですが、１６年９月の私の一般

質問に対して、市長みずから、駅前ポンプ計画

の見直しを含めて、真剣に、早く取り組まない

といけないと思っている。そして、担当課長よ

り、駅周辺から区画整理をしているあたりにつ

いては、計画では、与市明川に流す予定になっ

ているが、協議し、松田川へ流す計画も検討し

ないといけないと思っていると、答弁をいただ

いております。 

　これは、まさしく現在、与市明川に流れる予

定として排水路が整備されている地域のことだ

と思いますが、このことについて、協議をされ

ておられるのなら、どういった協議内容だった

のか、ここで示していただきたいと思います。 

　次に、耐震改修についての再質問ですが、こ

れからの取り組みについて、教育長の方からご

説明をいただきました。１，５００万円の内容

については、耐震補強が必要であれば、実施計

画まで行うという、そういった答弁だったと思

いますが、これ、教育長も十分わかっていると

思いますが、これ、耐震補強必要ですよね。間

違いなく。 

　それで、実施設計まで行っていただけるとい

うふうに、そういうふうに理解いたしました。

それで、その後の行動なんですが、１９年度に

は２校ともに耐震補強工事をしていただかなく

てはならないと思っております。そういった方

向に向けて、どういうふうに考えておられるの

か、再度、しつこいようですが、お伺いすると

ともに、２校以外に一次診断の結果、補強は必

要とされている学校が、先ほど１１校と言いま

したので、２校抜けたわけで９校なんですが、

小学校５校、そして中学校４校の９校あります。
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一日でも早く、全校の耐震化が必要だと考えま

すが、この９校に対して、これからどういうふ

うな計画でやられるのか、きっちりした方向性

を示す必要があると思いますので、その点につ

いて、再度お伺いをします。 

　現在、補強工事費は２分の１が国、そして残

り２分の１が市の負担であります。今まで、県

の補助金がなかったわけですが、１８年度から

６分の１を補助する制度ができると、私は聞い

ております。これを利用すれば、市の負担が３

分の１に減るわけですが、この制度を利用して、

今、私が話したような形で、どんどんやってい

く、そういったおつもりはないのか、再度教育

長にお伺いするとともに、２校の補強工事費用

がわかっておられれば、どのぐらいの金額にな

るのかお示し願いたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中平議員の再質問にお

答えをいたします。 

　ごみの関係でございます。横浜市の例をとっ

ていただいて、宿毛市に換算すれば８億という

数字が出ました。今のところ、８億という数字

までは、宿毛市ではごみ処理経費にはかかって

いないわけでございますが、そういったことで、

これはぜひ、取り組まなきゃいけない課題でご

ざいまして、いわゆる、本当ならごみゼロぐら

いにしたいというふうな気持ちに、私は今、な

っているわけでございまして、リサイクルにし

ましても、ほとんどの資源ごみが今、溶融炉へ

運ばれて、そこで燃やされていると。 

　したがって、溶融炉で燃やされている分のエ

ネルギーと申しますか、これはお金を溶融炉で

燃やしているといったような感じすらしている

わけでございまして、ご指摘のように、このリ

サイクル資源ごみを集めるということが大切な

こと。そしてまた、生ごみをできるだけ絞って、

絞って燃やせるごみを少なくするということが

大切なことじゃないかと思っております。 

　先ほど、その数値目標を立てるべきではない

かということがございます。この数値目標につ

いても、これからきちんとした立て方をして、

実行可能なものでやっていかなきゃいけないと

は思っておりますが、役人の世界、ともすれば

数値だけを上げることに追われまして、実行行

為が伴わない場合が、今まで非常にございまし

た。この関係もございまして、先ほど申し上げ

ましたように、まず文書での計画を立てたら、

まず実行するということから、１月から始めま

した。 

　４月にかけての当初の実行予定でございまし

たけど、１月からやっておりまして、数値目標

までは、まだその分が至っておりません。これ

から、今までのごみの量というものを検索しま

して、今後、どうしていくかということを、き

ちんと確定させるようにいたします。 

　そしてまた、３Ｒのリデュース、リユース、

リサイクルということでの市民への啓蒙活動と

しての出前講座というものも、してみてはどう

かということでございます。こういったいろん

な機会をとらえて、市民の方々に、皆さんのご

理解いただくための努力は、これからしていき

たいというふうに思っております。 

　それから、非常にリサイクルごみを収集する

のに、月に１回だというふうなことでございま

す。これは、実は収集、言いわけになるかもし

れませんが、収集体制が今、生ごみを週に２日

やっておりまして、缶が週１回、そして粗大ご

みと申しますか、リサイクル、紙類が月に１回

というふうなことでございます。 

　この部分が、今、４つの地域に分けておりま

して、結局、１月４週ということでございます

ので、これで１回ずつ、生ごみ等の収集の隙間

をぬってやっている状況でございます。 

　この面につきましては、体制が非常に伴わな
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いというところがございますが、せっかくのご

提言でございます。できるだけ体制を整備しま

して、できるものから当たっていきたいという

ふうには思っております。 

　また、どうしても紙類ですから、雨に濡れた

ら、これは非常に重くなって、リサイクルにも

いかない部分がございます。そういった体制で、

集める場所についてどうするかというふうなこ

とも、予算的なものも伴いますし、その地域の

方々のご意見も聞きながら、やっていかなきゃ

いけないのかなというふうに思っております。 

　そういったものについても、議員ご提案の出

前講座のときに、そういったことをまた、話も

させていただければありがたいかなというふう

に思っております。 

　それから、冠水に対するライフラインの確保

でございます。通行どめが頻繁に、長時間にわ

たることが多くなれば、既設の道路の嵩上げと

いった工事等の道路改良工事も確保する上で、

１つの方法ではないかというふうに考えており

ます。 

　市といたしましては、現在、休止となってお

ります与市明川の河川改修工事、これを早期に

再開していただいて、河口周辺の整備を進めて

いかないと、やはり基本的なライフラインの確

保ができないんじゃないかなというふうには思

っております。 

　この妙案というものが、根本的に解決できる

という妙案というものが、県それから土木事務

所、そして市との会合の中では、なかなか結論

的なものが、まだ出てないのが実情でございま

して、協議というものをずっと重ねておる状況

でございます。 

　できるだけ、こういった緊急性のあるものに

ついては、早く結論を出さなきゃいけないんで

すが、土木の、いわゆる技術的なものというも

のが、非常にここで絡んできます。そしてまた、

民家への冠水というものが出ないようにしなき

ゃいけないということから、非常に結論がおく

れているということは、まことに申しわけない

状況でございます。 

　駅前ポンプ計画の関係につきましては、今、

課長級で協議を重ねておりますので、詳しい協

議内容は、ちょっと課長の方から説明をさせて

いただきます。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

２番、中平議員の再質問にお答えいたします。 

　１６年の９月の一般質問で、駅前のポンプ場

のことを聞かれまして、今の与市明川の状況を

考えると、駅前のポンプ場の排水は、松田川に

流した方がいいんじゃないかと、こういう質問

ありまして、基本的に、排水というものは、自

然流下で流れるのが基本的でございまして、駅

前ポンプ場も、その関係で、自然流下で流れな

い場合に、ポンプ場を設置するという計画でご

ざいますと。 

　現在、与市明川の河口の問題等、協議してお

りますので、その協議の中で、うちのポンプ場

をどうするかということを協議しております。 

　実際に、具体的にどういう話し合いし、やは

り、一番与市明川の河口をどうするかという問

題が、それによって駅前ポンプ場が必要なのか、

自然流下でいくのかということがありますので、

そのことを協議しておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　中平議員の再質問に

お答えをいたします。 

　まず、２校の補強工事費は幾らかとのご質問

でありますが、咸陽小学校、大島小学校の二次

耐震診断を行い、その上で補強が必要であり、

どのような補強計画を作成する必要があるのか、

現時点では明確になっておりません。 
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　平成１８年度の補強工事実施計画で判明して

まいりますので、しばらくご猶予をお願いした

いと思います。 

　また、早いうちに９校の学校を改修すべきで

はないかとのご質問でございますが、ご承知の

とおり、財政的に大変厳しい状況ではあります

が、学校施設は、児童生徒はもちろんのこと、

地域住民の避難場所としての役割も果たすこと

から、市長とも十分協議を行い、順次、耐震補

強に取り組んでまいりたいと、このように考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　確かに、横浜市のように、宿毛市の財政規模

に置きかえて８億５，０００万という話をした

んですが、確かに８億５，０００万、宿毛市、

現在かかっておりません。 

　しかしながら、公社の委託料やら、運営補助

金、そして溶融炉に対する負担金など、もろも

ろなものを足すと、ここに出ている数字だけで

も４億５，０００万。それに加えて、今から払

っていかないといけない溶融炉に対する起債等、

いろいろかかってきます。 

　大変大きなお金が、ごみの処理にはかかって

おります。そういったことを踏まえて、その収

集日を、まず１点、収集日をふやすべきではな

いかという、私の提案に対して、前向きに考え

ていただけるというふうな答弁であったと、私

は理解したんですが、体制的になかなか余裕が

ない。そういったお話がありました。 

　だから、私が言っているのは、市民団体をつ

くって、市民団体によるリサイクル品、そうい

ったものの回収をすべきではないかというご提

案でございます。 

　市内大型の店舗もあります。そういった店舗

の駐車場等を利用することができれば、市民が

大変、リサイクルに対して協力的に行動が行わ

れるような形になるのではないかと、そういう

思いもしますので、そういった駐車場での市民

によるそういったリサイクル活動、そういった

収集活動ができるような形。 

　これ、よその例をとって挙げますと、集めた

ごみに対して、たしか横浜市ではキロ３円、名

古屋市では、集める団体１団体に対して、年間

２万円とかの補助金も出しております。そうい

った補助金を出したとしても、プラマイ考える

と、大変な、宿毛市としては節減になるのでは

ないかというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

　そして、３Ｒを、今言ったような市民団体も

そうですが、３Ｒを進めていくには、それを推

進する組織が必要になってきます。それを市役

所がするのか、どこがするのかという問題にな

ってくると思うんですが、行政改革大綱の中に、

清掃公社の収集業務の一部民間委託を開始する

と、書いてあります。 

　私は、近い将来、一部ではなくて、一般ごみ

の収集業務は、全業務が民間委託に移行してい

くと考えております。 

　そこで、業務が民間にスイッチしていく、そ

ういった流れの中で、公社職員による、そうい

った説明会や出前講座、そしてイベントでの啓

発活動などを行う、そういった組織をつくって

みてはどうかと考えていますが、市長のお考え

をお聞きいたします。 

　続いて、道路の冠水についてですが、担当課

長の方から、自然、駅前のことですが、自然流

下ですか、自然流下という考えのもとで、どう

言うんですか、自然に水は流れていくから、そ

れで必要性があれば、駅前ポンプ場の設置、そ

れから駅前ポンプ場を設置するとすれば、それ

に対する計画の見直し等検討していくよという

ような答弁だと、私は受けとめたわけですが、
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駅前周辺では、既に大型店舗が次々と建ってお

ります。その横には、当然、側溝、溝ができて

いるわけですが、溝はコンクリートによってつ

くられております。一度できた溝は、もう壊す

ことはできないと、私は考えているんですが、

こういった溝ができる過程の中で、それが先ほ

ど言った自然流下という形なのか、どういう形

なのかはわからないですが、指導をしていくべ

きではないかと、そういうふうに考えておりま

す。 

　農業冠水防除という形で、たしか片島中学校

の前のポンプは設置されているはずです。これ

は、２４時間以内に水を排水すれば、農作物は

守れますよという、そういった取り決めの中で

設置されている、先ほど、市長の答弁にもあり

ましたが、５トンですか、そういった能力のポ

ンプが設置されているわけですが、人間がもし、

急病にかかれば、人間の生命は２４時間、もつ

かもたないかわからないわけですよね。そうい

った観点から、ライフラインの確保、これはど

うしてもしていかないといけないというふうに

思っております。 

　その中で、現在、河口の改修の計画がまだは

っきりせず、一生懸命取り組んでいるけど、ま

だいつできるかわからないよというときである

から、なおかつ、そういった時期であるからこ

そ、今、自分たちのできる、これ以上冠水をひ

どくさせない、そういった取り組みの必要があ

ると思います。 

　その１つが、現在、開発されている地域のそ

ういった排水だと、私は考えております。その

点について、これは市長でも担当課長でもよろ

しいです。答弁をいただきたいと思います。 

　次に、耐震改修についての再質問ですが、教

育長の方から、前向きな答弁だったと受けとめ

ております。ただ、どういいますか、そしたら

来年、二次診断を何校やりますよという、そう

いう話にはならないのかもしれませんが、先日、

平成１２年から耐震補強工事に取り組み、既に

４校を済ませ、来年１校の耐震補強工事を予定

している土佐清水市に出向き、担当者から私と、

それから同じ、同会派の数名でお話を聞いてま

いりました。 

　土佐清水市は、初めの１校を除いて、１次耐

震診断、２次耐震診断、３次耐震診断、補強計

画、実施計画までを１年で行っております。２

年目には、補強工事を完了させております。そ

うすることで、１校が補強工事の年に、もう１

校の耐震１次診断から実施設計までを済ませ、

毎年１校の耐震補強工事が完了するというやり

方で、毎年１校ずつ、補強工事を完了させてお

ります。 

　補強工事費用についてですが、先ほど、市の

負担が２分の１と私が言いましたが、市の負担

２分の１のうち、２５パーセントが一般財源、

残り７５パーセントが起債で、その２分の１が

交付税として入ってきます。 

　県の補助が使えて、２校合わせてもし９，０

００万円の補強工事だと仮定すると、まず、国

が４，５００万円、そして県から１，５００万

円の補助金が受けられます。残り３，０００万

円のうち、２，２５０万円が起債で、その返済

に対しても、２分の１の交付税措置があります。

すなわち、宿毛市は初めに７５０万円の財源が

要り、その後、１，１２５万円と、その利子に

対して返済をすることになります。 

　要するに、１，８７５万円と、若干の利子で

９，０００万円の耐震補強工事ができ、これ、

咸陽と大島小学校でいうと、咸陽小学校２７３

名と大島小学校１８６名、合わせて４５９名の

命を守ることができるということになります。 

　こういったことを考えたときに、残り９校の

補強工事も、その１９年度の新たに、今回上が

っている咸陽、そして大島の補強工事を１９年
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度にし、そして同じ１９年度に、新たにその９

校のうちの２校を、２次耐震診断から実施設計

までを済ませ、２０年度には、また新たに耐震

補強工事が２校できる、そういった形を、ぜひ

とっていただきたいと、そういうふうに私は思

っておりますが、これに対して、答えれる範囲

で構いません、教育長のお考えを述べていただ

きたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中平議員の再々

質問にお答えいたします。 

　ごみ処理の関係、民間団体、市民団体の方々

を活用せよというふうなこと。そしてまた、清

掃公社関係が、すべて民間へ移るんではないか

ということでの啓蒙という２点じゃないかと思

いますが、おっしゃるとおり、市民団体の方々

に、いろいろなご協力を願わなきゃいけないと

いうことは、もうこれはもう申すまでもないこ

とでございまして、そういうのが、組織化され

れば、非常に行政としても助かる。 

　今、そういったごみと言いますか、資源ごみ

を集めた方々に、少しの報酬と申しますか、そ

れに対価を支払って、そういった形をとればう

まくいくんじゃないかということでございます。 

　それも、部内では一応、検討も実はしており

まして、資源となるものを、いわゆるリサイク

ルして、その製品が売られるということもござ

います。そういったものに対しては、報酬を与

えた形での対価を与えてのごみ回収というふう

なものも必要になってくるんじゃないか。 

　こういったことを申してはないんですけれど

も、昔、我々小さいころには、鉄くずを拾って、

鉄の業者さんに持って行って、少しのお小遣い

稼ぎをしたとか、そういうふうなものもござい

ますし、瓶も、昔は幾らかで引き取ってくれた

とか、そういうふうなことを、私も小さいころ

の体験で覚えております。 

　そういった形ができるように、ぜひ、努力も

してまいりたいなというふうに思っています。 

　ごみ問題は、とにかく都会は特に深刻でござ

います。まだまだこの田舎の方は、ごみの意識

というものが、まだまだちょっと低いんじゃな

いかなという気は、私はしております。 

　今から、この自然の豊かなところでございま

すので、今からこのごみ問題については、きち

んとした取り組みをしていかないと、後々やは

り、ごみ問題で非常な負担がかかってくるとい

うふうなこと、今でもかかっておるわけでござ

いますので、この取り組みについては、ぜひし

てまいりたい。 

　そしてまた、清掃公社関係での、これがすべ

て民間にいくんじゃないかと。今、ごみの収集

も、事業系ごみについては、民間の方々がされ

ております。こういった民間でできるものにつ

いては、民間の方々にしていただくという基本

姿勢を持っているわけでございまして、今、清

掃公社が稼働はしております。そういった形で、

清掃公社の方々は、ごみに関する専門的な知識

も持っていると思います。 

　中平議員がご提案されましたような啓発、啓

蒙行動をしていったらどうか。組織をつくって

いったらどうかというお話もございました。で

きるものからは、取り組んではまいりたいと思

っておりますので、そこのところをご理解願い

たいと思います。 

　それから、駅前ポンプ場の関係につきまして

は、どうしてもやっぱり必要な、最小限のもの

は、冠水対策ですね。これについてはやってい

かなきゃいけない。それについて、駅前ポンプ

場関係をどうするかということについて、先ほ

ど申しました課長レベルでの、事務レベルで打

ち合わせをしておりますので、少しこの面につ

いては、課長の方から答えさせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 
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○都市建設課長（豊島裕一君）　２番、中平議

員の再々質問にお答えいたします。 

　開発区域の排水整備ということで、都市計画

区域につきましては、３，０００平米以上は開

発行為の申請が要ります。 

　その中で、既存の河川、水路等が排水能力の

ない場合、調整池をつけろとか、いう指導をし

ておりまして、一例としまして、駅東の土地区

画整理事業につきましては、１５．３ヘクター

ルにありまして、それを与市明川に流す場合に、

宅地造成すると、流出係数が多くなって、ふだ

んの水が余計に上がりますので、調整池を設け

と、県の指導もありましたけれども、先ほど、

市長も言われましたように、宿毛ポンプ場に余

力がありますので、ポンプをかけたときは、向

こうへ流れて、松田川へ流れるように、調整し

ておりますと。 

　一定以上の面積ある分につきましては、調整

池を設けるように指導しまして、流出係数を抑

えた形で、現状の形が変わらんような指導は、

うちを経由しまして、県とあわせて指導してい

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、中平議員の

再質問にお答えをいたします。 

　中平議員がおっしゃるような形でやるのが、

理想かと、こうも思いますけれども、一応、先

ほど申し上げましたように、１８年度に咸陽、

大島の２次診断、補強計画、実施設計、そして

１９年度に耐震補強工事という形で取り組み、

その段階で、一応、随時同じような形で、いろ

んな条件を考えながら、取り組んでいきたいと、

こういうように考えておりますが、とにかく中

平議員のいうような形でやりますと、この財政

面の面でも考えていかなければなりませんので、

市長と協議もしながら、現段階は、今申し上げ

たような状況でございますけれども、検討をさ

せていただきたいと、このように思っておりま

す。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　まず、リサイクルについてですが、市長の方

から、市民団体に対する取り組みについても、

検討をされているという答弁もいただきました。

そういった中で、市長も申されましたが、ごみ

に対する意識が低いのではないか。私も同じよ

うに思っております。 

　近年、ごみの量がふえている背景には、溶融

炉だから、何を入れても構わないと、そういう

考えのもと、分別せずにごみを出す習慣化が、

そういった習慣、そういった習慣化が進んでい

るのではないかと、そういうふうに思っており

ます。 

　リサイクルすることも大切ですが、まず、ご

みをつくらない。そして、ごみを出さない、そ

ういった意識を、市民の皆さんが持っていただ

くことが大切だと思います。 

　そういった意識を持っていただくためにも、

この３Ｒについての取り組みが、どうしても必

要になってきます。そういった取り組みをする

ためには、どうしても組織が必要になってきま

す。 

　そういったことを踏まえて、最後に、しつこ

いようですが、そういった組織立ち上げに向け

て取り組んでいただけるのか、市長に再度、質

問をいたします。 

　道路冠水については、課長の方から説明をい

ただきました。そういった話の中で、全力で皆

さんが取り組んでいただいているということは、

十分、きょう、わかったわけですが、どうして

も、これは一日も早く改善しないといけない、

解決しないといけない問題でありますので、全

力で、自分たちもそうですが、全力で取り組ま
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ないといけないと思います。 

　これについては、再答弁を求めません。 

　そして、耐震改修についてですが、現在、非

常に財政的に厳しい状況ではありますが、一日

でも早く、市内全校の学校の耐震化、そういっ

たものが必要だと考えております。 

　その中で、忘れてはいけないことが、学校の

統廃合、そういったことが予想されているとい

う理由で、小筑紫小学校、そして栄喜小学校、

田ノ浦小学校の３校が、１次耐震診断すら行わ

れておりません。 

　この学校の統廃合については、後日、同僚議

員も質問いたしますので、ここであえて教育長

から答弁は求めませんが、南海地震はあした襲

ってくるかもしれません。そういった中で、早

く統廃合に対する方向性を出さない限りは、い

つまでたっても、子どもたちが危険な状態の学

校に通学しているということを忘れないで、取

り組んでいただきたいということをお願いして、

この点についても再答弁は求めません。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中平議員の再質問、そ

の組織化の問題、啓発活動の組織化の問題でご

ざいますが、これは、できるだけのことはして

いきたいと、先ほど申し上げました。 

　どういった組織を立ち上げて、どういった形

でやっていくのか、中平議員もいろいろなとこ

ろで勉強されてきております。そういった提言、

それからそういった知識が多分にあると思いま

す。 

　どうすれば、私自身が今ここで、想像という

ものがちょっと、まだできてないものでござい

ますから、組織を立ち上げろと迫られてはおり

ますが、すぐ、じゃあこういう組織を立て上げ

ますというのが、ちょっと今、ここに出てこな

いもんですから。 

　中平議員から、また、こういった、具体的に

こうやったらどうかというふうなことも教えて

いただきながら、前向きに取り組んでまいりた

いというふうに思います。 

　そのごみ処理体制の関係の組織でございます

ので、いろいろな、行政として形がどうあるの

が一番いいのか、とにかく目的は市民の皆様に、

ごみに差があるのを啓蒙・啓発ということが一

番。そして、ごみに対する意識の高揚というも

のをしていただかなきゃいけないということで

ございますので、どういう形のものが、一番効

果的なものか、そういうものについては、十分、

前向きに取り組んでいかなきゃいけない、この

ように思っておりますので。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、先ほど、市民の

皆さんがごみに対する意識が低いという発言を

いたしましたが、私以上に意識の高い市民の

方々もたくさんおられると思います。 

　たしか、市の方でボランティア団体、そうい

ったものの公募をしていたと思います。そうい

ったところに、ぜひ意識の高い市民の方々が公

募をしていただいて、その中から、ごみに対す

るそういった活動ができる市民団体を立ち上げ

ていただきたいということを、この場を借りて

お願いをして、私の一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、一般質問をいた

します。 

　春の日差しを受け、万物が生き生きとし、心

躍るはずのこの季節ではありますが、今、この

質問席に立つ私には、昨年３月２日の土佐くろ

しお鉄道宿毛駅での事故を思い起こし、心が痛

みます。 

　関係者の皆さんのご努力で、駅舎を含め、全

面改修、回復いたしましたが、失った労働者の

命はかえりません。１周期を迎えましたが、そ
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の後の情報を入手するたび、防げる事故だった。

防がなくてはならない事故だった、守らなくて

はならない命だった、との思いが募ります。 

　政治にかかわる者の１人として、命が大切に

される社会づくり、そういうことに取り組む決

意を新たにして、一般質問通告に従い、まず市

長の政治姿勢をお尋ねいたします。 

　まず、行政改革大綱についてでございます。 

　政府は、三位一体改革の名のもとに、国から

の県や市町村への交付金、負担金、補助金等を

大幅に減らしたため、地方自治体の財政運営は

大変困難になっております。政府は、国の財政

も困難だからと言いつつも、軍事費や大型公共

事業など、むだと浪費を続けています。今年度

末で、国と地方を合わせた長期債務の残高は、

７７０兆円になる見通しになっているにもかか

わらず、２，３００億円もの思いやり予算を含

め、年間６，０００億を超えるアメリカ軍の駐

留経費を負担しています。 

　加えて、沖縄の米海兵隊７，０００人が移転

するグアム島の基地建設費、数千億から１兆円

といわれますが、この幾らかを日本政府が負担

しなくてはならないというような報道もありま

す。 

　海外の米軍基地費用まで日本の税金で払う、

そうした根拠などはどこにもないわけでありま

す。 

　政府総務省は、昨年の３月に、地方公共団体

における行政改革推進のための新たな指針を発

表し、自治体に平成１７年度から５年間の集中

改革プランの策定を求め、職員削減、業務の民

間委託と民営化、福祉や暮らしのための施策の

切り捨てをさせようとしています。 

　宿毛市でも、昨年１２月に行革大綱と集中改

革プランが発表されました。その中身の大部分

は、宿毛市民の暮らしを支えてきた補助金、給

付金等を切る一方、手数料、利用料の引き上げ

など、市民負担をふやすものとなっております。 

　この中身を知った市民からは、多くの問題点

が指摘されていますが、私の持ち時間の関係も

ありますので、その中の幾つかについて、質問

いたします。 

　まず、１番目に、東部と小筑紫町の支所の廃

止を含め、４カ所の統廃合が提起されています

が、車を運転できない人には大変な負担になる

のではないか。こうしたことから、関係地域住

民の理解と納得が得られない場合には、統廃合

するべきではないのではないか。 

　２番目に、小筑紫町内の小学校を１校に統合。

宿毛と橋上の中学校も統合するとなっている。

学校は、大規模、小規模ともに、メリットとデ

メリットがあります。地元の理解を得る中で、

となっているのに、プランでは、平成２１年統

合となっているのはなぜでしょうか。 

　３番目に、保育園を１小学校区１園を基本に、

平成２１年に統合となっているが、地元の理解

を得てとなっていないのはなぜなのか。 

　４番目に、森林整備地域活動支援交付金が、

１９年度廃止となっているが、宿毛市の森林の

現状から見て、県とも協議し、継続すべきでは

ないか。 

　５番目に、石原、小三原、舟ノ川、この地区

の医療機関送迎事業を１９年度廃止となってい

るが、車の運転ができない人は、通院困難とな

るが、どう対処していくのか。 

　６番目に、固定資産税、市民税の前納報償金

を２０年度廃止としている。この制度の廃止は、

税の収納率低下、徴収費用の増加となるのでは

ないか。 

　７番目に、すくも夢いっぱい会への補助金を

２０年度見直しとなっているが、雇用の場確保、

宿毛の特産品開発、その他宿毛市の経済的発展

にもつながることも考慮し、支援を継続すべき

ではないか。 
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　８番目に、レンタルハウス整備事業を１９年

度見直しとなっているが、施設園芸農家の経営

を圧迫する内容になるのではないか。 

　９番目に、鳥獣被害緊急対策事業を見直しと

なっているが、これほど被害の多い宿毛市では、

さらに対策を強化する必要があるのではないか。 

　１０番目に、草刈り、清掃など、市道管理事

業の補助金を見直し、廃止となっている。市道

の管理は市の責任であり、今後の対策をどうさ

れるのか。 

　１１番目に、現在、７団体へ出している少

年・婦人消防隊への補助金、年額５万６，００

０円を１９年度廃止としている。防災意識の高

揚、将来の消防団員の担い手、教育的効果から

見て、廃止すべきではないのではないか。 

　１２番目に、学校給食センターの配送業務は

民間委託となっているが、調理業務まで、平成

２１年度から民間委託の計画をしている。多数

の子どもの命にかかわる重要な給食を民間委託

するのは問題がある。事故が発生したときの責

任はどうなるのか。 

　１３番目に、現在、１通３００円の住民票や

印鑑証明などの手数料を３５０円にするとして

いるが、こうした特殊な書類代金を値上げする

ことには問題があるのではないか。 

　１４番目に、公共施設使用料の減免を縮小す

る方向で、減免規定の細目の明確化のために見

直しをするとしているが、児童や生徒の負担増

になる見直しは避けるべきではないか。 

　以上、１４項目について提起し、市長のお考

えをお尋ねいたします。 

　次、２番目に、国民保護法について。 

　この議会には、武力攻撃事態における国民の

保護のための措置に関する法律、通称国民保護

法に関する２件の条例案が提出されております。

私は、この法律の内容と本質を明らかにし、こ

の条例案の撤回を求めて、市長に質問いたしま

す。 

　２００４年の６月１４日、有事法制を具体化

する関連１０案件が国会で強行採決されました。

これからの日本の将来にとって、極めて重要な

法案であったにもかかわらず、わずか２カ月の

審議で採決されたのであります。 

　その中の１つが国民保護法であり、９月１７

日に施行され、１２月には本土上陸や、本土空

襲、核攻撃の場合の全住民の県外避難まで踏み

込んだ、地方自治体の国民保護計画のための基

本指針が明らかにされました。 

　しかし、その内容は、世界の平和にも貢献す

る日本国憲法から見て、何のための有事法制か、

国民の根源的な疑問は解かれておりません。 

　２００３年の６月に採決が強行された武力攻

撃事態法でいう有事とは、現実に攻撃があった

ときだけではなく、日本政府が攻撃の恐れや、

攻撃されると予想すれば、直ちに戦争体制に突

入する、そういうことを意味しております。 

　日本がアメリカに追随して海外派兵をひた走

る中、公海中にいる自衛隊の艦船に攻撃を受け

れば、それを有事として戦争体制に突っ込んで

いく、こういうことにもなります。 

　有事法制のような戦時立法は、国民を戦争の

惨禍から守るのではなく、まさに戦争をするた

めの法律であります。この有事法制は、憲法に

規定する平和主義や、基本的人権の擁護とも大

きく矛盾すると思いますが、市長のお考えをお

聞きします。 

　国民保護法は、有事のときに国民を保護する

というよりも、政府の戦争政策に国民をむりや

り協力させる内容となっています。自治体に対

しては、政府がつくったモデルに沿って、２年

がかりで国民保護計画を立てさせ、自衛隊は幹

部を派遣し、防衛と安全の教育を進める。自治

体は、実働訓練も積み上げ、自警団など、救援

避難の誘導を行うように支援する。つまり、平
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時から臨戦体制の社会をつくる、いわゆる銃後

をかためるための後方体制づくりの法制度とも

いえます。 

　また、国立病院機構などの独立行政法人、国

際空港やＮＴＴなどの特殊法人、ＮＨＫや日本

郵政公社などの認可法人と、電力やガス、民間

輸送機関まで１６０の機関が指定公共機関にさ

れています。 

　こうした指定公共機関の労働者が動員される

可能性があることを、政府も認めています。 

　さらに、物資の収用と保管命令や、土地と家

屋の使用などが、所有者の同意がなくても実施

できるとしている。これは、戦時中の徴用令や

徴発令と同じことではないか。 

　こうしたことから見て、この法律は国民保護

法となっているが、実質は戦前の国家総動員法

と同じようなものといえます。 

　自治体は、住民の命と安全と財産を守るのが

本務であり、災害対策基本法に基づき、南海地

震などの自然災害に万全の備えをすることこそ

大切であります。 

　戦争への準備ともいえる国民保護法を具体化

することは、直ちにやめていただきたい。 

　また、この国民保護法には、市が国民保護計

画を作成しなかったからとして、国が強制でき

る規定はありません。また、計画の作成期限は

なく、基本指針等は法令ではないので、計画の

不作成は、法令違反には当たりません。 

　市民に、この国民保護法の内容をよく知らせ

るなど、説明責任を果たした上で条例制定が必

要かどうかを判断してはどうでしょうか。 

　こうしたことから、この議会で、この国民保

護法関連の宿毛市国民保護協議会の条例と、宿

毛市国民保護対策本部及び宿毛市緊急対処事態

対策本部条例制定の２議案の撤回を求め、市長

のお考えをお尋ねいたします。 

　３番目に、地元木材の利用促進についてであ

ります。 

　今、日本の森林、林業の現状は、材価の低迷

の中でますます疲弊しています。その原因の多

くが、外材の際限ない輸入の拡大にあります。 

　昭和３５年に木材の輸入が自由化されました

が、当初は、高度経済成長政策による需要の拡

大の中で、一定の材価を維持していましたが、

外材輸入量が拡大するにつれ、国産材の価格が

下がってきました。木材の生産コストを下げる

ために、林業関係者は公的支援も受けながら、

大型林業機械を導入し、生産性の向上に努めて

きました。それでも、木材価格は下がり続け、

材の価格がまだ堅調であった昭和５５年ごろに

比べて、３分の１程度にまで下落してしまいま

した。 

　また、木材の自給率も２０パーセントを割り

込んでしまいました。 

　このため、森林所有者は経営困難となり、林

業労働者も労働条件が大きく後退しています。

宿毛市も、全面積の８４パーセントが森林であ

り、そのうちの６５パーセントはスギ・ヒノキ

などの人工林であります。この森林資源を有効

に生かし、林業の活性化につなげるために、私

は次のことを提案し、市長のお考えをお尋ねい

たします。 

　まず、外材の輸入抑制を、県や国に働きかけ

ていただきたい。特に今日、木材界を中心に問

題になっているのは、違法伐採された材の輸入

問題であります。 

　違法伐採とは、それぞれの国の法律に違反し

て行われる伐採であります。過去には、森林伐

採に余り制限を加えていなかった国でも、砂漠

化防止、国土保全の面から法整備をして、森林

の伐採を制限するようになってきました。 

　ところが、先進国の商社が高値での買いつけ

を続けるため、違法な伐採が続けられています。 

　例えば、インドネシアでは約５０パーセント
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が違法伐採であり、ロシアでは、ＮＧＯ等の調

査によると、２０パーセントが違法伐採といわ

れています。 

　２月１７日にフィリピンのレイテ島で大規模

な地すべりが発生し、多くの住民が犠牲になり

ました。その直後に、地元の州知事は、違法伐

採が地すべりを引き起こした可能性を指摘して

いました。 

　今、我が国に流入している違法伐採材は、約

１，８００万立方メートルと見られ、全輸入材

の約２割にもなっています。これは、国産材の

年間供給量にも匹敵するものであります。 

　こうしたことから、違法伐採された外材の流

入をさせない対策を講じるよう、関係機関への

働きかけを求めます。 

　２番目に、宿毛市の発注する公共施設の工事

に地元の木材を使用する施策を進めるために、

施設の木造化指針をつくれないか。 

　３番目に、木質バイオマス等による製材建築

工事に伴う廃材利用計画等、木材の有効活用の

取り組みを考えたらどうか。 

　４番目に、木材生産コストを抑え、安心でき

る木材生産体制をつくるための施策として、林

道、作業道など、道路網の整備や林業機械、施

設等への助成策の拡充、間伐作業のさらなる推

進のために、木材搬出への助成が必要なのでは

ないか。 

　５番目に、宿毛市として、森林林業が果たし

ている大きな役割について、もっと広く広報活

動を進める必要がありはしないか。 

　以上５点について、市長のお考えをお聞きし

ます。 

　最後に、生活保護行政の改善について、お尋

ねいたします。 

　今、小泉内閣のもとで所得格差は拡大し、生

活に困窮する人々が年々ふえつつあります。こ

のため、生活保護制度は、今日の社会における

生活困難の最後の受け皿となるものであり、安

心の土台ともいわれております。 

　この制度は、憲法２５条を基本法とするもの

であり、国がすべての責任を持つべきものであ

ります。 

　しかし、現実には生活保護関係費のうち、地

方自治体が４分の１を負担しております。政府

は、この国庫負担割合を引き下げ、自治体負担

をふやそうとしております。市長は、今後とも

自治体負担がふやされないよう努めていただき

たいと思います。 

　政府は近年、生活保護世帯が増加傾向にある

ことに対して、これを抑制しようとしておりま

すが、ＯＥＣＤ諸国の保護率、人口当たり４な

いし１０パーセントから見ると、日本の生活保

護受給水準は低いといえます。それにもかかわ

らず、全国的に生活保護の申請権を押さえ込む

ような事件も多発しております。 

　こうしたことから、宿毛市におきましては、

申請権を侵害することのないようにし、すべて

の面で生活保護法を遵守した対応を求めます。 

　また、生活保護申請にかかわる文書は即受理

し、公文書として適正に取り扱うよう、求めま

す。 

　法で定められている各種扶助は、対象者に親

切に説明し、適切に支払いをするよう求めます。 

　生活保護費の支払いに当たっては、内訳の明

細を明確にするよう求めます。 

　本人が自己の個人情報公開の請求をしたとき

には、宿毛市個人情報保護条例に基づき、情報

を開示するよう求めます。 

　以上のことについて、市長の考えをお尋ねし、

１回目の質問といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の一般

質問にお答えを申し上げます。 

　まず、最初に行政改革でございます。行政方
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針の中でも触れましたように、平成１８年度を

初年度とする、新たな行政改革大綱を、昨年末

に策定しまして、事務事業の整理、合理化を初

めとしまして、庁内組織の再編、指定管理者制

度の導入、定員管理、給与水準の適正化、自主

財源の確保及び人材育成など、今後、取り組む

べき諸課題を明らかにしまして、具体的な数値

目標を定めた集中改革プランをも策定しまして、

市民の皆様へ公表を行ったとこです。 

　策定に当たりましては、これ、長引く景気低

迷とか、国の制度改革によりまして、歳入の確

保が非常に困難となっている状況にあります。

そういうことから、いかに財源を確保して、必

要な事業に重点投資していくか、より効果的、

効率的な財政運営を推進することによって、市

民サービスを低下させないようにするか、とい

うことを基本としまして、取り組んだところで

ございます。 

　その結果、事業の廃止とか縮小とか、市民の

皆様に一定のご負担をお願いしなければならな

い事業もあります。 

　集中改革プランの、先ほどご質問のありまし

た個別部分でございますが、それぞれ廃止、料

金アップとなっている部分もありますが、先ほ

ど申しました今議会冒頭に行政方針の表明の中

でも触れましたように、交付税の削減等により

まして、今後におきましても、財政状況は、先

ほども申しました、本当に厳しい状況になるこ

とが、これは予測をされております。 

　このようなことから、職員の給料、これの一

律３パーセントをカットをしなくてはならない

ところまで来ている状況でございます。この厳

しい状況の中で、市民の皆様にも一定のご協力

をいただき、この局面を脱しなければならない

と考えております。 

　このプラン策定に当たりましては、数値目標

等を定めた５カ年の計画となっております。そ

の計画に沿って、取り組むことが基本でござい

ますが、中には早まるもの、遅くなるものも出

てくるかもしれませんし、また、議員ご指摘の

ように、施設の統廃合のように、地区住民の

方々のご理解を得なければ実施できないような

ものも、これは当然ございます。 

　また、各種事業を推進する中で、見直しをし

ていかなければならないものも出てくるかもし

れません。こういったことが、それぞれの項目

でいろいろあると思います。 

　議員ご指摘の中には、説明もして、理解も得

られたものもございます。ご理解を賜らなきゃ

いけないというふうなことでございます。 

　今後、この大綱、それからプランに掲げてい

る各項目を実施していくに当たっては、本当に

改革、広報活動とか、説明会の開催とか、改革

の推進に積極的に取り組んでいかなきゃいけな

いということで、市民の皆様、議員の皆様にも、

ぜひご理解、ご協力を賜りたいと、このように

考えております。 

　それから、次に、国民保護法でございますが、

大変難しいご質問でございます。憲法で９条が

あり、戦争放棄ということがうたわれておりま

す。その中で、この保護法が戦争に向かってい

くんじゃないかというふうなことをおっしゃら

れておりますが、当然、国会での審議のお話で

ございますので、憲法判断というものもなされ

ているんではないかというふうなことを、まず

思っております。 

　私自身も、この戦争放棄の９条は守られてい

くべきであろうかというふうに、自分自身も思

っておりますし、戦争というものを起こしては

ならないという気持ちでいっぱいでございます。 

　今議会におきましては、宿毛市国民保護協議

会条例、並びに宿毛市国民保護対策本部及び宿

毛市緊急対処事態対策本部条例、この２つの国

民保護法関連条例を提案させていただいておる
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わけでございます。 

　この条例案につきましては、武力攻撃事態等

において、国民の生命、身体、財産の保護並び

に国民生活等に及ぼす影響を最小にすることを

目的とした武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律、これがいわゆる国

民保護法でございますが、これが平成１６年６

月１８日に交付されまして、同法の規定に基づ

き、策定を義務づけられておるものでございま

す。 

　武力攻撃等の有事や、テロなどの発生には、

この法律に基づきまして、市町村は国民保護対

策本部、それから緊急対処事態対策本部を設置

しなければならないというふうになっておりま

す。 

　また、県の国民保護計画に基づきまして、こ

れは市の方でございますが、国民保護計画を国

民保護協議会へ諮問をして、作成しなければな

らないというふうになっておるわけでございま

す。 

　現在の状況でございますが、高知県の国民保

護計画が作成されておりまして、６月には公表

される予定となっております。本市としまして

も、県の計画を受けまして、平成１８年度に宿

毛市国民保護計画を作成しなければならないと

いう立場にございます。 

　浅木議員からのご指摘もいただきましたが、

有事やテロが発生しないように願い、努力する

ことは、だれしも同様だというふうに思ってお

ります。そうした気持ちにかかわらず、武力攻

撃事態等に至った場合におきましては、法律の

もとに、きちんとした対応が必要になりますの

で、そうした観点から、国民保護法などの有事

法制の枠組みが決められたものではないかなと

いうふうに受けとめてはおります。 

　市民の皆さんの生命、身体及び財産を守るこ

とが、市の責務でございます。そういったこと

から、自然災害と武力攻撃という、災害という、

災害の質は違うと思いますが、やはり守るとい

うことについては、市の責務というものが働く

のではないでしょうか。 

　市といたしましては、この法律に定められた

手続に従いまして、進めていかなければならな

い立場にあろうかというふうに考えております。 

　次に、地元木材の利用促進についてでござい

ますが、現在、国内の木材需要量の約８割が外

材に依存しておるわけでございます。林産業の

低迷の大きな要因となっております外材の輸入

抑制と、密伐採の流通対策でございますが、こ

れは、国や県と協議して、対策をということで

ございますけれども、この輸入抑制につきまし

ては、貿易立国の我が国でございます。これは、

ＷＴＯの世界貿易機関に従った貿易をしなきゃ

いけない。ルールが国際ルールとしてございま

す。そういうことが基本としておりますので、

セーフガードの発令というのは、非常に難しい

んではないかと思いますが、国とか県とか、そ

ういった関係機関と協議をしていかなきゃいけ

ないというふうに思っております。 

　それから、密伐採の流通対策で、どれくらい

密伐採が行われて、国内に出回っているのかと

いうのが、実情というものを我々、把握できま

せんし、できておりませんので、ちょっとお答

えができませんけど、こういった関係につきま

しても、やはり国や県の機関と協議しながら、

やっていかなきゃ、対策にあたらなきゃいけな

いのかなというふうに思っております。 

　それから、宿毛市が発注する公共事業におけ

ます地元材の利用促進でございます。 

　平成１６年の１０月に、高知県が制定しまし

た高知県産材利用推進方針に基づきまして、１

７年６月２１日に、幡多地区県産材利用地域推

進会議を設置をしておりまして、地元材の利用

推進に努めておるというふうなところではござ
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います。 

　宿毛市におきましても、１５年度に橋上に完

成しました市営住宅１１戸につきましては、木

造建築にしております。また、平成１６年度に

完成しました千寿園につきましても、多くの木

材を使用した形にしております。 

　今後におきましても、公共事業における地元

材の利用推進を、庁内でも検討をしてまいりた

いというふうに思います。 

　建物ばっかりでなくて、道路ガードであると

か、そういうものができる可能性のあるところ

については、検討もしてまいりたいなというふ

うには思っております。 

　公共事業以外での木材使用の推進には、県の

事業でございますが、県産材の需要拡大とか、

木材住宅推進に関する各種の助成、補助事業、

環境面からも、注目を浴びております木質バイ

オマスに関する補助事業等を活用しまして、県

関係機関と一体となって、木材使用の推進に努

めていかなければならないというふうに思って

おります。 

　それから、安心できる木材生産対策につきま

しては、１８年度当初予算に計上しております

けれども、高知県間伐等整備促進対策事業を活

用しまして、これは別名「森の工場」という形

でございますが、林業生産の適地におきまして、

多くの所有者にまたがった、森林をまとめて団

地化をしまして、意欲ある事業体による計画的

な森林経営の展開を促進するために、路網の整

備、高性能林業機械の導入ということに対して

支援をしまして、木材の安定供給、それから生

産性の向上、安定的な雇用を目論見たいという

ふうに思っております。 

　また、間伐につきましては、引き続き、高知

県緊急間伐総合支援事業を活用しまして、森林

整備を推進してまいりたいというふうに思って

おります。 

　森林が果たしている大切な役割の周知不足と

いうことがございますが、四万十森林管理所、

それから森林組合、県、宿毛市等で組織してお

ります宿毛市木材需要拡大推進協議会におきま

して、毎年、市内小学校等におけますシイタケ

のコマうちなどの森林教室を開催しまして、森

林の持つ重要性についての理解と関心に努めて

おります。 

　今後とも、関係機関と協力して、さらに普及

啓発というものにも努めていかなければならな

いというふうに思っております。 

　それから、生活保護でございますが、生活保

護につきましては、まず１つは、生活保護の申

請権についてでございます。これ、申請者に対

しまして、相談内容を聞き取りをしまして、生

活保護法について説明した後に、申請の意思が

ある方には、申請書を渡しております。 

　こういった法律に基づいて、きちんとした取

り扱いをしておるつもりでございます。市民の

方々から、苦情が来ているということは余り聞

いておりません。申請部分については、生活保

護、本当に個人の秘密も守らなきゃいけないと

いうこともございまして、いろいろな場所場所

での取り扱いにつきましては、適正に対処をし

ておるつもりでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４９分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０１分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１番浅木　敏君の質問を継続いたします。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、再質問をいたし

ます。 
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　行政改革大綱について、市長、先ほど私、全

体的なものを話しましたが、個別にも提起した

わけです。それに対して、市長の方から、見直

しはあるということと、地域の人の合意を得て

やるという包括的な話はあったけど、個別の回

答はないわけですわね。 

　個別にそれぞれ聞いてあるわけですので、個

別に答えてもらいたいと思います。 

　なお、特にあと、議題にあとの人が残ってや

る部分については、かまわんと思いますが、全

体としてそれぞれの支所の問題についても、こ

れからどうなるのか。これらは合意を得てやる

ということで間違いないということでええんで

すかね。そういうふうにとらえておきたいと思

います。 

　それから、森林整備地域活動支援交付金です

ね。こういったものについても、実際にはやっ

ていかないかんというふうに提起してあるわけ

ですが、これについても、具体的には回答がな

かったと。 

　具体的に回答できるものについては、この件

について、全体として回答をいただきたいと思

います。 

　それから、国民保護法ですね。これについて、

先ほど市長は、自然災害について、これまで災

害対策についての会議も立ち上げておるという

こと、それと同じような考え方でとらえている

というふうに聞こえたんですが、これは、基本

的には全く違うものであるといえます。 

　なぜかと言うと、災害対策については、それ

ぞれの自治体の責任で実行していく。必要なと

きには、例えば自衛隊の出動を必要とするとき

やったら、知事の方から要請をして出てきても

らうということになるわけですが、この国民保

護法、有事立法との関係では、そこの地元の意

向とは別に、政府、自衛隊、こういうものの意

向の方が優先する。軍事優先ということになっ

ているわけです。 

　そういった面から見ると、国民を保護するの

か、戦争をするためにその政策を実行する部隊

となっていくのか、それへ国民は協力さされる

だけじゃないかという面で、全く災害関係とは

違うということがありますので、そこのとこは

災害とどう違うのか、どうとらえているのかと

いうことを明らかにしていただきたいと思いま

す。 

　それと、もう１つは、保護法の中で、国会答

弁の中でも、すぐに日本が侵攻されるとは思っ

てないというふうな答弁もあったわけです。そ

ういったものから見ると、まずこういうふうな

保護法に基づく各種戦争推進部隊とも言えるよ

うな協議会を立ち上げて、好戦気分をつくって

いくと。戦争をやろうと、そういうふうな気分

をつくっていくのが、１つの役割にもなるわけ

です。 

　大きな意味でいうと、軍事態勢づくり、こう

いったものになっていく。そういった面から、

やはりこれは国民を守るというよりも、国民を

戦争に巻き込んでいく法律だというふうになる

と思います。 

　なお、市長自身も憲法９条は大事にせないか

んと。平和は大事にせないかんというお話はい

ただきましたので、そこの市長の気持ちはわか

りますが、上から押しつけられてこういったも

のをやらないかんということにはなるんかもわ

からんですが、根本的には、国民、市民に対し

て、非常な、必要でない負担をかけるというこ

とになってくるんじゃないかと思うんで、そこ

ら当たりについて、わかればもっと明確な答え

をいただきたいと思います。 

　それから、地元木材の利用促進については、

それぞれ、橋上の住宅問題、それから千寿園の

問題、極力そういうふうに地元材を使ってやっ

ているいうことですが、今後の学校、建築、そ
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ういったものについても努力していただけるも

のと思います。 

　なお、違法伐採の問題については、市長も話

しておりましたが、把握しきれてないというふ

うな部分もあろうかと思いますが、私の方では、

およそ１，８００万立方ぐらい、密伐採の材が

入ってきよるというふうに聞いてます。これを、

どのようにして明確に把握するか、これはまた

政府等の方でもチェックしてもらわないかんじ

ゃないかと思うわけです。 

　今後、こういうことを認めさせない、商業活

動の、商社が商業活動の１つとして、木材を輸

入してくるわけですので、公正な仕事をしてい

く。密伐採でも何でも買いつけて、日本へとっ

て帰る。こういうふうな企業道徳を忘れたよう

なやり方に対しては、厳しく対処していかない

かんではないかと思いますので、今後、県、国

と協議しながら、対策を立てていただきたいと

思います。 

　それから、生活保護の関係で、１番の問題に

つきましては、権利を侵害するような、そんな

ことにはならん運営をするということですので、

今後、そういうふうになっていくんだろうと思

いますが、２番目の問題以降、詳しい回答はな

いわけです。生活保護申請にかかわる文書は、

即受理し、公文書として適正に取り扱うことを

求めるということで、内容は担当の方から聞い

て、説明はしてありましたが、申請書を出した

ら、それはまず市の方で受け付けをする。受け

付けたら、その時点で公文書として取り扱いを

してもらいたいということです。 

　公文書である限り、規定に基づいて公文書管

理をしていかないかんと思うわけです。もし途

中で棄却すれば、これは公文書破棄ということ

になろうかもと思うんですね。そういうことに

はならんように、公文書としての取り扱いをし

ていただきたい。 

　そして、回答等せないかんものについては、

期限が定まっているものはあるわけですので、

そういったものについては、期限内に本人に対

して文書できちっと答える。申請書には、そう

いう思いがありますので、そういうふうな取り

扱いをしてもらいたいと思います。 

　それから、法で認められている各種扶助は、

対象者に親切に説明し、適切に支払いをするよ

うに求めますという部分につきましては、生活

保護については、毎月受け取るもの以外に、例

えば引っ越せば移転の費用も出るし、それから

また、病院へ行けば通院の費用も出る。こうい

うふうになっているわけです。そういったもの

に対して、本人が十分わからん人も、初めての

人がおるかもわからんですね。そういう人には、

こういう制度がありますということをきちっと

教えてあげて、その人は支払いを受けれるよう

に、親切にしていただきたいということです。 

　それから、４番目の生活保護費の支給に当た

っては、内訳の明細を明確にするように求めま

すということで、その月にもらう総額だけを渡

されても、それがどういうふうな中身になって

いるのか。それぞれ月によって変動する場合も

ありますので、内訳明細というものを、本人に

わかるようにしていただきたい。 

　私たちが職場で賃金を受け取ったころも、

月々、それぞれ支払いに変化がありました。全

部内訳を入れてくれてあるので、いちいち担当

者に聞かなくても、ほとんどのものが疑問もな

しにわかったわけです。 

　そういった面で、こういった内訳を明確にし

てもらいたい。 

　特に、こういった総額で渡された場合、もら

うべき金がもらえてないんじゃないかという、

不安になることもあるわけですね。なぜ少ない

のよと、本人が理解できないと。聞きに行って

も、担当者から十分な説明もらえん。文書で報
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告を求めても、それにも答えてくれん。そうい

うケースもあるようです。 

　そういった面から、本人の誤解を生まないよ

うに、はっきりした説明というものをしていた

だきたい、このように思うわけです。 

　それから、最後の部分についても、これは生

活保護だけではないですが、５番目の問題につ

いてもですね。これは条例に基づく請求ですの

で、個人情報公開の請求、条例に基づくもので

すので、請求があれば、１６条の方にこういう

ふうに処理するというふうになっていますわね。 

　そういった面で、あなたの請求したものは、

条例から見てだめですよという場合は、だめだ

という通知をせないかん。そしてまた、公開す

るのであれば、公開しますという文書での通知

ということになっているわけ。 

　ある場合には、本人に取り下げを求めるとい

うようなことも聞いたわけです。これは、条例

の趣旨からもおかしいと思うんで、そういう取

り扱いはしないようにしていただきたい。 

　こういった面について、まず聞いておきたい

と思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

　行革の個別に答えよということでございまし

た。 

　全般にわたって、個別の事項がございました

が、全般にわたってその取り扱いについて、皆

様のご了解も得なきゃいけない。これから説明

しなきゃいけない、そういったものもございま

すということでの、包括的な説明を、この個別

の事項に、全体にわたることを、先ほど説明さ

せていただいたというふうに、私自身は認識し

まして、答弁をしたわけでございます。 

　それから、国民保護法の件でございますが、

ここで、国会ではございませんで、法律論とい

うのは、ちょっと私自身、ここでできませんが。 

　先ほど、自然災害と同じとらえ方をしている

というふうに言われました。これは先ほど、私

の答弁、今、見ましたら、自然災害とこういっ

たものについての、外からの脅威に関する災害

というものは、本質的には違うものでございま

すがということでありまして、その災害を受け

たという結果においては、やっぱり市民を守ら

なきゃいけないという意味で申し上げているつ

もりでございますが。 

　自然災害と、そういった国民保護条例に基づ

くとか、その保護法に基づく災害というものと

は、本質的に違うというふうに、私はまずもっ

て話したつもりでございます。 

　それから、市民の負担がどうなるのかという

のは、これちょっと、はっきりまだわからない

部分がございまして。保護法そのものが適用さ

れるということは、ないにこしたことはないこ

とでございます。私自身も、戦争については、

これは絶対、起こしてはならないし、起こされ

てもならない。戦争については、反対というこ

とで、この市民、国民の皆さんは、それは全部

反対じゃないかと思っております。 

　したがって、市民の負担がどうなるかという

ことにつきましては、ちょっとここで、今、は

っきりこうなりますということについては、お

答えができない状況でございまして、今のとこ

ろは、国民保護法に基づく義務化された条例に、

２つ提案をさせていただいているというところ

でございます。 

　それから、生活保護全般にわたって、私、先

ほど一応、お答え申し上げまして、浅木議員が

いろんな、個別の問題を、先ほど、再質問の中

でおっしゃいました。おっしゃられました。 

　これは、私自身も、すべてにわたって、担当

の方で、適正に扱っておりまして、その受けら

れる方には、法律に基づいたり、規則に基づい
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たりして、適切に市民の方ですから、扱ってい

るつもりでございまして、個々の問題におきま

しても、浅木議員が今おっしゃられたことにつ

きましても、職員として、適切に説明責任も果

たしながら、扱っているつもりでございます。 

　最後の方で、情報公開のお話もございました。

情報公開の対応につきましては、請求があれば、

これは個人情報の関連もございまして、他人に

話してはならないことは出せませんし、本人か

らの本人に対する請求でありましたら、これは

きちんとした対応をして、ましてや取り下げを

しなさいというふうなことというふうなことは、

言ってないというふうに思います。 

　開かれた形での、適切な形での行政をしてい

るつもりでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、再質問をいたし

ます。 

　行革大綱について、私は個別に回答をもらい

たいということやったわけですが、市長の方か

ら、総括的な回答しかできんということです。 

　しかし、今度、これが出てきたことによって、

地域の人は心配しているわけですね。それに対

して、こういう、例えば一例を挙げれば、草刈

り清掃、市道のですね。こういった問題につい

て、補助金が出よったけに、今まではきれいに

なっとったけど、やってもらえよったけど、こ

ういうものが出んなったら、道が荒れるんじゃ

ないか、そういう補助を受けて、やりよったの

が、やまったら市道はどうなるんだという、率

直なきもちですのでね。 

　これに対して、何らかの形で代替方法があっ

てやるというんなら、それでええと思いますが、

市の市道の管理については、基本的に市の方に

責任があるわけです。市道で何か、構造物の瑕

疵によって事故が発生した場合は、場合によっ

たら、補償問題にまで、これまでの例から見て

も、なったことも聞いたことあるわけですね。 

　道路上の問題については、それぞれ道路管理

者に責任がありますので、そういったことも含

めて、かまわん範囲で、個別に回答をいただき

たいと。 

　それから、生活保護の関係で、いちいちここ

で、議会であれこれ取り上げなくても、それぞ

れ職員の方で、法に基づいてきちっとやってく

れよったら、私も取り上げていかんわけですが、

ある人について、所定の支払い額が支払われて

なかったということがありまして、県の指導課

の方にも行きまして、話もしたわけです。 

　そしたら、ある一定額が不足しているという

ことを、指導課の方からも聞きました。その不

足している中身については、例えば、県の方で

はわからなくても、収入充当額いう計算の仕方

があります。こういったものは、除外されたも

のがあって、減額になっているという場合もあ

るわけですね。 

　そういう場合には、こういうことで減額にな

っておりますよということを、本人に文書でき

ちっと知らせさえすれば、問題はないと思うわ

けですわね。 

　それを、本人が求めても、なかなか文書での

説明をしてくれないと。所定のもらえる額に足

りないということで、話が前へ進まんと、いう

ことになるわけ。 

　それぞれの福祉事務所、やり方は違うかもわ

からんですが、ある福祉事務所の方で聞いてみ

ると、そういうものについては、文書でわかる

ように、当然、収入充当額等については、明確

にしていると、いうふうに聞きました。 

　そこら当たりも含めて、ケースワーカーの方

で、明確な説明をせんことによって、トラブル

が起こってきよるんじゃないかと思うわけです

ね。 
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　きちんとした仕事をしとったら、文書で報告

してもええじゃないですか。文書で知らせても。

そこら当たりを、宿毛の福祉事務所でもやって

もらいたいということで、取り上げているわけ

です。 

　その食い違いについても、必ずしも福祉事務

所が間違っているのかということを、私は言う

つもりはありません。それぞれ、どこでどうな

っているのか明確にして、理解と納得を得て、

市民の合意が得られるような市政運営というも

のを進めてもらいたい、こう思うわけです。 

　以上、再質問を一たん終了します。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

　行革の個別でございます。先ほど申し上げま

したように、その集中改革プランにつきまして

は、個別部分については、それぞれ廃止とか料

金アップとか、そういったものが個々にござい

ますということで、説明したとおりでございま

すが、個々に一つずつの形でのお答えにつきま

しては、後で担当の方からも申し上げさせたい

と思います。 

　総括的には、私申し上げましたように、やは

り各種事業等の行革を推進する上では、どうし

てもプランでございますから、プランが、いわ

ゆる実施可能な計画にならなきゃいけないとい

うことで、あくまでもプランであって、これは

市民の合意なしにプランを推し進めるというこ

とには、なかなかまいりません。 

　そういった形での進め方を、相対的にしてい

かなきゃいけないということは、ご理解を願い

たいと思います。 

　先ほど申しましたように、この計画どおりに

できない部分もあるかもしれませんが、行政改

革の実を上げるためには、こういったプランを

立てて、これを実行していかなきゃいけない。

それには、市民の皆様に、これから説明して、

ご理解願わなきゃいけない部分もございますと

いうことございます。 

　それから、生活保護関係でございますが、一

応、私としては、明確に、浅木議員が今おっし

ゃったことにつきましては、担当の方では説明

をしているとは思いますが、なお、具体の事例

等がございますので、これにつきましては、福

祉事務所長の方から説明もさせていただきたい

と思います。 

○副議長（菱田征夫君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、浅木議

員の一般質問にお答えをいたします。 

　集中改革プランの個別でございますが、それ

ぞれ１４項目にわたって、冒頭、ご指摘もいた

だきましたが、施設等の統廃合につきましては、

市長も答弁の中で申されましたように、どうし

ても地区住民の方々の理解を必要とする部分も

ございますので、この施設等の統廃合につきま

しては、市長の答弁のとおりでございます。 

　それから、そのほかの個々の部分につきまし

ては、それぞれ、また担当の方からご説明もし

ていただきます。 

　その中で、少年・婦人消防隊への補助金とい

うのがございました。この部分につきましても、

市長の答弁の中に、今後、見直しもしていかな

ければならない部分もあるという答弁でしたが、

議員もご指摘のように、今後の南海地震等、い

ろんな部分で、それらも踏まえて、教育的な見

地からという質問でございましたが、そういう

部分も含めて、今後、検討の中に上がってくる

かもしれません。 

　今は、市長も申しましたように、集中改革プ

ランに沿っていくのが原則でございますので、

ご理解のほどをお願いしたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　農林課長。 

○農林課長（小島正樹君）　農林課長、１番、
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浅木議員の再質問にお答えいたします。 

　まず、担当としております１点目の森林整備

地域活動支援交付金の廃止について、平成１９

年度に廃止ということの内容ですが、この事業

につきましては、対象森林につきましては、３

０ヘクタール以上のまとまっている団地につい

ての方が対象になっておりまして、現実的には、

宿毛市では、高知県森林整備公社と、それから

１企業体が、２つの団体が対象になっておりま

す。 

　この事業につきましては、平成１４年度から

平成１８年度までの５年間を対象としておりま

して、森林所有者の現況の調査とか、歩道等の

整備とか、そういう事業が該当になります。 

　一応、協定が５年間ということで、平成１８

年度にこの制度が終了する関係で、その時点で

の廃止となっております。 

　ほかの事業も一緒ですが、農林事業の場合は、

通常、単年度事業、または目標年度を設定しま

して、例えば３年の事業、５年の事業というふ

うに制度ありますので、そういう意味で、平成

１８年度限りで終了しますので、この事業につ

いては廃止したいと考えております。 

　それから、２点目のすくも夢いっぱい会補助

金の見直しについてでございますが、この事業

につきましても、平成１７年度から平成１９年

度までの３カ年で、民間の方々が水稲等の減農

薬栽培や、地域の特産物の開発することを目的

としまして、助成をしておりましたが、一応、

３カ年で成果を出していただけまして、その後

の展開につきましては、再度、民間の方々の力

によりまして、事業を継続していただくことに

なっております。 

　それと、３点目のレンタルハウス整備事業の

見直しにつきましては、この事業につきまして

は、高知県の施設園芸の緊急課題ということで、

今の事業につきましては、平成１３年度から平

成１８年度までの事業となっておりまして、平

成１９年度には制度の見直しを、そのときにす

ることになっております。 

　したがいまして、このときの見直しですので、

廃止ということではありません。一応、見直し

を検討したいと考えております。 

　それから、鳥獣被害緊急対策事業の見直しに

つきましては、この事業につきましては、平成

１２年度から平成１７年度となっておりまして、

このプランにおきましては、１８年度で見直し

となっておりましたが、県の制度が１年延期に

なりまして、１８年度は、今までどおり事業を

実施する予定です。 

　１９年度以降につきましては、被害の状況に

よりまして、県の見直しもあると思いますし、

その時点において、再度、検討したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○副議長（菱田征夫君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　土木課長、１番、

浅木議員の再質問にお答えいたします。 

　集中改革プランの件で、先ほどの市道の補助

金の件が出ましたが、現在、土木課では、７２

８路線の市道の維持管理を行ってます。市内全

域の道路施設の老朽化が進んでおり、維持管理

費を伴う修繕箇所が、年々増加しているいうが

はご承知していただいておるとは思うがですけ

んど、市道管理に係るこの維持管理費は、市単

独経費でやってます。 

　ですから、この今後の厳しい財政状況の中で、

市道管理をしていくためには、事業の見直しを

行い、市民の皆さんの協力を得る中で対応して

いかないと、維持管理ができない状況となって

ます。 

　本来、幹線市道を除く以外の市道は、地域の

皆さんが日常生活を利用している道路でありま

すから、排水溝の清掃や、道路の草刈り等は、

もう地元にお願いし、地元で対応できない舗装
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の修繕、排水溝の壊れたときの修繕というもの

に、市単独費をもって市の方が対応していきた

いと。修繕等はもう、限られた予算の中で、で

きるだけ多く実施していくためには、どうして

も見直し計画の中であげらせてもろうて、ご理

解いただきたいというふうに思ってます。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　税務課長。 

○税務課長（松田雅俊君）　税務課長、１番、

浅木議員の再質問にお答えをいたします。 

　前納報償金の廃止についてでございます。 

　この制度の趣旨を若干、前段でお話をさせて

いただきたいと、かように思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

　この制度は、昭和２５年に大体、全国的に創

設されたものであります。戦後の不安定な社会

経済情勢の中で、市町村も窮乏をしておりまし

て、地方自治の確立のために、歳入の確保をい

かにするかということで、根幹の税である市民

税と、固定資産税の早期確保と。それから、納

税者の意識の高揚、それから、徴収事務の簡素

化と、納期前に納付されたことに対する金利面

などを考慮しまして、条例による委任事項とし

て、創設をされております。 

　しかし、この報償金制度も、既に５０年とい

うものを超えておりまして、納税意欲の高揚、

それから啓発による納税の徹底は、一応、所期

の目的を達成しておるんではないかということ

で、むしろ近年は、市民税に普通徴収と特別徴

収の２種類がございます。 

　我々給与、サラリーマンは給与から天引きを

されることが、これ源泉徴収と申しますが、こ

れから普通徴収は、市の納税通知書によって納

めていただく。 

　この市民税も、普通徴収にしか、前納報償の

制度がございませんということでございます。

また、税も、ご存じのように、固定資産税、市

民税だけではありません。むろん、国保税等も

ございます。その中で、この２例しかないとい

うようなことで、不公平感など、現状に非常に

そぐわない状況となってきておるということで

ございまして、我々といたしましても、集中改

革プランの廃止目標年次であります２０年を待

たずに、私としては、１９年に廃止をしたいと

いうふうに考えております。 

　あくまでも改革プランは、目標年次が２０年

でございますけれども、目標年次でございます

ので、２０年までというとらえ方をしておりま

すので、私としては、１９年に廃止をしたいと

いうことを考えております。 

　そこで、ご質問のように、じゃあ、この前納

報償金を廃止することによって、収納率の低下

を招かないか。収納率の低下を招くことによっ

て、いわゆる徴収経費がかかるのではないかと

いうお尋ねだろうと思いますが、本来、市税の

納税をしていただいている多くの方につきまし

ては、税本来の趣旨を十分にご理解をいただき、

納税していただいている方であります。 

　前納報償金があるから、ないから納税をしな

いということではないと、私は確信をいたして

おります。 

　以上のようなことからも、本制度を廃止して

も、前納される方が、期別の納期に変わること

はあっても、滞納の増加につながらないのでは

ないかというふうに考えておりますので、ご理

解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○副議長（菱田征夫君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君）　１番、浅木議

員の再質問にお答えいたします。 

　生活保護費の扶助費の内訳明細についてでご

ざいますが、当福祉事務所としましては、国の

定める生活保護法施行細則、準則に基づきまし

て、保護開始時に生活保護決定通知書、保護費

の変更があった場合には、生活保護変更通知書



－ 53 －

及び一次扶助決定通知書にて、被保護者に通知

をいたしております。 

　それ以上の内訳につきましては、原則生活保

護法では、被保護者本人から求めによる場合で

あっても、認められないことになっております

が、昨年の個人情報保護条例の施行に伴いまし

て、被保護者本人がどうしても知りたいという

ことであれば、直接面接し、意思確認した後、

所内会議等を開き、内容につき検討した結果、

被保護者本人に口頭で説明をすることにいたし

ております。 

　なお、この件につきましては、県福祉指導課

にも、取り扱いについての確認をいたしており

ます。 

　また、当福祉事務所の生活保護の運営につき

ましては、毎年、県福祉指導課の事務監査を受

けておりますし、今年度は国の会計実地検査も

受けましたが、改善を必要とするような指摘事

項も受けておりませんので、今後も生活保護法

の目的を十分に踏まえ、生活保護の適用につい

ては、地域の均衡を失することのないように、

適正な実施に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　全体を、全部詰めると

いうことではないので、私は、この行政改革大

綱について、それぞれ、皆持っている疑問につ

いて、ここで聞かせてもらったわけですので、

それを今、回答をいただきましたので、それを

もとにして、また話し合ってみたいと思います。 

　それから、生活保護について、今、お話いた

だきました。確かに福祉事務所の方から、１回

は通知が来るわけですね。けど、個人の場合、

それを失ったりすることもあるわけです。何年

もするうちには。３年前に出しとったいうても。 

　その場合には、あのコピーが欲しいというと

きには、渡しても、本人が言うようやったらお

かしくないんじゃないかと思うんですね。 

　それをきちっとやらないから、自分がもらっ

ている金がどんなになっているの。総額は、現

金が封筒に書いてあるとおり入ってますので、

これは間違いないけど、中身がわからないとい

うことになるんで。本人が求めれば、それは元

の記録をコピーして、渡しても、それほど秘密

にせないかんもんではないと思う。１回出した

書類でありますのでね。 

　そういった面で、親切な対応というのを、本

人から誤解を生まないような対応というものを、

考えてもらいたいということであります。そう

いう面で取り扱ってもらえばええと思いますが。 

　それで再質問を終わります。 

　向こうから答弁があれば、待ちます。 

○副議長（菱田征夫君）　この際、暫時休憩い

たします。 

午後　１時５２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時１２分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　　いろいろな問題を提

起しまして、ある一定の方向が出たものもあり

ますが、まだ問題提起して検討してもらうよう

な中身もありますので、今後に期待しまして、

きょうの発言は終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、通告に従いまし

て、一般質問を行います。 

　１番目の質問は、宿毛市の活性化についてで

あります。 

　１点目は、宿毛湾港を活用した活性化策につ

いてでありますが、中西市長は、１８年度の行

政方針の中で、宿毛湾港の整備について、第１
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防波堤の早期完成を目指す中で、国、県などの

関係機関に連携をとりながら、ポートセールス

を行うとともに、「ちきゅう」関連の科学船や、

豪華客船の寄港を積極的に働きかけていくと表

明されておりますが、ことし１年間の豪華客船

等の寄港予定と、今後のポートセールス計画に

ついて、お尋ねします。 

　次に、海外との友好都市、もしくは姉妹都市

交流についてであります。 

　この件については、昨年９月の定例会でも提

案しました。２月２０日に開かれた第４回梓立

祭には、宿毛市出身の大江　卓が取り持つ縁で、

中国大使館からソン・ビキョウ参事官と、チョ

ウ・リン二等書記官が来市し、懇親会の席上、

宿毛と中国との不思議な接点について、言及が

ありました。 

　聞くところによれば、中国大使館の外交官が

四国へ来たのは初めてとのことであり、この機

会を何とか生かして、中国の港湾都市と宿毛湾

港を活用した人と物の交流を促進すべきではな

いかと考えます。 

　中国と日本との国家間の外交は厳しい状況下

にありますが、民間外交、民間交流は、政治の

枠を超えて発展させることは可能であり、また

有益だと思います。宿毛の地場産品であるブン

タン、コナツ、ポンカンなどのかんきつ類や、

木材等を海外へ輸出できるルートができれば、

地域の活性化にもつながると思いますが、市長

の見解をお聞きいたします。 

　２点目は、ウオーキングの促進についてであ

ります。 

　いまや健康ブームの世の中で、予防医学の上

からも、健康によいとされるウオーキングが注

目されております。 

　本市でも、朝に夕に、また夜間でも多くの市

民が歩いています。高齢化が進む中で、ウオー

キングは最も手軽なスポーツとして、人気が上

昇してきております。 

　全国組織である日本ウオーキング協会がなか

った高知県も、おくればせながら、ようやく１

月に全国４２番目に発足しました。日本ウオー

キング協会が認定する全国大会は、年間約２５

０カ所といわれており、近隣では３月１１日、

１２日の２日間、愛南町で行われたトレッキン

グ・ザ・空海・あいなんには、約５００人ほど

の参加があったと聞いております。 

　また、土佐清水市では、３月２５、２６日に

第１回花へんろ足摺温泉ツーデーマーチが開催

される予定と聞いております。 

　こちらは、参加費用、大人２，０００円、高

校生以下１，０００円となっており、愛南町の

無料とは異なり、何人の参加申し込みがあるか

はわかりませんが、いずれもツーデー、すなわ

ち２日間にわたって行われるウオーキング大会

であります。 

　本市も、日本ウオーキング協会へ加入し、ウ

オーキング大会を開催したらどうかと提案いた

します。 

　難しい状況であれば、せめて１日のワンデー

ウオーキングのコースを、愛好家や関係団体の

希望や意見も聞きながら実施すれば、費用もか

けず、交流人口の拡大にもつながるのではない

かと思います。市長のご見解を伺います。 

　２番目に、観光行政についてお尋ねします。 

　最初に、一昨日、宿毛で四万十・南予地域づ

くり連携フォーラムが開かれ、四国西南地域の

観光振興と、活性化に向けた取り組みが話し合

われましたが、この四国西南地域における観光

振興について、市長としての所見をお伺いした

いと思います。 

　まずは、今年で６回目を迎えた宿毛湾ダルマ

夕日及び宿毛の四季フォトコンテストの内容に

ついて、募集状況並びに審査委員の選任状況に

ついてお聞きします。 
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　１点目は、本市独自の観光戦略についてであ

ります。 

　近年、豪華客船の寄港がふえ、また、入り込

み客や旅行者の来訪に備えて、市内観光のガイ

ド役の必要性はますます高まってきていると思

います。市独自の観光ガイドを早急に養成すべ

きではないかと思いますが、市長のお考えを聞

きます。 

　次に、市内観光マップの作成についてであり

ます。 

　今年１月に入港した地球深部探査船「ちきゅ

う」の一般公開が、１月２１、２２日の２日間

にわたり実施され、９，７００人余りの人が訪

れました。 

　その中には、宿毛へ初めて訪れた県内外の方

たちが、市内のタウン情報が少ないために、食

事や買い物等に不便を感じていた人がいたこと

は事実であります。 

　市街地の活性化を図るために、食事どころや

飲食店、各種の専門店等を入れたタウン情報の

チラシや、パンフレットなどを作成したらどう

かと提案いたします。 

　３つ目の提案は、観光特使制度の創設につい

て。 

　県は、昨年度の事業として、高知県にゆかり

のある横綱　朝青龍や、漫画家やなせたかしな

どの著名人や、県出身の企業幹部などを中心に、

９１人の方を観光特使として委嘱し、この観光

特使は、特別な名刺を配布してもらうもので、

高知城や、牧野植物園など、県施設に無料で入

場できる制度であります。本市でも、ゆかりの

ある著名人は少なくないので、この制度を創設

する考えはないか、伺います。 

　２点目は、市内観光コースの整備と、宿毛歴

史館の内容充実について。 

　豪華客船の観光客は、幡多地域の観光オプシ

ョナルツアー等の実施に当たり、できるだけ宿

毛市内の観光にも残っていただけるよう、市内

の観光コースを総点検し、魅力あるまちづくり

を推進すべきであると考えます。 

　その中で、宿毛歴史館の内容を充実させるた

め、宿毛の生んだ偉人や、自然、食べ物、特産

品などを紹介するビデオを製作し、歴史館への

来館者に、またいろいろな形で活用する中で、

流動人口の増加につながる方策を講じるべきだ

と思いますが、どうでしょうか。 

　また、宿毛の観光コースの拠点となるのが、

宿毛歴史館でありますが、平成５年の開館時の

入館者数は有料、無料を合わせて５，２４５人

で、１日平均の入館者は２６．５人であったも

のが、毎年漸減し続け、平成１６年には１，７

９０人で、１日平均５．１人にまで減ってきて

おります。 

　年間を通して、展示品がほとんど変化がない

ことも、その一因かもわかりません。歴史館の

展示品等の関係者や、他の施設から貸し出しを

受けての企画展を開催するなど、内容の充実に

努めるべきだと思いますが、市長の所見をお尋

ねします。 

　３点目は、咸陽島公園の整備並びに離島にお

ける観光振興について。 

　咸陽島公園周辺は、昔から市内の保育園児や、

小中学生の遠足の場所として親しまれてきた景

勝の地であります。夏には海水浴にも利用でき

る状況になり、大島桜公園とともに、アクセス

道路の完成に歩調を合わせて、咸陽島公園の整

備を進めるべきであると考えます。 

　現在の同公園については、家族連れや子ども

たち、旅行者がくつろげる施設設備が十分にな

されていない状況であります。 

　例えば、ミニキャンプ等ができる炊飯用の水

道設備などの施設や、子ども用の遊具類が余り

にも少ないと思います。 

　また、大島桜公園の設備事業として、トイレ
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の設備は不可欠であります。 

　県下で唯一の有人離島である沖の島や鵜来島

の観光振興については、沖の島アドベンチャー

ラン等の事業が実施されておりますが、スポー

ツ関係団体の合宿トレーニング地として、誘致

できないものかお伺いします。 

　４点目は、産業観光について。 

　産業観光とは、地域の産業関連資源を、観光

の対象として育て、見て感動してもらうという

ことであります。 

　世界でこの動きが始まったのは、イギリスの

アイアンブリッジの保存運動からといわれてお

ります。産業革命のゆりかごからと呼ばれたコ

ールブルックデールの渓谷にあるこの鉄橋は、

１７７９年に建設され、当時の産業技術の成果

を具現化されたものでありましたが、次第に老

朽化が進み、１９６０年、この橋を取り壊す事

態になり、市民を中心に、この地域の人々によ

って保存運動が始まり、ただ残すだけではなく、

歴史や技術・文化の粋として、大勢の人々の見

学対象として、橋以外の陶磁器産業の再生など、

複合的な観光地として蘇ったわけであります。 

　こうしてアイアンブリッジは、産業観光の発

祥地として、世界中に地域振興のモデルとして、

有名になったわけであります。 

　日本でも、各地で発想の転換によって、地域

活性化へ大きな流れをつくっている自治体があ

ります。それぞれの地域が、その土地ならでは

の魅力を再発見し、自立を目指すのが最近の傾

向であります。 

　香川県の讃岐うどんが、食べ歩きツアーの対

象として、全国に幅広く発信し、観光客の増加

につなげております。須崎市でも、鍋焼きラー

メンが地域ブランドとして大きく成長し、活性

化に貢献しております。 

　２月に政務調査で、大分県豊後高田市や、日

田市を視察した感想として、それぞれの市では、

自分たちの地域にどれだけすばらしい商品価値

のある資源が眠っているかを自覚する作業から、

まちおこしが始まっているということでありま

した。 

　その地域に暮らす人には、その地域の魅力が

見えにくいという側面があり、それをいかに再

発見し、再発掘するかが求められております。 

　観光資源の乏しい本市においても、農林水産

の一次産業を生かした産業観光も重要であると

考えます。 

　自然への接し方を知らない世代がふえていく

中で、特に子どもたちに自然への憧れを喚起さ

せ、一次産業を生かした産業観光の振興に取り

組むためのプランづくりも必要ではないかと思

いますが、市長の所見をお伺いします。 

　３番目の質問は、スクールガードの要請につ

いてであります。 

　地域ぐるみの学校安全体制推進事業として、

子どもたちが安心して学ぶことができる学校づ

くりを目指すために、スクールガードが導入さ

れることになっております。全国各地の学校で、

児童生徒や、教職員が被害者になる痛ましい事

件が起きております。 

　幸い、本市においては、凶悪な事件は発生し

ておりませんが、登下校時に不審者の出没情報

が時折報告されています。地域社会の中で、大

人の連帯感意識が希薄化してきており、地域の

教育力が低下することにより、子どもたちに対

する責務が果たされていないのが現状ではない

でしょうか。 

　次代を担う子どもたちが、健やかに育つため

には、大人みずからが社会的規範を守り、子ど

もたちにとって、手本となると同時に、子ども

たちに目を向けることにより、大人たちにいつ

も見守られているという安心感を与えることが

大事であると考えます。 

　こうした観点から、地域の大人たちが、子ど
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もに積極的にかかわることにより、児童生徒の

健やかな成長を支援し、さらに犯罪から守るた

めに、学校の内外や通学路のパトロールなどを

していただくスクールガードの養成に早く取り

組むべきであると思いますが、教育長の見解を

伺い、１回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　菊地議員の一般質問に

お答えをいたします。 

　観光関係でのさまざまなご提言があったとい

うふうな認識で、お答えをさせていただきます。 

　まず、１点目でございますが、宿毛湾港を活

用した方策でございます。 

　今年度の豪華客船の寄港予定でございますが、

上半期の情報でございますが、今月３月３１日

に「にっぽん丸」、これはもう８時に入港しま

して、夕方６時ごろに出港されるということで

す。 

　それから、４月３０日には「富士丸」、５月

２０日と６月８日に「ぱしふぃっくびいなす」

が計画をされております。 

　例年の状況でございますと、下半期にも入港

が期待できるのではないかなというふうな感じ

で思っております。 

　平成１２年度に一部、岸壁の供用開始をしま

してから、３月の「にっぽん丸」で２１回目の

豪華客船の寄港となります。平均しますと、年

間に大体４回程度、寄港しているのが実情でご

ざいます。 

　今月号の広報「すくも」でも紹介をいたしま

した。当市の歓迎ぶりが客船を所有する会社で

あるとか、乗船客の皆様から、感激をしたとい

うふうな便りをいただいております。宿毛の市

民の皆様が、この豪華客船を出迎え、また歓送

をするということが、非常に有効な、何と言い

ますか、観光手段と申しますか、人をおもてな

しする心で、この豪華客船をおもてなしをして

いただいているということが、県外の方に非常

に好評を得ておるということでございます。 

　これからも、行政も市民も一緒になりまして、

ぜひこういった行事に協力を願いたいし、また、

市民の皆様が楽しんでいただけるような寄港と

いうことにもっていきたいなというふうに思っ

ております。 

　それから、地球深部探査船「ちきゅう」でご

ざいます。独立行政法人海洋研究開発機構でご

ざいますが、この間、皆様方が一般公開、そし

て子どもたちへの公開ということで、非常にた

くさんの方が見えて、みんな感激してお帰りに

なったということでございます。 

　この研究開発機構の皆さんと話をする中で、

これからも研究開発機構が所有する船舶が、ま

だ多々ございます。そういった船が南洋の方に

も行っておりますので、ぜひそういった「ちき

ゅう」ばかりでなくて、同機構が持っている船

ですね、そういった船も、ぜひ宿毛湾港に寄港

させてほしいというふうな話も聞いております。 

　そういったことで、湾港の活用、いわゆる船

が接岸するということについても、非常に大切

なことではないかなというふうに思っておりま

す。 

　利用促進の最も重要な課題でございます。こ

れは、宿毛湾港流通工業団地への企業誘致とい

うものが最終目的でございます。これは、県と

も連携をしながら、ポートセールスの強力に推

進していかなきゃいけない。防波堤が１７０メ

ートル近くできて、岸壁の静穏度が高まってお

ります。そういった形で、工業団地、いわゆる

空き地がそのままあるということは、非常にマ

イナス面でございます。これにつきましては、

ぜひ、議員の皆様にも、ここで皆さんと一緒に

なってポートセールスにもご協力も願いたいと

いうふうに思います。 

　それから、先ほどの中国大使館の方がお見え
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になった梓立祭でございます。残念ながら、中

国大使館の方には、港の方は見ていただけませ

んでしたが、国民宿舎の「椰子」の方にお泊り

願って、宿毛湾港を見ていただいております。 

　そして、前が咸陽島でございます。この咸陽

島の「咸」が中国の方の字と一緒でございます

ということで、非常に中国とのつながりが宿毛

にはあるんじゃないかというふうなご発言もさ

れておりました。 

　そういったことで、だからすぐに中国との友

好港湾都市ができるかといったら、なかなか荷

物の関係とか、これからも開発していかなきゃ

いけない問題が多々あると思います。 

　現在は、まさに竹内明太郎さんの関係で、小

松市との友好関係を、先だっての議会でも私、

申し上げました。今、小松市と市会議員の皆様

方が交流を図っていただいているし、商工会議

所の皆様も、それぞれ民間の外交と申しますか、

そういったところでの交流を図っていただいて

おります。 

　この２０日には、商工会議所の方々が、また

この宿毛にもお見えになるということでござい

ます。 

　先だっては、小松工場の工場長もこちらにも

見えまして、港湾の方も視察をしていただいて

おります。こういった形で、何か小松市との交

流を、人と物の交流を、もっともっと深めてい

って、小松という世界に名だたる企業がござい

ます。そういったものとの交流を深めている中

で、ポートセールスができればなというふうな

感じも持っております。 

　９月の議会でもお答えしました。かかわりを

持った地域とのつながりというものを、これか

らも大切にしまして、宿毛湾港の利活用、それ

から人や物の交流、流通、そういうものも進め

ていければいいのかなというふうに思っており

ます。 

　次に、ウオーキングの推進ということで、ウ

オーキング協会への加入をすべきではないかと

いう提案でございます。 

　私、実はこのウオーキング協会たるものは、

実は先週まで存じ上げておりませんで、どうい

った形での協会の定款になっているのかとか、

どういった活動をしているのかとか、そういっ

たものを、まだ未調査でございます。 

　そういったことで、ウオーキングそのものに

つきましては、市民の方々も、夕方になってよ

く歩いておられる。これは水中であろうと陸上

であろうと、ウオーキングということは、非常

にご本人の健康にとっていいということは承知

をしておりますし、皆さんにも、ぜひ介護予防

の面等からも、進めていきたいし、ぜひこの運

動というものをやっていただきたいというふう

に思っておるわけでございます。 

　今すぐ、宿毛市も加入したらどうかというご

提案でございますが、この協会の中身たるもの、

まだ承知してない部分がございますので、少し

勉強もさせていただいて、検討もしてみます。 

　そして、これは協会への加入というものが目

的ではなくて、市民の方々が健康になっていた

だきたいということでのご提案ということに受

けとめております。ウオーキングをすることで、

皆さんが健康に非常になるということが一番大

切なことじゃないかと思っております。 

　それから、ウオーキング大会の開催というこ

とでございますが、これまでは、公民館事業で

行いました山菜ウオーク・イン・奥藤、それか

ら沖の島健康ウオーク等の規模の事業を、適宜、

コースの選定ということも考慮しながら、開催

をしていきたいなというふうに思っております。 

　コースの検討につきましては、沖の島は非常

にすばらしいところでもございますし、篠山も

知る人ぞ知るアケボノツツジの生息地でもござ

いますし、非常に登山の愛好家については、篠
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山を全国的に知っている方が非常に多うござい

ます。 

　こんな、中心にした国立公園区域を始めまし

て、宿毛湾、松田川沿い、あるいは中筋川とか、

豊かな自然とか景観にすぐれたコースの推薦を、

機会あるごとに、幅広く、皆さんの意見を聞き

ながら参考にしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

　それから、観光行政でございます。先日の四

万十・南予地域の地域連携フォーラムにも、私

も出させていただきました。 

　この地域全体が、広い広域的な取り組みをし

なきゃいけない。先ほどの豪華客船の話ではご

ざいませんけど、客船が着いたら足摺へ行き、

四万十へ行きということではございますけど、

やはりこれは、宿毛湾港という港があるからこ

そ、そのコースができるものであって、だから

宿毛だけにとどまりなさいというけちな考えは

持っておりませんで、ぜひ豪華客船が来て、足

摺も見に行って、四万十も見に行ってください。

そしてまた、宿毛のいいところも、後で申し上

げますが、そういったところも散策をしてくだ

さいというのが、基本的にあっていいんじゃな

いかなと。 

　そういうことで、この地域、いわゆる四国西

南ということで、開発と申しますか、道路がま

だまだ不便なところを逆手にとるぐらいなつも

りで、この不便な地域が連携して、観光行政に

取り組めばいいのじゃないかなというふうなこ

とを思っております。 

　それから、「ダルマ夕日コンテスト」でござ

います。この状況につきましては、後で商工観

光課長の方から説明をさせていただきたいと思

います。 

　それから、次に、項目が多くて、ちょっとお

待ちください。 

　観光ボランティアのガイドの件でございます。 

　旅行者の方々に対する観光ボランティアガイ

ドの養成でございます。ご指摘のとおり、近年、

全国各地で観光ボランティアによるガイド活動

が活発になってきております。今度の高知での

土佐２４万石博につきましても、ボランティア、

観光ガイドを募集しておりまして、その方々の

手によって、ガイドをされているということで

ございます。 

　本市では、例えば、独自の方法とか、ホーム

ページによって、「ダルマ夕日」の出現情報と

か、桜の開花情報等の提供をしていただいてい

る方々も、存在はしております。 

　恒常的に対応していただける体制には、まだ

なってないのが現実でございます。ぜひ、こう

いった形で観光ボランティアガイドというふう

な形で、手を挙げていただければ、本当はあり

がたいかなと。 

　先だっても、市民の方々から、いろんな形で

のボランティア募集、公募ということをしてお

りますが、まだまだ、実際にはボランティアを

していただいているんですが、このボランティ

アの登録ということまでには、なかなかなって

いってないのが状況でございますが、ぜひ、で

きる方々につきましては、このボランティアに

登録などをしていただければありがたいかなと。 

　このボランティアガイドの育成でございます

が、これにつきましては、育成するための専門

的な知識というものも必要になってまいります。 

　今後は、先進地の事例も参考にしながら、観

光客の皆様におもてなしの心を大切にする取り

組みということで、ボランティアの育成を含め

た組織づくりを、観光協会等と連携強化をして、

取り組んでまいります。 

　続きまして、市街地の活性化を図ることで、

観光客の方々をターゲットにした市内の飲食店

とか、専門店が掲載されたタウン情報誌でござ

います。 
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　先だって、「ちきゅう」が来ましたときに、

乗組員の方々が、非常に長い滞在でございまし

て、市内の飲食店等行っていただいて、いろん

な方々のお話も聞いております。 

　この国体開催時には、宿毛の情報誌「よなよ

な」というのがありまして、できておりまして、

実はこの時には、この情報誌を参考にお配りし

たわけでございますが、１４年でございますの

で、ちょっと古くなっております。そういった

ことで、リアルタイムに、やっぱりこういう情

報は出さなきゃいけないというふうに思ってお

りますが、なかなかすぐに、行政の方として、

このタウン情報というものを取り組むというこ

とには、難しい部分もございますが、予算的な

面が非常にあります。 

　あと、こういったタウン情報誌、非常に各地

域では、民間の方々が取り組んでおられます。

できましたら、民間の方々にしていただければ

ありがたいかなという気を持っております。 

　現在では、集落活動支援事業、本町ふれあい

夜市の実施主体でございます本町通活性化クラ

ブの皆さんとタイアップをしまして、中心市街

地等の宿泊施設とか、飲食店等の宣伝マップの

作成には取り組んでおるわけでございます。 

　これは、中心市街地ということに限定をされ

るかと思いますが、できましたら、宿毛市全体

でこういったタウンマップというものができ上

がれば、非常に皆様に役に立てられるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

　それから、観光特使制度の導入ということで

ございます。先だっての議会でも、名誉市民と

いう条例ができております。この名誉市民の設

定ということ、そしてそんなご質問がございま

して、せっかくの条例でございます、こういっ

たことも取り組んでいかなきゃいけないという

ふうに答弁を申し上げておりますが、特に観光

特使というふうなお話でございます。 

　今、私が考えておりますのは、観光特使とい

うよりも、宿毛大使というふうな感じで、特に

観光に限ったことではなくて、いろいろの面で、

宿毛のことを情報発信をしていただけれる方々

が生まれつつあるんじゃないかというふうに思

っております。 

　昨年、ここの地へ来ていただきました中尾ミ

エさん、木原光知子さんも、宿毛のことが非常

に気に入ったんで、宿毛の宣伝マンになるとい

うふうなことも言ってくれております。 

　また、こういった方々、そして宿毛出身の世

界的、日本的に有名な方、そういった方々を、

人間を活用するといったら言葉はおかしいかも

しれませんが、皆様方にこういったものに、観

光というか、宿毛大使というか、名前はまだ、

ちょっとはっきりしておりませんが、宿毛をピ

ーアールしていただける方々にひとつ任命をし

て、こういうことをやっていきたいなという考

えを持っております。 

　それから、歴史館でございます。観光コース

の整備と歴史館の内容、充実でございます。 

　歴史館を拠点とした観光コースにつきまして

は、宿毛が排出した偉人とか、周辺に残存する

歴史文化財などを、一つひとつ観光資源として

とらえるということで、観光振興のみならず、

歴史文化の継承とか、保護の観点からも、進め

ていくべきものであろうというふうに思ってお

ります。 

　現在、豪華客船の寄港時に、先ほど、足摺・

四万十と申し上げましたが、オプショナルツア

ーで、歴史館の方へご案内をしましたところ、

非常に好評だったというふうな話も聞いており

ますし、ただいまは、土佐２４万石博の影響な

のか、歴史館への訪問者が少しずつふえている

というふうなことも、担当の者に聞いておりま

す。 

　宿毛のよさというのは、本当は地元の方が一
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番、本当は知っていると思うんです。ただ、普

通のことが普通にありまして、よそから見れば、

本当にすばらしいことなんだけど、宿毛の人は、

このよさを満喫しているんじゃないかなという

ふうに思っておりまして、やはり、例えばそこ

の市役所の裏の金比羅さんであるとか、あそこ

も讃岐の分祠としては、ここだけなようでござ

います。 

　そういった歴史的なもの、文化、そして人、

そういったものが宿毛にはまだまだたくさんあ

ります。そういったことをずっと生かしていか

なきゃいけないというふうに思っております。 

　また、歴史館を中心としました散策地図であ

るとか、中心市街地の商業施設の紹介を盛り込

んだガイドブックとか、ピーアールビデオの制

作を、中心市街地活性化事業の一環として、取

り組んでおるところでございます。 

　これが完成しましたら、いろいろな情報発信

ということの手段に使わせていただければ、と

いうふうに思っております。 

　それから、歴史館の企画等の充実ということ

でございましょうか。 

　この企画展につきましても、県内の博物館等

から展示資料を借り受けまして、年１回の開催

をめどに、実施について、努力した経緯にござ

います。といいますのも、当市の場合、収蔵品

もまだまだ乏しくて、大半を常設展示している

状況にございます。これから企画展を開催する

につきましては、宿毛市にゆかりのある方々か

らや、そのほかの博物館からの貸し出しを受け

て、行わなければいけない状況にございます。 

　ちなみに、平成１８年度は、先ほど申し上げ

ました大河ドラマでございます土佐２４万石の

関係の、ＮＨＫ功名が辻の放送が、これがクラ

イマックスが１１月２３から１２月２２日の１

カ月の間に、土佐山内家の宝物資料館とか、安

芸市立歴史民族資料館から、関係の展示資料を

借り受けまして、宿毛の歴史館で巡回展を企画

をしております。 

　開催時期が近づきましたら、広報等で、また

ピーアールに努めてまいりたいと思っておりま

す。 

　それから、咸陽島公園の公園整備と、離島に

おける観光振興でございます。 

　咸陽島は、先ほど申し上げました、名前が

「咸」の字が中国と一緒というふうなことでご

ざいまして、非常に陸繋島と申しますか、潮が

引いたら島まで渡れる特異な島でございます。 

　そういったことも、なかなか知られていない

のが実情ではないかなと思っております。 

　咸陽島を中心にしましたキャンプ場、ミニキ

ャンプ場もあるというふうなご提案でもござい

ますし、それについては、インフラ整備と申し

ますか、観光というふうなことで、人に来てい

ただきたいということでありゃ、やはり菊地議

員、先ほどおっしゃいました、やはり先にトイ

レであるとか、道であるとか、観光インフラの

整備というものが先になされなきゃいけないん

ですが、なかなかまだ、水道等も含めまして、

きちんとしたものがなされていないのが実情で

はなかろうかと思います。 

　これに、観光ということで取り組みますと、

こういったところから、まず先にやっていかな

きゃいけない。 

　「椰子」もございますし、非常に眺めのいい

ところということで、宿泊のお客様には、非常

に好評を博しております。 

　先だって、桜の寄贈をいただきました日本花

の会の理事長もご案内しましたところ、非常に

すばらしい景色であると。そこから宿毛湾港も

見ていただきまして、宿毛湾全体を見ていただ

きました。 

　そういったことで、咸陽島公園のそのすばら

しさというものを、やっぱりきちんとアピール
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をしていかなきゃいけない。 

　それからまた、次に、高知県唯一の有人離島

でございます沖の島、鵜来島でございます。こ

れにつきましても、先ほど申し上げました、や

っぱり観光とか、スポーツ合宿とかいうふうな

お話がございますが、まだまだ島のインフラの

整備というものが、未成熟であるというふうに、

私、思っておりまして、国土交通省の離島振興

課にも行きました。 

　いろいろな制度がございます。そういった有

利な制度を、やはり活用した上で、島のインフ

ラを整備していかなきゃいけない。その上で、

スポーツ合宿、どういうものがあるだろうか。

島の人口で、どういった受け入れができるだろ

うかというふうなことも、るる考えていかなき

ゃいけないというふうに思っております。 

　今年度、１８年度でございますが、こういっ

た形で、全国の離島が集まりますいろんな宣伝

をする場所がございまして、毎年、池袋、東京

の池袋で開催されておりますアイランダー２０

０６、ことしは２００６でございます。これは

離島サミットというのがございまして、これに

関係者の派遣を予定をしております。 

　そういったことで、いろいろな宿毛にはいい

ところが、私自身はたっぷりあるというふうに

思ってます。それを、どういうふうに集約した

形で、皆様に外に向かってアピールしていくか。

この方法がまだ確立をされていないのかなと。

これはまあ、行政としてきちんと対応していか

なきゃいけないというふうに思っております。 

　それから、観光行政の最後の方ですが、産業

観光ということで、今、いろんなお話もいただ

きまして、取り組みをしていかなきゃいけない。

これは、産業観光推進の拠点としましては、う

ちの方には、浜田の泊り屋という古いものもあ

ります。そして、古いものとしましては、東洋

城の酒蔵がございます。 

　この間、「宿毛の蔵　東洋城」としてオープ

ンしたわけですが、こういったものも、観光産

業と申しますか、古いものを生かして、皆さん

が自由に出入りできる。ただ、今は緒についた

ばっかりでございまして、東洋城の方も、皆さ

んが自由に出入りできるということにはなって

おりませんが、これがまた、皆さん、外から来

た人たちが、どんどんどんどんフリーに蔵の中

に入っていける、そういったものにしていかな

きゃいけないというふうに思っております。 

　先ほど申し上げました沖の島であるとか、咸

陽島であるとか、篠山、出井の甌穴、そういっ

た、金比羅さん、そういったものが、結構、た

くさんございます。そういったものを産業に結

びつけていくということが、必要かなというふ

うに思いますし、また、島でとれる、いわゆる

宿毛でとれる魚、農産物、そういったものも観

光と一緒にくっつけていける要素というものは、

かなりあるんじゃないかなというふうに、私は

認識しております。 

　今回は、地元のイモを活用した芋焼酎が３月

２６日に、観光びらきの日に売り出しがなされ

る予定になっております。こういった形で、い

わゆる、何と申しましょうか、元に戻るという

か、イモの栽培につきましても、昔、非常に、

やはり貧しかった半農半漁とかいうところ、米

ばかりじゃなくて、イモをつくらざるを得なか

ったというふうなところを、少し逆手にとって、

反対にイモを製品に変えていくというふうなこ

と。芋焼酎と、それからイモのヒガシヤマであ

るとか、そういったものも、これからできてく

るんじゃないかなというふうに思っております。 

　今後におきましても、宿毛の歴史とか自然、

そして地場産品を生かした取り組みを、何と申

しますか、関連づけた形で、外に向かって発信

をしていく観光にしていかなきゃいけないのか

なというふうに思っておる次第でございます。 
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　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長、

５番議員の一般質問にお答えをいたします。 

　私の方からは、宿毛湾「ダルマ夕日」並びに、

宿毛の四季フォトコンテストの、今期の応募状

況につきまして、お尋ねをいただきましたので、

ご報告を申し上げます。 

　当該コンテストにつきましては、議員各位を

初め、数多くの皆さんのご支援をいただく中で、

ことしで第６回目を迎えるに至っております。 

　特に、その中で、地元のカメラマンの皆様に

は、県外からのお客さんへの撮影ポイント、並

びに宿泊施設等々のご紹介を含め、継続したご

支援を、これまで賜っておりまして、この場を

お借りいたしまして、大変お世話になっており

ますそれら多くの関係者の皆さんに、心からお

礼を申し上げたいと存じます。 

　さて、今期の応募状況でございますが、全国

各地から、延べ１０２名、作品数にいたしまし

て２７２点の力作を応募いただいた経緯にござ

います。 

　部門別に申します。 

　まず、「ダルマ夕日」部門につきましては、

５７名、作品数１６４点。一方、「宿毛の四

季」部門におきましては、４７名、１０８点の

状況と相なっております。 

　ちなみに、県外からは、お隣愛媛県はもとよ

り、香川、広島、京都、大阪、兵庫、熊本、神

奈川の全国各地からのご出展をいただいた状況

にございます。 

　あわせてお尋ねいただきました審査委員につ

きましては、当該フォトコンテストにつきまし

ては、名実ともに全国レベルのコンテストとい

うことで、審査の徹底を期す意味におきまして、

今期は、現在、宇和島在住で、日本の芸術文化

をリードいたしております二科展、二科展写真

部の会員の方にお願いをいたしまして、去る３

月６日、審査が実施され、それに基づきまして、

大賞を含む各賞１３点が選出された状況にござ

います。 

　それら受賞者の皆さんには、今月２６日に開

催されます宿毛市観光びらきの席上にお越しを

いただきまして、表彰式を挙行させていただく

運びといたしております。 

　また、入賞作品につきましては、３月２５日

から４月２日、９日間になりますでしょうか、

文教センターの方に展示をさせていただきたい

と思いますので、ぜひ、議員各位におかれまし

ても、お立ち寄りをいただきたいと存じます。 

　なお、今期の入賞作品につきましては、今後

におけます観光ポスターはもとより、各種イベ

ント等に最大限、利活用をさせていただく中で、

当市の今後の観光促進に努めてまいりたいと考

えております。 

　あわせて、来期につきましても、全国からよ

り多くの皆さんにご出展をいただけるよう、ま

た宿毛のピーアールに一生懸命努めてまいる所

存でございますので、ご質問議員におかれまし

ても、今後ともにおけますご支援をよろしくお

願いを申し上げたいと存じます。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、５番、菊地

議員のご質問にお答えをいたします。 

　スクールガードの養成についてでございます

が、児童生徒を取り巻く社会環境は、全国で残

忍な事件が相次ぎ、大変厳しい状況となってお

ります。宿毛市でも、不審者情報が多数寄せら

れており、子どもたちの安全確保対策が重要と

考えております。 

　このような状況を踏まえて、現在、県教育委

員会と協議中でありますが、国の地域ぐるみの

学校安全体制整備推進事業の委託を、検討をし
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ております。 

　この事業は、スクールガードリーダーを核と

して、スクールガードの養成、組織づくりに取

り組み、子どもたちの安全確保対策を図るとい

うものでございます。 

　具体的な事業内容としましては、宿毛市内を

３地区として、１人ずつのスクールガードリー

ダーを配置をいたします。 

　登下校時の子どもたちの見守りや、学校で巡

回警備等に従事するスクールガードの育成研修

を行い、組織をつくってまいります。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　この際、１５分間休

憩いたします。 

午後　３時０４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時１９分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　５番菊地　徹君の質問を継続します。 

　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問を行いま

す。 

　先ほど、中西市長並びに嶋教育長から、詳し

い答弁をいただきました。それで、大体納得も

できましたので、再質問を簡単にやりたいと思

いますが。 

　まず、１点目のウオーキングにつきましては、

これから検討されるということで、せっかく自

然のすばらしい資源を持っている宿毛市におき

ましては、いろんな人から、意見なり知恵を拝

借しながら、市民が本当に健康のために、気軽

く、年に数回程度、そういうハイキングを兼ね

たウオーキングコースがきちんと決まれば、皆

が集まりやすいんじゃないかと。 

　そのことによって、入り込み客も、最近では

あちこちから来ておるようでございますので、

ぜひとも早急に取り組んでいただければと思っ

ております。 

　それから、次に、活性化、宿毛湾港を活用し

た活性化について、今、２点にわたって質問い

たしましたが、この中国大使館との接点という

ものも、これも非常に不思議なえにしを感じて

おります。こういったことで、すぐに実現でき

るとは、私自身も思っておりませんけれども、

そういう視野も持ちながら、これからこのすば

らしい地の利を生かした湾港の活用、ポートセ

ールスとともに推進をしていただきたいと思っ

ております。 

　小松製作所との交流、そういう形もいい形で

進んでおりますし、国内、国外を問わず、この

すばらしい港を活用したことが、地域の特性を

生かした今後の振興策になると思っております。 

　それから、観光戦略につきまして、おとつい

の１１日に行われましたこの四万十、南予の連

携フォーラム、私も参加しまして、非常に今後

の西南地域の観光振興、また産業振興、商業振

興、いろんな面を含めて、参考になったわけで

あります。 

　そうした中で、私が感じたのは、やはりこれ

からの観光というものは、従来型の団体バスで

ホテル間の移動の途中で、有名な観光地を巡っ

ていく観光から、レンタカーとか、自家用を活

用した家族ぐるみ、友人同士、少人数の観光に

移りつつあると。欧米型の観光スタイルに変わ

ってきているということで、中でもそういう話

が出ておりました。 

　そうした中で、今まで点から点、それを線に

結んで、その途中で、まさしく先日のフォーラ

ムで言っておりましたが、シーニックバイウェ

イという取り組みを、北海道で事業として取り

組んでおりまして、その全体で、北海道全体で

観光客をふやしていこうと。今では、オースト

ラリアからスキー客が数千人規模で来るように
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なった。 

　札幌の雪祭り以外にも、北海道の観光客が、

冬場でもふえてきていると、そういう話もあり

まして、四国は四国なり、またこの西南地域な

らではの、そういう資源がたくさん眠っており

ます。 

　そういった意味で、我々は自信を大いに持っ

て、ほかにはない、そういう資源も発掘しなが

ら、観光産業にも力を入れていきたいというふ

うに、私自身は思っております。 

　そして、将来へのビジョンですよね。それを

広域の協議会等でも話し合われておりますけれ

ども、宿毛独自の観光ビジョン、そういったも

のも持っていくということで、観光ガイド、本

市独自のボランティアガイド、これもやりたい

人が声をかければ、中にはいらっしゃると思う

んですよね。歴史と文化をさぐる会であります

とか、もうちょっと幅広げて、観光、宿毛にお

ける観光のエキスパートを育てていくというこ

とも、大事な考え方であろうと思いますので、

その窓口を、そういった観光ボランティアを育

成していくためには、やはりきちんと、行政の

方できちんとした窓口をつくって、それで発信

をしかなければ、なかなか前に進まないと思い

ますので、この点についても、具体的な答弁を

お願いしたいと思います。 

　それから、パンフレットの作成につきまして

も、各市町村で同じような、自分の市町村の観

光パンフをつくっておるということで、広域全

体で、旅行者にとっては、ひとつの市町村だけ

のパンフレット、幾つも持ちながら旅行してい

くというのは、大変不便であるし、わかりにく

いという声があるということも、話がありまし

た。 

　したがって、この西南地域全体、今までもあ

りますけれども、情報が非常に、まだまだ不十

分であろうと思います。 

　例えば、宿毛フェリーの再開、対応も十分で

きてないし、九州から、この宿毛に経由して、

この西南地域を観光してもらう。そのための情

報発信を、もっともっとしなけりゃならないと

思いますし、観光パンフにつきましては、愛媛

県の南予地方と高知県のこの西南地域、これは

もっともっと緊密に連携しながら、共通のパン

フを持っていくべきだと思います。 

　そして、先ほど、答弁の中で、本町の方でＴ

ＭＯを立ち上げて、いろいろ取り組んでおられ

ることも聞きましたけれども、先月、九州大分

県に行ったときに、そのときに豊後高田市、ま

た日田市におきましては、こういうチラシです

ね。非常に簡単なチラシを至るところに、店に

置いてまして、これをたどっていくと、どんな

店があるかと。中心市街地中心につくってあり

ました。 

　そういったものを見ながら、手にしながら、

観光客が三々五々と散策しながら、ゆっくりと

町中を歩いている姿を見て、平日にもかかわら

ず、かなりのお客さんが、この２月の寒い時期

にやってきておるということで、これは参考に

なるなと。 

　そういった意味で、宿毛市にもまだ、これか

ら手を加えていけば、さっき話ありましたけれ

ども、酒蔵、泊り屋、それから林邸とか、そう

いったことも含めて、大事な観光資源というも

のが、市街地にもあるわけです。 

　まして、自然、すぐ足を延ばせば自然の資源

もあると。しかしながら、情報が発信されてな

いということで、これは何回も、今まで提案も、

またされておりますが、情報発信の市のホーム

ページも、もっと内容を充実させていくと。絶

えず更新しながら、最新の詳しい情報を全国に

発信していくということも大事であると思いま

すので、この点についても、取り組みをお願い

したいと思います。 
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　そういったことで、これから地域のブランド

づくりということで、芋焼酎、いよいよ３月２

６日に一斉発売ということになりましたが、こ

れに続いて、すくも独自のブランドづくり、こ

れにも力を入れていきながら、そして一次産業

とのタイアップで、観光につなげていけるよう

な、例えばポンカン狩りとか、ブンタン、そう

いったものがなじむかどうかわかりませんけれ

ども、ほかへ行きますと、イチゴ狩り、みかん

狩り、ブルベリーとか、清水でもブルベリーを

栽培して、それを観光の目玉の１つにしていこ

うという動きもあります。 

　そういった一次産業を活用したもの。水産業

についても、今までも何回か出ましたが、釣堀

を活用して、その釣った魚をその場で、例えば

料理して食べさせる。あるいは、処理をして持

ち帰りができるような、そういう仕組み、これ

も必要ではないかと思いますので、この点も、

もしお考えあればお聞きしたいと思います。 

　教育行政のスクールガードについては、これ

から前向きに取り組んでいただくということで、

再質問はありません。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、菊地議員の再質

問にお答えいたします。 

　まず、最初にウオーキングの件でございます。

先ほど申しましたように、非常に市民にとって、

健康にとってよいというもの。それから、景観

を生かしたハイキング的なもの、そういったも

のについては、先ほど申しましたように、今、

やっている部分と、それから恒常的にできる部

分といった、いろんなものを考えながら取り組

んでは、まいりたいと思っております。 

　それから、湾港の活性化につきましても、先

ほど申し上げたとおりでございまして、空き地

のままではどうしようもございませんし、せっ

かく岸壁、防波堤が今、できつつありますので、

そういったものの有効活用というものを確実に

やっていかなきゃいけない。 

　いろんな企業に対するアピールとか、そうい

うものもしてまいりたいし、また、他市との交

流というものもしてまいりたいと思っておりま

す。 

　それから、観光戦略の関係でございます。い

ろいろいろいろ、菊地議員からたくさんのご提

言という形でのものも、質問もいただいており

ます。 

　幸い、先だっての四万十・南予地域の連携地

域づくりフォーラムですか、連携づくりフォー

ラムですか。これは、国土交通省の方が、非常

に力を入れていただいておりまして、裏では国

土交通省がてこ入れを、かなりしていただいて

おります。 

　国土交通省にも、先だっては四国整備局のハ

ード面の方々が、今回、していただいておりま

す。もう１つ、四国運輸局というのがございま

して、ここには観光の専門家、ソフト面の方の

観光の部分を扱っている組織がございます。 

　先だっても、運輸局の観光課長代理の方、企

画の方がお見えになりまして、この地域のこと

も、いろいろ聞いていっていただいておりまし

て、まさにこれから、少し不便さでは人に負け

ないといいますか、ちょっと東京から遠いとこ

ろではございますけど、そういった自然を生か

した観光戦略というもの。 

　それから、国土交通省の方でも、いわゆる四

国を国際観光と申しますか、そういったものに

ついても、力を入れていきたいというふうなこ

とも申されておりました。 

　それぞれの広域の観光にしましても、地域の

持つ役割というものが、やっぱりあろうかと思

います。その部分もありますし、また、観光で

人に来ていただくということは、いくらアピー

ルしても興味のない者には来ていただけません。 
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　やはり、地元の方々が、物心両面ともに豊か

に暮らしているぞというふうなものが、まず前

提でなきゃいけないんじゃないかなと、私自身

は思っております。 

　そしてまた、今度の具体的な話でございます

けど、芋焼酎の開発にしましても、芋焼酎が、

宿毛でつくった芋焼酎はうまいぞということが

皆さんにアピールできれば、ここに飲みに来て

いただきたいなと。ここから製品ばっかり出す

んでなくて、ここに行けば、こういうものが飲

める、こういうものが食べられる。 

　まさに魚がそうでありますし、今、宿毛のブ

ンタン、宿毛のコナツ、そういったものでござ

いまして、魚のブランド化につきましても、ま

だまだ情報発信がおくれている状況でございま

す。宿毛湾でとれる魚が、私自身も一番おいし

いというふうに思っております。 

　そういったことにも力を入れていかなきゃい

けないのかなというふうに思っておりまして、

自分なりに努力はしておりまして、いろんな、

リタイアされた方々につきましても、ぜひこち

らの方に、ＩターンでもＵターンでも構いませ

ん、来て住みませんかと。つり三昧をして暮ら

せますよとか、そういったものにつきましても、

今、情報発信をしておりますし、今は時々、宿

毛の物を、女性の雑誌へ、少しずつ載せてもら

っております。 

　そういったことで、いろんな方法で宿毛を発

信していくということが、大切な観光戦略にな

ろうかというふうに思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　今の答弁でわかりまし

たので、以上で終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　本日の会議時間は、

議事の都合により、あらかじめこれを延長いた

します。 

　１８番岡崎　求君。 

○１８番（岡崎　求君）　１８番、一般質問を

行います。 

　私に残された４時定刻におきましては、２５

分しかございませんが、なるだけ、同僚議員か

らの期待があると判断いたしまして、なるだけ

早く一般質問を終わりたいと思いますが、その

ためには、執行部の答弁等も、簡潔に的を得た

答弁を要請をしておきたいと思います。 

　私が通告いたしました問題につきましては、

３点でございます。 

　通告の次第におきまして、質問を申し上げま

すけれども、二、三点、一緒の質問になる可能

性がございます。十分整理をして、質問したい

と思っておりましたけれども、その間、若干、

時間がございませんでしたので、大変申しわけ

ございませんけれども、答弁の方を簡潔に、聞

く耳の上手な方ばかりだと、そのように思いま

すので、答弁のほどをよろしくお願いしたいと

思います。 

　まず、１点目につきましては、市長の政治姿

勢。その中に、集中改革プランについて、通告

をいたしておりましたが、先段、浅木議員から

１０余項目という、それぞれのご質問がござい

ました。 

　私は、すべてむだだということは考えており

ません。公共性の強い団体に対して、その支援

するのが補助金の目的でありますから、自立す

るまでの間は補助対象として頭において、行政

の配慮というものがあってしかるべきだと、こ

のように考えますけれども、今回、このように

大変厳しい行財政の中で、すべてをやりなさい

ということは、私は余り、これに協調すること

については若干、遠慮しなければならんではな

いかと。大変苦しいこの予算編成の中で、各課

長、市長含めて大変ご努力されたものと推察い

たしまして、その問題につきましては、敬意を
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表したいと考えております。 

　私は、ただ申し上げたいことは、前段申し上

げましたように、本当に厳しい、危機的な財政

の中で、効率的な運営を図るために、補助金や

っておるということは、先ほど申し上げたとお

りでございますが、私は、これを現在、補助を

やって、市政のお手伝いをしていただく団体等

につきましては、すべての、私は該当するもの

と思います。 

　が、しかしこの集中改革プランについては、

その補助金が一律カットというような形で私は

受けとめまして、こういう一律カットというの

は、ちょっと無理があるのではないかと、この

ように判断をいたしまして、一例を取り上げて

質問したいと、このように考えておりますが。 

　浅木議員の質問の中にも含まれておるわけで

ございますけれども、どのような答弁があった

か、ちょっと聞き漏らした点があろうと思いま

すが、その点について、市長にお伺いをしてみ

たいと思っております。 

　私の市長に申し上げることは、南海地震等含

めて、非常に市民を網羅した形の中で、自主的

な防災ということで、大変、市民の力を借りて

いるという状況でございます。ただ、私はその

中におきまして、こういう時期に、栄喜の婦人

消防隊、例えば少年の消防隊、この問題につい

て、十分内容というもの、その組織の今までや

ってこられた実績等々踏まえて、お考えになっ

たのかどうか、その点について疑問を感じまし

たので、この婦人消防隊の補助金カットという

ことにつきましては、この時期においていかが

なものかなと、このように考えておるわけでご

ざいます。 

　この婦人消防隊の、時間がございませんから、

まとめて申しますけれども、結成をされたこの

経過につきましては、あの栄喜地区で、沿岸地

域であり、家も密集しております。だんなはす

べて、沖に夜は出て行くということで、留守を

守る婦人消防隊というものが結成されておりま

す。 

　消火活動におきましても、初期的な消火、こ

れを十分活用することによって、大災害から免

れるという目的で消防団を含め、地域の皆さん

方と協議の結果、婦人消防隊というものができ

ておるわけでございますが、特に消防車、そし

てまたポンプ等々の、これは消防協会の方から

ご寄附をいただいたというように認識しており

ますけれども、その整備、管理等々もやらなけ

ればならない。 

　こういう、一朝火災があったときに、やはり

すぐに間に合うような、日ごろの訓練もなされ

ておるということでございまして、この婦人消

防隊がこれからますます活躍できる１つの組織

であるというお考えのもとで、市長の方は、こ

の消防隊の、婦人消防隊の組織というものの考

え方がどういう考え方であるのか、今後、この

問題については、ひとつ再考する必要があると

いうように考えております。 

　浅木議員の質問の中に、やはり相対的な見直

しということが若干触れたように考えますけれ

ども、見直しの１つの組織として受けとめがで

きるような答弁をいただきたいと、このように

思うわけでございます。 

　それから、２番目に挙げておるのが、宿毛佐

伯航路の問題についてでございます。 

　私は、今回、このような、この問題を取り上

げたことにつきましては、若干、調査をさせて

いただきました。 

　運航のときに、再開するときには、非常に市、

または関係市町村、県含めて、この問題に精力

的に取り組んだ経過がございます。企業は企業

として、大変な努力をされまして、今の実績に

つきましては、予定以上の実績を上げておる。 

　しかし、石油の高騰というものが思わぬ、１
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つの事態に見舞われまして、大変な、企業とし

ても問題であろうと、このように推察いたしま

して、この佐伯フェリーがもし破綻する、こう

いうことになりましたら、大変な事態になると

いう判断で、私は支援的な問題、そしてまた、

今後の支援、そしてまた、経営に対する行政の

考え方、そして行政としてやるべきことが、ま

だあるのではないかと、こういう認識を持って、

この問題を取り上げたわけでございます。 

　運航状況につきましては、資料に基づきます

と、かなり実績を上げておりますが、旅客バス、

トラック、乗用車、これはそれぞれ目的、計画

よりか上がっております。 

　私は、この計画をクリアして、そしてそれ以

上の営業をするということで、企業の大変努力

もされたと思うんですけれども、突発的に石油

の高騰ということで、大変苦慮されるという判

断のもとにおいて、行政として、どうあるべき

か、私はこういう形の中で、市長の見解を賜り

たいと、このように思っておるところでござい

ます。 

　しかも、この再開する当時には、安定的、経

営の安定のために、経費については、３年間、

宿毛市としても２，０００万程度の上限とした

支給をしたい。こういう形の中で、今回も２，

０００万の予算要求をしております。 

　再開に当たっての過去の問題については、詳

しくは触れませんけれども、佐伯航路の再開に

ついて要する経費というのは、４億を限度とし

た財政支援を行うと。そのためには、１６年度、

１７年度と、こういう年度を分けた支援策が実

行されておるわけでございますが、その今後の

問題として、市長はこの石油の高騰による財政

的な問題を、どう対応していくのか、こういう

点について、具体的にお考えがあるとすれば、

お示しを願いたいと思うわけでございます。 

　この問題につきましては、また市長の答弁に

よって、また再質問する場合があるかもわかり

ませんが、この佐伯航路についての、私の心配

する点、今後、存続するためにはどうしたらい

いのか、こういう点について、ご答弁をお願い

を申し上げたいと思います。 

　３番目に、篠山小中学校の改築について、質

問を申し上げます。 

　私が知り得た段階におきましては、概算の事

業が、大体９億１，８００万という事業内容が、

同僚議員が入手されまして、自民クラブといた

しましては、今まで論議してなかった問題とい

うことで、検討を重ねてまいりました。 

　私たちの言い分、考え方等につきましては、

教育効果、そしてまた、財政的な今の状況を踏

まえて、統合を含めた形の中で再検討をする必

要性があるのではないかと。あくまでも反対と

いうことではなくして、実りのある、将来に続

けるような方法を論議すべきじゃないかという

ことで、臨時議会も要請をして、臨時議会で質

疑討論等々を行った結果、採決の結果、８対８

という同数。それで、議長が推進派の同意をさ

れて、９対８という形の中で決定されました。 

　その市長は、議会意思の決定に基づいて、そ

れを、議会意思の決定を重視していく、こうい

う発言がございまして、市民の中から、一般質

問をとらえ、そしてまた、臨時議会の質疑、討

論、この内容については多くの方々から、私た

ちの申し上げていることについては、かなり共

感をよんだ経過がございます。 

　そういう経過を踏まえて、市長は、今後、愛

南町とも協議をして、コンパクトな、十分理解

のできるようなものにしたい。最小限のものに

したい、こういう議会にも答弁がございました。 

　そういう市長の、非常に努力の結果、今回、

事業概要が５億円を切ると、こういう形の中で、

宿毛市も１億８００何ぼというものが、一般財

源から捻出をされるように、予算を上程してお
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るわけでございますが、そういう努力に対して、

私は、私たちの意が通じ、そのような努力の結

果でと私は認識いたしまして、評価をしたいと

思うわけでございます。 

　今後の問題については、その答弁に基づいて、

私は再度、二、三点申し上げたいと思っており

ますので、私の第１回目の質問は、この程度に

したいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、岡崎議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　行政改革大綱、それから集中改革プランにつ

きましては、従来から申し上げておりますが、

国による三位一体改革の推進を始めまして、分

権型社会システムの転換が非常に強く求められ

ております。 

　極めて厳しい本市の財政状況を踏まえまして、

昨年末に策定いたしましたことは、ご存じのと

おりだと思います。 

　内容につきましては、先ほど、浅木議員のご

質問の中でもお答えもいたしましたが、限られ

た財源をいかに、効果的、効率的に活用しまし

て、市民サービスを低下させない、充実させる

ことにつなげていくか、そういうことを基本に、

策定をいたしたわけでございます。 

　先ほど、ご質問がございました各種団体への

一律補助金カットということもございます。そ

れぞれ、大変厳しい状況の中で、積極的に皆さ

んが活動されておるということは、十分、認識

をしておりますが、手数料の見直しなど、市民

の皆様にも、一定のご負担をお願いしなきゃな

らない。極めて厳しい財政状況の中で、あらゆ

る事務事業につきまして、聖域を設けずに見直

しを行ったものでございます。 

　もちろん、これからさらに充実をしなきゃな

らない事務事業もございます。 

　また、これまで以上に支援をしなきゃならな

い団体もあるということは、十分認識しておる

つもりでございます。 

　特に、大規模災害から、市民の皆様の生命、

財産を守るための施策とか、少子化対策、高齢

者福祉の充実、それから教育等につきましては、

可能な限りの予算措置をしているつもりでござ

います。 

　限られた財源の中で、一定部分を削減するこ

とについてのご理解とご協力をいただきまして、

この厳しい財政状況を乗り切っていきたいとい

うふうに思っているわけでございます。 

　ご質問の中にございました婦人消防隊のいき

さつ、私もまだ新米でございまして、十分、す

べてを承知しているわけではございませんでし

た。このことを、改めてここで表明をしておき

ます。 

　今、岡崎議員の方から、いろんなお話を賜り

まして、認識をまた新たにしたところでござい

ます。 

　この婦人消防隊につきましても、私自身、消

防団活動の一環としてとらえて、その中で考え

ていっていいのかなというふうな気持ちも持っ

ております。 

　これは、今のご質問の中身を聞く前のことで

ございました。これから補助金につきましても、

メリハリをつけていくことも必要ではなかろう

かと。そういった中で、今のご提言を受けて、

考慮すべきものもあるんじゃないだろうか。 

　午前中の答弁で申し上げましたように、いろ

いろできるもの、できないもの。できるものに

ついては、やっていこうということで、このプ

ランをつくっております。皆様に、これからご

理解をいただかなきゃいけない。ご了解なしに

できないものもございます。そういった、これ

を強硬に、すべて皆さんの了解なしにやってい

くという態度ではございませんということを、

またご理解も願いたいと思いますし、ほかの学
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校の統合の問題にしましても、これは地元の

方々の賛成を押し切ってまでやれるものではご

ざいません。それを、やはり皆さんと話し合い

ながら、この行革、集中プランについては、実

施していくべきものというふうに心得ておるつ

もりでございます。 

　それから、次に、宿毛佐伯航路でございます

か、岡崎議員、先ほどから、一応、当初の計画

を上回った形での実績を上げているということ

でございますが、それにもまして、燃料の高騰

が非常にひびいておりますことは、再三、いろ

んなところでも申し上げているつもりでござい

ます。 

　計画を上回っておるのに赤字になっていると

いうところは、非常に燃料の高騰というのは、

ほとんど皆さんが予想もしていなかったことじ

ゃないかなというふうに思っております。 

　いまのところ、１７年度におきましては、大

体、７，１６０万ぐらいが、収支見込が違った

というふうなことでございます。それで、当初

計画から４，１６０万程度の赤字増が見込まれ

るというふうになっております。 

　そこで、この計画はクリアしたが、燃料高騰

という問題をどうしていくかと申しましても、

これは非常に予期せぬ出来事でございまして、

このフェリーそのものにつきましては、私自身

は以前から申し上げておりますが、これは国の

国道として位置づけるものではないかと。 

　今、国道は維持管理費用とか、国道をつくっ

ていくとかいうことに対しては、非常にお金が、

国からは出ておるわけでございます。この国道

としての採択を、先だっても四国整備局の道路

部長さんにお会いしたときにも、ぜひ国道とと

らえていただきたいというふうに申し入れをし

ております。 

　それから、具体的な支援といたしましては、

現在は高知県の方では、高知県のこちらの宿毛

湾港の可動橋の使用料と、係船料の２分の１を

減免するということ。 

　それから、モーダルシフト事業でございます

が、これは利用してくれるトラック業者の方に

補助していっている。 

　それから、大分県でございますが、大分県も

やはり、可動橋と岸壁の使用料を２分の１、こ

れを減免してくれております。 

　当市につきましては、先ほど岡崎議員がおっ

しゃいました運航経費に対して、２，０００万

円を３カ年にわたってやっていくというふうな

ことで、直接支援をしておりますし、また、広

報であるとか、ホームページ、それから行政チ

ャンネルでの広報活動というものもしておるわ

けでございます。 

　これに、佐伯市の方が、実は支援の方がない

わけでございまして、佐伯市はご存じのとおり、

昨年合併をいたしまして、非常に、九州でも一

番広い範囲の市になっております。それで、こ

のフェリー再開時の市長さんがおかわりになり

まして、新しい市長さんでございます。 

　昨年も、佐伯市へ行って参ったんですが、状

況などを説明だけして、一応、帰っております

が、やはり宿毛市ばかりというよりも、対岸の

佐伯市からも一定の支援も願いたいという思い

でございまして、この４月から、高知県と大分

県、そして佐伯市と宿毛市との、この４者で打

ち合わせ会と申しますか、連絡会というものを

立ち上げまして、定期的にどういった形で支援

していくのが一番いいのかというふうなことを

話し合うつもりでございます。 

　そしてまた、当初の運航の再開のときには、

幡多の広域市町村圏事務組合、これからも再開

費用としては、一定のご負担をいただいている

わけでございます。運航経費については、なか

なか出すというふうにはならないかもしれませ

んが、一応、地先の宿毛市といたしましては、
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この広域の市町村圏組合に対しまして、さらな

る支援の検討を提案してまいりたいというふう

なことも思っているわけでございます。 

　ぜひ、この宿毛と佐伯、このフェリーの存続

につきましては、行政もさらなる努力をしてい

かなきゃいけない。どういった努力ができるか

につきましても、県とも話し合い、またフェリ

ー会社ともいろんな話し合いをする中で、支援

をしていきたいというふうに思っているわけで

ございます。 

　それから、次に、篠山小中学校の改築でござ

います。 

　篠山小中学校の改築という形で、来年度予算

の中に計上させていただいております市の負担

金もございます。これにつきましては、いろい

ろといきさつございまして、昨年の６月の議会

から、皆様にも質問していただき、また、議論

もしていただきました経緯がございます。 

　先ほど、岡崎議員がご説明されたとおりでご

ざいますが、今回、当初、これは金の問題とい

うよりも、先にまず、この篠山小中学校を中学

校統合でなくて、改築という形に、一応、ご提

案をさせていただいた経緯もございます。 

　そういったことで、愛媛県の県境にあって、

県を越えての、お互いの、両県の間の学校でご

ざいます。 

　そういったこと、それから地域の実情、愛媛

県の愛南町の合併前からのいきさつ、そういっ

たもの、もろもろ考えまして、愛南町長といた

しましても、改築ということで決断をされたと

いうことでございます。 

　そしてまた、宿毛市議会でもご議論を願いま

して、改築でということでなったわけでござい

ます。 

　そして、その中での議論を生かした形でいか

なきゃいけない。学生の数の問題であるとか、

建築費の問題もございます。そこで、建築費の

問題でございますけれども、１７年度に実施設

計の予算を計上させていただきまして、実施設

計を組んでもらった結果が、当初、９億円ちょ

っとの予算ということでの実施設計でございま

したが、これについては、非常に高価過ぎると

いうふうなことで、必要最小限のものにしてい

ただきたいということで、愛南町、宿毛市も含

めまして、実施設計を請け負った業者さん等と

話し合いもしまして、結果的に協議を重ねまし

て、４億９，０００万の建築費ということに落

ちつかさせていただきまして、先ほど、３月６

日に篠山の小中学校組合議会が開かれまして、

この予算提案を行いまして、可決されてきたと

いう経緯でございます。 

　そういうことでの篠山小中学校改築というこ

とでの、宿毛市としても予算を計上させていた

だいたということでございます。 

　非常に、宿毛市としても財政状況が厳しゅう

ございます。篠山小中学校の生徒に対して、そ

ういう生徒の数に対して、こういった大きなお

金が出るということでございます。宿毛市とし

ても、非常にほかの学校と比べた場合には、篠

山の小中学校へつぎ込む経費というのは、莫大

なものでございます。 

　宿毛市としての負担金は１億少しでございま

すが、小中学校に、もし宿毛市の小中学校にこ

の１億何がしがあれば、雨漏りもすべて解消で

きる、そしてまた、耐震診断も、午前中に中平

議員からもお話がございました。そういうもの

も一挙にできるんじゃないかというふうなこと

もございます。 

　そういうものもございますが、先ほど申しま

した篠山小中学校という特異性を持ったところ

でございます。そこのところを、市民の方にも

少しご理解を、ぜひ願いたい。そしてまた、宿

毛市の中でも、財政は厳しいんでございますが、

教育に関する予算は削っていかないというふう
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なことで、対応をしてまいりたいというふうに

思っておるわけでございます。 

　ぜひ、皆様方のご理解を願いたいと思います。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１８番岡崎　求君。 

○１８番（岡崎　求君）　１８番、再質問を行

います。 

　１番の市長の政治姿勢の集中改革プランにつ

いて質問したわけでございますけれども、私は、

前段申しましたように、苦しい財政の中で、市

長も大変な予算編成だったなと、このように思

って、すべてを私はやれとは言いません。 

　やっぱり、重要なところについては、市長も

答弁がありましたように、市民の皆さんから理

解のできる、すべてということになると、理解

ができにくいわけでありますから、その内容に

基づいて、今後、対応するように要望を申し上

げて、この点については質問はいたしません。 

　それと、佐伯フェリーの関係につきましては、

非常に厳しい１つの経営が強いられるというこ

とを、私も考えまして、質問をしたわけでござ

いますが、私は、具体的に申しますと、燃料の

高騰が非常に災いをしているということでござ

います。１カ月におきまして、１６円というも

のが高騰されておりまして、この月平均の燃料

が２３万６，０００リットルというものが焚か

れておるんですね。だから、非常に圧迫されて

いる状況であると考えておるわけでございます

が。 

　私は、ここで市長に申し上げたいことは、具

体的に申しますと、要するに、トラックの台数

をふやす手法というものも、財政支援でなくし

て、経営の支援になるんではないかと、このよ

うに考えておるわけでございますが。 

　もう１つは、実績から見ましても、大変、バ

ス、また流動人口の乗客の増加等々を考えます

と、やはり恩恵をこうむっているところ。例え

ば観光を主体とする清水とか中村等、実績の中

で、やはり今後、皆さんがともに見守って、助

成等を含めて、例えばトラックの問題等も含め

て、経営が悪化しないような形で援助していく

必要性を、非常に私は考えておるところでござ

います。 

　例えば、私、水産業を若干、この間、直面し

た問題がございます。 

　立派な市場ができまして、深浦に流れる魚を、

高知県ということで知事の思いやりもございま

して、組合関係も投資をして、立派な荷捌所が

できたわけでございますが、その中に、まき網

船団が一同に漁してきますと、大変、量があふ

れてくるんです。その量たるものを、やっぱり

九州方面、えさとかに行く場合には、それをモ

ーダルシフトというような事業に乗せれないか。

そういうことによって、九州方面に搬送すれば、

水産業、一次産業の育成にもつながってくると。 

　私は、この３年間の中で、モーダルシフトと

いうものを活用するという考え方もしかりです

けれども、前段申しましたように、恩恵を受け

る自治体、団体等について、今後の問題として、

そういう制度を充実していくという考え方がな

いかどうか。 

　恩恵をこうむっているのは、宿毛市が私は一

番だと思っております。フェリーの就航によっ

て、重要港湾の防波堤等も着工できました。こ

れは大きなメリットなんですね、将来。だから、

市民の皆さん方につきまして、少々の出費につ

いては、ご理解がもらえると、私は判断してお

りますが、３年後、また新しい援助策があると

すれば、このフェリーの問題については、精力

的に内容を充実した援助が必要であろうと、こ

のように思いますけれども、市長はどういうお

考えなのか。 

　この３年間以外にも、何とかこの問題を続行

していくという施策、ほかに私の提案以外にあ
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るとすれば、お示しを願いたいと思います。 

　もう１つ、私が市長に聞きたいことは、新聞

活字に民間団体が４，０００万助成しましょう

という形に、私は活字を見たわけでございます

けれども、その後の経過等について、市長はど

のように対応して、どのように認識されておる

のか。 

　私は、この自民クラブ、自民党と商工会議所

の会頭以下何名かと懇談会をいたしました。 

　そのときに、４，０００万の１つの枠の中に

は、その時点では２，６００万、皆さんからご

寄附をいただいておる。そういう、じかに発言

ございまして、やはり、活字に出た以上、その

意思が向こうに伝わっておる、こういうことを

変更されては、やはり信頼関係が崩れるわけで

ありますから、その努力というものは、行政の

長として、今後、対応してほしい、このように

考えておるところでございます。 

　だから、行政の長、市長は、やはり内部的な

ことでなくして、こういう問題等が直面した場

合には、外交官として、誠意を持ってこの問題

について対応してほしいと。質問ではありませ

んが、要望としておきたいと思いますので、そ

のようにお考えをしておきたいと思います。 

　続いて、篠山小中学校の問題でありますが、

市長も答弁をしていただきましたように、経過

は十分理解の上で答弁したと思うんですけれど

も、５億円下回る事業になったというその評価

について、私は前段申しましたように、評価を

しておきたいと思うんですけれども。 

　その間の経過、内容について、若干、説明す

るところがあるとすれば、愛南町の町長とも協

議の結果、いろいろ協議の内容の中で、このよ

うに削減をされてきたということが説明できれ

ば、説明をいただきたいと思います。 

　また、本体工事の坪単価が７５万か７６万と

いうことを聞いておるんですけれども、これは、

民間の住宅なんかでも、これぐらい出したら、

御殿的な住宅が建つんではないかと、このよう

に想像するわけでございますけれども、こうい

う単価で建設されるという内容等について、説

明いただければ、説明をいただきたいと思いま

す。 

　私は、意地悪く質問するわけではございませ

ん。というのは、自民クラブ８人の方々が、今

まで論議した形の中で、見直しをせよというよ

うな形できておりますから、今回、予算として

出ておるこの１億８００万という貴重な一般財

源から捻出する問題について、これは賛否を判

断せないかんわけですから、私はこれまで努力

してくれば、賛成をして、そして教育効果の上

がる施設にしてほしい、そういう気持ちがあっ

て質問しておるわけでございます。 

　そこで、二、三点、市長に確認したいと思う

んですけれども、非常に財政、非常に苦しい教

育関係、もとより全般的な予算関係、これを考

えたときには、私はしわ寄せがかなりあるんで

はないかなと。しわ寄せがあるかないかという

ことについて、どれほどのしわ寄せがあるのか、

答弁をいただければ、判断材料にしたいと思っ

ております。 

　市内の小中学校、１６校の整合性ですわね。

この問題にも、私は関係してくる問題ではない

か。その点について、市長の考え方をお願いし

たいと。 

　私は、こういう問題を市民に理解を求めると

いうことについては、大変、理解ができる方法

を考えるには、大変な問題だと思うんですけれ

ども、やはりその時の現場において、理解がで

きなかったら、人間は反対に回るわけでござい

ますから、その点を非常に心配をいたしており

ます。 

　というのは、集中プランの中に出ております

ように、教育委員会は、栄喜、小筑紫、そして
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田ノ浦、これを合併したいということで、早や

投げかけはしたという話を聞いておりますけれ

ども、これをものにするには、大変な問題があ

るわけですね。気持ちだけが統合するわけでは

ございません。 

　小筑紫小学校が中心になりますが、これはも

う、老朽化して建てかえしなければ、なかなか

統合というものに賛同が難しい問題であります。

建築費等々含めて、大変な、これは、話すだけ

では難しい問題が出てくるだろうと思うわけで

ございますから、そういう点についても、整合

性が保てるかという心配がございます。 

　それともう１つ、教育委員会、教育長にひと

つお願いを申し上げたいと思うんでございます

が、今までの同僚議員、議会でも論議したこと

でございますので、余り論議はしたく考えてお

りません。 

　しかし、重点的な内容につきましては、非常

に少子化が進んでいる、子どもが減り続けてい

るということの状況の中に、私は差し当たって

５年間、篠山小中学校の生徒数、これ非常に心

配をしておるわけでございます。 

　であるので、その心配をしておる私の考え方

が、教育長は改築した場合には、篠山小中学校

の学校経営は維持できるというご答弁いただけ

るかどうか、予算の賛成についての判断材料に

したいと思います。 

　それと、篠山小中学校の運営については、小

中一貫教育、山里留学、あわせてきめ細かい教

育といわれて今まで、議員に対しての説明をし

てきました。 

　まず、１クラス最低１０人は確保するのが、

私は教育効果というものがあらわれるという判

断をしておりますから、私の申し上げる目標ど

おり、主人公は子どもたちの教育環境にあると

いう念頭によって、教育長がどういう判断をさ

れて取り組んでいくのか、その点についてご答

弁をいただければ、判断材料にしたいと思いま

すので、ご答弁をお願いしたいと思います。 

　以上、２回目の質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、岡崎議員の再質

問にお答えをいたします。 

　その前に、先ほど、一般質問の当初におきま

して、私、学校の統廃合などにつきましても、

地元の賛成を押し切ってできるものではござい

ませんと言ったそうでございまして、これを訂

正をさせていただきます。反対を押し切ってま

でできるものではございませんということで、

まことに申しわけございません。訂正をさせて

いただきます。 

　いろいろ行革プランに関しまして、岡崎議員

からもいろんなご意見いただきました。 

　そういったご意見につきまして、尊重させて

いただいて、対応してまいりたいと思います。 

　次に、佐伯フェリーでございます。非常に、

私にとっては、新しい提案をいただいたという

ふうに思っておりまして、恩恵をこうむってい

る地方公共団体、そういったところへの対応と

いうことが必要ではないかということでござい

ます。 

　まさしく、フェリーの再開の、何と申します

か、再開のためにはということで、防波堤の整

備ということでマイナス１３メートルの岸壁が、

ここで生きるようになったわけでございます。 

　先ほど、菊地議員の質問にもございました宿

毛湾港の活性化というものが、これから始まっ

ているということでございます。本当に、フェ

リーのおかげで防波堤の整備が緒についたと申

しましても過言ではございませんし、そういっ

たことの恩恵ということでのご提案でございま

す。 

　このフェリーの存続につきましては、この宿

毛市の全員の方々が、存続させていかなきゃい
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けないというふうな思いでございます。その面

につきまして、市民の思いを、我々は呈して行

政をしていかなきゃいけないということでござ

います。 

　具体的に、じゃあどれだということにつきま

して、ちょっと今、頭の中の整理ができており

ませんが、このご提案を生かして、この考えを

生かしました上での宿毛市での対応、もう少し

きちんとした対応を考えてみたいと思っており

ます。 

　それから、もう１つ、民間団体の援助でござ

います。これ、私も全然わからない部分での民

間団体は、その高知西南地域活性化推進協議会

たるものが、新聞にどんと打ち上げていただい

て、私、行政を預かる者としては、フェリーに

これだけ民間団体から援助が来るのかと、本当

に、実は心の中で喜んでたわけでございますが、

実行がまだなされていないというふうなことを

承っております。 

　これにつきましては、やはりこれは政治家の

公約ではございませんが、この協議会が公的な

機関として、新聞報道を大々的に打ち上げてい

ることもございます。ぜひ、この件につきまし

ては、実行をしていただきたい。それにつきま

して、協議会の方へも、ぜひ、どういった状況

になっているのかお聞きをしまして、また、ぜ

ひ履行をしていただきたいというふうなことも

申し述べていきたいというふうに思います。 

　まずは、それがどうなったかは、また皆様に

説明する責任も、自分にあろうかというふうに

思っております。 

　それから、篠山小中学校の経緯でございます。 

　小中学校の経緯につきましては、平成１６年

の１月に一本松町長から、南宇和郡の定例町村

会におきまして、郡内の町村長に対しまして、

篠山小中学校校舎建築にかかる組合負担割合の

報告をしまして、これは建築経費は宿毛市が５

０パーセント、今は愛南町でございます、そち

らが５０パーセントということで、これ、合併

の恐らく前の段階だったと思いますが、そこで

報告をされて、了解を得たということで、基本

設計を、その年度に、１６年度に組んだという

ふうなことでございまして、合併後の愛南町長

といたしましては、合併のときの経緯から、先

ほど申しました高知県と愛媛県との県境の学校

ということで、組合立ということで、小中一貫

教育を目指しての取り組みだということで、１

７年度に実施設計を組んだというふうなことで

ございます。 

　その後、宿毛市での議会等で、まだ宿毛市で

の議論がなされていなかったということでござ

いまして、そのご質問も受けまして、６月議会

等で議員の皆様方からいろんなご質問をいただ

いたという経緯がございます。 

　そういう経緯を過ごさせていただいて、金額

が非常に高額であるということで、愛南町長の

ところへも行ったりしまして、これは、負担金

が非常に、今、財政難の折、それから愛南町と

いたしましても、聞きましたら、合併をしたか

らたくさんお金が入ってきたわけではございま

せんで、そこの面では、財政的に苦しいのは一

緒なんだというふうな話も聞きました。 

　そんなことで、当初の学校建築計画につきま

しては、少し、必要最小限のものにしようじゃ

ないかと。人数に応じたというわけではござい

ませんが、校舎の建築面積、それからプール建

設というふうなことまで入っておりました。 

　最終的には、建築面積を、当初は２，５４１

平方メートルから１，９５１平方メートルにし

まして、次に１，６７４、それから、最終計画

としましては、１，６７４平方メートルにしま

して、プールの改築、新築につきましては、取

りやめるということでの予算としての９億が、

４億９，０００万ということで、町長とも話し
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合いもしまして、こういう形で１億円程度の負

担。 

　実施設計でございますので、宿毛市の負担と

しては１億を切るんではなかろうかというふう

なことを思っております。 

　そういうことで、３月６日の組合議会に提案

したということでございます。 

　また、３月の組合議会の中でも、今後の学校

運営のことに、方針につきましても、議員の皆

様からもご質問もございました。そういったこ

とを受けましての、今回、宿毛市への予算提案

という形になっております。 

　それから、本体価格の、坪７０万ということ

で、私どもも一般的に見れば高いんじゃないか

なということで、どうしてこう高くなるのかと

いうことも聞いたんですが、ちょっと私も専門

家的なことがわからない部分が、建築部分ござ

いまして、内容をちょっと説明しろというのが、

今ちょっと手元に持っておりません。 

　もし、教育次長が持っておったら、まだ確認

はしておりませんが、説明をさせます。 

　それから、あと、篠山小中学校の改築を行う

ことによっての教育関係、宿毛市への、全般に

わたっての影響ということでございます。 

　財政、非常に厳しい、厳しいばっかり、同じ

ことばっかり出してまことに申しわけないんで

すが、特に大切で、必要な新規事業というもの

を、やっぱりやっていかなきゃいけない。 

　これには、例を挙げさせていただきますと、

各地区でのコミュニティー活動促進事業への助

成であるとか、乳幼児医療費の扶助の充実であ

りますとか、それから、墓地公園の、これは非

常に要求が高いものですから、造成事業とか、

市民生活にできるだけ影響を及ぼさないような

配慮をしていっておりますし、また、教育関係

につきましては、午前中の中平議員の質問にも

ございました、小学校２校への２次診断と実施

設計。それから、大島小学校で雨漏りがござい

ます。咸陽、片島というふうに、雨漏り対策を

やってきまして、この大島小学校の雨漏り対策

をしなきゃいけない。 

　そして、東中学校が、あそこは堤沿いでござ

いますか、道路沿いでございまして、このフェ

ンスを設置して、安全策をしなきゃいけない。 

　そういったものにも、予定をしております。 

　統合の問題につきましても、先ほど、岡崎議

員から、婦人消防隊の歴史も伺いましたし、や

はり学校が建てられた経緯、そこに建てられた

経緯というもの、歴史というものがあろうかと

思います。 

　この地域住民の方々の感情といいますか、そ

ういうものも、非常に大切なものがあろうかと

思います。そういったことを、やはり一つひと

つクリアしながら、話し合いをしながら、これ

を進めていかざるを得ないのかなというふうな

思いでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。１８番、岡崎議員さん

の質問にお答えをいたします。 

　まず、篠山小中学校の改築について、坪単価

７０万を超えると。その単価は高いのではない

かと、こういうご質問だろうと思います。 

　一定、私も技術屋でありませんので、詳しい

話はあれですが、一定、木造については、確か

に高いということで、ただ木造にやることにつ

いては、愛媛県の方からも、やるのであれば木

造でということで、そのために２，０００万の

県の補助金がつくということで、若干、高めに

なるようでございます。 

　それと、もう１点は、学校は通常の事務所に

比べまして、間仕切りが多いというような部分
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から、これも若干、高めになるのではないかと

いうようなお話を、愛南町の方から聞いており

ます。 

　私の情報は以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、１８番、岡

崎議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

　議員が言われますように、篠山小中学校は、

少子化が非常に進んでおります。そういう傾向

にありますけれども、私も、篠山小学校の委員

の１人でありますので、今後、篠山組合の教育

長、あるいは委員ともに、学校について、地域

とともに取り組み、児童生徒の増加、あるいは

また、教育の学力向上、そういったものに取り

組んでいきたいと、そのように思っております。 

　特に、小規模校でありますメリット、デメリ

ット、このことをしっかり押さえまして、取り

組みを展開していくように、精いっぱい頑張っ

ていきたいと、このように思っておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

○副議長（菱田征夫君）　１８番岡崎　求君。 

○１８番（岡崎　求君）　１８番、再々質問を

行います。 

　私が質問いたしましたフェリーの問題につい

ては、一部、提言として、頭の中においていた

だいておるようでございますから、私は、これ

以上、また、私の提言以外に、またいろんなア

イデア等がありましたら、存続のための最善の

努力を要請をしておきたいと思います。答弁は

要りません。 

　さて、教育長が今、篠山小中学校の件につい

て、決意表明というように受けとめました。い

ろんな問題が出てくると思いますけれども、や

はり今後の子どもを中心とした教育というもの

が、大事でありますから、愛南町の皆さんと十

分協議して、立派な学校にしていくことを要望

しておきたいと思います。 

　ということでありますから、予算の問題につ

きましては、理解ができたと、私は思っており

ますから、ひとつその意味で、今後ますます御

努力をお願いしていただきたいと。 

　一般質問を終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　４時３８分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　おはようございます。

３番、一般質問をいたします。 

　背中合わせに生きるより、心寄せ合うぬくも

りを胸に刻んで生きるとき、輝くあしたが待っ

ている。家康の再来、生まれ変わりともいわれ

る、良政をしき、庶民に慕われたといわれる８

代将軍吉宗のちまたでの行状記をテレビ化した

「暴れん坊将軍」の中で歌われている歌、大切

な何かを教えてくれるようで、私の大好きな歌

の歌詞の一部です。 

　人はだれも、ぬくもりや優しさに出会うため

に生きているはずです。私も、議員生活の今日

までの日々の中で、職員の皆様初め、多くの

方々との出会いがあり、多くの優しさをいただ

きました。その感謝の思いは、私の心にしっか

り根づき、生きる勇気となっております。 

　平成１８年、新しき年、市長、教育長初め、

職員の皆様がより一層、市民の皆様の心に寄り

添い、温かく楽しいと思える宿毛市づくりにご

努力いただきますこと、お願い申し上げます。 

　質問に入ります。 

　まず、初めに宿毛の民具展についてお聞きい

たします。 

　民具は、日本人が日常生活の必要から、技術

的につくり出した身の周りの最も近くにある道

具です。そして、それは地域による違いもあり、

絶え間なく工夫が加えられ、新陳代謝を繰り返

すものでもあります。 

　１つの民具が調えられて、生まれ出で、用い

られ、破壊されて消えていく。その生活行程を

知るとき、その時代時代の人の生きる姿、心模

様が伝わってくる思いがいたします。 

　まきで米を炊く、洗濯板でこすりながら洗濯

をする、今の便利さからはほど遠い私どもの幼

かったころ、折々の民具とともに温かい親子の、

そしてご近所同士の触れ合いが懐かしく思い出

されます。 

　私が今回、民具展を開催してはと思いついた

のは、その場を学術的研究の場や、歴史研究の

場にというものではなく、ただ今の世、人々の

心通わせの薄らいでいるとき、ぬくもりの空間、

世代を超えた人たちの心の触れ合いを通わす展

示の場として、実施してほしいとの発想からで

あります。 

　歴史の表舞台には立つことはなかったであり

ましょうが、日々懸命に生きた時代時代の庶民

の生活を支えた道具、宿毛の民具展をぜひ、こ

の宿毛の地で、文教センター１階部分を使わせ

ていただき、実施していただくことを提案した

いのです。 

　展示期間中には、何人かの高齢者に語り部に

なっていただき、昔はこんな道具で粉をひいた

んだよ。おしめの洗濯が大変でね、等々思い出

をつむぎながら、子どもたちや若者たちに民具

の説明をしていただければ、そこに世代間の暖

かさ通わし、優しさの火がともるように思えて

なりません。 

　行政視察、政務調査等々にて、各地に存在す

る民俗資料館にて、大切に保存されている民具

を目にし、その都度、感銘を受けてまいったわ

けですが、この宿毛にも驚きの数の民具を集め

られ、市内外の児童生徒の学びの場を提供され

ている方がおられ、そのお宅に伺わせていただ

く機会を、最近、得ることができ、深い感動を

もって見学させていただきました。 

　その方は、小学校の副読本「宿毛のくらし」

の中にも紹介がある平田の浜田茂行氏という方
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ですが、氏は、３，０００数百点もの民具を集

めておられ、その民具をご自分の建てられた２

階建ての家屋すべてのスペースに、所狭しと、

しかし整然と展示されております。 

　もちろん、宿毛市東西南北各地の方々の中に

も、貴重な民具を集められているやにも聞いて

おりますし、教育委員会の方でも、市民よりの

提供により、数多く集められておられるはずで

すし、展示に耐えうる数の民具は十分存在して

おります。 

　時代を前へ前へと進めて行くばかりに心を使

うことなく、立ちどまって、人が人らしく生き

ることはどういうことなのかを考えてみること、

よりよき民俗習慣を後の世に正しく伝えるとい

う重要な意味からも、今まで一度も宿毛市行政

の中で実施されなかった宿毛の民具展を、一般

行政、教育行政の職員の方々、そして市民のボ

ランティア等の方々とともに考え、汗を流して

実行につなげていきたいと、切に思います。 

　市長もしくは教育長のお考えをお聞きいたし

ます。 

　次に、２点目、四国八十八カ所遍路文化の世

界遺産登録についての質問に入ります。 

　戦争は、人の心の中で生まれるものであるか

ら、「人の心の中に平和のとりでを築かなけれ

ばならない。」ユネスコ憲章前文にある言葉で

す。 

　今、四国八十八カ所遍路文化を、ユネスコ世

界遺産にという声が、運動が、研究が、四国内

はもとより、四国外でも種々の団体、霊場会、

大学研究所、住民の中から起こっております。 

　私も、会員の一人でありますが、地域の商工

会女性会の集まりでもあります会員１，７００

名弱の四国商工会女性会においても、一昨年１

０月、高知大会において四国四県が手を取り合

って取り組め、地域経済の活性化が図れる事業

という点において、遍路道文化の世界遺産登録

を目指すことが、活動方針として決議され、文

化庁への申請にたどり着くため、今、会員の懸

命の努力が続けられております。 

　世界遺産とは、ご存じのように、１９７２年

昭和４７年のユネスコ、つまり国際連合教育科

学文化機関の総会で採択された世界の文化遺産

及び自然遺産の保護に関する条約に基づいて、

世界遺産リストに登録された国や民族を超えて、

人類が共有すべき普遍的な価値を持つ文化遺産、

自然遺産、並びに文化遺産、自然遺産の複合遺

産を言います。 

　この世界遺産リストには、２００５年７月現

在で、エジプトのピラミッドなどを初め、１３

７カ国にある８１２件が登録されており、日本

としては、文化遺産として姫路城、原爆ドーム

など１０件、自然遺産としては屋久島などの３

件、計１３点が登録されております。 

　四国遍路は、日本に３００ほどもあると言わ

れる日本の巡礼路の中で、最も有名な巡礼の道

で、弘法大師空海が弘仁６年、西暦８１５年、

４２歳の厄年に大師みずからの手によって開か

れたとされ、発心の道場としての徳島県の２３

カ所、修業の道場としての高知県の１６カ所、

菩薩の道場としての愛媛県の２６カ所、涅槃、

これ悟りというんですか、涅槃の道場としての

香川県の２３カ所の８８カ所を、時計回りにめ

ぐるその距離、東京から青森間の往復にも匹敵

する１，４００キロにも及ぶ、世界でもたぐい

まれな循環型の祈りの巡礼コースであり、平安

末期ころから今日まで、１２００年もの長きに

わたって、その霊場をめぐる遍路文化が受け継

がれております。 

　また、四国遍路の特徴は、四国霊場８８カ寺

が特定の宗派に限定されていないばかりか、お

遍路さんも特定の宗派に帰依していないという

のが大半で、民間宗教的庶民感情ともいうべき

ものに支えられた精神修業の場として理解され
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ているがゆえに、政教分離云々に触れず、１つ

の文化としてとらえられ、世界遺産にという件

についても、知事初め四県の多くの行政の協力

を得られているところでもありましょう。 

　私自身も、この件については、一議員として、

賛同するものであり、また、たまさか前段の高

知大会、昨年の松山大会にて、高知県の女性会

の意見を伝える任、パネラーとしての任務を受

けた者としての責任的思いから、今議会に質問

として出させていただきました。 

　四国遍路の世界遺産化について、可能かにつ

いて、今ここで断じることは難がありましょう。

しかし、世界遺産総合研究センターを初め、大

学の研究班等の方向性としては、可能であると

明るい方向性を示しております。 

　しかし、それには地道で、かつ時間のかかる

作業が伴うこと、地元の熱意を全国的、そして

世界的に認知させていく努力が必要だとも述べ

られております。 

　地球市民として、四国遍路を人類共通の財産

として守っていく必要性を、各地域から訴えて

いく必要が生じてくるのです。 

　原爆ドームの世界遺産化のために、１６０万

の署名を集められたことなども知るとき、地域

の住民の熱意が不可欠であることは否めないの

です。 

　今、地域地域でできることから取り組むため

には、どうしても市長を初め、各課職員の方々

のご協力が求められてまいります。 

　遍路道の整備、遍路休憩所や遍路案内板の設

置、トイレの設置、市民への伝達・啓蒙、清掃、

美化活動等々、また遍路文化には、決して欠く

ことのできないお接待の心があります。すべて

の方ではなくとも、何らかの苦しみ、悲しみ、

重荷を背負って、一歩一歩歩いて旅を続けられ

るお遍路さんに、また、バスや車で巡られる人

たちに対しても、笑顔をひとつ、温かい言葉ひ

とつ、お茶１杯からのもてなしの心を示すこと

は、受ける側、差し出す側両者の温かい心育て

につながり、無償の行為を示す大人から子ども

への家庭教育にもつながってくるのです。 

　年間をめぐる人１０万人ほどともいわれる遍

路文化を守ることは、宿泊、地域の産物の販売、

食事等、さまざまな面での経済効果、活性化に

つながっていることも、また紛れもない事実で

す。 

　たとえ世界遺産という終着点にたどり着くこ

とが不可能であったとしても、日常の中の遍路

道、祈りの道、道場としての道、地域性のある

道の文化、心、四国遍路の文化財、お寺、これ

からの遍路道、自然環境、四国独特の接待の心

等々を残し、守り続ける運動を進めていくこと

は、大きな意味があると信じます。 

　お遍路さんが気持ちよく通ってくれる、清潔

で温かいまちづくり、人づくりのためにも、ま

た地域活性化につなげていくためにも、しっか

りこの目標に目を注いでほしいと願うものです。 

　登録に向けての事務的努力を行政に求めるも

のではありませんが、ぜひともご協力の視点を

お持ちいただきたいとの思いが強く、提案させ

ていただきました。 

　市長の、また教育長も思いある場合、お考え

をお聞かせください。 

　続きまして、３点目、児童生徒の生活リズム

悪化への対応について、教育長にお伺いいたし

ます。 

　過去、同じ意図の質問を何回かいたしました

こともあり、長き質問形態は控えたいと思いま

すが、卒業、入学、進級という非常に児童生徒

にとって重要な節目を迎える時期にある今、改

めて教育関係の方々が、この課題をしっかり見

詰め、対応していただきたい意から、質問をい

たします。 

　早寝早起き、朝ごはん、外で体を動かして遊
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び、夜はごっとんグー。子どもたちの年齢、年

齢に合った健全な成長のために、全く当たり前

の習慣。生活のリズムが崩れている現実が続い

ている。そしてまた、その改善のために、先生

方、食生活改善委員の方々、保健士の方々等々、

多くの機関においてご努力されていることも敬

意を持って、認識もいたしております。 

　しかし、この問題が家庭、社会構造、モラル、

数多くの要因が、子どもたちに覆いかぶさって

いる以上、右から左へとさっと改善し得ない難

しさも存在しています。 

　しかし、子どもたちは、心も体も、日々の生

活の土台の中でつくられるものである以上、そ

の土台を健全なものに保つ責任が、大人には課

せられているはずです。 

　難しいからと手を離すことはできないのです。

夜更かしをして、朝無理に起こされ、短い時間

で身支度をし、眠い目をこすり、食べる物も食

べずに学校へ出てくる子どもたちに、健康な状

態を見ることはできない。 

　小学校、中学校時代、朝からあくびをする。

背中がぐにゃっとして、ピンとしていない。目

がトロン等々の、何となく不健康な様子ととら

えられている状態は、やがて高校時代になると、

はっきりした病名のつくもの。例えば貧血、高

血圧、心臓病、肩こり、脊椎異常等々に移って

くることが非常に多いという、恐ろしさを東京

のある保健室にて、長年、子どもの体のぐあい

を見続け、心の中を問い続けてきたある先生が、

書物等で強く訴えております。 

　体の不健康は、心の不健康を生みます。そし

て、子どもがその年齢年齢に応じた愛情を、心

配りを与えられずに、生活のリズムをくるわせ

続けて大人になったとき、そのことを反面教師

とすることなく、多くの場合、同じような子育

てをしていくと言われます。 

　そして心が寒いとき、悲しい事件が生まれる

のです。 

　るるこの質問の面の部分を述べさせていただ

きましたが、質問の点に入らせていただきます。 

　１点目は、先にも触れましたが、がらっと戸

を開けて、「ねえ、先生」と飛び込んでいける

場所。身体的な苦痛や不調に加えて、心理的な

不安や悩みもそのまんま受けとめてくれる場所

だと、子どもたちが無意識にとらえている場所

といわれる保健室にての、子どもたちを見詰め

た宿毛市内の先生方の声の概要。 

　そして、その声に対しての学校全体の、そし

て教育委員会としての受けとめ、取り組みの経

過等をお聞きしたいと思います。 

　２点目は、保健室の先生を初め、先に述べさ

せていただきました日々、子どもの生活習慣、

リズムの改善、リズム悪化のために、そのため

に向けてご努力いただいている機関の方々が、

でき得れば一堂に会して、それぞれの立場から

の意見を交換し、改善のためのマニュアル、つ

まり健全に子どもが育つため、子どもの段階に

応じた食事、睡眠、遊び、あいさつ等などにつ

いての手引書的なものを作成し、入学時、また

は家庭訪問時に各家庭に、また児童生徒に配布

し、温かく指導し、周知徹底に向けて努力して

いく点について、どうお考えになるかというこ

とです。 

　小さなこと、当たり前すぎることかもしれま

せん。また、既に取り組まれていることかもし

れません。しかし、失った生活のリズムをきち

んと立て直し、子どもらしい生活を送る、子ど

もに必要な身体刺激を与えて血行をよくし、栄

養もよくして、十分な休養が保障される生活を

繰り返していける、その日々のために、学校の

教育力と、家庭、地域が結合し、繰り返し繰り

返し、また一歩でもよい方向へ努力していくこ

とは、忘れてはならないはずです。 

　２点にあえてこだわることは求めませんが、
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生活リズムの悪化への対応についての取り組み、

お考えをお聞かせください。 

　以上、３点の質問、１回目を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　有田議員の一般質問にお答えをいたします。 

　まず、最初に宿毛の民具展の開催ということ

でございます。 

　２月２４日、去る高知新聞の方に紹介されま

した市民の方、先ほど、有田議員からもお話が

ありました市民の方による実体験を踏まえた常

設的な民具紹介という場がありまして、ボラン

ティアの方と、学校現場との交流による学校教

育への協力をいただきまして、大変ありがたく

思っておるところでございます。 

　これが文教センターにおける企画展の開催と

なりますと、平成１８年度から、貸し館業務等

の調整を図りまして、１９年度以降であったら、

検討は可能かなというふうに思っておるわけで

ございます。 

　というのは、文教センター、従前からの使用

方法がありまして、また、恐らく１８年度もそ

のような状況で推移していくんじゃないかと思

っておりまして、既にもう、受け付けが始まっ

ております。 

　そういうことで、１９年度以降での開催を検

討という形になるんじゃないかなというふうに

思います。 

　と申しますのも、宿毛市において、収集して

おります民具もあるわけでございます。これ、

平田のたしか黒川の方に、収納しておるわけで

ございます。これが、時々、その場所が移動す

るものですから、傷んだり、破損しているとい

うか、欠損していると申しますか、そんなもの

もございまして、同じ物が何台もあったりとい

うことで、きょう、民具展の企画ということで

ご提案をいただいたわけでございますけれども、

その企画展を開催するというものが、行政の方

に、今までなかったものですから。 

　今までは、少しずつ集めるというふうな状況

だけだったものですから、一連の作業を行うよ

うな、例えば農作業、道具がそろっていないと

か、これ、農作業ばっかりじゃなくて、漁業に

も民具があるわけでございますし、林業にもあ

ります。そういうことでございますけれども、

全体をまとめた台帳等の整理もできてない。 

　行政の怠慢であると言われればそれまでかも

しれませんが、この民具展を開催するに当たっ

ての準備が、かなり要るんじゃないかなという

ふうに思っているわけでございます。 

　こんな状況で、１８年度から分類作業、整理

を行った後じゃないと、なかなか難しいんじゃ

ないかというふうなことになります。 

　分類作業とか、整理は１８年度行ってまいり

たいと思っておりますし、私自身もまだ、民具

が収納されている、平田の方と聞いております

が、そこまだ現場に行っておりませんので、こ

れから、きょうのご質問の趣旨にありましたの

で、確実に現場に行って見てまいりたいと思っ

ております。 

　この分類作業とか、整理を行いまして、民具

の活用ということには、なかなかならないかも

しれませんが、こういう民具があるということ

が、いわゆる学校現場への貸し出しとか、歴史

教室での出張講座だとか、そういったものに生

かしていければいいんじゃないかなと。 

　常設でずっと民具を展示する場所が、今のと

ころはございませんので、企画展というふうな

形で検討してまいりたいなというふうに思って

おります。 

　今度、開催じゃないんですけど、東洋城が、

「宿毛の蔵　東洋城」ということでリニューア

ル、これからまだまだしていかなきゃいけない

ところですが、これは東洋城さんの方に、まだ



－ 86 －

ご了解はいただいておりませんが、例えば、あ

あいった広いところに、酒蔵で民具もありまし

ょうし、そういったご協力を願うとか、そうい

った方に、またつなげていけばいいのかなとい

うふうに思っておるところでございます。 

　次に、四国八十八カ所の遍路文化の世界遺産

登録でございます。るる、今、説明をいただき

ました。これは、四国四県の活性化に効果的に

連結するんじゃないかなというふうには思いま

して、行政といたしましても、これは歓迎すべ

き取り組みであろうかというふうに思っている

ところでございます。 

　先ほど、有田議員もおっしゃいましたような

形で、やはりこの四国八十八カ所遍路文化とい

うものは、それぞれの地域の皆様が、それぞれ

遍路文化というものについては、通り道すがら、

山の道もありませば、コンクリートの道もあり

ます。アスファルトの道もございます。 

　そういったところですけれども、やはりその

地域の方々が、心からおもてなしをするという

ことが、一番肝要なところではないかなと。そ

ういうところがあって、初めて四国八十八カ所

の遍路文化というものが生きてくるんではない

かと。生きてこないものに対しては、世界遺産

登録というものも、なかなか難しいと思います。 

　宿毛市にも、３９番札所がございますし、清

水の方から歩いてくる遍路道もございますし、

三原の方の山からも来る道もございます。 

　そしてまた、この間は、トレッキング・ザ・

空海ということで、愛南町へ行く道、そういっ

たものも、それぞれ皆さんが、この間も５００

名の人が集まったということでございます。 

　そういったところで、やはり皆さんが興味を

持って、本当に四国の八十八カ所の方々をめぐ

る遍路さんをおもてなしをする心というものが、

やっぱり表面に出て行かなきゃいけない。 

　３９番札所でも、延光寺の入り口の方で、地

元の方々がお遍路さんを接待するというふうな

取り組みもされております。いろんな場所で、

こういうことができてきます。 

　また、こういった体制をまずつくること。そ

して、私が聞いておりますのは、国土交通省の

四国運輸局に、これは観光課がございます。こ

の観光課のお話も聞きましたら、やはりこの四

国を、いわゆる国際観光という形での売りをし

ていくんだというふうな意思表明もされており

ます。 

　そういったことを考えますと、ぜひ、国土交

通省の観光部門を担当する国土交通省がそうい

う国際観光、やはりこれは世界遺産ということ

でございますから、国際的な方、日本ばっかり

じゃなくて、日本人の心の文化でございますけ

ど、外国の方々がお見えになっても、非常にこ

れは世界遺産に値するんだというふうな評価を、

やっぱりいただかなきゃいけないというふうに、

私自身は思っております。 

　皆様が、当市を訪れる皆様が、本当に心から

のおもてなしを受けたというふうに感じるとい

うことが大切だと思います。市民の皆様の協力

を、ぜひいただかなきゃいけないということで

ございますし、行政でできるものは何かという

ことが、これ、八十八カ所ですから、四国全部

でございます。 

　私、今、お話を聞いてまして、四国の市長会

なんかでも、これはどういう取り組みをされて

いるのか、このことにつきまして、お話も、ほ

かの市にも聞いてみたいなというふうな感じを、

今、思ったところでございます。 

　ぜひ、これが世界遺産に登録ということにな

りましたら、また四国を売る、また宿毛もひと

つ、そこの中に入っているということでござい

ますので、非常に大切なことであるというふう

に感じた次第でございます。 

　以上でございます。 



－ 87 －

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、３番、有田

議員の一般質問にお答えをいたします。 

　児童生徒の生活リズムの悪化への対応につい

てでございますけれども、子どもたちの生活リ

ズムが崩れると、授業での集中力低下や、覇気

がなくなるなど、さまざまな影響が考えられま

す。 

　早寝早起きや、望ましい食習慣については、

各学校において、日ごろより指導しております。 

　しかし、このような生活習慣は、学校での指

導とともに、家庭での習慣づけが大変重要と考

えております。 

　学校では、栄養教諭を中心にいたしまして、

学級担任、それから生徒指導担当、そういった

先生方が、生活習慣の調査、そういうものを調

査票を作成をいたしまして、調査を行い、校長

を初めとする職員会で、話し合われておるとこ

ろでございます。 

　調査の結果は、保健室だより、あるいはまた、

学校通信、学級通信等などで、各家庭にこのこ

とをご報告をしております。 

　また、教育委員会といたしましては、望まし

い食生活を初めとする基本的な生活習慣の確立

に向けた取り組みを進めていくために、平成１

８年度より栄養教諭の配置も行いたく、県教育

委員会に要望して、明るい見通しも、現在、あ

るところでございます。 

　間もなく新年度を迎えますので、養護教諭の

先生方と協力し、家庭訪問などの機会を通じて、

家庭での養育力の向上に取り組んでまいりたい

と、こういうように思っております。 

　それから、次に、マニュアルの作成につきま

しては、子どもたちの個々の状態や、家庭それ

ぞれの状況があろうかと考えますので、先ほど

お話しました保健室だより、あるいは学級だよ

り、あるいは生徒指導に関係した便り、そうい

ったものと、栄養教諭による取り組みを行って

いきたいと、このように思っております。 

　よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　３番、再質問をいたし

ます。 

　３点にわたります質問に対して、前向きな、

温かいお答え、ありがとうございました。 

　まず、少しばかり、再質問の点を出させてい

ただきます。 

　１点目の民具展につきましては、今、市役所、

市の方で保管している民具が、いろいろ損傷の

点などもあって、それを見て、準備期間も要る。

そしてまた、文教センターが非常な予約という

んですか、使用の受け付けが開始されて、それ

がほとんど埋まっている。ですから、１９年度

以降にということで、全然、前に向いて、見て

くださるという意図は伝わってまいったんです

けれども、私は、あえて教育委員会の保管を突

き詰め、どうしてそういう保管の仕方をしたの

であるかとか、またそういった、詰めたり責め

たりの思いで出させていただいているわけでは

なく、もちろん市役所で集められている民具の

中で、鑑賞にたえ得る物、そして市民の中で、

たくさん集められている方、できるだけ多くの

方からも、そういう大切なものを出していただ

いて、一度、こういった市民のぬくもりの通わ

せの場として、上に歴史の資料館、そして１階

で民具の展示をしてはという意図で出させてい

ただいたんですが、その、確かに公民館を、文

教センターを使用するという方が予約はめられ

て、ずっと詰まっているということもよくわか

ります。 

　私も、お琴で出演させていただいて、公民館

にかかわっておりますが、文教センターがそも

そも、これは市民全体の心ででき上がっており

ます。そこを使う、スポーツにしろ、サークル



－ 88 －

にしろ、個展にしろ、市展にしろ、使われる方、

そしてその発表に対して、市民の皆様が非常に

喜んで、和やかな気持ちになる、そのことも事

実です。 

　しかし、まだ一度もそこの部分に文教を使っ

たことのない方。また、自分の見たい、知りた

い分野のものをしてほしいと願っている方もお

るはずです。 

　ですから、文教は、できるだけ多くの市民の、

あらゆる考え、層の方が使う権利があるはずな

んですね。 

　ですから、もちろん予約して、練習の方につ

かまっているという気持ちもよく、私もわかり

ますが、でき得るならば、細かい検討をお加え

いただいて、できるだけ早い時期に、こういっ

た、本当に心の今、寂しくなっているこの時期

に、民具展を１つの方法として、ぬくもり育て

の民具展を、できるだけ早くやってほしいとい

うのが、私の願いなのです。 

　そのためには、私、この間、政務調査で杵築、

もちろん歴史の宝庫といわれる国東半島、大分

県に行ってまいったんですが、そこの杵築市に

も、上は図書館、下が民俗資料館、民具を整然

と並べられておりますけれども、文教の１階よ

りちょっと狭いくらいでも３４１点、農耕とか

衣食住とか、ずっと分けてやっておりますが。 

　ですから、例えば浜田さんとこへ３，０００

数百なんて、もちろん、そっくり持ってこられ

るわけでもなく、それぞれの多くの立場の方か

から、いろんな、貴重なものを出していただく。

そういう選別をして、少なくとも５００点、多

くても５００点くらいしか出せないと思うんで

すね。 

　ですから、そういう選別、搬入、そしてそう

いう展示会をするという広報、そういう意味に

おいて、市民と行政と、そしてそういう歴史、

民具にかかわっている方とで、とにかく展示会

に向かって、民具展に向かっての実行委員会、

そういう会をできるだけ早く立ち上げていただ

いて、その準備の検討を細かくしていただく。 

　そうすることによって、文教センターの使用

日数を、長い日にちあけて、準備に使う日にち

を少しでも短くできると思います。 

　そうすることによって、１９年度、さきでは

なくて、できるだけ早い時間に、サークルの方

たち皆さんの譲り合いの気持ちをお持ちいただ

いて、何日間か、５日でも１週間でも、そうい

う民具展をしていただくようなご検討をしてい

ただきたいと思います。 

　その点が、ちょっとご意見があれば、再質問

の形とさせていただきます。 

　それから、２点目の世界遺産のことですけれ

ども、この３月の初めに、私の親類が２度目の、

１回目は車で、２回目は歩いて遍路をおいでて、

私もちょっと、旅館のお世話とか、もろもろを

うちでお接待させていただいたときの言葉の中

に、非常に大事な５つのことがありました。 

　まず、世界遺産ということを、ちょっと入っ

たんですが、話に。世界遺産ということを話す

なら、歩き遍路さんの目には、道端、土手、も

ろもろのところにおびただしいごみがあります

よと。そこから入っていただかなければ、世界

遺産は無理ですね、という言葉。 

　それから、宿毛で、小さな果物屋さんで、ち

ょっと食べてみてくださいといってブンタンを

味見したそうです。非常においしいということ

で、北海道に何箱もおみやげとして送ってくだ

さっております、そういう産物の販売。 

　それから、ずっと歩いてきて、道しるべが消

えていたり、見にくかったりしているところが

ある。そういう道しるべをきちんとしてほしい

ですね、という点。 

　それから、等々、ちょっと今あれですが、そ

ういった経済的な面、それから環境の面、もろ
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もろの面の指摘を受けたわけですけれども、そ

ういったことで、今、市長が前向きに、非常に

温かく、これは大事なことだととらえていただ

いたことは、非常にうれしく存じますが、町の

美化、それから経済効果、それから今言いまし

たようなお接待の心づくりの意味で、非常に大

切なものだと思います。 

　それで、２点ほど提案ですが、このお遍路文

化に対して、遍路道文化に対して、早稲田大学

は１９９１年から１５年、今日まで、非常にプ

ロジェクトチームを立ち上げて、遍路道文化の

研究をし続けております。そして、書物であら

わしたり、それからホームページを開くという

んですか、インターネットにも載せられて、皆

様の質問にも答えられておりますが、たまさか、

小野　梓という方の、先生とのご縁がある梓立

祭などを利用して、そういう遍路道文化とつな

げていただいて、講演にそういう大学教授、先

生たちにおいでていただくいうことも、１つの

方法である。講演会を持つ。 

　それから、今おっしゃいましたように、赤亀

山３９番札所延光寺のご住職のお話をお聞きす

る。または、ご住職とその早稲田の先生との、

世界遺産についてのお話をもつ会を、市民がお

持ちいただいて、そしてそれを市民が見るとい

う、そういう１つの計画などもいかがかと思い

ます。 

　それと、お遍路さんがほとんど持っておりま

すが、その町のお店や食堂や旅館や、そういう

ものがしっかり載った車の道と、しっかり歩く

道とをあらわした、私、ちょっと向こうに置い

たんですが、地図がございます。帳面の地図帳

が。そこにあります道で、宿毛もきちっと、小

森の方から抜けて、文教センターから貝塚へ抜

けて、松尾峠へ行くという道が、ちゃんと歩く

道ができている。道があるがですが、でき得れ

ば、そのきのうも同僚議員が話しておりました

ウオーキングとつなげて、遍路道を子どもたち

も含めて、行政の皆さんも含めて、市民の皆さ

んとともに歩く、そのウオーキング、トレッキ

ングというのは、山歩きというか、ゆったり歩

くという意味なんですけど、そういった歩く、

ウオーキングにその四国遍路をつなげた、そう

いったウオーキングの計画もいかがなものかと

思います。 

　そういった点の質問をさせていただきます。 

　それから、３点目は、これ本当に釈迦に説法

的で、専門的な先生方、そして栄養士の方、保

健士の、私がこの質問を出させていただくのは、

本当に釈迦に説法的、おこがましいとは思いま

すけれども、本当に子どもをこの時期に守りた

いという、矢も盾もたまらない気持ちのために、

こういう質問を出させていただいたわけですけ

れども。 

　確かに、マニュアル的なものを新しく云々と

いうことは、子ども子どもの状況によって違う

からという、学校だより、また保健室だより、

もろもろによって対応するといっておりますけ

れども、特に私が申したいのは、家庭訪問のと

きは、１軒１軒して、そこのお父さん、お母さ

んにしろ、家族の人に、しっかり目を向けて、

向かい合って、ただお手紙を配るではなくて、

しっかり目を向けて、このことがいかに大切で

あるかということを、家庭訪問の場を、特にこ

の場をチャンス、生かす場所と考えていただい

て、伝えてほしいということです。 

　本当に、体は今、損なわれているということ

が、本当に知らされておりますので、その家庭

訪問時を生かしていただきたい。 

　それで、ちょっと教育長にひとつお聞きした

いのは、今、眠らない店がふえておりますね。

２４時間の店とか。 

　私は、その営業の部分のことに、それほど入

るつもりもありませんが、教育界において、こ
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の夜通し眠らない店に対しての子どもたちとの

影響、もろもろについて、一度でもご討議、ご

協議、そして国との全国のそういう教育長会で

もありましょうが、そういったときに、お話が

出ているものなのか、私はやはり、どれがどう

とは言いませんが、環境を大人が守っていくべ

き責任もあると思うわけですが、その点をひと

つ。 

　本当にあと、どうか取り組んで、栄養士の配

置がこの１８年度からということで、非常にう

れしく存じておりますが、どうか子どもたちの

ために、よろしくお願いしたいと思います。 

　済みません、雑然とした再質問になりました

が、お答えできる範囲、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、有田議員の再質

問にお答えをいたします。 

　民具展の開催でございます。私どもで、質問

が、こういうのがあるという通告を受けまして、

検討した結果、１９年度ぐらいになるだろうと

いうことでございまして、今の、またお話も賜

りまして、できるだけ早い機会にやっていきた

いなというふうに思います。 

　いろんなものがそろわないといけませんし、

それから、中途半端なこともやってもいけませ

んので、しっかりしたもので、部内で調整をい

たしまして、開催に向けて努力をしてまいりま

す。 

　ただ、文教センターのその貸し館業務の調整

でございますが、これについては、今、どうい

う状況になっているかはっきりわかりませんの

で、文教センター長の方から、またありました

ら答えをさせていただきたいと思います。 

　それから、世界遺産の八十八カ所の件でござ

います。思いは同じだと思いますので、いろん

なことが、一つひとつとるよりも、いろんなこ

とが、もう大切なものでございます。 

　市民がまず、本当に心豊かになるということ

が、人が来る最大事の、私自身は要素だという

ふうに思っております。これは観光にしてもし

かりでございます。 

　そんなことで、できることからやっていく。

お金がないないと、よく私、この場で財政的に

非常に厳しいということばっかり言わせていた

だいているんですが、お金がないなら知恵も出

さなきゃいけないというふうなことも思ってお

りますし、ただいまのご提言というふうなこと

を踏まえまして、できることを着実にやってい

こうというふうに思っております。 

　また、これは特に市民の皆様の協力がないと

絶対できないことでございますので、この場を

お借りしまして、市民の皆様にご協力を、ぜひ

お願いしたいというふうにお願いを申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

○議長（岡村佳忠君）　生涯学習課長兼文教セ

ンター所長。 

○生涯学習課長兼文教センター所長（高木一成

君）　生涯学習課長、３番、有田議員の質問に

お答えをいたします。 

　現在、文教センターの貸し館業務でございま

すけれども、３８のサークル活動が行われてお

ります。したがいまして、１８年度も、もう既

に予定が入っておりまして、満杯の状況になっ

ておるのが実態でございます。 

　したがいまして、速やかな開催につきますと、

既に入っておられます計画を、３８のサークル

の皆さん、該当するサークルの皆さんとの調整

が必要になってまいります。 

　全く可能、不可能というわけではございませ

んけれども、実施に向けては、大変厳しい状況

にあるということのご理解をいただきたいとい

うふうに思っております。 

　以上でございます。 
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○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、有田議員の

再質問にお答えをいたします。 

　まず、家庭訪問時にですね、こういうマニュ

アルを十二分に活用してほしいと、こういうこ

とについてですけれども、もちろん各学校では、

先ほどお話したように、家庭での基本的な生活

習慣の確立と、こういうテーマで調査をし、そ

していろいろな学級での、あるいは学校教育活

動の中で出てくる問題を、この個人カルテ等に

記録をしまして、これをもとに、家庭訪問して、

十二分にそういったお子さんについての学習の

面、生活の面、またこういった生活の状況であ

ると、こういった面に食生活も非常に関係して

おります。 

　あるいは、テレビの見過ぎでもあると。勉強

の時間が非常に少ないと、そういったことを書

き込んでおりますので、それをもとに、ともに

知恵を出し合って、お互いに力を出して取り組

んでいきましょうと、こういうような形の取り

組みを展開しております。 

　それから、２４時間の店舗についての学校、

あるいは教育委員会等について、そういうこと

の取り組みについてのお話がありましたけれど

も、この間も、これは２カ年で生徒指導総合連

携推進事業を受けておりますが、これの１つの

活動の一環として、子どもたちのそういった生

活面を、ひとつ点検しようと、こういうような

ことで、各店舗に回って行ったりですとか、そ

れから学校でも夜更かし、夜の徘回、そういっ

たことがありますので、そういった店へ回って

いきまして、いろいろ子どもたちの指導もお願

いしております。 

　そういった点でよろしいでしょうか。 

○議長（岡村佳忠君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　ちょっと、教育長にお

伺いいたしました点は、２４時間のお店におい

ての子どもの指導ということではなくて、夜更

かしとかいうんじゃなくて、そういう店に対し

て、大きな意味で、そういう店舗のあり方に対

して、そういった教育機関で話されたかという

ことをちょっとお聞きしたんですけど。特別ご

討議なかったなら、その点は。 

　ちょっとその点、あれば。 

　それ、別に特別に、学校側でしておられない

のでしたら、よろしいです。 

　次の再々質問はいたしませんが、１点目の民

具展にいたしましても、今、文教センター、高

木課長の方からお話もありましたように、非常

に詰まっているけれども、もしかしたら不可能

ではないかもしれない。皆さんの譲り合いの心

が、もしかしたら、そういった民具展につなが

ってくるかもしれないということをお話受けま

したので、今、そしたら譲って、だれして、ど

うしてもということをここで言うつもりもあり

ませんが、どうか、できるだけ早い、前向きの

ご検討をお願いしたいと思います。 

　それから、四国遍路につきましては、本当に

きょうの質問にしても、予算がないと言います

が、決して高額な予算を伴っての質問ではござ

いません。心のありようひとつ、心の持ち方ひ

とつで、本当に美しい、温かいものが生み出せ

るための質問をさせていただいたわけですけれ

ども、本当に命を見詰めるこの四国遍路の道が、

本当に地域でもよく理解されて、そしていずれ

の日か、世界遺産になるための、私ども市民と

しても、懸命の努力をしていきたいと思います

が、行政の皆様、さらなる、本当にご努力、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

　それでは、命をすべて、命を大切にという、

そういう心の市民の多くふえますことを祈って、

質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、一般質問を
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行います。 

　議員としてお世話になって１５年、今回が６

０回目の質問になりました。数よりも、要は内

容でございますけれども、執行部の皆さんには、

それぞれ質問におきまして、誠意あるご答弁を

くださり、ありがとうございます。 

　今回も、よろしくお願いを申し上げます。 

　市長の政治姿勢全般について、通告の順序に

従い、質問をさせていただきます。 

　まず、その大前提といたしまして、今年度の

行政方針や、予算編成に関することについて、

お聞きをいたします。 

　今年度の予算編成においては、非常に厳しい

予算の中で、大変苦労したことが伺われます。 

　進めている行政改革については、これは組織

の生き残り策ではなく、市民の福祉の向上にと

って、厳しい財政だからこそ、今なぜこのよう

な改革をしなければならないのか、このことを

市民にわかりやすく示す必要が重要であると考

えます。 

　そうした中で、篠山小中学校の建築予算や、

学校の耐震調査費など、学校教育予算や、ある

いは陸上競技場や野球場への夜間照明施設の社

会体育費、あるいはまた、防火水槽や消防車の

購入、消防団員の制服のすべての更新などの防

災予算、あるいはまた、入学時までの医療費の

無料化など、子育て支援予算等々については、

配慮ある予算を組んでいただいたと、私は評価

をいたしております。 

　一方、行政改革プランに基づく補助金や、委

託料などが、全体にわたり削減されていること。

組織の統合や民間委託の方針については、市長

の行政方針の表明や、昨日の質問戦の中でも明

らかにされておりますが、私は、以下、通告し

たことについて、若干の質問をさせていただき

たいと思います。 

　まず、行政改革大綱プランについてでござい

ますが、小泉政権の三位一体の改革によって、

都市と地方の経済や、国民の所得格差が拡大し

ていくなど、地方経済は大きな影響を受けてお

ります。 

　この改革は、むだな大規模開発など、アメリ

カの要求、政策追随による財政負担が根本的な

原因であります。今後もなお、この自主性のな

い政治は続き、特に軍事面でのアメリカ追随は、

アメリカ軍の移転、再編に資金面から全面的に

支援をしたり、日米によるミサイル防衛システ

ムの構築には、１兆円もの予算支出が予想され

るなど、政策の失敗によるつけによって、将来

にわたって地方いじめ、弱者いじめの国の政治

が続きます。 

　そして、地方交付税や国庫負担金の減額など

によって、宿毛市の財政は今後、なお厳しくな

ることが予想されます。 

　これを乗り切るために、宿毛市は今後、これ

からの４年間の行政改革の大綱、具体的な改革

プランを市民から公募された行革推進委員会に

対して諮問をし、昨年１２月、委員会は行政改

革大綱集中改革プランとして答申を発表いたし

ました。 

　この行政改革大綱及び集中改革プランは、多

岐にわたり審議され、あらゆる宿毛市の行政事

務や、組織機構に対して検討をしたとして、そ

の中から具体的に廃止、あるいは見直しなど、

年度を切っての改革の内容を提示いたしており

ます。 

　一方、この答申には、今後、集中改革プラン

を市民にわかりやすく明示し、市民の理解と協

力を得て推進していくと書かれておりますけれ

ども、答申の公表がされたのは昨年の１２月市

議会の一般質問通告の後であり、１２月議会で

は、十分な議会での論議がされていないと考え

ます。 

　また、市民には、ことしになって各戸への回
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覧でのこの内容を公表しましたが、市民への周

知は不十分で、そのため、理解も十分得られて

いないのではないでしょうか。 

　現在、宿毛広報でも、いまだ明らかにされて

おりませんが、プラン策定まで、どのような経

過に基づきでき上がったのか、そして、今後ど

のように周知を図るつもりでおるのか、お聞き

をいたします。 

　この改革は、行政全般に及ぶとしながらも、

触れられていないものもございます。そうした

ものの中でも、例えば隣保館の運営や、あるい

は入札制度の改善、また、ごみの減量計画など、

このようなことについては、全く記載されてお

りません。 

　委員会での論議はなかったのか、お聞きいた

したいと思います。 

　隣保館についても、廃止とか閉鎖ということ

ではなくて、今後の地域福祉計画との関係や、

宿毛市全体から見た今後の効果的運営について

どうするかなど、現状を改革していく提案がな

されたのかどうなのか、財政的な面からお聞き

をいたしたいと思います。 

　そうした中で、個々の内容について、若干、

お聞きをいたしたいと思います。 

　今年度に予算化されているものは、その中、

質疑でお聞きすることにし、来年度以降の改革

の方向性を示しているものについて、４点につ

いてだけお答えをいただきたいと思います。 

　まず、零細補助金の見直しということで、ひ

とくくりな形で答申発表されておりますけれど

も、私は、こういう表現というのは、非常に、

今までの、では、補助金はどういう効果があっ

たのか、その辺からも考えまして、私はやはり、

一つひとつきちんとした整理をしながら、この

ような答申、いわゆる公表していく方向に持っ

ていくべきではなかったのかいうふうに考えま

すが、その点についてもお聞きしたいと思いま

す。 

　そして、２点目として、各種団体との役割分

担の見直し、こういう、そして可能なものから

移管をしていくという形があるわけでございま

すけれども、この役割分担の見直しと、このこ

との内容が、ちょっと伝わってまいりません。

そのようなことについてのご説明をいただけた

らと思います。 

　そして３点目として、西町郵便局の住民票発

行を見直すということを書きながら、一方では、

支所の統廃合を進めるというふうな形で記載を

されております。 

　このことについても、どうなのか、今後じゃ

あ、具体的に支所の統廃合をした場合に、その

事務はどういう対応をするのか、全く廃止して

本庁へ持っていくという形なのか、その辺につ

いてお聞きをいたしたいと思います。 

　そして、最後に、教育施設の民間委託という

のが、給食センターを含め、あるいは文教セン

ターや歴史館、図書館、さまざま書かれており

ますけれども、そういう個々についてではなく

て、そのような教育施設の民間委託というのが、

今後、運営上、あるいは市民に対してのサービ

スと申しますか、行政事務に関して、マイナス

面は起きてこないのか、それをどのようなカバ

ーするというふうな考え方があるのか、その辺

について、可能なところでお聞かせをいただき

たいと思います。 

　以上が、最初の質問項目の内容でございます。 

　続きまして、中筋川ダムと内水洪水というこ

とでの質問を、お願いをいたしておるわけでご

ざいますけれども。 

　ここ数年、大変大きな宿毛市東部の洪水が発

生をし、私もこの場で何回か、その対応を求め、

または地域住民の皆さん方も、精力的にこれを

打開していく要請、あるいは運動を強めてきた

わけでございますけれども、これに対して、関
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係課それぞれ、このような防災活動に関係する

機関に対して、強い要望や、また協議を行って、

さまざまな改善点などが実現したことを、感謝

を申し上げたいと思います。 

　このようなことについて、皆さんとの現状認

識を共有をしたい、そういう意味で、今日まで

の、非常に取り組んでいただいたことについて、

状況も説明をしてみたいと思いますが。 

　まず、農業用の排水ポンプ、これが新設をさ

れ、今年度の８月には、供用開始するというこ

とで、地域の農業災害等にとっては、非常に大

きな効果があるものと期待をされております。 

　あるいはまた、排水ポンプ場の近くには、河

川の監視カメラを設置していただく。あるいは

また、県管理河川、これは四万十土木事務所と

宿毛土木事務所に、それぞれ１，５００万ずつ、

河川改修として予算が計上をされたということ

で、これはしゅんせつ予算という形で、今後、

河川水位を下げるために、非常に大きな効果を

発揮するのではないかと思います。 

　そして、先日は、宿毛東部、平田、山奈地区

の５区長に対しまして、ダム事務所から説明が

あったわけでございますけれども、夏場の洪水

期には、ダムの水位を事前に下げると。約四、

五メートルを下げて、水量にして１，０００万

トン、これを台風が来、増水の可能性がある前

には、河川を下げて、これに対応する、こうい

うこともダム管理者の方から通告があり、区長

に対して、説明がございました。 

　そしてまた、排水ポンプ場の近くに水位計を

求めていたんですが、これも昨年の８月に設置

をされ、昨年の１４号台風には、そのデータも

公表をしていただきましたけれども、やはり水

位の関係と、今後の河川水位と内水の関係、そ

の相関関係が非常に明らかになってきておりま

す。 

　このことについても、後で若干触れてみたい

と思いますけれども、このような形で進み、さ

らにまた、横瀬川ダムの設計変更もされたとい

うことです。 

　これは、今まで、ダムはゲートのない放流式

のダムであるという、管理責任を問われるため

に、ゲートのない穴あき式のダムだということ

でございましたけれども、このたびの説明の中

で、ゲートを設置をし、洪水の、これ以上大き

な降雨がないと予想されるときには、ゲートを

閉めて、放流をとめるというふうな形での設計

変更をしたということでございます。 

　このような点も、さまざま地域の洪水実態に

対しての関係機関における対応ではないかとい

うふうに思いまして、関係課に対し、心から感

謝を申し上げたいと思います。 

　しかし、こうした対応をしていただいている

中でも、まだまだ、本当に抜本策にはならない

というのが現状ではないかというふうに思いま

す。それは、昨年設置していただきました水位

計と内水と河川水位との関係、それをデータと

して整理をさせていただいたわけでございます

が、私は、今まで横瀬川、磯ノ川地点と山田の

内水の洪水の関係、相関関係しかデータがござ

いませんでしたので、ダムは大きな堤防の越水

の効果を発揮しながらも、一方で、その後半部

における内水水位を下げることを阻害をしてい

るということで、特にまた、内水の排水時間が

４時間から５時間おくれるんではないかという

ことを指摘しておりましたけれども、上流にお

いては、さらにそのダムの影響が、中筋川ダム

の影響が強いということも予測しておりました。 

　それが、今回のデータが明らかになったわけ

でございますけれども、私の推計の部分も入っ

ておるわけでございますけれども、内水のダム

の影響による排水のおくれる時間は、約９時間

から１０時間に達すると。そしてまた、国道冠

水、住宅冠水に至っても、７時間ほど、この中
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筋川ダムの後半における放流のために、洪水水

位がもとの通行可能になるまで時間を要すると

いうことも明らかになりました。 

　このような点を、今後、どういう形で対応し

ていくのか、非常に大きな抜本策をとらなきゃ

いかんわけですけれども、このような状況が明

らかになっております。 

　そしてまた、この水位計の設置によって、磯

ノ川地点と山田地先の河川水位は、距離にして

２キロぐらいしかないわけですけれども、１メ

ートル近く水位差があるということが明らかに

なりました。 

　これは、国の管理河川の部分においては、せ

いぜい１キロに１８センチぐらいの水位差を予

測した河川改修をしているわけでございますが、

国直轄河川から、即上流の山田地先まで約２キ

ロちょっとですが、その間に１メートル近くの

水位差が発生していると。これは、いかに河川

による流下速度が遅いか、その辺の河川のさま

ざまな障害物によって、下流に水が流れないか、

こういう関係があると思うわけでございますが、

このような点も、また、明らかになってまいり

ました。 

　さらにまた、山田のこの洪水に関しては、河

川の水位が下がり始めて、排水ポンプ場近くの

河川との差ができて、排水可能になった場合に

は、その排水のポンプをとめて、自然放流に切

りかえるわけですが、そのポンプ場のところの

排水は、どんどんできるが、一方、雁が池川と

いう大きな水門が、それから４００メートル上

流にあります。ここのゲートがパッと開ければ、

山田の水位は急速に下がるわけですが、ところ

が、この４００メートル上流の中筋川からは、

内水に向いて逆流が始まる。それだけこの４０

０メートルの間にも、河川における水位差が大

きい。このことも明らかになり、そのために、

なかなか洪水地域の水位が下がらない。あるい

はまた、下がるまでに、水門のゲートが開くま

でに、水位は上がり続ける、こういう関係にな

るわけでございまして、このようなことについ

ても、私は今後、具体的な対策をとっていく必

要があるのではないかというふうに思います。 

　こうした中で、今後、具体的な形で問題にな

っているのは、現在のポンプ場の排水ゲートの

操作というものが、これが現在、手動で行われ

ております。いわゆる河川水位と内水を目視し

て、もう下がったなと思って放流を始めるとい

うことですが、非常に大雨の中であり、水位を

正確にはかることはできません。 

　そういう点で、私はこの操作というのは、や

っぱり水位を自動的に関知をし、効率的な排水

が行われるような構造にすべきではないかとい

うふうに考えます。 

　そして、もう１つ大きな問題は、この中筋川

の防災対策というのが、あくまでも国の管理河

川、上ノ土居からの、九樹橋からの下流である

ために、宿毛市に対しては、防災上の情報が全

く来るシステムになっておりません。中筋川の

防災時には、情報伝達はまずダム事務所から、

これは宿毛にあるわけですけれども、四万十土

木事務所を伝わり、そして四万十市に伝わる。

宿毛市に伝わってくるという情報システムはご

ざいません。 

　そしてまた、宿毛市からも、水門の管理者の

皆さんなどに対して、水位との関係を含めた情

報が入ってこないシステムになっておるし、今

まで、水位計すらなかったわけですから、この

ことについては、できなかったわけでございま

すけれども、私は今後、このような具体的な問

題点が明らかになってきておりますので、それ

に対しての対策を、さらに行政としては強めて

いただきたい、このように考えております。 

　やっぱり、今後の対策といたしましては、私

はやはり、この横瀬川ダム、このことだけで河
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川の洪水を、治水をしようという考え方は、も

うなかなかそれだけでは対応できないのではな

いか、そういう時期に来ているのではないかと

いうふうにも考えます。 

　長野県などでも、現在は緑のダム計画、いわ

ゆる森林を整備して、保水力を高め、出水力を

下げて、洪水を防ぐということがいわれておる

わけでございますが、横瀬川ダムの総工事費は

約４００億円です。 

　これのダムによる集水面積というのは、１１．

４平方キロメートルでございまして、１ヘクタ

ール当たり、単純計算で３，５００万円もの、

治水のための予算を投入をするという形になっ

ております。 

　かつて私は、坂本ダムのときにも、このよう

な計算をし、河川ダムのそういうことと同時に、

森林整備ということに重点を置くべきではない

かというふうな質問もしたことがございますけ

れども、４００億円の工事費の、いわゆる公共

的な効果、確かにございますけれども、大手ゼ

ネコンがそのすべてを請け負い、地元は利益は

完全に県外に流れて、地元の業者は孫請け、あ

るいはさらにその下で請け負う形になるわけで

ございまして、私はやはり、そういう総合的な

森林を守って、治水対策をしていくということ

が必要ではないかというふうに思います。 

　このようなことも含めまして、先ほど来の、

私の方で提案もいたしましたことについて、な

かなか唐突で答弁できない部分も多々あるかと

思いますけれども、そのようなところを、可能

な範囲でお答えをいただきたいと思います。 

　続いて、ごみの減量対策ということでござい

ます。 

　行政改革の方でも質問をいたしましたけれど

も、ごみの問題は、環境問題も含めて、避けて

通れない課題となっております。本市において

も、コンポストの助成金や生ごみの発酵液の購

入助成が行われております。 

　また、昨年の広報には、生ごみの処理の仕方

等、分別収集等についての市民への広報が載せ

られておりましたけれども、なかなか抜本的な

対策がとられていないのではないかというふう

に考えます。 

　平成１７年度のごみ処理に関する主な市費は、

幡多クリーンセンターには、負担金として１億

５，８００万円。あるいは、清掃公社への負担

金や委託料は１億６，０００万円。あるいは、

宿毛市の最終処分場には、２，８００万円。そ

の他ごみ袋の購入や販売等で１，５００万円な

ど、およそ３億６，０００万円ですが、これは

市職員の人件費等は別といたしております。 

　このうち、１億５，８００万円の幡多クリー

ンセンターの運営負担金は、従量制になってお

ります。民間業者も含めた約９，０００トンが、

宿毛市から１年間搬入されておりますので、１

キログラム当たりに換算いたしますと、焼却費、

溶融費と申しますか、約、キログラム当たり１

６円になります。公社への委託料を含めると、

約４３円。市費や人件費やごみ袋を含めると、

１キログラム当たりに、何と５０円の市費の負

担が要るという形になります。 

　１袋、例えば１０キロを集積場に出すという

ことは、市費として５００円もの、１０キロで

換算しますと５００円もの市費を要している、

こういう大変大きな費用を支出しながらのごみ

焼却となっているわけでございます。 

　このごみを減量することは、環境問題ととも

に、財政負担の非常に大きな軽減になるし、ま

た、市民の協力による、最も大きな、私は財政

改革でないかと考えます。 

　もっとごみ処理費の内容を市民に詳しく公表

をし、市民の協力を得るべきであると考えます。 

　そうして、ごみの減量化の数値目標を立て、

年次計画を立てて、いずれの日にか、ごみゼロ
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を最終目標とする計画を、市民にわかりやすく

提案すべきであると考えますが、市長の認識を

お聞きいたしたいと思います。 

　こうして年次計画を立て、昨日の中平議員の

質問の内容と同じところもございますが、経費

の削減した分を、資源の収集や生ごみリサイク

ル事業の原資とし、これを提案をしたい。さら

に、金属などを含めた分別収集などでは、市民

のボランティア組織の立ち上げをすることも、

このような補助金等によって可能ではないかと

いうふうに考えますが、お考えをお聞きしたい

と思います。 

　また、家庭から出るごみの中でも、生ごみは

非常に有効な有機肥料の原料として価値が高く、

全国にその実践例は多数存在してます。すくも

夢いっぱい会にも、生ごみリサイクル部会がご

ざいます。 

　まず、こうした組織と情報を密にし、収集処

理、利活用などの実際に、まず一歩から着手す

べきであると考えますが、いかがでしょうか。 

　私は、かつて生ごみは大切な有機肥料であり、

家庭から出る生ごみの焼却処理は、循環農業の

サイクルを断ち切る最たるものである。行政が

率先して、その範を示せと、みずからの経験を

述べ、当時の市長に対応を求めたこともござい

ましたけれども、そのときは、一切、具体的な

検討をしていただくことはできませんでした。 

　生ごみの問題を提案してから１０年近くにも

なりますが、生ごみの処理については、大規模

なプラントを要するものから、畑に入れ簡易に

処理できる技術まで、そのノウハウはたくさん

あります。何よりも、生ごみでつくった有機肥

料によるおいしい野菜がつくれます。 

　そのことを、市民にもっともっと知っていた

だきたいと思います。そのためには、市民の出

すごみの分析を進め、行政の対応、何が一番効

果的な軽減策なのか、この現実から対処してい

く必要があると考えますが、市長のお考えをお

聞きしたいと思います。 

　そして、最後の地域懇談会の開催についてで

ございます。 

　現在、少子高齢化等の流れの中で、地域は大

変厳しい状況が、問題が山積をいたしておりま

す。一次産業や、あるいは少子高齢化などと同

時に、もう１つ、これから大事なのは、市町村

合併等の中でも言われてまいりましたけれども、

自立型の地域づくり、やっぱり住民が自主的に

地域のかかわりに接していく。地域づくりに立

ち上がっていく、こういうことが必要な、今の

社会情勢ではないかと思います。 

　今後も、地域福祉計画、こういうものの策定

である。あるいは、自主防災組織、また、地域

介護支援の組織、そういう点、地域の実情と行

政、それを反映していくために、私は積極的に

行政が地域に入り、地域の実際の中で、行政の

持つその専門的な知識、能力、実践的な力を、

私は住民の皆さんにも訴えていただきたいと思

います。 

　こうしたことが、これからの行政改革プラン

にもございます学校の統廃合、あるいは保育所

の統廃合、こういうこともきちんと、地域住民

の合意が得る、そういう非常に大切な手段にな

っていくのではないかというふうに思います。 

　そのような点を、ぜひとも積極的に対応して

いただき、特にこの市職員の専門性を生かした、

積極的な地域活動と、そして特にまた、沖の島、

鵜来島などへの具体的な提案、こういうことも

含めまして、私はいろんな分野で専門の方々が

そろっている、市の職員の皆さんの、そのよう

な地域に入っていく積極的な対応を求めていき

たいと思います。 

　先日、文教センターで、地域づくりについて

の１つの講演会がございました。その中で、篠

山小中学校を中心としたこの山北正木地域の地
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域づくりというお話もございまして、私は非常

に感銘を受けたわけでございますが、学校を中

心としながら、いかに地域住民が連携をし合い、

地域づくりを起こしていくか、皆さんがかかわ

っていくか、そういう地域が一丸となった方策

を、さまざまな形で検討し、実践している姿が

発表されたわけでございますけれども、私は、

ぜひともこのような地域づくりの方向を、宿毛

市全体に広めていく、そういう取り組みをして

いただきたいというふうに思います。 

　以上、第１回目の質問を終わらせて、答弁を

いただきたいと思います。 

　先ほど、洪水時に１，０００万トンの水を事

前に放流するという質問をいたしましたが、実

際は１００万トンの間違いでございました。訂

正をいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、沖本議員の一般

質問にお答えいたします。 

　まず、最初に行政改革大綱プランでございま

す。 

　これは、昨年末に策定をいたしまして、１月

に、地区に対して文書をもって、市民への公表

を行ってまいりました。 

　これは、一応、回覧の形になっておりますが、

すべてのコピーをすることが、少し間に合わな

かったものですから、ご入用の方はということ

のただし書きもつけて、回させていただいたわ

けでございます。 

　今後におきましても、ホームページであると

か、広報の「すくも」等を通じまして、随時、

内容を公表しまして、周知を図ってまいりたい

と、このように考えております。 

　その中で、学校の統廃合とか、私、昨日も答

弁させていただきましたが、地域の方々のご理

解、ご協力がないとできないものというものも

ございます。これは、事前に地区説明会といっ

たものを開催するなどしまして、地元へ十分な

説明を行うということの中で、理解を求めてい

くような努力をしていかなきゃいけないと、こ

のように思っております。 

　いろんな項目がございまして、事前に皆様方

に、まだ説明できてない部分もございます。多

分にございます。 

　この改革プランを、集中改革プランを実行す

るに当たっては、市民の皆様にご理解とご協力

をいただかなきゃいけない。これは、市民の代

表の中の、民間の方々の委員で構成する行政改

革推進委員会へ諮問をした結果でございます。 

　そういったことで、民間の方々のご意見が多

分に生かされているのではないかなというふう

には思っておりますが、まだまだこれは、実行

につきましては、市民の皆様に事前説明をして、

ご協力をお願いするという部分が多分にあると

いうふうに、私自身は認識をしておるわけでご

ざいます。 

　推進委員会の中では、削減をするというだけ

ではなくて、必要な事業には予算を集中投資す

べきであるというふうなご意見とか、導入時期

等については、細かい指摘とか提言というもの

がなされております。 

　大変活発な、民間の委員の方々の議論がなさ

れておりまして、これで１２月の５日に答申を

いただいたということで、この整理をするのに、

少し時間が要しまして、１２月議会には、事前

にお配りすることができなかった次第でござい

ます。 

　ほかにも、まだ本大綱とか、プランに触れら

れていない項目について、すべきことがあるじ

ゃないかというふうなご指摘もございます。 

　これは、盛り込まれてない事業だから、何も

しないというわけではございませんで、これは

日々の行政活動の中で、きちんと見直すべき事

業等あったら、その都度、見直して改善をする
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のが当然というふうに受けとめております。 

　さらに、見直しとか廃止をというふうにされ

ている事業についてでございます。相手方との

協議というふうなものも控えておりますし、理

解が得られているのかということでございます。

先ほど申しましたように、事業によりまして、

今後、理解を求めていくということもあります

し、既に了解をいただいているというところも

ございます。 

　このメリハリがあるわけでございますが、い

ずれにしましても、この大綱、集中改革プラン

の実施につきましては、市民の皆様のご理解を

とにかく得なきゃいけないというふうなことが

一番大切であるというふうに考えております。 

　プランを立てましたので、実行をしていかな

きゃいけない。そしてまた、これを、検証も皆

様方にしていただかなきゃいけないというふう

に思っております。 

　どうかご協力を願いたいというふうに思って

おります。 

　それから、東部の浸水被害と横瀬川ダムのこ

とで、沖本議員からいろいろ、お話がたくさん

ございました。 

　ここは、本当に、きのうは西部の方の冠水の

ことがございましたし、東部のこの冠水被害と

いうものも、非常に大切、喫緊の課題でござい

ます。 

　特に、けんみん病院に行く道が、すべて洪水

時には閉ざされてしまうというふうなことで、

きのうもお話をさせていただきましたが、今、

５６号の工業高校の前のところにつきましては、

国の方で。また、平田１号線の嵩上げを、住民

の皆様のご理解を得ましたので、１８年度予算

でこの嵩上げを実施いたしまして、県民病院へ

のアクセスを確保するというふうなことに取り

組んでおります。 

　非常に、平田・山奈地域の冠水対策、これ、

中筋川ダム、そして横瀬川ダムというふうな、

２つのダムということでの、横瀬川はこれから

でございますが、関連ということでございます。 

　中筋川総合開発工事事務所では、山田排水機

場付近に内外水位計を設置をいたしまして、台

風の前には、中筋川ダムの水位をあらかじめ下

げる計画、これは先ほど、沖本議員の方からも

お話がありました。 

　そういうふうなことを計画として立てまして、

流域の地区長さんと事前放流の協議を進めてお

るというふうな状況でございます。 

　また、先ほど、沖本議員の紹介にありました

ので重複しますが、横瀬川ダムの放流口には、

全国でも類を見ないと言われる洪水調節用のゲ

ートを設置するための設計変更が行われたとい

うことでございます。 

　私も、考えるに、これは本来、すべきことじ

ゃないかなと。全国初めて、類を見ないという

よりも、こういった洪水調節用のゲートという

ものは、本来あってしかるべきじゃないか。中

筋川ダムにも、こういうものがあってしかるべ

きじゃなかったかなというふうなことは、私自

身も認識をしたところでございます。 

　一方では、宿毛、中村両土木事務所で、県管

理区域内でのしゅんせつ、堆積土砂のしゅんせ

つでございます。これが来年度事業として、実

施されるというふうに聞いております。 

　とにかく、洪水というか、中筋川、あのよう

に傾斜の緩いところでございます。できるだけ

川に入る容量を確保しなきゃいけないというこ

とで、前から、県にもお願いしますし、また、

国にもお願いをしておるところでございます。 

　できましたら、全体を国の管理として、すべ

てやっていただきたい。河川改修をすべてやっ

ていただきたいという気持ちがあるわけでござ

いまして、そういった要望につきましても、国

にはまいっておるわけでございます。 
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　そういった形で、中筋川の維持管理体制を、

やっぱり強化する必要が、非常にあるんじゃな

いかなというふうに思います。 

　沖本議員の指摘によります問題点、多々ござ

います。今後もできる限りの対策をとっていた

だく、また、我々も対処をしなきゃいけないと

いうふうに思っておりまして、各関係機関へも、

強く要請をしてまいりたいと、このように思っ

ております。 

　それから、ごみの減量対策でございます。 

　るる、沖本議員が説明していただいたような

ことでございまして、非常にごみを減量化する

ことによって、予算が削減できるというふうな

ことがございます。 

　ごみの減量化につきましては、広報の「すく

も」や、地区回覧文書によって、分別でリサイ

クルへの転換による減量、それから、ライフス

タイルを見直していただいて、例えば詰めかえ

用の製品の購入であるとか、マイバッグ運動の

促進とか、市民参加のごみ減量化を呼びかけて

きたところでございます。 

　なかなか溶融炉ができたための部分も、反対

にあるんではないか。溶融炉は何でも燃やせる

から、何でも入れていいんだというふうな風潮

が、少し、リサイクルをやってた部分から、も

う少しまた、こういうふうに変換があったんで

はないかなというふうに思っております。 

　いずれにしても、溶融炉は、全部は燃えます

が、溶融炉も限度がございます。受け入れの限

度がございますので、ぜひ、このようなごみの

減量化について、また、仕訳をすると、リサイ

クルのできるものについては、リサイクルして

いく。資源ごみとして回収していくというふう

なことに、市民の皆様が取り組んでいただきた

い。 

　我々行政も、できるだけのことをしていかな

ききゃいけない。ごみの減量化によって、浮い

た経費につきましては、ほかに回せるというふ

うなことでございます。 

　ちなみに、沖本議員が先ほど、１０キロ５０

０円というふうな話がございましたが、実は、

１６年度のごみ処理経費につきましては、収集

運搬とか、処理経費が１０キロ当たりで４２６

円というふうな数字が出ております。これも、

生ごみの水切りとか、リサイクルの分別、こう

いうふうなことが非常に必要なことだろうと思

いますし、生ごみにつきましては、沖本議員も

おっしゃいました堆肥化というものについて、

取り組まなきゃいけない。 

　近ごろは、微生物で生ごみを処理して、堆肥

化するＹＭ菌であるとか、ＥＭ菌であるとかい

うふうな取り組みをしているところもございま

す。 

　まだ宿毛市の中では、その部分がなされてお

りませんが、皆さんのお知恵を借りて、またこ

ういうものにも取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。 

　それから、リサイクル団体、そのごみのリサ

イクル団体の育成とか、回収とかも、やっぱり

これはごみの減量化の結果によって、やってい

かなきゃいけない。減量化によってやるんじゃ

なくて、一緒にやっていかなきゃいけないのか

なというふうに思います。 

　きのうも、中平議員の質問にございまして、

答弁させていただきましたが、これは分別収集

のとき、いろいろな問題があろうかと思います

が、こういう問題が起きないように、できるだ

け皆さんの協力をいただいて、ごみの減量、分

別収集というものに努めてまいりたいというふ

うに思っております。 

　それから、あと、生ごみの堆肥化の話でもう

１つありますのは、コンポストの設置を補助し

ておるわけでございます。これも、コンポスト

も庭なり畑がないと、なかなかできない部分も
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ございます。 

　そういった意味では、全世帯というわけには、

なかなかまいらないかと思いますが、ぜひ、皆

様方、市民の皆様にこの場を借りまして、ぜひ

生ごみの水切りから始める。そして、週２日あ

る生ごみ収集日について、このごみを少しでも

減らしていただく。紙類については、紙の収集

日に、そしてまた瓶や缶については、その収集

日にぜひ、収集場所に集めていただくというふ

うなことに、まずご協力を願いたいというふう

に思っております。 

　次に、地域懇談会の開催でございます。宿毛

市では、まず、各地区の地区長との懇談会を開

催をいたしまして、地域の問題や、行政に対す

る意見などを提言していただくということで、

年１回、市政懇談会を開催しているところでご

ざいます。 

　私も市政を担当させていただきまして２年が

経過をしております。地区によりましては、地

域の集会所におきまして、区民の皆様と直接、

話をさせていただきまして、区長さんがこれを

企画されて、ご意見も聞かせていただいたこと

もございます。 

　また、いろんなイベントにも呼んでいただき

まして、例えば、前夜祭だとかにも参加させて

いただきまして、郷土料理をごちそうになった

り、また、昨年は沖の島へ行って、踊りも、初

めて踊りをさせていただきまして、参加をさせ

ていただきました。 

　一応、そういった形で、住民の方々と直接、

触れ合う機会も、全域ではございませんが、一

部でやらさせていただきました。 

　沖本議員からご提案いただきました地域懇談

会の開催につきましては、現在、地域の皆様に、

地域福祉計画の策定に参画をお願いもしており

ます。元気な地域づくりについて、関心のある

方に対して、情報提供とか、共同作業を実施す

る上からも、市民の皆様の声を、直接、聞くと

いうことと、行政の直面している課題などを話

し合う、そんな機会をつくりたいというふうに

思っておるわけでございます。 

　ぜひ、皆様方からも、地区長さんからいろい

ろな声もかけていただければありがたいかなと

いうふうに思っておる次第でございます。 

　以上でございます。 

　それから、１つ残してました。 

　市の職員の専門性を生かしたいということで

すが、私、常に思っておりますのは、宿毛市、

一次産業中心のところだと思います。やはり、

ここで市の職員に今、例えば農林水産の専門家

というものがおりません。私自身は、県の方か

らの地域支援員の方々、今、来ておるわけでご

ざいますが、農林水産業の専門家をぜひ、派遣

していただければなというふうなことも思って

おりますし、ぜひ、市の職員も、その専門性の

ある形ができればいいのかなと。 

　市の職員は、大体、行政でございますが、土

木技術を含めまして、ほとんどの課を経験する

ような形になっております。この職務の中で、

専門的にずっと配置していい箇所もあるんでは

なかろうかというふうなことも、実は今、思っ

ております。 

　そういった形で、ご本人がどういった思いも

持っておられるか、その職員の方にも意見も聞

いてみなきゃいけない。専門的にやってみる気

概のある人というか、そういったことも、職員

との話の中で考えてみなきゃいけないというふ

うには思ってます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４３分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 
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○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１０番沖本年男君の質問を継続します。 

　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、再質問をい

たします。 

　市長の政治姿勢を問うという通告の中で、執

行部との話はできておりますが、先ほどちょっ

と、欠けておりました地域対策というところの

観点から、団塊世代の帰郷支援策という形で準

備をいたしておりました。 

　このことについてから、まず入っていきたい

というふうに思いますが、現在、団塊の世代、

まさに私なんか、その真ん中にいるわけでござ

いますけれども、全国で、この団塊の世代の皆

さん方が退職になっていく。非常に、私なんぞ

は論外ですけれども、非常に有能な技術や能力

を持った皆さん方が、退職をされていく形にな

るわけですが、このような人たちに対して、今、

全国でそれぞれの帰郷を促す、あるいはまた、

Ｉターン、Ｕターンを含めて、その団塊の世代

の皆さん方に対しての呼びかけが強まっており、

先日はたしか、全国的なそういう連絡網をつく

るというふうな報道も聞いたわけでございます

けれども。 

　宿毛市としても、このような団塊世代の皆さ

ん、ここふるさとを宿毛においている皆さん方

に対して、呼びかけをしていく、アプローチし

ていく方向を検討しているやに聞いております。 

　そのような点で、現在、どのような対応をな

されているのか、これをお聞きをいたしたいと

いうふうに思います。 

　続きまして、私の先ほどの行革のプランにつ

いての再質問でございますが、今後、この大綱

やプランへの市民の広報、周知等については、

市長の方から、ホームページや広報で積極的に

行っていくというふうな答弁がされたわけでご

ざいます。 

　非常に大事なところですので、このような市

民に一つひとつ、その趣旨を理解していただけ

るような取り組み、市としての対応を、順次や

っていただきたいというふうに思います。 

　こうした中で、先ほど、個々の内容について

は、私も再質問の方で求めていくというつもり

でございましたが、４点ほど挙げました項目に

ついては、各課、関係の、所管の皆さんで結構

でございますので、どういう趣旨により、この

ようなプランを策定されたのかということにつ

いて、再答弁という形でお願いを申し上げます。 

　それと、私が指摘をいたしましたこの改革の

プランに入ってない項目二、三点について、具

体的に名前を挙げて説明をしたわけでございま

すけれども、特にこの隣保館の運営とか、入札

制度というのは、大事な事業でございまして、

確かに補助金等のこともあろうし、あるいは、

今後の、先ほど出ておりました地域福祉計画、

このような観点からも、全体の中で論議してい

く必要のある内容ではないかというふうに思い

まして、どうしてこういうものが、こういう中

に入れられていないのかなというのを、率直に

思いましたので、質問をしたわけでございます

が。 

　入札制度に関しましても、これは非常に、公

共事業としての位置づけの強いところでもある

わけでございますけれども、しかし、よりその

事業を多くこなしていく。業者の皆さん方にも、

積極的にそのような事業に協力をしていただく

という方向の中で、できるだけ安く、できるだ

け多く、そういう方向の入札制度というのは、

私は考えていいんじゃないかと。 

　去年度の決算報告の中でも、ほとんどの落札

率というのが、９６パーセント、７パーセント、

８パーセント、こういう高どまりをしている内

容がございます。しかし、それが即悪いという
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ことではございません。入札の単価の公表とか、

それぞれ国の方針に基づいた、市の方としても

対応していることはわかるわけでございますけ

れども、そのような点について、検討の余地が、

私はあるのではないかと求めたわけでございま

すが、そのような点が、今回含まれていなかっ

たということについては、そのことに関してだ

けで結構でございますので、お答えをいただき

たいというふうに思います。 

　続きまして、この東部の浸水の問題について、

市長の方から、私の指摘した点等についての答

弁があったわけでございますけれども、やはり、

私はこの洪水をなくしていく。軽減をしていく、

そのことの抜本策というものが、私はどうして

もとらない限り、単なる小手先のとは申しませ

んけれども、具体的な洪水には、十分な効果を

果たせれない、そういう今までの県土木であっ

たり、ダム事務所であったり、そういう形での、

今までの対応ではないかと思うわけです。 

　このような点に対して、私はまず、第１点と

して、この一昨年、あるいは昨年の大洪水、こ

ういう洪水について、これを中筋川の防災計画

にあるような形、いわゆる国の直轄河川の中で

は、きちんとした洪水対策というのを明示して、

取り組んでいるわけでございますけれども、こ

の上流については、全く国が関与をしないと、

していないという形になっているわけでござい

ますけれども、私は、上流にダムがあり、しか

も市内に２つのダムを完成する計画のある中で、

やはり国、県、市によりまして、ここの洪水を

抜本的に解消していく、こういう形での、私は

検討をしていく必要があるんじゃないか。 

　今まで取り組んでいただいたこと、これは大

いに評価をいたします。しかし、これではやは

り、つけ焼刃と申しますか、私は完全な形には、

いずれにおいても、その都度、その都度、洪水

の内容というのは違うわけでございますけれど

も、しかし、国直轄河川できちんと指摘してい

るような内水対策も含めた洪水対策、ここにお

いても、やはり私は立案をしていく責任が、国

にあるし、県にもあるし、そして宿毛市はそれ

を正当な根拠として求めていく、私は理由があ

るのではないかというふうに思います。 

　そのような形の中で、全体を、どのような形

でこの地域を洪水から農地や住宅、国道冠水、

これを守っていくのかという、私は計画をして

いただきたい。 

　そのためには、もう皆さんも当然、ご理解し

ておりますここの河川について、国の直轄河川

に編入をしていただく、こういうことが、私は

非常に大事なことではないかと思います。 

　この間は、公明党の国会議員の皆さん方も、

現地の調査をしていただきまして、あの山田、

平田地域の洪水対策についての、地域の皆さん

の意見や行政の皆さんの意見も聞いていただい

たわけでございますけれども、非常に大きな問

題にもなっているわけでございまして、私は、

国の直轄河川についての編入を求める。 

　しかし、それができないのであれば、私は明

らかに、その地域に害を与える、そういう今ま

での、私は指摘しているんですけれども、助長

になる部分もあるダムについては、私はやっぱ

り、きちっとした対応をしていかないと、宿毛

市民のこのような財産を守り、そういう災害か

ら守っていく、その責任を私は果たせないんじ

ゃないか。あいまいな形では、私はいけないん

じゃないかというふうに思います。 

　そのような点で、このダムと直轄河川の問題

を、十分、国にも理解をしていただき、ここの

地域の抜本策を、総合的に取り組む。この国直

轄河川の方向を含めまして、検討をしていただ

くように、私は強力に要請をしていただきたい

と思います。 

　国にとりましても、４００億円という事業を
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実施するかどうか、非常に大事な判断を迫られ

ているわけでございまして、宿毛市にとっても、

このダムができて、あの緩やかな流れの中で、

洪水が起こるたんびに内水の被害が助長される、

こういうことが今後、１００年も２００年も続

く結果になるわけでございますので、この辺の

内容を、十分検討をしていただいて、強い、そ

ういう決意を持って、私は市長に臨んでいただ

きたい、このように考えます。 

　ゲート式への変更についても、横瀬川ダムで

す。これは非常に前進面であると同時に、市長

は全国で初めて、こういう話をしていただきま

したけれども、それは逆に言えば、全国でこう

いうダムをつくって、一番大きな被害が出てい

る可能性すらあるということも、これは悪意に

もなるわけですけれども、そこまでとってはい

けないかと思いますけれども、私などは現地で、

本当に実際の災害に対応している者としては、

そのようなところにも行き及ぶ感がするわけで

す。 

　そういう点での、非常に、何度もこの問題に

ついては、取り上げさせていただきますけれど

も、ぜひともその決意をしていただきたい。特

に山田の小島沖の農地、ここは今回の農業用水

の排水にも該当をしません。そして、排水ポン

プ場設置の効果もあらわれませんし、逆に横瀬

川ダムが、同じような、中筋川ダムと同じよう

な状況が一定あらわれるならば、よりここの洪

水被害は助長もされます。非常に地元の人たち

は、心配をしております。このような点につい

ても、私は行政として、きちんとこたえていく

必要があるのではないかというふうに思います

ので、その点についての検討を求めます。 

　さらに、このごみの減量対策についてでござ

います。市長の答弁お聞きいたしまして、市長

の意欲というのはよくわかります。本当にいろ

んな形で対応していきたい、こういうことの気

持ちはつながるわけでございますけれども、し

かし、これを進めていく手だてというものが、

やっぱり市長の決断によって、私は一歩進めて

いく必要があるのではないかなと思います。 

　例えば、このようなごみ減量へ向かって、検

討委員会をつくり、民間の人たちも含め、行政

の皆さんと一緒になって、このごみを減量する。

リサイクルを含め、あるいは活用を含め、本当

に私たちのこのむだな負担をなくし、この厳し

い財政の折に、１０キロを節約すれば、先ほど

の市長の答弁でございました４２６円でしたか、

これが節約できる。逆に言えば、このごみをど

こかに処理すれば、宿毛市の市費はそれだけふ

えるわけでございまして。ふえるというか、い

ろいろ職員のこととか、公社への委託料とか、

その辺の、多少の量によって変わらないものも

あるわけでございますけれども、私は、目に見

える形での削減が可能な状態でございますので、

ぜひとも市民の皆さんにも、このようなところ

をご理解いただき、節約だけではなくて、リサ

イクルによって、非常に有効な利用ができる、

こういうことも実証されているわけでございま

すので、ぜひとも民間の皆さん方、あるいはご

みのそういう減量で取り組んでいる皆さん、あ

るいは農協とか農業者の皆さん、いろんな人た

ちと一緒になって、そういう生ごみの対策、あ

るいは地区長連合会の皆さん方とのこのリサイ

クルについての取り組み、私は積極的に、この

今の行政改革の中で、市民の皆さんと一緒に考

えていく課題としては、私は本当に有効なもの

ではないかというふうに考えております。 

　その辺について、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

　それと、時間があれです、答弁もございます。 

　地域懇談会の開催についての質問をしたわけ

でございますけれども、職員のこの一次産業の

専門者が少ないという形で、今後の対応もいろ
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いろ検討していきたいという答弁もいただきま

した。 

　私は、そういう形も非常に大事だと思います

し、昨年での市のそういう構成の中で、農林課

などには、そういう形の対応も、ひとつにはさ

れた、積極的な側面もあるのではないかという

ふうに考えますが、今後、本当に地域の皆さん

と結びついていきながら、地域に入っていける

人を、ぜひともいろんな県の政策と対応しなが

ら、求めていきたいというふうに思います。 

　それと同時に、先ほど言いました、地域が非

常に、これから厳しい状況がございます。共同

作業にしても、年寄りでなかなか出て来れない。

介護が必要な人がたくさん出てくる。そういう

１つの社会問題の中で、国としてのいろんな政

策もとられ、市としても対応しているわけでご

ざいますけれども、私は、この地域も、逆に今

までの、今までもそうだったということはあり

ませんけれども、補助金で対応するという見地

ではなくて、地域が自立をしていく。その支援

を行政にお願いしていく。 

　お金とかそういうことではなくて、積極的に、

能動的な対応をしていく地域というのが、私は

必要だと思うし、そういう役割を果たしていく

ためには、やはり最初の形の中では、行政の皆

さん方の支援が必要ではないかというふうに思

います。 

　そのような点も指摘をいたしまして、再答弁

の方を、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、沖本議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、１つ目に、団塊の世代の帰郷支援策と

いうことでございます。 

　実は、私も団塊の世代の人間でございますが、

都会に暮らしてた折も、本当に都会の便利さに

はなれてはきたわけですが、やはり自然回帰と

申しますか、ふるさと回帰というふうな思いも、

非常に強くなって、帰ってきたという、自分の

経緯もございます。 

　皆さんも都会に暮らす人は、そういう思いを

持っているんではないかなというふうなことを、

私自身も思っておりまして、せっかく都会で暮

らされた方々が、いろんな知識や技能を持って

おられる方々が定年になりますと、そこでその

知識が途絶えてしまう。というふうなこともご

ざいます。 

　そういうこともありまして、長年の都会生活

に一区切りをつけていただいて、定年のときに、

田舎へ帰っていただきたいなというふうな思い

をずっと持っておりました。 

　そこで、ふるさとのいわゆる東京宿毛会であ

るとか、名古屋高知県人会とか、いろんな場所

に出かけて行っておりますが、その時にふるさ

との方々と話しましたときにも、やはりふるさ

とはどうなっているのかということを、都会に

暮らしている方々には、その質問が一番でござ

います。 

　東京の宿毛会という、本当に宿毛市出身の方

だけが集まるところもございます。ここでは、

３０分ほど時間をいただいて、まだ２回でござ

いますけれども、そういう発言の場を設けてい

ただいております。 

　そういうことで、宿毛市の状況なんかを発信

をしておるわけでございます。 

　私も、そういったことを思いながら、早く、

これは都会に暮らす皆様に、宿毛市へ帰ってき

ませんかというふうな呼びかけを、やっぱり行

政からしていくべきではないか。 

　もちろん、これは都会へ出ておられる方々の

ご親類の方々であるとか、友人の方々であると

か、そういった身近な方々も声をかけていただ

きたいとは思いますが、宿毛市の行政としまし

て、皆さんにこういうことを呼びかけるという
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のが、まず必要ではないか。 

　いろんなホームページとか、いろいろ電子機

器も発達しております。そういうことで、これ

を呼びかけるために、まず先だって、県人会で

あるとか、東京宿毛会であるとか、いろんな会

がございます。その代表者の方々に、まず信書

を出しまして、こういった呼びかけの信書を、

発信をさせていただきました。 

　その上で、またこれから、ホームページに掲

載しまして、いろいろな宿毛市での、例えば空

き屋情報であるとか、産業情報であるとか、そ

ういったものについて、たくさん発信していき

たいなというふうに思っております。 

　１点でございますが、宿毛は非常に釣りが有

名だということでございまして、ある方から、

Ｉターンと申しますか、宿毛市出身ではござい

ませんし、宿毛市には行ったこともないんだけ

どということで、問い合わせが１件ございまし

て、家賃で５万円ぐらいで住むようなところは

ないかと。もう定年になるので、釣りが好きで

たまらないということで、釣りで有名な宿毛市

へ行って住んでみたいというふうな問い合わせ

も、今、あります。 

　このような形で、Ｉターンであるとか、Ｕタ

ーンであるとか、そういった方々がふえるんで

はないかなというふうに思います。 

　非常に自然の豊かな宿毛市でございますので、

皆様方が本当に帰っていただきたい。また来て

いただきたい、定住していただきたいというふ

うにも思っておる次第でございます。 

　それから、あと、行政改革の問題でございま

す。先ほど、答弁がちょっと抜けておりました。

ご指摘がございました４点でございます。これ

は、担当の課長から、詳しく説明をさせていた

だきます。 

　それから、先ほども、入っていないものもあ

るんじゃないか。隣保館であるとか、入札制度

であるとか、もろもろのものがあると思います。 

　先ほどの答弁もさせていただきましたけれど

も、全くこれが、集中改革プランがすべて、全

部網羅されているとは、なかなか限らないと思

います。まだまだ見直すべき課題もありましょ

うし、気づかなかった部分もありましょうし、

また、１年間通じて、ここはこうした方がいい

んじゃないかということがたくさんあると思い

ます。 

　そういうことについては、これはその都度、

見直しを図っていかなきゃいけない。その図る

ときには、また皆さんにも情報公開という形で

していかなきゃいけないと思います。 

　また、先ほど、入札制度のことがございまし

た。公共事業、徐々に徐々に、もう減っている

わけでございますが、私はこの宿毛市において

は、公共事業がまだまだ必要なところだと思っ

ております。本当に道路の問題、それからがけ

崩れであるとか、まだ整備しなきゃいけないと

ころは、都会はもう整備は済んでいると思いま

すが、まだこの宿毛市においては、インフラ整

備というものは、まだまだ必要だということで、

本来なら、これを減らせるべきじゃないと思い

ますが、こういった財政状況の折でございまし

て、それに応じた形での公共事業を、予算化を

しておるわけでございます。 

　そういうことで、入札制度につきましても、

国の入札制度の改革なんかもございました。い

ろいろ変えていかなきゃいけない部分もあろう

かと思いますが、要は、これは適正な価格で、

適正な業者さんに、適正にやっていただくとい

うのが、公共事業の務めであろうかと思います。 

　今、国の方では、指名競争入札もありますが、

単価と言いますか、予定価格の低いものについ

ては、指名競争。それからもっと低いものにつ

いては、随意契約とか。そしてまた、高くなっ

てきますと、一般競争入札。そして、公募型競
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争入札、そしてまたその中でも技術情報募集型

であるとか、総合評価方式とか、いろいろな試

みがなされておりまして、そういったものを、

どの工事に適用していくか、そういったものを、

一応の目安というものは、国においてはありま

す。ただ、宿毛市において、このぐらいの公共

事業で、どの入札制度が一番適しているのか、

そして入札の仕方をどうすればいいのか。今、

予定価格が公表されております。 

　ことしは最低制限価格は未公表という形での

進め方をさせていただいております。これは、

一応、ダンピング防止ということでやらせてい

ただいておるわけでございます。 

　そういった形と、あと、宿毛市内の業者さん

に、やっぱり仕事をしていただきたいという思

いもございます。 

　そういったもろもろのことを考えながら、入

札制度につきましても、きちんとした対応をし

ていかなきゃいけないというふうに思っており

ます。 

　次に、中筋川の関係でございます。これは、

沖本議員が先ほどおっしゃったとおりの話でご

ざいまして、ダムの直下まで国で、そのあと県

管理、そしてまた、その下から、下流から国管

理というふうな、国、県、国というふうな中筋

川の管理区分。管理主体が違っているわけでご

ざいます。 

　これにつきましては、やはり我々としては、

国直轄の河川に編入していただきたいというこ

とで、国土交通省の方にもお願いにも行ってお

りますし、この中筋川の洪水の状況につきまし

ても、国土交通省まで行きまして、こういう状

況ですから、ぜひ国直轄管理でやっていただき

たい。河川改修、そして上流にまたダムができ

ようとしておりますということで、この洪水の

状態を、今までずっと放置しておきますと、住

民にとって、大変なことなんでございますとい

うことも、るる説明してまいっております。 

　こういったダム建設の前に、住民対策、そし

てまた、この洪水対策、抜本的なものを考えて

もらわなきゃいけない。 

　最高の技術陣がおる国土交通省でございます

ので、そういったことについては、専門家がい

ると思います。そういった方々に、ぜひこの洪

水対策についての知恵を出し合っていただいて、

抜本的な対策をしていただきたいというのが、

私の強い気持ちでございます。 

　次に、ごみの減量化でございます。これは、

本当に真剣に取り組んでいかなきゃいけない。 

　昨日も、中平議員からもこういうご質問もご

ざいます。ぜひ、これは市民の皆様と共同体制

をつくらなきゃいけないというふうに、私、思

ってます。 

　また、庁内でも、職員一人ひとりがこういう

認識を持っていっていただかなきゃいけないし、

また、職員の家族の皆様、それから市民の皆様

に、どんどんどんどんこれを広げていっていか

なきゃいけないというふうに思っておりますの

で、ぜひ、皆様方のご協力をお願いをしたいと

思います。 

　先ほど、地域懇談会のお話もございました。

こういったごみ減量化の問題につきましても、

やはりこういった地域懇談会の中で、いろんな

話をする中で、ぜひ重点的に皆さん、取り組ん

でいただきたい。 

　財政のことを申しますと、こういう形で財政

についても、寄与できるわけでございます。と

いうことを、皆様にも説明もしていきたいなと

いうふうに思っておるわけでございます。 

　ぜひ、こういったことを進める上で、市民の

皆様のご協力、またここにおられる議員の皆様

が率先してご協力願えれば、ありがたいという

ふうに思っております。 

　以上でございます。 
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○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、沖本議

員の一般質問にお答えをいたします。 

　行政改革大綱集中プランの中で、４点ほどの

個別にご質問がございました。 

　まず、１点目の零細補助金の見直しについて

でございますが、この零細補助金の中には、数

千円といった補助金もございます。その数千円

の補助金で、その補助の目的が達せられておる

か等も含めて、内容を検討する中で、またその

中には廃止もありますし、見直しもあるという

ことで、今後、検討していくということでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

　もう１点、各種団体との役割分担の見直しに

ついてという分でございますが、本市の場合、

先ほどの補助金も含めて、かなりな団体に対す

る補助金もございます。 

　その補助金を出した団体の事務を、補助金を

出した担当課が会計事務まで行っているという

ようなものが、かなり見られます。 

　そういった部分を、会計事務、それからその

他の事務局も含めて、補助する団体の方で行っ

ていただけるよう、見直しをするということで

ございますので、よろしくご理解のほどをお願

いいたします。 

　もう１点、西町郵便局の諸証明の発行事務の

見直しについてでございますが、この西町郵便

局につきましては、今までの大綱の中でも、支

所の統廃合というのはうたわれておりました。 

　そうした中、郵政管署法が改正されまして、

郵便局で諸証明が発行できるということになっ

てまいりました。 

　その支所の統合も含める中で、試験的に西町

の郵便局の方で、諸証明の発行をさせていただ

いておりました。 

　ちょうど２０年が、１５年から２０年までの

機器のリース契約が５年間ということで、２０

年度に終了することとなっておりますので、そ

こも存続かも含めて、内容をまた検討していき

たいということでございますので、ご理解をお

願いいたしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　１０番、沖本議員の

再質問にお答えをいたします。 

　教育施設の委託についてでございますが、教

育関係のうち、文教センターなど、公の施設の

外部委託の基本的な考え方につきましては、民

間のノウハウを利用できる分野は民間にお願い

をします。 

　その際、市民サービスが低下するといったこ

とがあってはならないのは当然であります。そ

のため、契約等を結ぶ際には、市民に対するサ

ービス低下を招くことのないよう、十分留意を

してまいりたいと、このように考えております。

よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　時間もまいりました

ので、簡単に再々質問をさせていただきます。 

　団塊世代の帰郷支援対策について、市の方も、

積極的に、これから対応をしようと、またして

きているということでございます。 

　このような点については、いろいろ、とにか

く情報が、まずすべてでございますので、この

ような点についての取り組みを、市民の皆さん

に知っていただく、そういうことがいち早く取

り組んでいただきたいし、それこそ、私なども

団塊世代の真っただ中でございますので、例え

ば同窓会であるとか、そういうグループという

のは、皆さんそれぞれ持っております。 

　そういうところに、構わない範囲、個人的な

関係に入らないのであれば、私はそういう皆さ

ん方に対して、メールを送ったり、あるいはそ

ういう市長の信書を送ったりと、例えば、いう

ふうな形なども、私はそういう団体の同意があ
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れば、できるのではないかというふうに思いま

す。 

　そういう点で、創意と工夫を生かしながら、

この人口減の続いている宿毛市に、再びこの団

塊の世代がふえてくるというふうな取り組みに

ついて、積極的な対応をしていただきたいと思

います。 

　先ほど、この行政改革の点についてでは、す

べてではないと。例えば、気がつかなかったよ

うな部分もあるのではないかというふうな形で

のお話もございまして、ぜひともそういう点、

指摘したことについての検討は、いろんな形で、

積極的に対応していただきたいと思います。 

　これについて、入札制度についても、国の方

針等の中で、そこの範囲内で、各自治体さまざ

まな入札における工夫した取り組みが進んでお

ります。 

　決して、これは業者に安く請け負っていただ

くという観点ではなくて、業者を育てながら、

事業もふやしていく。地域の皆さんの協力も得

ていく。そういう地元産業を守りながら、進め

ていくという観点は失ってはなりませんし、そ

ういう中での積極的な対応を、今後もしていた

だきたいというふうに思います。 

　洪水の問題に関しては、非常に市長のかたい

決意、そういうふうな点が伺えました。今後も

こういう形で、いろいろな事態が発生されるこ

とが予想されますし、そして、私が最初の端に

指摘いたしました防災対策等の件での周知、連

絡網、防災上の、あるいは水門の水位の周知、

そういうきちんと内水をできるだけ早く排水に

移し、そして災害を軽減をしていく、そういう

ことは今回のこの水位計の設置によって明らか

になったところでもございます。 

　そのような点で、水門管理者との連絡体制を

密にするとか、そして国のそういう決めている

直轄河川における防災対策の中に、宿毛市も組

み入れて、そういう総合的な体制で事に当たっ

ていく体制、こういうことについても、ぜひと

も、答弁なかったわけでございますけれども、

検討を求めておきたいというふうに思います。 

　以上、全体的な形での答弁をいただきました。

私も、今後のいろんな活動の中にも生かすし、

行政としても、そのような取り組み、積極的に

やっていただくことを求めまして、私の再質問

は終わります。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、一般質問を行い

ます。 

　今議会に示されました行政方針、教育行政方

針を踏まえた中で、質問をさせていただきたい

と思いますが、７番目になりますので、できる

だけ、今まで質問された議員との重複は避ける

形でしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

　まず、行政方針についてお聞きをいたします。 

　１番目として、橋上地域の振興について、お

聞きいたします。 

　橋上地域につきましては、宿毛市の３割以上

を占める面積を持っております。しかしながら、

その人口は年々減少をいたしまして、現在は８

００人を切っているというふうになっておりま

す。 

　その中にあって、ＪＡ高知はたの橋上出張所

及びガソリンスタンドは、この地域にとって、

特に公共の交通機関がなくなってからの地域の

高齢者にとっては、生活の大きなよりどころで

ありました。 

　ところが、昨年末に行われましたＪＡの総代

会におきまして、機構改革が行われまして、宿

毛市においても、本年５月１３日をもちまして、

橋上、小筑紫、平田の出張所の廃止、橋上、小

筑紫、山奈のガソリンスタンドの廃止というよ
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うに、農家、組合員だけではなく、地域の生活

に直接影響するような改革が行われます。 

　とりわけ、橋上地域においては、地域の唯一

のストアであり、ガソリンスタンドであること

を考えると、地域住民の生活に大きな影響が出

てくることが懸念されます。 

　行政は、空洞化の深刻な中心市街地の活性化

だけに目を向けるのではなく、その周辺に起こ

っている過疎化、地域の消滅といった危機的な

状況に対しても、もう少し真剣に取り組むべき

だと考えますが、市長の答弁を求めます。 

　２番目に、林業振興について、お聞きをいた

します。 

　宿毛市には、８３．６パーセントを占める森

林があります。人工林率でいうと６５パーセン

ト、そのうち４６．７パーセントが生育途上の

３５年以下の若齢林であります。 

　森林については、木材の生産という経済活動

というよりも、近年では国土の保全、水源の涵

養、地球温暖化防止というように、その多面的

な機能が大きく取り上げられております。 

　森林所有者、林業経営者にとっては、長引く

木材価格の低迷等、採算性の悪化による生産意

欲の減退は、間伐、保育といった適切な施行を

行わない森林の荒廃が、このごろ目立ってきて

おります。 

　今回の機構改革によって、一次産業の振興部

門を産業振興課という形にまとめようというこ

とになっておりますが、海を守り、川を守り、

地域の環境を守っていくには、まず山を守って

いかなければいけないのじゃないかというふう

に思いますが、今後の森林行政について、どの

ように進めていくのかをお聞きいたします。 

　次に、介護保険についてお聞きをいたします。 

　全国的に高齢化が進む中で、高齢者の健康維

持や、推進に向けたさまざまな取り組みが進め

られております。平成１２年より始まった介護

保険も、本年４月より第３期の事業が始まりま

す。 

　要介護認定の重度化の防止や、高齢者が要支

援、要介護状態になることを防止するために、

予防重視型システムへの転換を目指した内容に

法改正され、地域包括支援センターが設置され

るとともに、地域支援事業や新予防給付などの

介護予防事業が新たに展開されると聞いており

ます。 

　現在、本市における高齢者及び要介護認定者

の数をお聞きするとともに、具体的な介護予防

事業の内容及び事業を、どのような年次計画を

立てて取り組むのか。また、地域包括支援セン

ターの設置と、役割についてをお聞きいたしま

す。 

　次に、介護保険料基準額が、現行の月額３，

２５０円から４，８９０円に大幅に改正されよ

うとしていますが、その要因をご説明願います。 

　また、保険料段階が５段階から６段階に変更

になった理由についても、あわせてお聞きいた

します。 

　次に、教育行政についてお聞きいたします。 

　まず、情報教育についてお聞きをいたします。 

　現在、市内すべての小・中学校において、小

学校では２人に１台、中学校では１人に１台の

割合でパソコンが配置されております。高度情

報化社会に対応できる生徒の育成に、各学校で

努力をしているところではあると思いますが、

パソコン導入から１０年近くを経過し、そろそ

ろ更新時期にくる機種も出ているのではないか

と思います。 

　台数の多さからも、計画的に更新をしていく

ことが重要になってくるのではないかと思いま

すが、委員会としての方針をお聞きをいたしま

す。 

　第２に、橋上中学校の統合問題について、お

聞きをいたします。 
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　平成１７年度を初年度とする行政改革大綱が、

先ほど示されました。具体的な数値目標を定め

た集中改革プランの中に、橋上中学校の統廃合

が明記されたことは、さきの１２月議会でも質

問をしたところでありますが、教育長の答弁の

中に、１８年度中に地域に対して説明に入って

いくとの答弁がありました。 

　ところが、今議会に示されました教育行政方

針には、具体的な行動計画がなく、保護者、地

区住民の理解を得て適正規模化に努めると、短

く２行にまとめられております。 

　宿毛市教育委員会の考える中学校の適正規模

とは、どのような規模なのか、まずお示しを願

いたいと思います。 

　あわせて、橋上中学校の校区に対して、どの

ように認識しているのかをお聞きいたします。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、寺田議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　地域の振興ということは、非常にこの地域に

とって、中心市街地ばっかりでなくて、非常に

宿毛市全体にとって、振興策というのはしなき

ゃならない難しい問題じゃないかなというふう

に、私、実は認識をしております。 

　本市の状況におきましては、住宅需要により

進められてきました新興住宅地の整備によりま

して、住宅地が整備された地域に人口が集中し

てきた傾向がございます。 

　現在の本市は、全体として人口の減少傾向に

ございまして、国勢調査が昨年行われました。

これによりましても、１，５００人の減少にな

っております。 

　そういったところでございまして、人口が増

加するところがありましたら、それに比例する

ように、減少するところが生じておるのが現状

でございます。 

　その減少傾向が顕著にあらわれているのが、

いわゆる中山間地域であるというふうな認識も

持っているわけでございます。 

　こうしたことから、中山間地域の活性化のた

めにも、主要産業でございます農林業について、

これは衰退させないような振興策を検討してい

かなきゃならないというふうに考えております。 

　なかなか特効薬というものが、今、ないのが

現状でございます。 

　特に、農業集落としての機能を維持するため

に、水路や農道の管理、農地の管理を、だれが

どのようにするのか、また、できるのかとかの

話し合い。それから、意欲のある農業者とか、

営農組織を支えていく仕組みづくりが重要にな

ってきておるわけでございます。 

　集落営農組織としての維持が、最終的には理

想でございますが、当面は担い手の育成、支援、

女性リーダーの掘り起こしなどを行うというこ

ととともに、既存の農作業受委託組織等に対す

る支援を図りながら、耕作放棄地の増加を食い

とめる。 

　それから、受委託の促進によります余剰労力

を活用した園芸部門への拡大、多角経営化によ

る農家経営に対する支援を行いまして、経営の

安定と、所得の向上を図りたいというふうには

考えておるわけでございます。 

　これらの農村集落づくりにおけます支援の１

つとしましては、それぞれの地域のつながりを

強めて、地域の自主性、地域の独自性を構築す

るために、地域住民の方々が主体となって取り

組まれるコミュニティー活動などの取り組みに

支援を行ってまいる予定でございます。 

　今後とも、各地域の地域づくりへの取り組み

とか、特に中山間とか、人口が減少している集

落や地域の取り組みへの支援について、地域住

民の方々とも話し合いながら、知恵も出し合い

ながら、進めていかなければならないというふ
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うに思っておるところでございます。 

　次に、林業振興でございます。寺田議員ご指

摘のとおり、まず山を守ることが必要ではない

かというご指摘でございます。 

　おっしゃるとおり、森林が大部分を占めてい

る土地柄で、森林は災害の防止とか、大変重要

な役割を果たしているところでございます。 

　近年、外材の輸入などを要因としまして、国

産材の価格が低迷をしておる、そういうふうな

影響を受けまして、森林所有者の林業経営意欲

の減退というものにもつながっているんじゃな

いかということで、荒廃した森林が増加をしま

して、森林の持つ水源涵養、国土の保全、林産

物の供給等の多面的な機能が十分に発揮されて

いないのが実情でございます。 

　このような状況にかんがみまして、平成１７

年度におきましては、高知県緊急間伐総合支援

事業と、森林環境税を活用しました高知県森林

環境緊急保全事業におきまして、面積で３６９．

４２ヘクタールの間伐事業を実施したわけでご

ざいます。 

　１８年度におきましては、面積で３８６．３

５ヘクタールの間伐の実施を予定しておるとこ

ろでございます。 

　また、新しい取り組みと申しますか、宿毛市

森林組合が１８年度から実施します高知県森の

工場づくり推進事業におきまして、久礼ノ川地

区の５５０ヘクタールの森林を団地化しまして、

効率的な保育及び収入間伐を行うことを目標に

しまして、高性能林業機械の導入とか、作業道

の開設などの基盤整備を実施をいたします。 

　今後も、森林の持つ多面的な機能を発揮させ

るために、さまざまな事業の活用をしまして、

森林の整備を行うことが肝要かというふうに思

っております。 

　また、今週でございますが、１７日にすくも

湾漁協主催によりまして、小学生、漁業関係者、

林業関係者が連携をしまして、坂本ダム周辺に

森づくり、これはドングリの苗を２００本植栽

するというふうに聞いておりますが、こういっ

た事業の実施とか、１８年度も、間伐材を利用

して、アオリイカの産卵床の設置や、海と山の

連携などを推進していきたいというふうに考え

ております。 

　次に、介護保険でございますが、昨年６月に

介護保険法が改正されまして、高齢者が要支援、

要介護状態になることの防止と、軽度の認定者

の重度になることを防止するために、地域支援

事業と新予防給付などの新規事業が展開されて

いるわけでございます。 

　ご質問の詳しい内容につきましては、担当課

長より説明をさせますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　保健介護課長。 

○保健介護課長（西本寿彦君）　６番議員の一

般質問にお答えをいたします。 

　先ほど、市長が答弁いたしましたように、１

２年度スタートした介護保険法が、昨年６月に

大幅な改正をされました。 

　既に、昨年の１０月から実施されております

介護保険の施設の入居者に対する在宅生活者と

同様、食費、居住費は保険の対象となることと。

そして、ことしの４月から、要支援、要介護に

なる恐れのある老人を、水際で防ぐ地域支援事

業。そして、要支援の軽度の老人が、重度化に

移行しないように支援する新予防事業と、この

ような事業が展開されます。 

　議員の質問は、宿毛市の６５歳以上の高齢者

及び要支援、要介護の認定者数について、介護

予防事業の内容、及び事業の年次計画と取り組

みについて、そして地域包括支援センターの設

置及び役割、そして、基準額が３，２５０円が

４，８９０円になった理由、要因、そして、介
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護保険段階が、５段階から６段階になったにつ

いての質問があったと思いますが、答弁をさせ

ていただきます。 

　宿毛市の６５歳の高齢者数は、３月１日現在

で６，３５７人でございます。うち、要介護、

要支援の認定者は、６５歳以上の第１号被保険

者９６８人で、４０歳から６４歳までの第２号

被保険者については１８名、計９８６名となっ

ております。 

　介護保険の改正によりまして、宿毛市におき

ましても、本年４月から要支援、要介護状態に

なる前から、介護予防を推進し、地域における

包括的、継続的なマネジメント機能を強化する

観点から、地域支援事業を実施します。 

　地域支援事業につきましては、介護予防事業、

包括的支援事業、任意事業の３つの事業からな

っております。 

　介護予防の具体的な内容といたしましては、

６５歳以上を対象に、現在、実施しております

基本健康診査に、生活機能評価に関する血液検

査、基本チェックリスト、体力測定などの検査

項目を追加いたしまして、高齢者人口のおおむ

ね４パーセントを特定高齢者として把握を行い、

把握された特定高齢者を対象に、包括支援セン

ターにより、個別の対象者ごとに作成をいたし

ました介護予防プランに基づき、運動器の機能

向上、口腔機能向上、栄養改善などによる通所

型介護予防事業を実施します。 

　１８年度におきましては、運動器の機能向上、

口腔機能向上事業に重点をおきまして、両事業

合わせて特定高齢者を３５名から４０名を対象

に、保健士、理学療法士、歯科衛生士を中心に、

運動器の機能向上事業は週１回、３カ月、筋肉

向上を図る運動を行い、口腔機能向上事業につ

いては、２週間に１回、２カ月間、口腔体操、

ブラッシング指導を１１月より実施します。 

　また、全高齢者を対象とした介護予防に関す

る知識の普及啓発や、地域における自主的な介

護予防に資する活動の育成、支援を実施します。 

　１９年度、２０年度におきましては、平成１

８年度に行った運動器の機能向上事業と、口腔

機能向上事業に加えまして、栄養士による栄養

改善事業と、保健士によるうつ病、認知症、閉

じこもり予防、支援を目的とした訪問型介護予

防事業を実施します。 

　次に、包括的支援事業についてでございます

が、地域包括支援センターが実施する事業で、

特定高齢者の個々の対象者ごとに、介護予防プ

ランを作成する介護予防マネジメント事業、地

域の高齢者の実態把握、医療、福祉のサービス

との調整、総合を行う総合相談事業、虐待防止、

早期発見などに取り組む権利擁護事業を行いま

す。 

　６月から実施します新予防給付のケアプラン

作成も、あわせて行います。 

　地域包括支援事業の運営については、宿毛市

社会福祉協議会に委託を行います。 

　次に、任意事業についてでございますが、要

介護の高齢者を介護する家族に対して、家族介

護知識、技術を修得することを内容とした教室

の開催や、介護による家族の身体的、精神的、

経済的な負担軽減と、在宅生活の継続、向上を

図ることを目的に、家族介護者への慰労金及び

介護用品の支給を行う家族介護支援事業を行い

ます。 

　次に、介護保険基準額４，８９０円に改正さ

れた理由について、お答えをいたします。 

　介護保険料率は、介護保険法１２９条により、

介護保険事業計画に定める介護給付費と、対象

サービスの見込み量に基づいて算定した保険給

付に要する費用の予定額、財政安定化基金拠出

金の納付に要する費用の予定額、財政安定化基

金の借入金の償還に要する費用の予定額、並び

に国庫負担金の額をもとに、おおむね３年間の
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財政の均衡を保つように設定するものとされて

おります。 

　第３期の改正額については、国から示された

第１号被保険者の給付費見込み額のシート、及

び介護保険料の推計シートを用いて、１８年度

から２０年度までの３カ年の第３期介護保険事

業計画期間における居宅サービス、地域密着サ

ービス、及び施設サービス給付費等を推計し、

介護保険料基準額が月額４，８００円となった

ものでございます。 

　続きまして、介護保険料月額３，２５０円か

ら大きく伸びた理由についてでございますが、

総人口が減少しておるにもかかわらず、６５歳

以上の第１号被保険者が急増していること。そ

して、介護保険制度の浸透や、第１号被保険者

の伸びに伴う要介護認定者数、及びサービス利

用者数が増加していること。 

　平成１５年度から１７年度の第２期の介護保

険事業計画内に、グループホーム及び介護療養

型医療施設の計画値を大幅に超えた増床。第２

期介護保険事業計画値を超える大幅な伸びによ

る財政安定化基金からの貸付金による償還金の

発生などの要因によって、介護保険料基本額が、

月額４，８００円となったものであります。 

　なお、第３次保険料の基準額の決定に当たり

ましては、福祉、保健、医療、被保険者、費用

負担代表者、及び行政委員２４名で構成いたし

ます宿毛市介護保険事業計画策定委員会を４回

開催いたしまして、十分な精査をいただき、承

認をいただいております。 

　続きまして、介護保険料が５段階から６段階

に変更したことについて、お答えをいたします。 

　低所得者の保険料軽減を図るために、現行の

保険料２段階を細分化することを目的とした介

護保険法施行令第３８条第１項が改正されたこ

とによって、保険料段階を５段階から６段階に

するものでございます。 

　なお、保険料段階及び保険率の設定について

は、第４段階を保険料率１．０を基準額といた

しまして、第１段階保険料０．５、第２段階０．

５、第３段階０．７５、第５段階保険料１．２

５、第６段階保険料が１．５０と設定をしてま

す。 

　今後におきましても、高齢者がいつでも、住

みなれた地域で、健康で安心した生活を維持す

るために、適正な介護サービスの提供と、介護

給付の確保に努めるとともに、福祉、保健、医

療、介護の連携を一層強化し、介護保険に努め

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　６番、寺田議員の一

般質問にお答えをいたします。 

　情報教育についてでありますが、児童・生徒

用のパソコンにつきましては、市内小・中学校

すべてにパソコン室を整備し、設置をしておる

ところでございます。 

　中学校におきましては、平成１２年度に１７

６台を設置しております。小学校は、翌平成１

３年度に１１８台の設置をしております。 

　したがいまして、設置して、既に五、六年が

経過をしております。しかしながら、橋上小学

校につきましては、パソコンの取り組みが早く、

平成１０年の導入となっております。 

　議員ご指摘のとおり、電子機器の進展は日進

月歩であり、最新機種と比較すれば、能力の落

ちるパソコンとなっております。能力の高いパ

ソコンであるに超したことはありませんが、費

用が伴うものであることから、設置については、

十分検討していかなければならないと、このよ

うに考えております。数年後には、パソコンの

入れかえをしなければならない状況となると考

えております。 

　次に、橋上中学校の統合問題について、お答
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えをいたします。 

　橋上中学校の統合については、宿毛市行政改

革大綱集中プランにございますように、来年度

より地区説明会を始めてまいります。統合の目

標年度を平成２１年度としておりますが、あく

まで地元の理解を得る中で、統合を進めてまい

る所存でございますので、どうぞご理解をお願

いしたいと思います。 

　さて、教育委員会の考える中学校の適正規模

でございますが、平成１７年３月に、県におき

まして小・中学校適正規模検討委員会が、この

ことにつきまして答申をまとめております。 

　それによりますと、適正規模につきましては、

教育効果の観点からは、学級規模は２０人程度、

学習教育条件の観点からは、２５人程度以上が

望ましいと、こういうようになっております。 

　また、学校経営上の観点からは、学校規模は

６学級程度が必要であるとしております。 

　この適正規模から申しますと、宿毛市の状況

としましては、市内中学校６校中３校が条件を

満たすということになります。しかし、適正規

模につきましては、地域の実情を踏まえ、個別

にメリット、デメリットを検討比較する中で、

考えていく必要がございます。 

　したがいまして、ここで申し上げた適正規模

は、学校のあり方を考える上でのガイドライン

であると考えております。 

　次に、橋上中学校に対して、どのように認識

しているのかについてでございますが、橋上中

学校校区につきましては、地域全体で子どもを

育てようとする教育的風土があり、地域と一体

となった学校運営ができていると考えておりま

す。 

　また、自然環境にも恵まれ、学校全体が家庭

的な雰囲気で、一人ひとりの子どもの実態にそ

くした、きめ細かな指導ができております。 

　一方、集団の中で多くの人との交流を通じ、

多様なものの考え方に触れたり、あるいはまた、

多様な経験を踏むことができにくく、学習刺激

が少ないといったこともございます。 

　あるいは、少人数がゆえに、クラブ活動種目

が限定されるといったこともございます。 

　今後は、将来を担う子どもたちが、望ましい

教育環境で学び、育つために、橋上中学校のあ

り方につきましては、地域保護者の皆さんとと

もに、検討していく必要があると考えておりま

す。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問を行います。 

　まず、１番目の地域振興策の部分につきまし

て、昨日、菊地議員の方からも、質問の中にち

ょっと出てましたが、北海道のシーニックバイ

ウェーということが出てましたが、去る１１日

に四国南予とのシンポジウムの中で、基調講演

の中で出た話なのですが、県道４号線というの

が、南予と四万十地域を結んだ道としてありま

す。橋上に走っている道なんですが。 

　この中には、市長が行政方針の中にもうたい

込んでますが、出井の甌穴という、市長いわく、

これは全国でも類を見ない、貴重な自然遺産や

というような話も聞きましたが、その甌穴、ま

た篠山のアケボノツツジとか、いろいろとすば

らしい環境というか、があるわけです。 

　あと残る５キロ余りの道路整備がなされてお

れば、この地域の観光面、居住面に関しても、

もっと改善されるんじゃないかというふうに思

うわけですが、いかんせん、県道４号線はこと

しも余りするような予定になっておりません。 

　この路線については、前々から、私はこの場

でも質問をし、市の行政をただしてきたところ

でありますが、５６号線の補完路としての役目

も担っているという面でいえば、宿毛市として

も、もっと力を入れていくべきじゃないかとい
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うふうに考えております。 

　この点について、市長がご答弁いただければ、

お願いしたいと思います。 

　それと、今回、先ほど沖本議員の中で、団塊

の世代の話が出てましたが、私も橋上地域とい

うのは、今、高齢化が非常に進んでますので、

耕作を放棄したというか、休耕田、休耕畑がか

なり目立ってきております。ここら当たりを、

団塊の世代、まだ６０歳といえば、普通、農家

でいえば働き盛り。今からもう一花も二花も咲

くというような年代やと思うわけですが、その

人たちの憩の場とか、生活の第二の人生のスタ

ートの場所として、整備するべきじゃないかと。

また、提供することができるんじゃないかと思

いますが、そういうネットワーク、市長も、先

ほども言ってましたが、情報を発信する拠点を、

やはりその地域につくり、またそこの地域の中

から、そういう集まる場をつくることによって、

雇用の場も創設できるんじゃないかというふう

に思いますが。 

　ただ単に、民間がやりたいと言っても、ノウ

ハウも持った人も少ないですし、その点でいえ

ば、市の行政の中に、そういうプロがいるべき

でないかというふうに思います。 

　いろいろな面で、アドバイスなり、情報を収

集する手段は、行政にあると私は思ってますの

で、ぜひそういうセクションをつくっていただ

きたいというふうに思います。 

　次に、介護保険についてお聞きいたします。 

　非常に詳しい説明をいただきましたので、２

点だけ補足説明をしていただきたいと思います

が。 

　要介護認定、支援を入れての認定者ですが、

９８６名というふうに説明を受けましたが、介

護度別の内訳が、どのようになっているのか、

簡単にご説明を願いたいと思います。 

　もう１点、介護保険事業について、高齢者の

把握を行うということを言っておりましたが、

実態把握について、どのような方向で行ってい

くのか、この２点について、簡潔にご説明を願

いたいと思います。 

　次に、教育行政について、お聞きをいたしま

す。 

　パソコンについては、小中合わせまして約３

００台、今の台数でいくと、更新をしなくては

ならないというふうに思うわけですが。確かに

私、特に橋上小学校の実態を知ってますので、

宿毛市というのは、県内でも有数の情報教育に

力を入れた地域やというふうに認識しているわ

けですが、その中で、やはり機械が、教師、生

徒の負託にこたえれん機械になってきていると

いうふうに思うので、この部分について、順次

やっていくという部分でいいのかなと。計画的

にやっていくというふうに、教育長は言いまし

たが、実際に今回示されました教育行政方針の

中に、非常に大ざっぱな書き方と言ったらおか

しいですが、あんまり踏み込んで、ことしはこ

れをしますよみたいなもんがないわけですよ。 

　やはり、もっと教育行政、今、わかる形であ

らわすべきじゃないかというふうに思うんです

が、その部分について、教育長のご答弁をいた

だければと思います。 

　次に、学校の統廃合の部分につきまして、橋

上中学校をとらえて、今回、質問したわけです

が、昨日、中平議員の質問の中で、小筑紫３小

学校のことについて、後で質問をするのでとい

うふうにふられましたので、私、一言だけ聞か

せてもらいますが。 

　現在、小筑紫、栄喜、田ノ浦の３校で、１７

年度で１４３名の生徒がおります。昨年度の大

綱が出て以降でしょうが、地元説明会には一度

入っているようですが、この３校については、

耐震診断を行っておりませんね。やはり、保護

者としては、耐震診断もせずに、統合の話、い
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きなり、いきなりでもないでしょうが、来ても、

校舎の安全性について、非常に不安があると思

うんですよ。 

　その部分について、この統合の話の中で、ど

のような説明をされているのか。また、この統

合計画がどのような形で進むのか。統合計画を

地域に対して示していれば、その計画をお聞き

したいと思います。 

　次に、橋上の現状ですが、橋上は現在、楠山

地域からスクールバスが出てますが、今現在、

一番奥の楠山地域の子で、７時前にバスに乗っ

てます。これが仮に、宿毛なり東なりという、

現在ある学校へ統合されるということを想定し

て考えますと、６時半とかいう時間にバスに乗

らなければいけない。ということになりますと、

その家族は５時台。それも５時の早い時間に、

５時台の早い時間に起きて、子どもを出す。子

どもも５時半ぐらいには起きて、準備をせんと

いかんというような形になると思いますが、そ

のような状態が、実際に教育現場として普通な

のかというのを、教育長の認識をお聞きしたい

と思います。 

　以上、２回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、寺田議員の再質

問にお答えいたします。 

　先ほどの地域振興の関係で、県道４号線の整

備の状況でございます。 

　これが、遅々として進んでないというのは、

私も承知をしております。 

　我々、宿毛市域での道路整備、私、先ほど、

ほかの方の答弁でもしましたように、まだまだ

インフラ整備というものはおくれているという

ふうな認識を持っております。 

　国道ばかりじゃなくて、３けたの国道もござ

います。また、３けたの国道でも、土佐清水の

方は、すごく整備がなされている部分ある。と

ころが、こちらの部分は、ない部分もございま

す。 

　いろいろな部分で、道路整備、インフラ整備

というものが必要であるというふうに思ってお

ります。また、県道４号線につきましては、特

にがけ崩れのありそうな場所でもあるというこ

とも認識をしておりまして、県に対しても、こ

の４号線の整備につきまして、早急にかかって

いただきたい。 

　愛媛県側については、非常に早急な整備がな

されているところでございますが、いかんせん、

高知県側の県道整備がおくれているというのが

実情でございます。これにつきましては、我々

としましても、県の方に要望、土木事務所と一

緒になりました形での、県に対する要望をして

まいりたいというふうに思っております。 

　また、愛媛県側に行く国道５６号の補完の道

路としましては、非常に重要な路線でもあると

いうふうに思っておりますので、その辺も含め

まして、県の方に要望してまいりたいというふ

うに思います。 

　それから、団塊の世代の関係での情報発信で

ございます。これ、皆様方、各地域の方々から

いろんな情報をいただいて、発信をしなきゃい

けないというふうにも思っておりまして、地区

長さんにも、この面についてはご協力を願わな

きゃいけない。 

　例えば、空き家が、こんなのがあるよとか、

休耕田があるよとか、船にしても、少しこんな

もんもあるよとか、そういう情報をいただいて、

発信をしていくのが行政の役目であろうという

ふうに思います。 

　地元にプロがいないというふうなことでござ

いますけれども、これはプロがおるべきで、そ

のセクションをつくれということでございます

が、なかなか今のところ、新たなセクションを

つくるわけにはまいりません。 
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　ただ、そういった専門職員を育てていくとい

うことは、必要なことだろうというふうに思い

ます。 

　こういった形で、行政と地域の方が一緒にな

って、取り組んだ方が、より効果が上がるんで

はないかというふうに思います。 

　ぜひまた、地区長様方のご協力もいただきな

がら、どういった形でこの情報発信ができるか

ということにつきまして、協議もさせていただ

きたいと、このように思っております。 

　それから、介護保険でございます。補足を２

点ございますが、これ、保健介護課長に、簡潔

にしていただきますように。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　保健介護課長。 

○保健介護課長（西本寿彦君）　６番議員の再

質問に、簡単にお答えいたします。 

　要支援、要介護認定者数の９８６人の内訳、

ランクと言いますか、についての質問でありま

したが、要支援が１８３名、要介護が２７３人、

要介護２が１１６名、要介護３が１０５人、要

介護４が１３６人、要介護５が１７３人の計９

８６人となっております。 

　もう１件の高齢者の実態把握。具体的にどの

ように把握しておるかという質問でございまし

たが、地域支援事業における介護予防事業は、

あくまでも高齢者の実態把握が、私は基本と思

うてます。 

　実態把握としましては、現在、高齢者数は、

先ほど答弁させていただきましたように、６，

３５７人おります。そのうち、認定、要支援、

要介護認定しておるのが９６８人、そして市が

実施してます基本健診で、受診者１，３００人。

約４，０００人の高齢者の実態把握が困難にな

っておるわけですが、市長が行政方針で述べら

れましたように、１８年度から６５歳以上を対

象としたはつらつ健診を実施いたしまして、未

受診者については、奨励通知を行って、保健介

護課の保健士等が、地域で健康相談、健康教育

を行って、高齢者の実態把握に努めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、寺田議員の

再質問にお答えをいたします。 

　まず、パソコンの導入についてでございます

けれども、先ほども申し上げましたように、大

変、費用が伴うものでありますので、パソコン

の更新につきましては、各学校のパソコンの状

態、そういうものを把握した上で、押さえた上

で、考えていきたいと、このように考えており

ますので、よろしくお願いします。 

　現在、宿毛市では、幡多管内の中でも、本当

に情報教育というのはトツプに立っておるとい

いますか、すぐれた取り組みを展開しておりま

す。 

　今後は、教材いいますか、教育指導の中で、

各先生方が、どれだけ活用できるか、そういっ

た点で取り組んでおるわけですけれども、そう

いった面でも、まだ影響は出ておりませんので、

そういう状況をとらえて、検討をしていきたい

と、こういうように思っております。 

　それから、そういう取り組みを、行政方針に

具体的になされていないというようなお話があ

りましたけれども、教育行政方針というのは、

あくまでも大きくとらえた１つの方針でありま

すので、具体的には、特に記入はしていないと

ころでございます。ご理解をお願いしたいと思

います。 

　それから、小筑紫の統合問題については、次

長の方にお答えさせていただきます。 

　それから、橋上中学校の統合になったときに、

非常に通学バスといいますか、スクールバス、

これになりますと、５時とか６時半に出発しな

ければならないとか、そういう問題については、
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統合時点で地域の皆様と一緒に、知恵を出し合

うて考えていきたいと、こういうように思って

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長。寺田議員さんの一般質

問にお答えをいたします。 

　小筑紫小学校、栄喜小学校、田ノ浦小学校の

耐震診断についてであります。 

　先月から今月にかけて、３校に一定のお話を

させていただきました。そのときのお話の内容

として、３校の統合を含めて、設置場所。例え

ばこんな話がありました。設置場所はどこにす

るのぞと。今の小筑紫では、津波が来たら浸か

るのじゃないかと。場所はどこなんだぞという

話もありました。 

　そして、例えば今の学校をそのまま改修をす

るのかと。あるいは、田ノ浦やったら、津波は

来ないというような、いろんな話があります。

その中で、改築になるのか、改修になるのか、

そういう統合の話の中で、将来的にどうするか

が決まった段階で、耐震診断が必要であればや

っていきますし、改修ということであれば、別

のところへ、改築ということであれば、耐震診

断はもう必要ないのではないかというふうな考

えを持っております。 

　そういう話を、地域の説明の中ではさしてい

ただいております。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　再質問を行います。 

　市長には、非常に、今後まだこれについては

検討していっていただきたいということをつけ

加えて、市長への質問は終わります。 

　次に、教育委員会ですが、教育部分で、私、

教育行政方針の中にうたったらと言ったのは、

統廃合も特にそうなんですが、実際、今、教員

の資質を高めるための研修会というのを、結構、

年に何回かはやってます。 

　その研修会が、主に平日、それも学期中の平

日、午後とかいう形で、よく行われてますが、

そのたびに、子どもたちは自宅学習という形で、

家へ帰されるわけですよね。 

　これが、例えば夏休みとか、冬休みとかいう

ところで行われるならば、今、よく言われる時

数の問題とか、いうことは、そこでもかなり改

善されるんじゃないか、いうふうに考えるわけ

ですが、その部分、できるがかできんがか。そ

ういうもんも、やはり教育現場と話しながら、

この時期にしましょうよという形ですれば、皆

さん、賛同が得られるんじゃないかというふう

に思いますが、そういうことも話されてないの

かなと。そういうことが感じたので、もっと踏

み込んだ教育行政方針が書けるんじゃないかと。 

　何も、お金の問題をどうこうあるので、書け

とか書かんとかいうがやなしに、委員会内で話

をすれば、もっと詳しく、市民に対しても説明

できる行政方針が、教育行政方針が書けるんじ

ゃないかというふうに、私は感じてますので、

その点について、教育長のご答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　寺田議員のご質問に

お答えをしたいと思います。 

　教育委員会は、授業時数を大事にして、学力

の向上に向けた取り組みを展開されておる。 

　がしかし、その研修、質の向上、資質の向上

の面でのいろんな研修会ですね、これを夏休み

とか、冬休みとか、あるいは土日とか、そうい

うような形で、そのところで研修会をやれば、

授業時数も確保できるしと、こういうお話でご

ざいますけれども、５日制になりまして、夏休

み、休み期間中、そういったところに、かなり
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そういった問題を、授業が抜けるというふうな

形で、大事にしなければならないと。そういう

取り組みとして、夏休み中に、かなり、今まで

の研修の約６割近いくらいは、そういう形で県

教育委員会も、また宿毛市教育委員会も、そう

いうことを大事にして、研修に取り組んでおり

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　余りよくわからない答

弁でしたが。 

　教育というのは、子どもが主人公なんですよ

ね。子どもを抜きにして考えているように、今

の答弁、感じたんですが。そうじゃないですか。 

　本当に、教育委員会として、市内１６校です

か、ある学校を、子どもの教育の場として目を

見張っていくというのが教育委員会の仕事やと

思うんです。 

　その中で、教師の資質を高めていく。それは

最も重要な事項やと思うんですが、今、教諭も

忙しいのは、僕も学校へ出入りしますので、保

護者として、わかりますが、夏休みは決して、

全員の教師が研修等でそろうことは少ないです

よ。全員の教師が、みんなそろって学校に、夏

休み中にいるという状態は少ないです。県外の

研修等、そのときしかできんという話も聞きま

すので、一生懸命勉強しているんじゃと思いま

すが、やはり、学期中の平日に研修をするのは、

子どもだけじゃなしに、保護者にも負担かかる

んですよ。特に低学年の子どもがいる場合には。

そういう部分について、教育委員会として、現

場と平日のやつを、夏休みにするとかいう検討

は、特に研究集会とか、研究大会とかいうのが

年に二、三回ありますが、その部分について、

検討をなされたことはありますか、ありません

か。 

○議長（岡村佳忠君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、再質問にお

答えをいたします。 

　今も申し上げましたように、研修会というの

は、教師の研修会というのは、子どもを中心に

考えて、子どもの生きる力、確かな学力と豊か

な心、そういったものを育てていく。教師がそ

ういうものを身につけてないと、指導力を身つ

けてないと、なかなか思うような成果は上げれ

ませんので、そういうことで、いろいろな研修

会が催されておるわけです。 

　今も言いましたように、授業時間を確保して

いくために、そういう休み期間中に随分と、研

修会を通常の日やなくて、そういう形に精いっ

ぱいもっていっている。それで宿毛市の教育委

員会においても、そういった、今、議員さんが

言われたようなことを大事にして、精いっぱい

選択し、検討を加えて、そういう方向に、以前

と比べると随分、そういう授業が抜けると、先

生が、授業が抜けるというような形は避けるよ

うな形で、取り組みをしております。 

○議長（岡村佳忠君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　検討しているという答

弁やと理解して、宿毛市の教育現場がより一層、

よくなることを願いながら、この問題について

は、まだ終わったわけではないですので、続け

て見ていきたいと思います 

　これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　２時４２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時０３分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１６番、中川　貢君。 

○１６番（中川　貢君）　１６番、中川です。

ただいまから一般質問を行います。 

　ただいま、３時を回りまして、４時までが一



－ 121 －

応、時間制限になっておりますので、なるべく

時間内に終わりますように、努力したいと思い

ますので、ご答弁の方も、ぜひ簡潔に、明瞭に

お願いしたいと思います。 

　まず、最初に雇用対策と地域再生計画につき

まして、質問を行います。 

　昨年１２月の雇用状況が、１月３１日、厚生

労働省から公表をされております。 

　全国の平均の有効求人倍率が１３年ぶりに回

復したということで、１倍となりましたけれど

も、高知県におきましては、全国で低い方から

３番目の０．４８倍になっております。 

　名古屋の年間平均１．６４倍と比較いたしま

すと、高知県下は今なお、厳しい雇用環境にあ

ることが、改めて示されたわけであります。 

　また、幡多管内におきましては、さらにもっ

て悪く、０．４１倍という結果となっておりま

す。 

　こうした不安定な生活環境の中で、仕事を求

める多くの市民、住民からは、仕事につきたく

てもなかなか就労先が見つからないことに対し

まして、悲鳴の声が上がっております。 

　宿毛市はこれまで、高知西南中核工業団地の

企業誘致や、大型共同作業所へのアパレル企業

の誘致などで、一定の成果も上げてきておりま

すけれども、バブル崩壊とともに、倒産や撤退

する企業が続出しておりまして、宿毛市を取り

巻く雇用環境は悪化の一途をたどっております。 

　今、行政に求められますのは、こうした状況

を打破し、閉塞感の漂う地域経済の浮揚と、雇

用環境を改善するための基本戦略を持つことで

はないかと考えます。 

　私は、そのための具体的な一例として、厚生

労働省が２００５年度、平成１７年から１９年

までの申請を認めております地域再生計画に基

づきます地域提案型雇用創造促進事業、略称パ

ッケージ事業と申しておりますけれども、こう

した制度の活用を提案をしたいのであります。 

　この事業の認定を受けますと、１地域、年間

２億円を上限に、最大３カ年にわたって雇用創

出メニューなどに交付金が交付されることにな

っております。 

　特に、高知県は雇用促進のために、厚生労働

省から特別雇用対策の重点地域に指定されてお

りまして、本制度を有利に活用できる指定地域

として、手厚い支援が受けられることとされて

おります。 

　この地域再生計画に対しましては、厚生労働

省のメニューだけではなく、ほとんどの省庁で、

各種支援メニューが用意されております。要は、

これらの制度や交付金を生かすかどうかにつき

ましては、自立を目指す地方のアイデア次第と

いうことになっております。 

　民間のアイデアと行動力に、行政のこうした

支援プログラムがうまく融合すれば、新たな雇

用の場が生まれ、宿毛市内の若者が定住できる

条件として不可欠な雇用拡大が期待できます。 

　そうなれば、相乗効果として、人口がふえ、

地域経済や地域文化の交流も活性化し、必然的

に行財政の健全化にもつながるものと思われま

す。 

　宿毛市は、いまだにこの地域再生計画の認定

申請をしておりませんけれども、厚生労働省の

メニューは、２００７年までの申請が認められ

ておりまして、２００６年、つまり１８年度に

取り組みを行えば、十分、この支援策を利用で

きると思われます。 

　せっかく準備された各種地域おこしのメニュ

ーを、宿毛市の活性化と雇用拡大のために、積

極的に活用する考えはないか、市長にお伺いを

いたします。 

　２点目に、公契約の入札制度の見直しにつき

まして、お聞きをいたします。 

　宿毛市では、総務省の指示によります新行政
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改革大綱並びに行政改革集中プランに基づきま

して、２００５年度から２００９年度までの５

カ年で、行財政改革を断行しようとしておりま

す。 

　再建団体への転落を回避するための努力は、

当然、執行部、議会ともに惜しむべきではあり

ませんし、現在の宿毛市のおかれている財政状

況を見ましたときに、行政運営の適正な規模を

目指すことは当然のことであります。 

　しかしながら、行財政改革でまず手をつける

べきは、行政運営のむだを省くことでありまし

て、住民に対する最低限の行政サービスや、行

政の業務にかかわる労働条件をなし崩し的に引

き下げることはすべきではないと考えるところ

であります。 

　今回の質問で、私が具体的に指摘し、抜本的

な改善を求めたいのは、宿毛市が発注する業務

の公契約のあり方であります。 

　公契約の中でも、業務委託契約では、やすけ

ればよいとする見積入札制度がほとんどでござ

いまして、これが、先ほど市長も申しましたダ

ンピングにつながって、低価格によって公正労

働、契約業務の履行、業務上の安全管理、サー

ビスの品質保証が担保できなくなる恐れがあり

ます。 

　これまでの労務提供型の委託契約では、入札

制度は安ければよいというものが中心でありま

したけれども、２００２年、平成１４年ですが、

３月２５日の地方自治法施行令の改正によりま

して、最低制限価格制度や、低入札価格調査制

度を導入することが可能となりました。 

　公正労働を確保し、契約履行を担保すること

が自治体の判断でできるようになったわけでご

ざいます。 

　また、さらにそれよりさかのぼって、１９９

９年、平成１１年の地方自治法施行令の改正で

は、入札制度への総合評価方式が導入されまし

て、これまで価格だけで入札を決定していた方

法から、総合評価入札制度への転換が可能とな

っております。 

　現在、全国各地で自治体に対しまして、人権、

環境、福祉、公正労働、男女共同参画、障害者

の雇用などを入札条件に盛り込んだ公契約制度

の条例化などを求める動きが活発化してきてお

ります。 

　とりわけ、公正労働基準の遵守は重要な要素

でありまして、公正な競争や契約内容を担保す

るために、発注者として最低価格をチェックで

きる制度設計を行う責任があると考えます。 

　このように、従来の価格入札から、自治体と

して社会的価値の実現を図ることを条例や規則

などで明示する政策入札に転換し、落札者を決

定する基準やルールを設けることによって、公

正で質の高い業務契約が確保できるのではない

かと考えます。 

　宿毛市として、適正な公契約制度の確立に向

けまして、総合評価入札制度の導入による条例

化などを含めました入札制度の抜本的な見直し

を行う考えはないのか、お聞きをいたします。 

　１回目の質問を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中川議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、最初は雇用対策と地域再生計画でござ

います。 

　中川議員が申されますように、本市も含めま

して、雇用環境は大変厳しい状況にございます。

改めまして、高知西南中核工業団地の雇用創出

がいかに重要か、認識もしておりますし、また、

宿毛湾港の工業物流団地などの企業誘致に対し

ましても、積極的に取り組んでまいる所存でご

ざいます。 

　議員からご提案のありました地域再生制度の

取り組みでございます。地域経済の活性化であ
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るとか、地域雇用の創出を目的としたものでご

ざいます。 

　地域再生制度でございますが、これは補助金

制度の見直しとか、行政サービスの民間開放、

権限委譲も対象としまして、地域が行う自主的、

自立的な取り組みによる地域経済の活性化や、

地域における雇用機会の創出、その他の地域の

活力の再生を推進しようというもので、これは

財政的な支援措置があるというふうに認識をし

ております。 

　この自主・自立・自考の取り組みのための地

域再生制度における特別措置、支援措置が展開

をされておるわけでございます。地域再生計画

の認定制度に基づく特別の措置でございますが、

１つには、地域再生に資する民間プロジェクト

に対する課税の特例、それから、地域再生のた

めの交付金の活用、そして補助対象財産の転用、

手続の一元化、迅速化といったようなものがご

ざいます。 

　また、地域再生計画と連携しました支援措置

としましては、地域再生計画に基づく目的別、

機能別交付金の総合的な実施。その他、地域再

生の認定に基づく支援措置といったものがござ

います。 

　また、支援措置のメニューの中に利用したい

ものがない場合には、みずから新たな地域再生

構想をこちらから提案することによって、メニ

ューに加えるということもできます。 

　いずれにしましても、市としましては、メニ

ューによりましては、市の財政負担が生じると

いう課題もありますが、この活用につけての検

討は行ってまいらなければいけないのかと。 

　この雇用創出ということでございます。地域

再生計画というものが非常に、国の制度として

有用な制度であるというふうに認識はしており

ますが、ただ、これに見合うメニューが、どう

いうものを出せばいいのかという知恵を、少し

時間がかかるんじゃないかなと。今のところ、

これに見合うものを、一度、出そうとしました

が、ちょっと、このメニューに合わなかった部

分がございます。 

　そういうもので、このような、市としては国

のいうような制度を再認識をしまして、活用で

きるものを活用していかなきゃいけない。それ

には、このメニューに合う施策というものを、

どういうものが合うのかということを、きちん

と把握をしなきゃいけないのかなというふうな

感じで思っております。 

　それから、次に、公契約の入札制度の見直し

でございます。 

　本市の契約方式は、ただいまは指名競争入札

と随意契約、これは見積入札でございます。こ

ういうことで行っているわけでございますが、

建設工事と業務委託に関しましては、価格競争

で無謀な低価格での落札を回避するために、最

低制限価格を設定しまして、品質の確保、それ

からダンピングの防止、公正労働の確保、業務

の履行、そして安全管理に努めておるというと

ころでございます。 

　業務委託の一部で、管理業務委託とか清掃業

務委託などでは、設計がない業務でございまし

て、これには最低制限価格を設定しないで、競

争入札、見積入札を行っている状況でございま

す。 

　この入札におきまして、落札金額が適正価格

を大幅に下回る場合には、落札業者と面接を行

いまして、見積内容、それから業務計画内容、

そして業務の履行などを確認した上での契約の

締結というふうなことにしております。 

　お話の中にございました総合評価入札方式の

導入でございますが、各工種、工事ごとの評価

項目、評価内容などを審査する人材の確保が要

る。また、手続に伴います時間と業務量の増大

など、数々の課題はございます。 
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　今後におきまして、業者の技術力の活用であ

るとか、技術力の高い受注者を選定するに当た

りまして、すべてではございませんが、技術提

案を求めるような高度な工事、あるいは一定以

上の工事につきましては、導入に向けた検討も

していかなければならないかなというふうに思

っております。 

　なお、今、市の方では、指名競争入札、工事

関係でございますが、国の方の基準では、一般

競争入札、指名競争よりも高い金額については、

一般競争入札、そして公募型指名競争入札であ

るとか、技術情報募集型とか、その上で６億以

上にかかるものについては、このような総合評

価方式の導入が図られているところでございま

す。 

　大きな金額の工事が、１本でこういう総合評

価方式というものを入れた形のものが、まだ宿

毛市にはございませんが、先ほど申しましたよ

うに、一定規模以上のものについては、総合評

価をしていくというふうな形の入札も必要にな

ってくるんではないかというふうに思います。 

　要は、適正な価格で適正な入札をしなければ

ならないというふうに思っておるわけでござい

まして、これを条例化を含めたというふうなお

話でございましたが、要綱の中でやるかどうか

についても、国等の基準等に合わせた形で、少

し考えさせていただければありがたいと思って

おります。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　１６番中川　貢君。 

○１６番（中川　貢君）　再質問を行います。 

　雇用の問題、雇用対策と地域再生計画の関連

でございますが、市長からの答弁で、余り具体

的な、目新しい、期待した回答はいただけてな

いように思いますので、若干、指摘をさせてい

ただきながら、再質問でお答えを願いたいと思

います。 

　実は、この地域再生計画、その前にちょっと、

実例を紹介しておきたいと思うんですが、さき

の国勢調査によりまして、一定の統計としてま

とめられたものが、速報値として発表されまし

たけれども、県内の全体の各市町村の完全失業

率などは、まだ発表されておりませんで、前回

の国勢調査の結果しかわからないわけですが、

これも以前ご紹介したと思うんですけれども、

そのときの事例を言いますと、県内の完全失業

率、市町村で、９市の中で、室戸市が非常に高

うございまして、９．３パーセントになってお

ります。宿毛市は６．３パーセント、完全失業

率がそういう数字になっております。県下で２

番目という数字です。 

　これが、今回の国勢調査でどのように変化し

ているのかわかりませんけれども、いずれにし

ても、先ほど言いましたように、雇用の問題が

非常に大きな問題として、住民からいろいろ相

談を受ける中では、多いわけであります。本当

に、宿毛の町を歩いていまして、知り合いの方

に会いますと、仕事はないのかという話をよく

聞きます。しかし、なかなか紹介することがで

きない。これがじれったいわけですが、事実で

ございます。 

　そうした宿毛市の雇用環境は厳しいという状

況を踏まえながら、この地域再生計画の関係を

ちょっと、いろいろ勉強しましたので、お話さ

せてもらいたいわけですけれども。 

　実はこれ、平成１７年、今年度、昨年の４月

１日の施行になっておるわけで、地域再生法と

いう法律が。それまでは、なかったわけですね。

地域再生本部を、平成１５年の１０月２４日に

内閣閣議決定いたしまして、その後に、平成１

６年２月２７日に、地域再生本部の決定により

まして、地域再生推進のためのプログラムが策

定をされました。その後、平成１７年３月現在

で、２７８件の地域再生計画が、全都道府県か
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ら生まれております。その後、この具体的な取

り組みを進めていく枠組みをつくるということ

で、地域再生法が、平成１７年４月１日に施行

ということになっておるわけです。 

　これの大きな特徴は、行政が一方的に進める

という手法ではなくて、地域住民だれでも、ア

イデアさえあれば提案ができる、そういう制度

になっております。 

　その提案した内容を、具体的に取り上げて、

地域再生計画として、国に対して認定申請を行

うのは自治体になってます。 

　したがって、行政が一方的にやるということ

だけではなくて、住民とともに、地域の再生の

いろいろなアイデアを募っていただいて、その

中で、メニューに合致するものがあれば、積極

的にそれを計画に取り入れて、国に申請してい

くということができるわけであります。 

　したがって、この地域再生本部ができてから、

法ができて今日に至るまでの間、庁内でどれだ

けこれを論議してきたのかというのが、ちょっ

とわかりません。また、地域住民に対して、こ

うした地域再生計画という新たな計画づくりの

メニューが国から示されて、皆さん、どうぞ活

用してくださいということが、行政の側から、

地域住民、特にきのうからきょうにかけて、一

般質問でもたくさん出たと思うんですが、一次

産業から観光産業、また文化、スポーツ、あら

ゆる分野に至る、そういった計画が可能になっ

ているわけです。 

　そうした地域住民の自立した、自主的な取り

組みを応援する、支援するプログラムとして、

国が予算をつけて、各省庁にまたがって、いろ

いろな制度を準備して、メニューを準備して、

待っているという状況であります。 

　ですから、宿毛市のこの庁内だけで頭をひね

るということではなくて、住民とともに、いろ

んな知恵を出し合って、アイデアを出し合って、

ぜひまとめ上げて、国へ申請したらいかがです

かということを、ご提案をしておるわけです。 

　先ほど来からの一般質問の中で、いろいろ提

案がありました内容の中でも、恐らく活用でき

るものもあるのではないかなというふうにも思

われますので、積極的な、これは利用をお願い

したい。 

　ちなみに、高知県内でこの制度を、現在、申

請しておるところが、幡多郡内では、現在まだ

黒潮町になっておりませんので、大方町が既に

申請をしておりますし、それに先立って、既に

四万十市になりました西土佐村の段階から、西

土佐ではもう既にプログラムを進めております。 

　これは、ちょうど先ほど提案させてもらいま

した厚労省の地域提案型雇用創造促進事業です

ね、パッケージ事業、これを有効に活用して、

大方町ではテレワークという１つの分野を特化

させた取り組みとして、申請しております。 

　県内でも、この２月段階で申請しておる、第

３回の申請で４カ所、大方町を入れて４カ所、

申請がされております。 

　そういった先進地もありますし、焼酎特区じ

ゃないですかね。特区じゃなくて、焼酎の、乙

種の製造免許がいただけたということがニュー

スになっておりますが、またそうした取り組み

とリンクさせて、タイアップして、この制度を

利用して、積極的に取り上げていくということ

も、１つの大きなメリットがあるんではないか

というふうに思いますので、ぜひ、もうちょっ

と情報を開示して、情報を皆さんに提供して、

住民にもこういった制度ありますよということ

をどんどんアピールしていただきながら、現場

からのいろいろなアイデアの積み上げをしてい

く中で、計画づくりに持って行ってもろたらい

いんじゃないかなというふうに思います。 

　ぜひ、これは積極的に取り組んでいただきた

い。もう一度市長の、前向きになるのか、後ろ
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向きになるのかわかりませんが、取り上げるか

どうか、ご回答を、もう一度お願いしたいと思

います。 

　続きまして、公契約における入札制度の見直

しでございますけれども、これにつきましては、

ちょっと指摘をさせておいてもらわんといかん

と思いますが。 

　現在、契約として一般競争入札、それから指

名競争入札、随意契約、それからせり売りとい

う４つの契約がありますよね。 

　その中で、宿毛市は指名競争入札と随意契約

という手法を用いられて契約をしておるという

ことですが、私、今回、取り上げたのは、大き

な公共工事の分野はさておきまして、業務委託

について、絞って質問をしているわけです。 

　といいますのは、例えば清掃委託とか、ちょ

っと形が違いますけれども、指定管理者制度と

して、今、新たに契約をしてやろうというとこ

ろもございますが、そういった業務を委託する

場合に、先ほど、市長もおっしゃいましたダン

ピングの心配が、どうしてもつきまとうわけで

す。 

　具体的に、ちょっと言いますと、最低制限価

格という数字は設計してないからわからない、

これは当然です。内容を見ると、仕様書では、

とても数字は示されておりませんし、各、それ

ぞれの業者の見積をもって、入札で落札を決め

ている状況だというふうに思います。 

　その場合に、仕事をどうしても、自分たちが

取りたい、そういうことでかなり安く札を入れ

て、落札をしているケースがあるのではないか

と心配するわけです。 

　そしたら、その落札した価格が適正であるの

かどうかということを、先ほど明らかに、大幅

に下回る場合には、落札価格を大幅に下回る場

合には、業者と話をさせていただいて、決定し

ておるというふうな言い方でございましたけれ

ども、その大幅に下回るという数字が、どこを

基準にしているのかいうのは、全くないわけで

す。 

　したがって、具体的に、ひょっとすると落札

したところも、ボランティアでかなりなところ

をやっておるんではないか。そういう中で、例

えば最低賃金がきちっと守られておるのか。そ

れから労働条件、それからいろいろな労働保険

の関係なんかも入ってくるかもしれませんけれ

ども、きちっとそういったものが保障されてお

るのかどうかということがチェックできんので

はないかというふうに思うわけです。 

　そういう、絶対にできない価格から下で落札

をしたことによって、その仕事は取られて、業

務はきちっとやらなければならないということ

になっておりますけれども、いわば正当な基準

ではじき出した入札に入ったその業者から言い

ますと、ダンピングに近いのではないかという

クレームがついても、おかしくないんではない

かというケースも考えられますので、そういう

心配や恐れのないような、そういう基準づくり

で、ひとつ他市の例もありますので、やってい

ただきたい。 

　例えば、桑名市であるとか、広島市とか、い

ろいろな市町村、先進の自治体ではやっている

ところもあるわけです。 

　ぜひ、そういった公正な入札ができますよう

に、配慮をしていただきたいし、そういった制

度のきちっとした確立をお願いをしたいわけで

す。 

　例えて言いますと、国の方の国会答弁もある

がです、小泉さんのありますけれども、今回ち

ょっと、県の総務委員会の答弁の紹介をさせて

もらいますが、平成１５年１２月です。県の総

務委員会で、管財課長が答弁をされた内容でご

ざいますが、高知県におきましては、平成１５

年３月に、高知県の契約規則を改正をしており
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まして、庁舎等の清掃業務、機械警備を除く庁

舎等の警備業務、及び設備保守業務の３つの業

務について、最低制限価格を設けることという

ことになっておりまして、しかし、清掃業務に

つきましては、政府調達の分が、その制度に適

用にならないということで、低入札価格調査制

度を導入することにしたという説明をされてお

りまして、契約が履行できないような入札を防

ぐ仕組みを準備したというふうに、答弁をして

おります。 

　そのために、清掃等については、４月当初か

ら実施する必要があって、そういう意味で、４

カ月ぐらいの準備期間等が、審査期間等が要り

ますので、１２月議会に提案をして、可決され

たという経過のようであります。 

　県においても、そういった制度改正をして、

規則としてそういう改正をしてきたということ

でありますので、宿毛市でもできないことはな

いと思います。法的にできることになっており

ますので。 

　ちなみに、今のままでの随意契約のやり方で

いきますと、底なしということが可能になる。

例えば、１００万で、本来でしたら、１００万

のお仕事をせないかんのを５０万でやったりと

か、１０万で取ったりとかいう、ちょっとあり

得んとは思いますけれども、それもやろうと思

えばできないことはないことに、今はなってお

ります。 

　したがいまして、だれが見ても適正な価格で

仕事ができるような業務委託契約を、きちっと

保障していく。そういう制度設計をちゃんとす

べきではないかというふうに思いますので、再

度、市長からのご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（岡村佳忠君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中川議員の再質問にお

答えいたします。 

　まず、１つは、地域再生計画のことでござい

ますが、中川議員からのご提案ございました。

これ、地域の方々からの自主自立ということも

ございます。その面につきましては、宿毛市と

して、行政として、ちょっと怠っている部分が

ございます。これは、反省をさせていただきま

して、いわゆるこの怠ってたということは、地

域の方々から、このアイデア募集ということに

ついての手法をとっておりませんでした。 

　そういうことに対しましては、これは皆さん

に情報開示いたしまして、ぜひ皆様方からいい

アイデアを出していただいて、これを地域再生

計画に乗っけていくようなことに取り組んでま

いります。 

　この面につきましては、今のお話の中で、た

だ行政だけの方でやってたという部分がござい

ます。これは反省して、取り組んでまいりたい

と思います。 

　それから、公契約の今のお話でございます。

私自身も、本当に見積を出してもらうときに、

本当にこれが適正な価格かどうか。例えば、清

掃を１年やっていただくときに、清掃員が毎日

来て、１人以上は来てやってくださいというふ

うな、いわゆる入札条件をつけている、そうい

うことであれば、例えば１日の最低賃金が、こ

の地域で幾らということがわかって、その上で

３６５日来れば幾らというような基準が出るわ

けですが、見ますと、すべての契約、ちょっと

市長決裁まで来ませんが、この部分が１つの基

準値になるのかなと。 

　それより安ければ、少しこれは契約を履行が

できない。それを引き受ける方を泣かすことに

なるんじゃないかなというふうなことも考えて

おります。 

　余り安値見積が、本当に適正であるかどうか

ということについては、きちんとした、標準的

なものを持っとかなきゃいけないのかな。 
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　また反対に、見積入札を取っている部分がご

ざいまして、これがまた高いんではないかとい

うふうなものもございます。この高い金額が、

本当に業者数社から出させて、同じような金額

が出てくる場合もございます。 

　感覚的に高いんじゃないかなというふうに思

うときもありますが、これは同じものでやった

ら、同じ金額を出すんだろうとは思いますが、

例えば、店のディスカウントショップへ行けば、

こういうものを買えば、もうちょっと安くなる

んじゃないかなとか思ったり、そういうふうな

契約にも出くわすこともございます。 

　今の見積の関連につきましては、早急に、ど

ういった形でチェックができるかと。適正な価

格をどういうふうな形で契約ができるかという

ことにつきましては、改めてまた、庁内でも検

討をさせていただきたいというふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　１６番中川　貢君。 

○１６番（中川　貢君）　どうも、市長ありが

とうございます。 

　１点目の雇用の問題につきましては、地域再

生計画は、ぜひ住民とともに、協働で、パート

ナーシップを発揮されて、取り組んでいただき

たいというように思います。 

　２点目の、公契約の入札制度の見直しにつき

ましては、これはＩＬＯ９４号条約で、これ日

本まだ批准してないようなんですが、ここでも

自治体などの労働条項として、公契約の労働条

項としていわれておりまして、公的機関が事業

を委託する場合においては、当該地域の同種の

労働の賃金相場等を調査して、委託先の労働者

の労働条件が、調査による基準を上回るように

設定、契約しなくちゃならないとうたっておる

わけですね。 

　これ、日本の実情に合わないのかどうか、ま

だ批准をしてないようですが、現在、先ほど言

いましたように、大阪府、そして千葉県なんか

におきましても、それから全国各地でこういっ

た総合評価方式を取り入れて、例えば女性を必

ず雇用しなさいよ。それから、環境問題あれば、

ＩＳＯ１４００１の認証を受けてないとだめで

すよ、いうことを入札条件で提示してやったり

しておるとこもあるわけです。 

　そういったよいやり方をしているとこの参考

も、ひとつ事例としてあるわけですから、どん

どん検討に、ぜひ値する問題だと思いますので、

また、今回は一応、提案ということで終わらせ

ていただきますが、ぜひ今後の取り組みに期待

をして、一般質問を終わります。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、市長から議案第７４号が提出され

ました。 

　この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、この際、「議案第７４号」を日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

　「議案第７４号」を議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、追加ご提案申し

上げました議案につきまして、提案理由の説明

を申し上げます。 

　議案第７４号は、字の区域及び名称の変更に

ついてでございます。 

　宿毛湾港工業流通団地開発事業による開発区

域について、今後、企業への土地分譲などを行

うに当たって、大字界を新設し、小字を合筆す
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る必要があります。 

　また、大字界新設に伴い、池島の一部に飛び

地が生じるため、地方自治法第２６０条第１項

の規定により、字の区域及び名称の変更を行お

うとするものでございます。 

　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すよう、お願いを申し上げます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて提案理由の説

明は終わりました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　３時４８分　散会 
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平成１８年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第４号 

 

１　議事日程 
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午前１０時　開議 
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小　野　正　二　君
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　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 
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　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告いたします。 

　本日までに陳情３件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります陳情文書

表のとおり所管の常任委員会へ付託をいたしま

す。 

　日程第１「議案第１号から議案第６２号まで

及び議案第６４号並びに議案第７１号から議案

第７４号まで」の６７議案を一括議題といたし

ます。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　おはようございます。 

　４番、質疑を行います。 

　国は、厳しい財政の中、地方公共団体に対し、

行政改革の推進のための新たな指針を示し、地

方公共団体に対して、一層の行政改革の推進を

強く求めています。宿毛市においても、職員給

料の一律３パーセントカットを初め、各補助金

の削減を余儀なくされ、厳しい予算編成を、市

長初め各担当課長はとりました。その中で、質

疑をさせていただきます。 

　まず、初めに議案第１３号別冊、平成１８年

度宿毛市一般会計予算、ページ５０ページ、２

款１１目の国土調査費、１３節の地籍調査事業

委託料８８万８，０００円についてお尋ねをし

ます。 

　昨年の予算では、２，５２９万７，０００円

を計上いたしまして、本年度は１，３８０万４，

０００円となっています。中を見れば、ほとん

ど人件費にお金の方は出ているんですが、その

中で調査事務委託料として８８万８，０００円

を計上いたしております。この８８万８，００

０円は、どこの国調をするのかをお聞きしたい

と思っております。 

　次に、ページ８５ページ、３目の農業振興費、

１９節中山間地域等直接支払交付金４１５万４，

０００円。直接支払交付金となっていますので、

個人に支払いするのか、説明をしていただきた

いと思います。 

　次にページ９０ページ、５款の１９節宿毛市

水産業総合支援事業５５８万３，０００円と、

同じくすくも夢いっぱい会の２５万円について

の説明を求めます。 

　そして、最後にページ１２２の９款教育費、

１９節の建設工事費１億８６７万４，０００円

についてお聞きいたします。 

　この件につきましては、篠山小中学校の建設

費なんですが、同僚議員が一般質問に立ち、説

明を受けましたが、坪７５万と聞いていますが、

具体的な説明を求めます。 

　以上、４項目です。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

４番、浦尻議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案１３号別冊、平成１８年度宿毛市一般会

計予算、ページ５０ページ、国土調査の中で、

１３節の委託料の地籍調査事業委託料８８万８，

０００円の事業内容ということで、一昨年、昨

年と事業費をして、国土調査をした中で、今回、

事業費が少ないと、事業内容ということでござ

いますが、まず、国土調査事業につきまして、

行政改革大綱集中プランにおきまして、見直し

をしまして、現在、行っております山田地区の

国土調査が１７年度から１９年度までなってお

りまして、２０年より新規事業休止となってお

ります。 

　今回、１８年度に予定しております８８万８，

０００円の内容につきましては、平成１７年度
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に地籍調査の現地調査におきまして、１筆調査

をはかりました戸内、芳奈、山田地区の地籍の

測定、地籍図、地籍簿の作成と、その情報につ

きまして、数値情報化をはかる計で８８万８，

０００円を計上しております。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　農林課長。 

○農林課長（小島正樹君）　農林課長、４番、

浦尻議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、ページ８５ページの款項

目が５・１・３の１９節、中山間地域等直接支

払交付金の支払い先というご質問だったと思い

ますが、支払い先につきましては、８集落と協

定を結んでおりまして、集落に対して交付をい

たします。 

　この事業の内容につきましては、現在、人口

の減少、それから高齢化の進行、それから傾斜

地が多く農業条件が不利なことなどから、後継

者の減少や不耕地の増加などが進んでいるため、

農業生産活動等継続、それから増進するものに

対して、交付金を交付する制度でありますが、

対象面積につきましては、４０．３ヘクタール

で、集落協定を結びまして、集落で水路、農道

の管理をするとともに、この事業の目的であり

ます耕作放棄の防止、景観の向上、環境保全等

の多面的機能の向上を図ります。 

　交付金の額につきましては、急傾斜地が２集

落であります。それから、緩傾斜いいますか、

緩い傾斜が６集落、内容によりまして、１０ア

ール当たり２万１，０００円から６，４００円

の金額を交付します。 

　集落としましては、８集落ですが、山北地区

で４集落、それから天神、それから西竹石、芳

奈、黒川の８集落を対象としております。 

　実際、集落に対して交付をしますが、その後

の支払いにつきましては、集落の中で取り決め

をして、個人に、例えば田役等に出た場合は、

個人に支払いする場合もあるでしょうし、農機

具等共同購入する場合もありますが、基本的に

は、集落の中で決めていただいて、配分をする

ということになっております。 

　以上です。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　水産課長。 

○水産課長（間　和海君）　水産課長、４番、

浦尻議員さんの質疑にお答えします。 

　議案第１３号別冊、ページ９０ページ、５・

３・２の水産業振興費の宿毛市水産業総合支援

事業補助金５５８万３，０００円と、すくも夢

いっぱい会補助金の２５万の説明でございます。 

　私、最後の議会になりました。身内の議員さ

んから、激励のお祝いでしょうか、そういうよ

うな気持ちで質疑に立たさせてもらったんじゃ

ないかと思っております。 

　実は、この質疑、ちょっと長くなりますが、

ピーアールさせてもらってよろしいでしょうか。 

　水産業総合支援事業の５５８万３，０００円

でございますが、これにつきましては、カツオ

一本釣り生餌の畜養販売促進事業費、これ３７

５万円と、魚類防疫士育成事業３３万３，００

０円、それから宿毛湾養殖ブリ、土佐ブリです

が、流通販売促進事業の１５０万からなってお

ります。 

　まず、カツオの生餌の畜養販売促進事業費の

説明でございますが、私が言うまでもなく、宿

毛湾は全国でも有数のイワシ、カタクチイワシ

の生産地であります。 

　近年、イワシの漁獲量の減少から、カツオ一

本釣りの生餌がカタクチイワシに変化してきま

した。これを受けまして、研修を、鹿児島県の

錦江湾の方で研修をしてきました。カツオ一本

釣り生餌の畜養販売体制を確立して、産地流通

拠点市場として開設いたしましたすくも湾中央

市場へのカツオ船団の水揚げを誘致するために、

すくも湾漁業が事業主体となって行うものであ
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ります。 

　これによりまして、新たな収入源の確保、並

びに現在、カタクチイワシの加工原魚が低迷し

ておりますが、それに対する生産調整の役目も

果たすのではないかと思っております。 

　３番目に、近海カツオ船団の誘致によりまし

て、すくも湾中央市場への販売、取り扱い手数

料の収入を確保すると。 

　４番目に、黒潮牧場等、宿毛湾で活躍する事

業者が、土佐黒潮牧場近辺でカツオの一本釣り

なんかをしておりますが、それの効果的な、効

率的な運用ができるんじゃないかと思っており

ます。 

　それと、もう１つ、カツオ船の誘致によりま

して、食料等の仕込みもできるのではないかな

ということで、漁協の方では期待をしておりま

す。 

　続きまして、魚類防疫士の育成事業でござい

ますが、これは３年間の事業で、１８年度が最

後の年になりますが、魚類、魚病ですね、養殖

の魚、ブリ等、タイ等ですが、それの魚病の診

断を柱とした防疫指導を確立して、養殖生産効

率の維持と、あわせて安全・安心の流通改善を

図るために、取り組んでおります。 

　これも、漁協の職員が３年間で魚類防疫士の

資格をとって、１８年度、最後になりますが、

養殖業者の皆さん方に対応していこうというも

ので、一生懸命、若い職員の方がやっておられ

ます。 

　３番目に、土佐ブリ、宿毛湾養殖ブリの流通

販売促進事業でございますが、ご承知のように、

宿毛湾の魚類養殖は、県下では須崎市の野見湾、

野見、大谷湾と並ぶ最大の養殖基地であります。 

　土佐の魚流通販売促進事業補助金を受けまし

て、水産業総合支援事業として、事業者の支援

をしようとするものでございますが、近年、養

殖魚の生産技術や、品質は、大幅に改善されて

おりますけれども、昨年来、浜値価格が大幅に

低迷をいたしまして、厳しい養殖経営に至って

おります。この低価格を解消するために、より

消費者ニーズに沿った生産流通販売体制を構築

していこうということで、今回、宿毛湾ブリ養

殖協業体グループというものを立ち上げまして、

生産者グループが協業化をすることによって、

生産から流通、販売までの新たなルートを開拓

し、魚価の向上と養殖経営の安定に取り組んで

いこうというものでございます。 

　事業内容といたしましては、トレーサビリテ

ィによる生産履歴とか、飼育基準の管理を一貫

して行い、消費地周辺に畜養施設を持つ出荷・

加工業者と提携し、量販店、加工業者等に注文

販売や量販店での実演販売等を行う予定でござ

います。 

　続きまして、すくも夢いっぱい会補助金の２

５万円でございますが、今、ことしはアオリイ

カが大変とれておりまして、ブームになってお

りますけれども、アオリイカが、地方名ではモ

イカといわれることは皆様ご承知のことと思い

ますが、藻場に集まって産卵することに由来し

て、モイカといわれるようでございます。 

　このアオリイカは、沿岸域で漁獲される魚価

の高い魚でございまして、高齢漁業従事者の大

きな収入源にもなっているようでございます。 

　言われますように、森は海の恋人とも言われ

ますが、この山林関係者やＮＰＯ法人との協力

を得まして、スギ・ヒノキの間伐材を活用して、

アオリイカの産卵礁を設置し、生態系や産卵状

況の研究を夢いっぱい会の海に生きる部会です

が、これ、１７名で構成されておりますけれど

も、この部会、海に生きる部会の方で研究をし

ていこうということでございます。 

　以上でございます。長時間、済みませんでし

た。 

○議長（岡村佳忠君）　教育次長兼学校教育課
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長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　教

育次長兼学校教育課長、４番、浦尻議員の質疑

にお答えをいたします。 

　平成１８年度一般会計予算、ページ１２２ペ

ージでございます。 

　篠山小中学校の改築にかかわる分担金１億８

６７万４，０００円についてのご質問でござい

ます。 

　この分担金につきましては、１８年度篠山小

中学校の改築として、１７年度実施設計を予算

計上いたしまして、設計があがっております。 

　当初の設計が９億１，８００万ということで、

建築面積が２，５４１平米、そしてプールが２

６５平米の９億１，８１２万円という設計であ

りました。 

　その時の財源といたしましては、国庫補助金

が１億８，９７３万７，０００円、それから起

債、そして一般財源が５億６，６００万。その

２分の１が２億８，３００万が宿毛市の負担金

という状況でございました。 

　その後、種々検討する中で、８月の段階で事

業費として６億２，６００万、宿毛市の負担金

が１億７，４００万いうことで、事業費として

約３億、それから面積として６００平米ぐらい、

減額をいたしております。 

　ただ、それでもまだ、やっぱり大きいのでは

ないかということで、種々、愛南町、それから

設計業者と協議をいたしまして、当初予算に計

上いたしております１億８６７万４，０００円

が、事業費といたしまして４億９，９８０万、

校舎面積が１，６７４平米ということで、予算

計上をさせていただいております。 

　この財源といたしまして、国庫補助金が１億

２，２２５万２，０００円、県の補助金が２，

０００万円、起債が１億４，０２０万円、一般

財源として２億１，７３４万８，０００円。そ

して、宿毛市の負担が１億８６７万４，０００

円という状況でございます。 

　ただ、これはあくまでも当初予算の段階であ

りまして、この６日に組合議会でもはかられま

したが、予算はそうですが、その後、最終的に

もう一度、いろんな部分で検討いたしまして、

現在の最終の計画、実施計画として４億９，０

３５万円、面積はそのままでございますが、プ

ールは一定、今回は計上しないという形の中で

行っております。 

　宿毛市の一般財源が１億３９４万９，０００

円という状況になろうかと思います。 

　したがいまして、当初の計画から言いますと、

事業費として４億２，０００万、約４億３，０

００万の減額と、一般財源としまして約１億７，

０００万ぐらいの減額という形であります。 

　面積としましても、当初の面積から比べます

と、８６７平米の減という状況であります。 

　続いて、現在の最終の４億９，０３５万円の

中身でございますが、本体工事が３億８，７９

８万８，０００円、約５０６坪でございます。

そして、屋外附帯工事、舗装工事とかスロープ、

渡り廊下、それから排水、夜間照明の移設、そ

ういうものを含めまして３，４００万。合併浄

化槽、運動場の整備、そして仮設校舎、それか

ら既設の特別教室の改修等、それが解体撤去に

２，１００万とかいう形がありまして、合計４

億６，７００万。それに５％の消費税、２，３

３５万円加えまして４億９，０３５万円という

形になっております。 

　この本体工事３億８，７９８万８，０００円、

５０６坪で割りますと、坪単価として７６万６，

０００円という形になります。 

　確かに一般住宅と比べて高いかもしれません

が、その理由といたしまして、木造建築につい

ては、コンクリートに比べると、一般的に割高

になると。そして、愛媛県として建築について、
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木造を推進している経緯もあります。そのため、

愛媛県としては、県産材の使用することについ

て、２，０００万円の補助をするというような

状況もございます。 

　そして、鉄筋で建てます、例えば大きな事務

所、庁舎等に比べますと、間仕切りが多くなる

こと。それから、例えば一般住宅と比べて、大

きな木造建築になりますと、間仕切りは少ない

けれども、柱と柱、あるいは壁と壁の間が広く

なりまして、耐震等の構造上、強化する必要が

あること。そして、一般住宅と比べまして、大

きな建築になりますと、使用する柱やはりなど

の部材も大きくなる。また、基礎工事も強化す

る必要があるというようなことで、現状の７６

万６，０００円の建築単価という形になってお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　どうもありがとうござ

いました。 

　１点だけ、再質疑をしたいと思います。 

　都市建設課の国調、国土調査費の事業なんで

すが、この集中改革プランが、２０年に、先ほ

ど課長が説明したように、休止になってます。

けど、２１年には何も入っておりません。見直

しとか、そういうふうなものが、今後できたら

一番いいなとも思っているんですが、この事業

につきましては、国の補助金、県補助金を交え

まして、２５パーセントが市の持ち出しだと思

っていますが、今後、課長として、この、やは

り国調を待っている地域がたくさんある中で、

今、プランは出ているんですけれども、課長と

して、やはりこれを２０年以降にはどうしても

やり上げていかないとかいう形の気はないか、

そこら辺をちょっと聞きたいんですけど。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

４番、浦尻議員の再質疑にお答えいたします。 

　先ほど、浦尻議員さん言われましたように、

国土調査事業の必要性につきましては、１筆ご

との土地の境界が明確になり、現地の復元がで

きる地図の整備ができ、地図の混乱地域が解消

されるということで、必要性については、十分、

認識しておりますと。 

　しかし、宿毛市を取り巻く財政事情は非常に

厳しい中で、事務事業の見直しをしておりまし

て、特に緊急度、優先度の高いものから、効率

的に進めていかなければと。 

　国土調査事業につきましては、昭和５７年度

からやりまして、平成１０年度、１７年間で約、

それと１７年間で約２０キロ平方をやりまして、

国体があったときの１１年から１４年、４年間

休止いたしまして、１５年から国土交通省の中

村宿毛道路にかかるとこを、１５年、１６年、

１７年と利用してきまして、今回、こういう財

政事情の中で、新規事業を２０年から休止する

という中で、今、浦尻議員さんが言われました

ように、必要性は十分認めております。しかし、

これから宿毛市全域を国土調査するのに、まだ

約３０年余りかかるということで、どうしても

緊急度のことを考えますと、休止がやむを得な

いという状況でございますと。 

　財政状況がようなれば、当然、やっていきた

いと、要望もしていきたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　４番浦尻和伸君。 

○４番（浦尻和伸君）　今、課長から答弁をい

ただきました。なかなか財政が厳しい、削減を

しなくてはいけないもの、よくわかります。 

　だけどまあ、今後、厳しい財政の中で、市長

を中心として新たな発想を持った歳入を目指し

て、歳入がふえれば経費の方も、別に出してい

るところがありますので、今後、お願いをいた

しまして、質疑を終わります。 
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○議長（岡村佳忠君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、質疑を行い

ます。 

　私が質疑をしようとしているのは、議案第１

０号、平成１７年度宿毛市国民宿舎運営事業特

別会計補正予算について、そして議案第１３号、

平成１８年度宿毛市一般会計予算について、そ

して、議案第１４号、平成１８年度宿毛市簡易

水道事業特別会計の３議案についてでございま

す。いずれも予算議案でございますけれども、

関係各課長、厳しい予算状況の中で獲得した現

在のこの予算の内容について、詳しく、そして

簡潔にお答えをいただきたいというふうに思い

ます。 

　それでは、第１０号の補正予算について、国

民宿舎運営事業特別会計補正予算について、質

疑を行います。 

　ページ７ページです。歳出の中で、国民宿舎

費として、国民宿舎運営費、その中で負担金及

び補助金と、交付金ということで、宿毛市観光

開発公社に１億２，０００万円補助をするとい

う予算が計上されております。このことについ

ては、かつて国民宿舎を管理委託しております

観光開発公社による不正な借り入れ等が発覚を

いたしまして、もうそろそろ７年になるのでは

ないかと思いますけれども、そうした中で、こ

の議会もあげまして、特別委員会をつくり、そ

の原因究明等に対応してまいりまして、そして

市民の皆さんからも、この公社の会計等につき

まして、非常に大きな批判も出、そこで発生し

た不正な借入金については、公金の投入という

のは、さすべきではないという世論もあり、そ

して行政もそのような形で、現在まで対応して

きました。 

　そうした中で、当然、観光開発公社としては、

独自にその利益を上げるために、さまざまな再

生計画を立てて、今日まで運営をしてきたとこ

ろだと思いますけれども、なかなか社会情勢厳

しい状況の中で、みずからの経営の中、運営の

中で、このような借入金を返済するということ

に至らないまま、今回の指定管理者制度に乗り

まして、「椰子」の委託が民間の企業が参入す

る、そういうことに伴いまして、今回、きちっ

とこの問題についてけりをつけようということ

の補助金であると思うわけでございますけれど

も、こういう形で現在、１億２，０００万も支

出するということについては、市民の皆さんも

非常に関心も高い内容でございますので、こと

ここに至った経過等を含めまして、なぜ今、こ

ういう形での補助金必要なのかということにつ

いての観光課長の方からのご答弁をいただきた

い、このように思います。 

　続きまして、第１３号別冊の１８年度宿毛市

一般会計予算についてでございます。 

　まず、２５ページ歳入についてでございます

けれども、国庫支出金、国庫補助金の中の衛生

費国庫補助金の中で、６００万円、循環型社会

形成推進交付金という形で歳入なっております

けれども、これは、どこの事業に使われるのか、

ちょっと調べてみましたけれども、わかりませ

んでしたので、その内容について、ご明示をい

ただきたいと思います。 

　さらに、財産収入として、３３ページにあり

ますが、千寿園跡地の売払いの収入が４，５９

１万２，０００円計上されております。これに

ついて、現在の広さであるとか、あるいは坪単

価等、それから現在、そういう買い手がどうい

う状況にあるのか、その辺のここを売払うに当

たっての、そういう現在の状況等について、ご

説明をいただきたいと思います。 

　３７ページ、これも雑収入ということですが、

最後の端、ページの、市町村情報基盤整備事業

費補助金ということで、５４万１，０００円入

ることになっておりますが、このことの内容に
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ついて、ご説明をいただきたいと思います。 

　続きまして、歳出の方に移りまして、４７ペ

ージ。総務費の総務管理費の中で、補助金負担

金というところで、和田の地区に対して、緑化

整備事業補助金１８０万円予算化されておりま

すが、このことの内容をお聞きをいたします。 

　続きまして、４９ページ、総務管理費開発推

進費というところの中で、ここも負担金になる

わけですが、鉄道経営助成基金負担金という形

で１，５７５万８，０００円ということになっ

ており、また、その以前にも、土佐くろしお鉄

道中村宿毛線運営協議会負担金ということで、

くろ鉄に対しての支出があるわけでございます

けれども、こうした支出されながら、くろ鉄の

１つの運営のあり方の中で、例えば市民の皆さ

んからも、非常にくろ鉄、また四国内での割り

引き制度が、いろんな形であるのに、実際、市

民には１つも、１つもということはありません

けれども、知らないと。せっかくの割引制度等

があるのに、こういうものについて、公表され

ていないではないかという話も聞くわけですが、

そのような広報等について、くろ鉄自身の取り

組みという形の中で、こういう形のものも含ま

れているのかどうなのか。そして、宿毛市とし

ても、独自にこういうことを考えておるのでは

ないかと思いますが、その辺のことについて、

お願いをしたいというふうに思います。 

　例えば、くろしお鉄道の割引制度、こういう

中でも、宿毛から大阪に行くと、非常に安い制

度というのがあるわけです。そういうものとか、

それからもう１つ、四国内のエンジョイクラブ

会員ということで、年会費１，５００円、これ

を払えば、例えば男性で６０歳以上、女性５５

歳以上の人は、四国内の切符、特別料金、特急

料金も含めて、すべて３０パーセント安くなる

という制度もあると聞いております。 

　この制度を利用すれば、宿毛から高知へ行っ

て帰る往復運賃だけで、約３，０００円くらい

は安くなるわけですから、十分、会費の１，５

００円がもとをとれるというぐらいな形で、非

常に、昨日、地区長連合会がございましたけれ

ども、そこの中でも、こういう話も出まして、

ぜひともそういう関係の形での予算が計上され

ているのかどうかというふうなことも含めまし

て、質疑の話もございましたので、今回、そう

いう形で質疑をさせていただきたいと。全体の

そういう割引制度というのがどういう形である

のか、それをどう公表しようとしているのかに

ついても、関連の内容としてお答えいただいた

らというふうに思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

　続いて、８７ページになります。農林水産業

費で、林業費、ここの中の林業振興費というこ

とで、ここの１９節の中に、高知県森と緑の会

会費１０万。それから、ふれあい緑の感謝祭補

助金１万５，０００円。それから、森林整備活

性化事業支援交付金１，２６８万８，０００円、

さらに緊急間伐材総合支援事業費補助金３，３

１９万３，０００円。そして、その次にも、次

のページ、８８ページにも、間伐等森林整備促

進対策事業補助金２，８５０万。非常に、山を

守っていく、林業振興ということの中で、貴重

な、そういう事業が交付金として、あるいは補

助金として計上されているわけですが、非常に

大事なことだと思います。 

　この辺の事業内容等、補助金ということの中

でご説明をいただきたいというふうに思います。 

　続きまして、９８ページ、土木費、道路占領

費ということの中で、地方道整備事業費になる

わけですが、ここでの工事請負費が１億４，６

７０万１，０００円、予算化されておりますが、

これについて、主なものについて、何点かで結

構でございますので、私が考えている事業がど

うかということの確認したいわけですから、ち
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ょっとその辺、主な事業について、お願いをし

たいと、ご答弁をお願いしたいと思います。 

　続いて、１０２ページ、土木費の住宅管理費、

この中に、市営住宅の修繕工事費として１６０

万計上されております。聞くところによると、

現在、入居を新たにしてないような住宅の中で

は、非常に住宅が荒れてといいますか、きちん

と管理してなくて、隣は空き家になっているけ

れども、なかなかきちんと管理がされてないよ

うな状況があるじゃないかという話も聞くわけ

ですが、こういう形の中で、１６０万というこ

とで、このような住宅に対しての管理という形

の、手が行き届くかどうなのか、この辺につい

てお聞きをいたしたいと思います。 

　続いて、議案第１４号、宿毛市簡易水道事業

特別会計予算についてでございます。 

　１１ページになります。事業費の中で、建設

改良事業費といたしまして、沖の島地区に認可

設計業務委託ということで、７００万計上をさ

れております。これは、今までの説明の中では、

沖の島全体の水道施設を統合して、対応すると

いう形のところまでは聞いておりますけれども、

全体として、どういう事業内容を目標として、

それの認可設計を受けようとしているのか、こ

のことについて、課長の方からお答えをいただ

きたいと思います。 

　以上、１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長、

１０番議員の質疑にお答えをいたします。 

　ご質問の箇所につきましては、議案第１０号

別冊、平成１７年度宿毛市国民宿舎運営事業特

別会計補正予算書７ページ、１９節宿毛市観光

開発公社補助金１億２，０００万円の増額補正

につきまして、今回、一般会計予算投入をもっ

ての予算計上に至る経緯等につきまして、ご質

問を賜りました。 

　毎回、私、議会答弁が大変長いということで、

議員各位のひんしゅくを買っているところでご

ざいますが、議員ご指摘のとおり、今回の補正

予算につきましては、平成１１年度発覚の不正

借入金の残額６，２５０万円を含みますところ

の「椰子」の赤字解消予算として、補正計上を

申し上げておる関係から、議員各位はもとより、

広く市民の皆さんのご理解を賜るべく、この後、

当該経緯等につきましては、真摯かつ詳細にわ

たり、ご説明を申し上げます。 

　大変答弁時間をとることになり、恐縮に存じ

ますが、冒頭、ご容赦をいただきますよう、ひ

らにお願いを申し上げます。 

　答弁に入ります。 

　議員ご指摘の平成１１年発覚の公社職員によ

る不正借り入れ事件につきましては、議員各位

はもとより、市民の皆さんに多大なご迷惑をお

かけしてきた経緯にございまして、当時の状況

を引き継いでおります現公社事務局としての商

工観光課といたしましても、ここに改めて心よ

りおわびを申し上げたいと存じます。 

　事件の概要及びその顛末等につきましては、

これまで過去、開催された議会は当然のことと

いたしまして、各年度におけます市政懇談会等

を通じまして、前任課長等から、その詳細につ

きまして、ご報告を申し上げている経緯にござ

いますが、特に市議会におかれましては、事件

発覚後、原因究明のための調査特別委員会が設

置される中、徹底した調査を実施いただいた経

緯にございます。 

　また、当時の公社理事会はもとより、現在の

公社理事会には、３名の市会議員さんにご参画

を賜る中、大変なご苦労とご心労を、これまで

おかけした経緯にございまして、この場をお借

りいたしまして、理事を初めとする議会の皆様

方に対しまして、心からなる敬意と感謝の意を

あらわせていただきたいと存じます。 



－ 141 －

＋

　また、「椰子」の開設者でございます宿毛市

といたしましても、当然のことながら、公社と

もども、その原因究明に努めた結果におきまし

て、当該事象の解決に向けましては、刑事事件

及び民事事件といたしまして、関係者を告訴し

た経緯を含め、その後におけます警察当局にお

ける捜作及び司法判決といたしましては、当方

の申立てが、ほぼ全面的に認められる中、刑事

事件としての判決がなされ、また、民事事件に

つきましては、高松高等裁判所からの調停案を

もっての和解勧告を受け入れる中で、事件発覚

後の約３年を経過した平成１４年６月時点をも

ちまして、事件としての法的な決着はすべて終

了したものでございます。 

　また、不正借り入れがなされた原因につきま

しては、ご質問議員ご承知のとおり、過去数年

にわたり減少していた「椰子」の売り上げをカ

バーする等、粉飾決算を主たる目的といたしま

して、当該行為がなされた旨の判断が、警察当

局並びに司法当局によってもなされているとこ

ろでございます。 

　なお、当時、発覚をいたしました借入金８，

３０９万円につきましては、それらの流れを受

けまして、当事者並びに当事者の遺族からの和

解金並びに弁償金等の受け入れに伴いまして、

その額は現存する６，２５０万円まで減少した

経緯にございます。 

　また、当該残存する借入金につきましては、

各種調査の結果におきましては、当時の「椰

子」の運営管理に使用されたことが十分想定さ

れるものの、確証には至らず、「椰子」を運営

する公社といたしましては、当該借入金残額を

抱える状態をもって、以後の運営管理を余儀な

くされ、現在に至っているものでございます。 

　また、当該借入金の返済につきましては、先

ほど、議員ご指摘のとおり、これまで議会を初

め、市民の皆さんに対しまして、その返済は公

社経営たる「椰子」の営業努力、いわゆる売り

上げをもって返済をなす旨の表明が踏襲されて

きた経緯にございます。 

　歴代、公社事務局といたしましては、その方

向性に立ちまして、公社現場職員とともに、誠

心誠意努力してまいった状況にはございますが、

長引く経済不況はもとより、国内の旅行形態が、

手軽で大きな魅力を秘めた海外旅行へと移行す

る中、全国の国民宿舎同様、当市の「椰子」に

おきましても、その後、売り上げが減少傾向の

一途をたどる状況下におきまして、その返済の

めども立たず、まさに危機的状態をもちまして、

公社としての運営管理がなされてきた経緯にご

ざいます。 

　現在における公社運営を、このまま継続する

ことは、今後、さらなる当市財政への悪化を招

くことが強く、また大きく懸念される現状にお

きまして、公社を統括いたします理事会といた

しましては、「椰子」運営からの撤退が決定さ

れた状況を踏まえまして、これまた、先ほど議

員ご指摘のとおり、「椰子」の開設者でござい

ます宿毛市といたしましては、去る１２月定例

市議会でご承認を賜りましたとおり、国が定め

る地方自治法に基づく指定管理者制度を導入す

る中で、「椰子」の運営管理は、本年４月１日

付をもちまして、民間企業にゆだねる結果と相

なったものでございます。 

　今回の赤字補填策といたしましての一般会計

予算の投入につきましては、これまで、「椰

子」の経営に携わってまいりました公社には、

既に議員各位、十分ご承知のとおり、一切の残

有能力なき状態をもちまして、当該一般会計予

算の投入関係につきましては、法律判断を前提

といたしまして、専門家たる弁護士並びに税理

士からも意見を求める中、公社撤退時における

累積債務解消におけるその弁済責務は、当然と

して「椰子」を開設し、また、その運営をゆだ
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ねる公社を設立した宿毛市が、その責務を負う

ものであることも、法律判断として確認もいた

しているところでございます。 

　また、一般会計予算の投入以外、ほかに方策

なきものとの行政判断も打ち出す中で、今回の

補正予算計上に至ったものでございます。 

　何とぞ、当該状況をご理解の上、今回の補正

予算を、ぜひぜひお認めいただきますよう、衷

心よりお願いを申し上げる次第でございます。 

　なお、議会を初め、市民の皆さんに多大なご

迷惑をおかけいたしました一時借入金相当額に

つきましては、一たん、今回の補正予算により

まして、一般会計からの繰出金から当該返済を

なすものではございますが、今議会の初日冒頭

におけます市長からの当該議案説明がなされま

したとおり、新年度以降、「椰子」の事業収入

として、指定管理者から受け取ります使用料収

入９００万円につきましては、議会の皆さんは

もとより、市民の皆さんからのご理解を得るべ

く、補てん措置といたしまして、そのうち５０

０万円を今後１３年間、一般会計にお返しし、

宿毛市財政調整基金へ積み戻しを行うとともに、

残る４００万円につきましては、そのうち２０

０万円を今後におけます国民宿舎施設整備にか

かわる対応予算といたしまして、新たな基金を

創設する中で、当該基金へ充当申し上げる措置

といたしております。 

　また、残る２００万円につきましては、平成

２７年までの間、返済を義務づけられておりま

す「椰子」建設時における起債返還金等に充当

してまいる形をもちまして、対応させていただ

く予定と相なっているものでございます。 

　以上、補てん措置含め、議会のご理解を賜る

べく、今回、補正計上を申し上げておりますの

で、ぜひぜひ、お認めいただきますよう、重ね

て、重ねてお願いを申し上げまして、大変長く

なりましたが、答弁にかえさせていただきます。 

　よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　環境課長。 

○環境課長（谷本秀世君）　環境課長、１０番

議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号、平成１８年度宿毛市一般会計

予算、別冊の２５ページ、４款２項３目衛生費

国庫補助金、金額は６００万、循環型社会形成

推進交付金について、ご説明申し上げます。 

　これは、昨年まで浄化槽設置整備事業補助金

という形で計上させていただいております。内

容につきましては、合併処理浄化槽設置整備事

業に関するものでございまして、国から６００

万、県から６００万、宿毛市負担が６００万で、

１，８００万で事業を実施しようとするもので

ございます。 

　１基当たり３０万円の補助をして、６０基を

予定いたしております。 

　なお、この浄化槽設置の事務につきましては、

このたび、課設置条例を改正するようにいたし

ておりまして、浄化槽に関することが環境課の

事務ということになりますので、こういう形で

提案させてもらっておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、１０番、

沖本議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号、ページ３３ページ、財産売払

い収入についてでございますが、千寿園跡地の

売払い収入として、４，５８２万２，０００円

を計上をさせていただいております。 

　これの単価、現状についてということでござ

いますが、面積にいたしますと、５，３９０．

７７平米ございます。平米当たりの単価は８，

５００円、坪にいたしますと、２万８，０５０

円の単価となっております。 

　この売却につきましては、３月の広報にも一

定、掲載させていただいておりまして、数件の
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問い合わせが、現在、あっております。 

　４月に入ってから、公売というような形をと

りたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　企画広報課長。 

○企画広報課長（小松宣男君）　企画広報課長、

１０番議員の質疑にお答えをいたします。 

　私も、今期が最後でございますので、よろし

くお願いをいたしたいと思います。 

　議案１３号別冊、平成１８年度一般会計予算、

ページ３７ページの市町村情報基盤整備事業費

補助金につきましてでございますが、これは、

総合行政ネットワークにかかる情報基盤の整備

及び公立学校等の情報基盤整備を行ったものに

対しまして、財団法人高知県市町村振興協会よ

り、ケーブルテレビ専用接続費と接続機器等の

保守点検料として、補助金がいただけるものと

なっておりますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

　続きまして、ページ４７ページ、２款１項３

目の１９節、和田地区の緑化整備事業補助金で

ございますが、この件につきましては、財団法

人自治総合センターが実施しております緑化コ

ミュニティー事業によりまして、和田地区が地

域の交流の場となるように、松田川左岸の文珠

橋より下流、稗田川の合流点における約３キロ

の堤防下に草花のスイセン、これは、スイセン

の草花の栽培をする苗代等を補助するものでご

ざいます。 

　続きまして、ページ４９ページの、これは２

点にまたがっていると思いますが、土佐くろし

お鉄道中村宿毛線運営協議会負担金と、鉄道経

営助成基金負担金の１，５７５万８，０００円

でございますが、この１，５７５万８，０００

円につきましては、高速道路の開通、供用開始

などにより、利用客の減少に伴い、経営が圧迫

され、基金が枯渇していることにより、基金の

再造成を、平成１７年度より５カ年間で６億の

造成を行うものでありますが、負担配分につき

ましては、今現在は７カ市町村になりますが、

７カ市町村で３億。高知県が２分の１の３億、

計６億円をもって、高知県西南地域における交

通運輸体系の核となる鉄道の維持整備を図ると

ともに、長期安定経営を確保し、鉄道利用者や

地域住民に対するサービスの向上に寄与するも

のでございます。 

　なお、土佐くろしお鉄道中村宿毛線の運営協

議会負担金３０万円につきましては、沿線関係

７カ市町村で組織し、７カ市町村で１００万円、

高知県補助金として１００万円の合計２００万

円をもって、健全経営の確保を目的に、利用促

進のピーアールや、イベント活動を行おうとす

るものでございますが、議員さんの申しました

ように、確かに現在、土佐くろしお鉄道と、Ｊ

Ｒが協働いたしまして、会員割引切符や、往復

割引切符、各種利用のしやすい切符といいます

か、そのようなものの実施を行っております。 

　その中で、協議会といたしましても、平成１

７年度に利用促進のイベント、そしてまた、鉄

道関係の情報、協議会の情報とかを、ホームペ

ージ等でも発信しております。 

　なお、１８年度につきましても、このような

情報の発表等をしてまいることとなっておりま

すので、なお、議員さんが申されましたように、

市民に向けてのこういう切符の内容とか、等を

含めまして、広報をしてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　農林課長。 

○農林課長（小島正樹君）　農林課長、１０番

議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、ページ８７ページですが、
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款項目、５・２・２の１９の付記説明の中で、

５点ほどの質疑だったと思います。 

　まず、１点目の高知県森と緑の会会費の１０

万円の内容ですが、この会費につきましては、

社団法人高知県森と緑の会というのが高知市に

ありまして、会員的には、県内の市町村等で１

０７団体が会員となっております。 

　事業内容としましては、緑化事業とか、それ

から緑の募金事業とか、それから木の文化圏構

想等の普及、それから森づくりや緑を守り育て

るための事業などをしております。 

　それと、２点目につきましては、ふれあい緑

の感謝祭補助金１万５，０００円の内容ですが、

支出先につきましては、宿毛市木材需要拡大推

進協議会、事務局は四万十森林管理署にありま

して、メンバーにつきましては、県の林業事務

所、それから宿毛市森林組合、農林課等で組織

をしております。 

　事業の内容につきましては、年に１度、こと

しにつきましては、正和隣保館で実施しました。

前年度は、栄喜小学校です。 

　それから、１９年度につきましては、今のと

ころ、小筑紫小学校を予定しておりますが、木

材の需要拡大いいますか、小学生を対象に、森

林教室、シイタケのコマ打ちとか、それから土

地によっては、巣箱づくり等で、そういう活動

をしております。 

　３点目の森林整備地域活動支援交付金１，２

６８万８，０００円の内容につきましては、こ

の事業につきましては、平成１４年度から平成

１８年度までの５年間、宿毛市と宿毛市の森林

所有者が協定を結びまして、森林の現況調査、

施行実施区域の明確化いいますか、境界を設定

したり、歩道等の整備などをする事業に対しま

して、１ヘクタール当たり１万円を交付する事

業です。 

　ただ、この対象が、面積、大規模いいますか、

３０ヘクタール以上ということがありまして、

皆さんだれでもというわけにはなっておりませ

ん。 

　対象としましては、高知県森林整備公社が１，

２２６．２ヘクタール、それから、株式会社で

あります中野林業さんが４２．６ヘクタールの

４２万６，０００円の交付金であります。 

　財源につきましては、国費が５０パーセント、

県が２５パーセント、市が２５パーセント。こ

の２５パーセントについては、交付税で財源措

置があるというふうに聞いております。 

　それと、４点目につきましては、緊急間伐総

合支援事業費３，３１９万３，０００円の内容

ですが、宿毛市森林組合が事業実施する間伐の

面積が３４０．０ヘクタール、それから高知県

森林整備公社が３６．３５ヘクタール、計３７

６．３５ヘクタールの間伐を実施したいと考え

てます。 

　なお、この事業につきましては、県の補助金

のつぎ足しがこの額でありますので、国費、そ

れから受益者負担とかみ合わせますと、全体事

業では４，５５０万程度を予定しております。 

　それから、ページ８８ページの間伐等森林整

備促進対策事業補助金２，８５０万の内容でご

ざいますが、宿毛市森林組合が平成１８年度か

ら実施する高知県森の工場づくり推進事業にお

きまして、実施地域は、久礼ノ川地区で、森林

面積５５０ヘクタールの森林を団地化をしまし

て、効率的な保育いいますか、それからまた、

間伐につきましては、収入間伐を行うことを目

的にしまして、高性能の林業機械、ちょっと横

文字ですが、フォワーダですか、それからハー

ベスタ、スイングヤーダ。これは林内作業車と

か、枝打ちとか、それから集材等に対する高性

能の機械でありますが、その機械の導入や、作

業道の開設などの基盤整備を実施したいと考え

てます。 
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　作業道の開設につきましては、３，０００メ

ートル、これは７５０万、それから林業機械の

導入につきましては、主３つの機械で４，００

０万、合計４，７５０万ですが、補助は、これ

に対する６０パーセントの補助金として２，８

５０万となっております。 

　財源につきましては、国費が５０パーセント、

それから県が１０パーセントであります。 

　以上です。よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　土木課長、１０番、

沖本議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１３号別冊、平成１８年度宿毛市一般

会計予算、ページ９８ページ、７款２項４目１

５節工事請負費１億４，６７０万１，０００円

の事業内容についてですが、本年度は、一応、

土木課としては３路線の市道の整備を計画して

います。 

　まず、１路線目は、当初の行政方針にも述べ

ております市道平田１号線の道路改良事業費で

す。幡多けんみん病院のアクセス道を確保する

ための冠水区間となる現道を嵩上げする道路改

良工事ですが、嵩上げによる改良区間は、中村

宿毛道路の入り口の交差点付近より、延長約２

２０メートル区間。一番低いところで、９５セ

ンチ程度上げる計画としています。 

　２点目が、市道大島中央線道路改良工事です。

中間部の延長９０メートル区間の切り土と、そ

れからのり面成型等、計画してます。 

　３路線目が、市道宿毛線の道路整備工事です。

これは、宿毛高校の前より、小僧寿司に交差点

の両サイドの歩道が狭くて、住宅への乗り入れ

口を確保するために、急勾配な歩道で、歩行者

が歩く部分が非常に狭い歩道となっております

ので、この歩道を整備したいと計画してます。 

　整備区間は、延長約４００メートル程度計画

しています。事業費につきましては、平田１号

線が５，３５９万。それから、大島中央線が５，

８４０万、市道宿毛線が３，４７１万程度を合

計しまして、１億４，６７０万１，０００円を

計上させていただいてます。 

　よろしくお願いします。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

１０番、沖本議員の質疑にお答えいたします。 

　議案１３号別冊、平成１８年度宿毛市一般会

計予算、ページ１０２ページ。１の住宅管理費、

１５節工事請負費１６０万円、市営住宅修繕工

事費１６０万円で、古い住宅、空き家もある中

で、維持管理ができるかというご質問でござい

ます。 

　まず、１５節の工事請負費の工事内容を、ま

ずご説明させていただきます。 

　１５節では、与市明団地の屋根の葺きかえ、

田ノ浦団地７号、屋根と外壁の修繕で１６０万

円を見ております。 

　住宅の修繕につきましては、１１節需用費４

６５万７，０００円のうち、３９０万円で住宅

の修繕を予算計上しております。先ほど言いま

したように、古い住宅、新田団地、萩原団地、

樺団地等については、建設年度も古く、老朽化

が激しいということで、現在、入居をとめてお

りまして、将来、廃止と、取り壊しという方向

性で入居をとめている関係で、古い住宅につい

て、余りお金をようかけない状況でございます。 

　１１の修繕費につきましては、現在、入居し

ている中で、雨漏り、床のへたり、流しの悪い

とことか、漏水等どうしても、必要なとこをや

っていく中でやっておりますので、古い住宅に

ついて、空き家について、余りお金をかけてい

ない状況でございますが、何とぞご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　水道課長兼下水道課長。 

○水道課長兼下水道課長（江口日出男君）　水
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道課長兼下水道課長、沖本議員の質疑にお答え

いたします。 

　議案第１４号別冊、平成１８年度宿毛市簡易

水道事業特別会計予算、ページ１１ページの中

の委託料、沖の島地区認可設計業務委託料７０

０万の内容であります。 

　ご承知のように、沖の島地区には、現在、母

島簡易水道施設、それから弘瀬簡易水道施設、

古屋野飲料水供給施設、長浜飲料水供給施設と

いうことで、４カ所の水道施設があります。 

　この施設につきましては、昭和３４年から昭

和４８年にかけて整備をされておりまして、非

常に老朽化しておりまして、現在、維持管理に

関する費用が年々増加しておる状況でございま

す。 

　また、４カ所にあります水源施設に、滅菌剤

の運搬、それから食品、水質検査等についても、

地元の皆様にいろいろとご協力を願っている状

況であります。 

　こういう状況を踏まえまして、平成１７年度

に、各施設の統合を視野に入れた基本計画を策

定しております。内容といたしましては、沖の

島地区に水源施設を１カ所つくりまして、母島、

弘瀬、長浜に排水をしていくということで、コ

ンサルタントの方に入っていただきまして、水

質の量等も検討した結果、そういう基本計画が

できております。 

　今回、認可設計委託業務につきましては、国

の認可を受けて、１８年度に認可を受けまして、

１９年度以降、事業実施するために７００万を

計上しております。 

　より安定した水、それから安全な水の供給を

図ってまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（岡村佳忠君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　再質疑を行います。 

　それぞれの答弁、ありがとうございました。

特に、国民宿舎の問題につきましては、丁寧な

説明をいただきまして、本当にありがとうござ

います。この問題につきましては、議会だけで

はなく、広く市民の皆様にも、こういう内容を

知っていただきたいし、私ども、よりこのこと

について、広い理解をしていきたい、こういう

形で質疑をさせていただいたわけでございます

けれども、現状の中では、この方法しかないと

いう形の答弁でございました。そのような点を

判断をしながら、我々も対応していかなければ

ならないというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

　あと、何点かだけなんですけれども、まず、

土木の平田１号線のけんみん病院へ至る道路の

嵩上げ工事５，３５０万計上されているという

ことなんですが、これについては、国の制度に

よる補助金でやる形にはなっているんですが、

その国土交通省の方からも、そこの予算につい

ては、特に東部地域の冠水対策としての事業も

あるということで、国の方からの説明も、私は

受けまして、そういう形で、どういう国の措置

がここの予算の中に計上されているかなという

ことでお聞きしたわけでございますけれども、

一般的な地方道整備事業としてやるのか、特別、

そういう形での国のこの予算に対しての対応が

あるのか、このことについて、再度お聞きをし

たいと思います。 

　さかのぼりますけれども、そのくろ鉄のこと

についてでございます。 

　確かにくろ鉄のホームページもありまして、

そこに割引切符等についてのページもございま

して、閲覧をすればわかるようにはなっておる

わけでございますが、ぜひとも、今のより多く

の市民の皆さんが、この列車を利用していただ

くためにも、そういう形だけじゃなくて、行政

も直接、関与する形の中で、広報でという話は
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いただきましたけれども、いろんな宿毛市とし

ての行政チャンネル等もございますし、いろん

な形でこれを宣伝広報していただければ、利用

者、相当ふえるんじゃないかというふうに、自

分も考えておるんですが、その辺についての、

もう少し、そういう対応ということは、こうい

う予算の中で考えれないのか、もうちょっと、

その辺だけ、もう１点お聞かせをいただいたら

というふうに思います。 

　あと、都市建設の住宅のことについてでござ

います。 

　先ほど、その修繕費ということの中で対応し

ているということなんですが、空き家の、もう

入居者がいない部屋等の中までの整備とかいう

形ではなくて、戸が破れたり、窓が破れたまま

であったり、非常に美観上も、隣の人が暮らし

ているということから見ても、新たに住むとい

うことの対応ではなくて、一般的な、そういう

環境対策という形の中でも、こういう予算措置

というのが考えられているのではないかなとい

うふうに思うんですが、その辺のことについて、

質問ではございません、質疑でございますので、

執行部の方のそういう予算の内容ということの

中でお聞かせをいただければと思いますが、よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　企画広報課長。 

○企画広報課長（小松宣男君）　企画広報課長、

１０番議員の再質疑にお答えをいたします。 

　広報、ピーアールの件につきましては、宿毛

市におきましても、マイレール意識と、また乗

って残そうというような件につきましても、広

報で掲載しておりますし、また、民間団体でも、

支援ネットワーク会議等も立ち上げがなされて

おりますので、今後また、広報の、言われまし

た有利な切符関係等につきましても、宿毛市で

も広報してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　土木課長、１０番

議員の再質疑にお答えいたします。 

　この地方道整備事業の中で、平田１号線の改

良に対して、補助金の助成の件ながですけんど、

うちが上げる計画に当たりまして、国道連絡調

整会議、その冠水対策含めて、各関係機関と協

議している中で、国交省とうちの話が持ち上が

りまして、そのときに、国の方は、工業高校の

前を上げる。となると、うちの方が、国が済ま

せても、平田１号線が通れらったら、アクセス

にならんがやないかという中で、うちの市長の

方からも、国にその会の中で、国の方で、これ

は市のあれじゃないではないかと。公共医療機

関の道路を上げることであるから、国の方でも

対応をお願いしたいというあれも、お願いもし

ました。 

　そういう中で、国は国として、国道をあれす

る以上、縦割り言うたらおかしな話になるがで

すけんど、どうしても市道にかかる部分につい

ては、市でお願いしたいという話になりまして、

うちの方が、地方道整備事業でやるという結果

にはなってます。 

　ただし、その後も、うちの方としても、県に

対しても、国に対しても、良い助成制度、もし

くは何か市に対して補助が当たる部分の制度が

ないか、ずっと、引き続きでお願いはしていき

よる経過がございます。 

　ただし、現時点の計画を上げる時点では、道

路としては、市道を整備するという形の中で、

地方道整備事業の補助制度を導入して、計画さ

せていただいてます。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

１０番、沖本議員の再質疑にお答えいたします。 

　空き家等ありまして、戸が壊れておるとかい
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うご質問でございます。当然、空き家等で、戸

も壊れて、隣の方に迷惑かかるとか、雨が入っ

てくるとか、いうのは直していかないかんと考

えておりますが、維持管理費が３９０万、対象

戸数が３８７戸、中でどうしても優先順位的に

緊急度、必要性応じて対応していきますので、

隣家の人に迷惑がかからんような中で対応して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（岡村佳忠君）　１０番、沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１点だけ、先ほどの

平田１号線ですか、ここの工事のことについて

でございますけれども、私も、てっきり国から

の予算的な措置、バックがあって、あの道を嵩

上げするものだと思ったし、また、そういう国

土交通省の担当者が、私ども東部の５区長に説

明したときにも、国土交通省の方から、こうい

う事業をすると。平田１号線の嵩上げと、さら

にそれからつながる国道の工業高校の前の浸水

する、この２カ所を改修をして、けんみん病院

へ洪水時でも行けるようにするという話を、私

どもはそこから聞いておりましたので、当然、

この宿毛市の単独、補助上の整備事業の形では

ありますけれども、そういうものとは全く思っ

ておりませんでした。 

　そういう点で、例えば、宿毛市としては、山

田の市営住宅も、今回の洪水時が多発するとい

うことで、取り壊しし、いわゆる洪水の被害と

いうことでの被害者ということになっているわ

けですけれども。それは確かに、天災という形

の中で、一概に言えない部分、補償等は言えな

い部分はあるわけですが、今回のこの道路整備

に関しては、私は、あらゆる手法を用いて、こ

こに宿毛市の予算を投入するような事業内容で

は、私はないし、緊急性も、宿毛市にとっては

ないわけですよ。 

　いわゆる高規格道路から四万十市、あるいは

清水の方からの緊急の、そういう救急車が入っ

てくるということのために、主、国というもの

が動き出したわけでございますから、私はその

辺について、市長も含めて、こういう状況につ

いては、あそこの洪水の問題、私も一般質問で

もずっと言うてきた経緯があるわけですけれど

も、国土交通省、これは河川の方になりますが、

非常にそういう、まだまだ解明されていない部

分、ここの状況というのは、調査してない部分

があって、こういう浸水被害に対しての特別な

対応がされてないという状況でございますので、

私は、この事業については、再度、強く国に対

して、あるいは当然、県もそうですけれども、

強い対応を求めるべきではないかなと思います。 

　そういう点で、私の今の質疑に対して、もう

１度お答えをいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（岡村佳忠君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　１０番議員の再々

質疑にお答えします。 

　議員さんおっしゃるとおり、十分、うちも認

識してます。 

　それと、今の地方道整備事業自体が、補助率

５５パーセント受けてますので、その残りの起

債、それからまた単独いうものがありますので、

そのうちがお願いしているのが、単独にかかる

部分を何とか助成してもらえんろかというお願

いで、ずっと取り組んでますので。 

　そのことは、声あるごとに、ずっと声かけて

ますので、もういくかいかんかは別として、こ

れからも事業再開に当たって、現時点では非常

に困難だという形の返答はもろうちょうがです

けんど、声かけていくつもりですので、十分、

認識してますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 



－ 149 －

＋

　　　　　午前１１時３７分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

　　　　　午後　１時２２分　再開 

○副議長（菱田征夫君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　１４番、質疑を行い

たいと存じます。 

　同僚議員２名によって、いろんな形で、角度

から質疑されておりますし、私、総務委員会の

関係ということで、総務の関係は、また総務委

員会等で対応できますので、ほかの委員会関係

を含めまして、若干、六、七点になろうかと思

いますけれども、質疑させていただきます。 

　まず、第１は、議案第２号、一般会計補正で

ございますが、ページ１８ページ。今回の３月

補正では、ずっと減額が至るところに見られる

中で、生活保護費の負担の関係がプラスという

形で、県及び国の方から２，０００万近いもの

が補正されているわけでございます。 

　そして、ページ４１ページの、じゃあ生活保

護費、どういう形に出てるんかなというところ

を見ますと、医療費というものが、いわゆる歳

出の１２パーセント近くを含む３，４００万

云々の補正がありまして、補正の中でダントツ

というような状況が見られます。 

　景気等を含めまして、生活保護がふえている

というような状況も考えられるかなという思い

もしましたし、けど、そうした中で、特にこの

医療費の増加という当たりは、どのような流れ

が、保護の中で起きているのか、その変動につ

いて、ちょっと知りたいという意味におきまし

て、いわゆる変動状況について、福祉事務所長

にお伺いいたしたいと存じます。 

　それと、ページ１９、国庫支出金、国庫補助

金の中での民生費補助児童福祉費ですが、５７

０万円、歳入補正にされているんですが、次世

代育成支援対策交付金という形で、次世代育成

ということで、子育て支援という意味合いがあ

ろうかとは思いますけれども、３月補正の中で、

そういう対策交付金と銘打って交付されると。

えらいこの時期に、遅いにどうしたことかなと

いうような、今まで、何か動く中でのこういう

名前を使った補てんなのか、どういう形に、こ

の交付金が出て、使われるために出てきたのか、

その説明をいただきたいと存じます。 

　そして、ページ５３ページ、土木の河川費で

すけれども、松田川親水公園の関係で、地方債

の９９０万を含めまして、１，０００万の減額

補正がされているわけですけれども、松田川の

親水公園整備についての現在の状況、ご説明願

いたいと存じます。 

　続きまして、議案１３号、１８年度の当初予

算につきまして。 

　ページ６４ページ、民生費の社会福祉費で、

委託料の関係、１３節委託料の関係につきまし

て、今回、新しい名前というか、地域元気クラ

ブ活動事業委託金３５０万、そして食の自立支

援事業委託料９７０万という形で計上されてお

りますが、元気クラブは、ちょっと私、あれな

んですが、食の自立といえば、今まで、１７年

度では、配食サービスで１，５５２万５，００

０円出てた、その当たりの変更、減額変更の関

係じゃないかという思いがいたしますが、その

件につきまして、ご説明お願いいたします。 

　それと、９４ページ、商工費のさくらの里推

進事業費になりますが、今回も公有財産購入と

して、大島桜公園用地購入で６，７２０万５，

０００円が計上されておりますけれども、非常

に財政条件が厳しい中での、依然として桜公園

の用地購入ということなんで、大島中央道の関

係で、道路の関係の購入ということならばわか

りますけれども、公園事業の関係で、用地とい

う形の緊急度合い等、気になりますので、今回、
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購入される面積、そしてこの桜の関係における

公園用地の今後の動きということについて、ご

説明願いたいと存じます。 

　そして、同じく商工の関係、今の９４ページ、

少し上なんですけれども、アイランダー事業費

補助金として５８万出ておりますが、この事業

内容をご説明願いたいと存じます。 

　それと、ページ１０１ページ、都市計画費の

中で、公園費が出ておりますが、工事請負費で、

総合運動公園遊歩道整備工事費として４，３０

２万円が計上されておりますが、以前の質問で

したら、１周１，２９０メートルですか、それ

を１５、１６、１７年かけて工事し、１８、１

９において舗装とか展望と、工事をするという

ような流れであったように思うんですが、そう

すると、今回、４，３００万の金額が舗装に集

中されるのか、その事業内容についてお伺いい

たします。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（岡添吉見君）　福祉事務所長、

１４番、田中議員の質疑にお答えいたします。 

　まず、初めに議案第２号別冊、平成１７年度

宿毛市一般会計補正予算のページ１８ページで

ございます。 

　生活保護費負担金等の予算が、補助金が増額

になっておるということで、その原因をという

ことでございます。 

　現在、宿毛市の生活保護世帯は１３２世帯の

１５６名で、保護率で６．２パーミルで、当初

予算とほとんど変わってないという状況であり

ますが、在宅ですごされておった方々が、最近、

特に入院されることが多くなりまして、医療費

扶助が増額になっております。 

　その関係で、今回、補正をさせていただいた

ものでございます。 

　それから、ページ１９ページの１４・２・

２・３の次世代育成支援対策交付金、この時期

に、なぜ計上したのかということでございます

が、現在、子育てに問題のある家庭を支援する

ために、山田、貝礎、すみれの３園で、家庭支

援推進保育事業を実施いたしておりますが、こ

れまでは、県より家庭支援推進保育事業費県補

助金として補助を受けておりましたが、制度改

正によりまして、補助金の名称が変わるととも

に、国の補助金となりましたので、今回、補正

をお願いいたしておるところでございます。 

　当初予算に計上いたしておりました家庭支援

推進保育事業県補助金は、ページ２１ページで

減額させていただいております。 

　この補助金の額でございますが、１園当たり

１９０万で、３園でございますので、５７０万

計上させていただいております。 

　続きまして、議案第１３号別冊、１８年度一

般会計予算のページ６４ページでございます。

６４ページの１３委託料の中の地域元気クラブ

活動事業費委託料、それと食の自立支援事業委

託料の内容等でございますが、地域元気クラブ

活動事業費の委託料３５０万につきましては、

これまでミニデイなど、生きがい活動支援通所

事業として実施をしておりましたが、補助制度

がなくなりまして、この事業見直しをいたしま

した。 

　この事業は、各地域において、介護予防の観

点から、それぞれ自主的に生きがい活動を実施

するものでございます。 

　内容につきましては、月１回開催を原則、沖

の島の場合は、月２回予定をいたしております

が、１人５００円を補助するものでございます。

委託料でございますので、宿毛市社会福祉協議

会に委託をしたいと思っております。 

　それから、もう１点の食の自立支援事業委託

料についてでございますが、これは、議員が言

われましたように、俗に配食サービスと言われ
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る事業でございます。調理が困難な高齢者、お

おむね６５歳以上の方ですが、そんな方や、地

理的環境、調理未経験者等により、食事の提供

が望ましいと思われる方に対して、栄養のバラ

ンスがとれた食事を定期的に提供して、住みな

れた地域での生活に対して、支援を行うもので

ございます。 

　それと同時に、当該利用者については、安否

の確認も、その際、いたしておる事業でござい

ます。 

　この事業も見直しをいたしております。これ

まで、一律自己負担金が３００円ということで

やっておりましたけれども、やはり所得に応じ

て利用者負担を決めなければいけないのではな

いかということで、１８年度からは、それぞれ

所得によって利用者負担が違ってきております。 

　生活保護の受給者については、１食７５０円

で委託をしておるわけですが、そのうち、３５

０円を負担していただくと。 

　それから、市民税の非課税世帯については、

年金の収入額が８０万以下の人については４０

０円、それから、８０万を超えて２６６万未満

の方については４５０円、それ以外の方は６０

０円をいただくということにいたしております。 

　委託先につきましては、月から金曜日につき

ましては中央支援センター、それから、土日に

つきましては、西町の山崎さんということにな

っております。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　土木課長、１４番、

田中議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第２号別冊、平成１７年度宿毛市一般会

計補正予算の第８号のページ５３ページ、７款

７項１目河川整備事業費の１５節工事請負費１，

０００万円の減額につきましてですが、あわせ

てまた、整備状況ということですが、松田川の

洪水敷地を利用した親水公園を整備していると

ころですが、本年度は園路、それから多目的広

場の拡張、それから公衆トイレを整備する計画

で実施しています。 

　実施に当たりまして、河川を管理している県

と、市はこれだけの整備をことしはやりますよ

という現地協議を行いました。 

　県では、協議の結果、県では河川内の河床の

整備が一部残っているということで、工事車両

が通行する区域の園路、約５４０メートルぐら

いあるがですが、それを工事車両が通りますと

壊れてしまいますので、除くことで１，０００

万円減額となっています。 

　また、整備状況につきましては、園路の延長

８９１メートルと、それから多目的広場、約２，

３００平米と、それから、今現在もやってます

公衆トイレを整備と、それから一部外構工事を

整備して、今月末には事業を完了したいと考え

てます。 

　以上でございます。 

○副議長（菱田征夫君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長、

１４番、田中議員の質疑にお答えいたします。 

　私も、今回の議会が最後になります。長年、

大変お世話になりました。 

　それでは、ご答弁申し上げます。 

　まず、第１点目の質問につきましては、議案

第１３号別冊、平成１８年度宿毛市一般会計予

算、９４ページ記載のさくらの里推進事業費と

いたしましての、大島桜公園用地購入費、６，

７２０万５，０００円につきまして、お尋ねを

いただきました。 

　この関係につきましては、議員既にご承知の

とおり、平成２年度を初年度といたしまして、

スタートをいたしました宿毛市さくらの里推進

事業の展開に伴いまして、桜の重点植樹地域と

いたしまして、選定がなされました市内、大島
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の標高６６メートル、遠見山頂周辺約１５ヘク

タールにつきまして、大島桜公園用地として、

宿毛市土地開発公社に先行取得を依頼する中で、

これまで用地取得が継続されてきた経緯にござ

いますが、今回の予算措置の内訳といたしまし

ては、本年度、平成１７年度におきまして、土

地開発公社が先行取得した面積合計１万５，９

３１平米、金額１，３６８万３７３円。 

　また、既に桜は植わっておりまして、用地取

得が展開されなければならない関係でございま

すが、具体的には、当該用地の相続登記が未了

になっていた該当地、この関係につきまして、

相続登記が完了いたしまして、平成１８年度当

該用地の購入を余儀なくされた土地面積２，４

６９平米、金額２４６万９，０００円。 

　また、これまで、土地開発公社が平成５年度、

並びに平成６年度に先行取得いたしまして、現

在まで、公社としての保有が継続されておりま

した既存の公社取得分、面積２万１，２５５平

米、金額４，６０５万５，５８４円の合計数値

といたしまして、面積合計３万９，６５５平米、

金額６，２２０万４，９５７円。 

　なお、これに加えまして、今後、平成１８年

度に想定をされております相続登記等の完了に

伴う用地購入予備費といたしまして、先ほど申

し上げた金額に加えまして、５００万円を合わ

せた合計金額６，７２０万５，０００円を、予

算措置させていただこうとするものでございま

す。 

　なお、これの関係をもちまして、先ほど申し

上げました宿毛市土地開発公社に、市が先行取

得依頼をいたしております１５ヘクタールのう

ち、既にこれまで１０ヘクタールにつきまして

は、約１０ヘクタールにつきましては、取得が

完了いたしておりますが、残る５ヘクタール分

につきましては、先ほどから申し上げておりま

す登記面、いわゆる相続登記が何代にわたって、

遅延している関係をもって、なかなか変更がで

きないというような状況等々から、未買収の状

態が現在、存在しているということでございま

す。 

　なお、これらの購入につきましては、議員既

にご承知のとおり、すべてこれまでふるさと創

生資金、これを原資、財源といたしております

が、当該基金残高につきましても、平成１７年

度末、いわゆる１８年３月３１日を見越しまし

ての残高は、１億９，２００万円余りと検証を

いたしております。 

　加えて、先ほどご指摘のとおり、当市におき

ましても、大変厳しい財政状況をもって、推移

をいたしている関係から、今回、発表がなされ

た行革大綱におきましても、１９年度分以降に

つきましては、当該用地購入予算の計上につき

ましても、当然、桜が植わっておる地権者との

兼ね合いは、トラブルは必然的に生じてこよう

かと思いますが、もろもろの財政状況等々をも

ちまして、１９年度分以降の予算計上について

は、中断含めた慎重な検討協議を実施すべきも

のであると考えておりますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

　続きまして、ご質問２点目の同予算書９４ペ

ージ記載の、観光費といたしましての１９節ア

イランダー事業費補助金５８万円につきまして、

ご説明を申し上げます。 

　当該事業補助金につきましては、新年度の新

たな観光行政の展開といたしまして、新年度行

政方針にも市長の方から表明がなされていると

ころでございます。 

　具体的には、毎年、東京をステージといたし

まして、全国に存在する８５に及ぶ島々の関係

者の皆さんが、一堂に集う中で、離島サミット

といたしまして、その名称をアイランダーと称

する中で、大々的なイベント事業が、国交省及

び国の外郭団体でございます財団法人日本離島
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センターを主催者といたしまして、例年、継続

開催がなされている状況にございます。 

　当該イベントにつきましては、離島が持つ特

有の伝統文化や、すばらしい自然や特産品、ま

た島で生活されます島民の皆さんの豊かな人間

性に、国民の多くの皆さんが触れていただくこ

とを主眼といたしまして、当該イベント事業が

継続開催されている状況にございます。 

　当市におきましても、全国に誇り得るすばら

しい景観美を誇る沖の島を、全国にピーアール

するための取り組みといたしまして、今期開催

がなされますアイランダー２００６に参加する

とともに、今後における沖の島の活性化に向け

た入れ込み客増加を期すための積極的な方策を、

当該主催者のお力添えもいただく中で、展開し

てまいりたいと考えているところでございます。 

　なお、当該補助金につきましては、地元関係

者のイベント派遣旅費といたしまして、３名分、

現在のところ。総額３４万９，５６０円、東京

会場におけます各種特産品等の展示物作成費用

といたしまして２０万円、また、物品、特産品

等の物品輸送料といたしまして約３万円、それ

らの合計金額といたしまして５８万円を、地元

沖の島観光協会に補助する形をもって、当該イ

ベント参加を期してまいりたいと考えておりま

すので、お認めいただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

　以上です。 

○副議長（菱田征夫君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

１４番、田中議員の質疑にお答えいたします。 

　議案１３号別冊、平成１８年度宿毛市一般会

計予算、ページ１０１ページ、公園費の１５節

工事請負費、総合運動公園遊歩道整備工事の４，

３２０万円の工事内容として、舗装が主なもの

であるかというご質問でございますが、本整備

工事につきましては、平成１５年から１９年ま

でということで、事業計画を進めておりまして、

１５年から１７年、本年度までで用地買収、主

だった道路形成ができておりまして、あと、残

事業としまして、排水路１，２００メートル、

舗装３，０００平方メートル、柵４００メート

ル、あとのり面の保護、修景施設等、あと展望

台への階段と残っておりまして、１８年。済み

ません、先ほど、工事請負費４，３０２万円で

ございます。 

　これで、残り１８年、１９年という事業計画

でございますが、非常に財政厳しい中、事務事

業の見直しを迫られ、今回、事務事業の見直し

を行う関係で、むだを省き、緊急度、優先度の

高いものから、効率的に進めていく観点から、

現在、予算計上しております４，３０２万円で

残りの残事業を済ませて、供用開始して、事業

を完了するということで、計画を今、変更して

おります。 

　舗装につきましては、当初計画、間伐材を使

ったウッドチップの舗装を計画しておりました

けれども、試験的に何業者かに現地へ置いてお

りますけれども、非常に耐久性の問題と、効果

ということで、それを見直して、今の事業費の

中で事業完了できるように、計画変更している

ところでございます。 

○副議長（菱田征夫君）　１４番田中徳武君。 

○１４番（田中徳武君）　詳しい説明をありが

とうございました。 

　これで終わります。 

○副議長（菱田征夫君）　以上で通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち
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「議案第１号から議案第２５号まで」の２５議

案については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって「議案第１号から議案第２５号まで」

の２５議案については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２６号から議案第６２号まで及び議案

第６４号並びに議案第７１号から議案第７４号

まで」の４２議案は、お手元に配付しておりま

す「議案付託表」のとおり、それぞれ所管の委

員会へ付託いたします。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、３月１６日、及び３月１

７日並びに３月２０日、３月２２日は休会いた

したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（菱田征夫君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって、３月１６日、及び３月１７日並びに

３月２０日、３月２２日は休会することに決し

ました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月１６日から３月２２日までの７日間休会

し、３月２３日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　１時５６分　散会 
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１８年第１回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１８年３月１５日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第４１号
平成 

18. 1.30

公共サービスの安易な民間開放

は行わず、充実を求める意見書

の提出について

　団　体 総 務

 

第４２号 18. 3. 1

出資法の上限金利の引き下げ

等、「出資の受入れ、預り金及

び金利等の取締りに関する法

律」及び「貸し金業の規制等に

関する法律」の改正を求める意

見書の提出について

　団　体 総 務

 

第４３号 18. 3. 6
違法伐採問題への取り組み強化

を求める意見書の提出について
　団　体 産 業 建 設
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１８年第１回定例会 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 

常任委員会 

（１７件）

議案第２６号 

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

 

議案第３３号 

議案第３４号 

 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

 

議案第３７号 

 

議案第３８号 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第５７号 

議案第６１号 

 

 

議案第６２号 

 

議案第６４号 

議案第７４号

宿毛市国民保護協議会条例の制定について 

宿毛市国民保護対策本部及び宿毛市緊急対処事態対策本部条例

の制定について 

宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例の制定につ

いて 

宿毛市一般職員等の給与に関する特例を定める条例の制定につ

いて 

宿毛市課設置条例の全部を改正する条例について 

宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

宿毛市分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

宿毛市延滞金徴収条例の全部を改正する条例について 

宿毛市民交通傷害保障条例を廃止する条例について 

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて 

高知県市町村総合事務組合から高知西部環境施設組合が脱退す

ることに伴う財産処分について 

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

字の区域及び名称の変更について

 
議案第３１号 

議案第３２号 

議案第４１号 

議案第４２号 

 

議案第４３号 

宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例の制定について 

宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について 

宿毛市教職員住宅管理条例の一部を改正する条例について 

宿毛市少年補導センター設置条例の一部を改正する条例につい

て 

宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついて
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教 育 民 生 

常任委員会 

（２０件）

議案第４４号 

 

議案第４５号 

議案第４６号 

 

議案第５０号 

議案第５１号 

議案第５２号 

 

議案第５３号 

 

議案第５４号 

議案第５５号 

 

議案第５６号 

 

議案第５８号 

議案第５９号 

議案第６０号 

議案第７１号 

 

議案第７２号 

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関する条例の全

部を改正する条例の一部を改正する条例について 

宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 

宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例について 

宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 

宿毛市下水道審議会条例の一部を改正する条例について 

宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例について 

宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市水道事業審議会条例の一部を改正する条例について 

宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市簡易水道事業設置に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市同和小口資金貸付基金条例を廃止する条例について 

宿毛市特別児童福祉手当条例を廃止する条例について 

宿毛市しあわせ年金支給条例を廃止する条例について 

土佐清水市立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市

立保育所を土佐清水市の住民の使用に供させることについて 

黒潮町立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保

育所を黒潮町の住民の使用に供させることについて

 

産業 建 設 

常任委員会 

（　５件）

議案第３０号 

議案第４７号 

議案第４８号 

議案第４９号 

 

議案第７３号

宿毛市国民宿舎施設整備等基金条例の制定について 

宿毛市公衆便所条例の一部を改正する条例について 

宿毛市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

市道路線の認定について
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平成１８年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１６日（平成１８年３月２３日　木曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第６２号まで及び議案第６４号並びに議案第７１号から議案 

　　　　　　第７４号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第２５号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第２６号から議案第６２号まで及び議案第６４号並びに議案第７１号から 

　　　　　　議案第７４号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　陳情第３４号外６件 

　　　第３　委員会調査について 

　　　第４　意見書案第１号から意見書案第３号まで 

　　　　　　意見書案第１号　出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び 

　　　　　　　　　　　　　　金利等の取締りに関する法律」及び「貸し金業の規制等に関す 

　　　　　　　　　　　　　　る法律」の改正を求める意見書の提出について 

　　　　　　意見書案第２号　幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見書の提出につ 

　　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　意見書案第３号　違法伐採問題への取り組み強化を求める意見書の提出について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第６２号まで及び議案第６４号並びに議案第７１号から

　　　　　　　　議案第７４号まで 

　　　日程第２　陳情第３４号外６件 

　　　日程第３　委員会調査について 

　　　日程第４　意見書案第１号から意見書案第３号まで 

　　　日程追加　議案第７５号から議案第７７号まで 

　　　　　　　　議案第７５号　宿毛市議会委員会条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　　　議案第７６号　宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 

　　　　　　　　　　　　　　　を改正する条例について 

　　　　　　　　議案第７７号　宿毛市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 
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　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　乾　　　　　均　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　助　　　　役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　人権推進課長　　美濃部　　　勇　君 

　　　農 林 課 長　　小　島　正　樹　君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時３５分　開議 

○議長（岡村佳忠君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第６２号まで

及び議案第６４号並びに議案第７１号から議案

第７４号まで」の６７議案を一括議題といたし

ます。 

この際、暫時休憩をいたします。 

午前１０時３６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時５０分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第１号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより「議案第２号から議案第２５号ま

で」の２４議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第２号から議案第２５号ま

で」の２４議案を一括採決します。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第２号から議案第２５号まで」

の２４議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより「議案第２６号から議案第６２号ま

で及び議案第６４号並びに議案第７１号から議

案第７４号まで」の４２議案について、委員長

の報告を求めます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君）　総務常任委

員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第２

６号、２７号、２８号、２９号、３３号、３４

号、３５、３６、３７、３８、３９、４０号、

５７、６１、６２、６４、７４号の１７議案で

あります。順次報告させていただきます。 

　議案２６号は、宿毛市国民保護協議会条例の

制定についてであります。 

　平成１６年６月１８日に公布された武力攻撃

事態等における国民保護のための措置に関する

法律、略称国民保護法の規定により、市町村は、

都道府県の国民保護計画に基づき、市町村国民

保護計画を策定しなければならないことになっ

ております。 

　また、計画策定に当たりましては、市町村国

民保護協議会を設置して、諮問しなければなら

ないことになっておりますので、宿毛市国民保

護協議会条例を制定しようとするものでござい

ます。 

　議案２７号は、宿毛市国民保護対策本部及び

宿毛市緊急対処事態対策本部条例の制定につい

てであります。 

　国民保護法の規定により、武力攻撃事態及び

大規模テロ等の緊急対処事態において対策本部

を設置する必要があるため、宿毛市国民保護対

策本部及び宿毛市緊急対処事態対策本部条例を

制定しようとするものでございます。 
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　以上、２議案につきましては、担当課からの

詳しい説明を受ける中で、慎重に審議した結果、

いずれも原案を適当であると認め、賛成多数に

より、可決すべきものと決しました。 

　議案第２８号は、宿毛市移動通信用施設の設

置及び管理に関する条例の制定でございます。 

　情報格差の是正とともに、地域の利便性を図

る目的から、平成１６年度より整備しておりま

す携帯電話用通信施設が、橋上町坂本に完成い

たしましたので、地方自治法２１４条の２第１

項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関す

る条例を制定しようとするものであります。 

　議案第２９号は、宿毛市一般職員等の給与に

関する特例を定める条例の制定についてでござ

います。 

　宿毛市の大変厳しい財政状況を踏まえ、職員

の給料を平成１８年４月分から３年間、３パー

セントカットする条例を制定しようとするもの

でございます。 

　議案３３号は、宿毛市課設置条例の全部を改

正する条例について。 

　改正の主な内容につきましては、農林課、水

産課、土木課及び都市建設課の事業部門を建設

課に、振興部門を産業振興課に再編をし、また、

水道課と下水道課を統合して上下水道課に、企

画広報課を企画課に名称変更するとともに、離

島振興係を新設し、定期船に関する事務も行う

ことになっているものでございます。 

　議案３４号は、宿毛市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正するものでございますが、

平成１７年の人事院勧告に基づく給与構造改革

に伴い、昇給期間の短縮等の措置が、期間でな

く、号給調整に改正されたことにより、条例の

一部を改正しようとするものでございます。 

　議案３５号は、宿毛市特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について。 

　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬を、

４０の特別職において、平成１８年４月１日よ

り減額改正しようとするものでございます。 

　議案３６号は、宿毛市一般職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例についてでござ

いますが、人事院勧告の給与構造改革に伴い、

給料表の水準を平均で４．８パーセント引き下

げること、及び勤務実績を給与に反映させるこ

と等が主な改正の内容でございます。 

　議案３７号は、宿毛市職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。 

　国家公務員退職手当の一部を改正する法律が、

本年４月１日より実施されることに伴い、国に

準じて、条例の一部を改正しようとするもので

ございます。改正に伴い、今後の退職金支給額

は減少いたします。 

　議案第３８号は、宿毛市分担金徴収条例の一

部を改正する条例、並びに議案第３９号は、宿

毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例、及

び議案第４０号は、宿毛市延滞金徴収条例の全

部を改正する条例についてでございます。 

　この関連３議案につきましては、これまで分

担金や手数料についての各所管によって、督促

手数料等の徴収に関する取り扱いがなされてい

たことから、宿毛市延滞金徴収条例を延滞金と

して一括するという意味合いからしまして、宿

毛市税外収入の督促手数料、延滞金、及び滞納

処分に関する条例として全部改正をし、延滞に

ついては、各課においての取り扱い規定を統一

しようとするものでございます。 

　議案第５７号は、宿毛市民交通傷害保障条例

を廃止する条例についてでございます。 

　市民交通傷害保険の制度につきましては、昭

和５０年から実施して現在に至っておりますが、

年々加入者が減少しておりますし、代替する保

険制度も、民間あるいは諸団体において取り扱
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われておりますので、平成１７年度より中止し

ようとするものでございます。 

　議案６１号は、高知県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市

町村総合事務組合規約の一部を改正する規約、

並びに議案第６２号は、高知県市町村総合事務

組合から高知西部環境施設組合が脱退すること

に伴う財産処分についてでございます。 

　この２議案につきましては、幡多広域市町村

圏事務組合と、高知西部環境施設組合が平成１

８年４月１日に統合し、幡多広域市町村圏事務

組合になることに伴う高知県市町村総合事務組

合の規約の一部改正及び財産の承継について、

議会の議決を求めるものでございます。 

　議案６４号は、こうち人づくり広域連合規約

の一部を改正する規約についてでございます。 

　平成１８年１月１日に中土佐町が、同年３月

１日に香南市、香美市が市町村合併により誕生

したことに伴い、規約の一部を改正する必要が

生じましたので、地方自治法第２９１条の１１

の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

　最後、議案第７４号は、字の区域及び名称の

変更についてでございます。 

　宿毛湾工業流通団地開発事業による開発区域

について、今後、企業への土地分譲などを行う

に当たって、大字界を新設し、小字を合筆し、

新たに分筆する必要があります。また、大字界

新設に伴い、池島の一部に飛び地が生じるため、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、字

の区域及び名称の変更を行おうとするものでご

ざいます。 

　以上、１５議案につきましては、担当課から

詳しい説明を受ける中で、慎重に審議した結果、

いずれも原案を適当と認め、全会一致をもって

可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告は終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました合計２０議案につ

いて、審査報告をいたします。 

　まず、最初に議案第３１号、宿毛市しあわせ

長寿祝金支給条例の制定と、この議案に関連す

る議案第６０号、宿毛市しあわせ年金支給条例

を廃止する条例について、ご報告いたします。 

　議案第６０号は、昭和４９年からしあわせ年

金として、毎年９月１日に、８７歳以上の老人

全員に５，０００円を支払う条例でございます

が、この条例を廃止し、９月１日現在で８７歳

に達した方、及び１００歳以上の方を対象とす

るしあわせ長寿祝金支給条例を、第３１号とし

て制定しようとするものでございます。 

　本市の財政改革大綱集中改革プランとして策

定された中にも、しあわせ年金条例の廃止がう

たわれておりました。 

　続きまして、議案第３２号、宿毛市墓地、埋

葬等に関する法律施行条例の制定について、ご

報告いたします。 

　本件は、地方自治法第２５２条の１７の２第

１項の規定により、高知県知事の権限に属する

事務のうち、個人墓地の経営の認可に関する事

務が、本年４月１日から宿毛市長に権限委譲さ

れることになったため、本条例を制定しようと

するものであります。 

　続きまして、議案第４１号、宿毛市教職員住

宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご報告いたします。 

　本件は、現在、宿毛市教職員住宅として管理

している４４戸のうち、沖の島の母島にある１

３戸を除き、本年４月からすべて空き家となり

ます。残り３１戸は老朽化が激しく、今後も利

用計画がないことから、宿毛市の普通財産とし
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て管理しようとするものでございます。 

　続きまして、議案第４２号、宿毛市少年補導

センター設置条例の一部を改正する条例につい

て、報告いたします。 

　改正しようとする内容は、宿毛市の組織機構

の見直しに伴い、宿毛市少年補導センターの名

称を、広く親しみやすい「宿毛市青少年育成セ

ンター」に改めるものでございます。 

　調査した四国四県でも、補導センターの名称

は、順次変更されてきております。 

　続きまして、議案第４３号、宿毛市福祉医療

費の助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、ご報告いたします。 

　昨年、第３回定例会におきまして、福祉医療

費の高知県の市町村に対する助成に関する県の

条例改正により、宿毛市は、県の助成対象に上

乗せをし、３歳未満児に限り、所得制限を設け、

入院、通院いずれも全額を助成する宿毛市の福

祉医療の助成に関する条例が改正された経緯が

ございます。 

　しかし、改正された条例でも、なおかつ子育

て中の保護者の負担が大きいこと、他市町村の

多くで単独助成が行われていることなどを勘案

し、入院医療費に限って、就学前、６歳児まで

全額助成に拡充しようとするものでございます。 

　また、障害者自立支援法の施行に伴い、施設

に入所する障害の方も、福祉医療費の助成対象

となることから、条例の一部を改正しようとす

るものでございます。 

　続きまして、議案第４４号、宿毛市中央デイ

ケアセンターの設置及び管理に関する条例の全

部を改正する条例の一部を改正する条例につい

て、ご報告いたします。 

　昨年、第２回定例会において、施行をことし

の４月１日と定めた宿毛市デイケアセンターの

設置及び管理に関する条例が全部改正されてお

りましたが、その後、新たに介護保険法の改正

により、本年４月から中央デイケアセンターの

在宅介護支援センターの運営事業が廃止され、

福祉センターの地域包括支援センターに事業が

移行することから、全部を改正する条例の一部

を改正しようとするものでございます。 

　続きまして、議案第４５号、宿毛市介護保険

条例の一部を改正する条例について、ご報告い

たします。 

　介護保険法施行令及び介護保険関連の政令改

正に伴い、保険料の段階を、これまでの５段階

から６段階にふやし、介護保険料の基準額を月

額４，８９０円に改定しようとするものであり

ます。 

　まず、保険料段階については、第１段階は従

来どおり、第２段階を年金収入等が８０万円以

下を新第２段階、８０万円以上で住民税非課税

者内を新第３段階とし、従来の第３、第４、第

５段階は、それぞれ第４、第５、第６段階と区

分けをし、新第２段階の保険料を第１段階と同

じく、基準額の５０パーセントにしたことによ

る改正でございます。 

　第１被保険者の保険料の改定は、介護保険に

おける１８年度から２０年度までの３年間にお

ける保険給付費等の費用を推計し、これに対す

る同３年間の国の定めた負担割合に基づく宿毛

市の第１保険者、６５歳以上の方の保険料を算

定した結果、過去３カ年、３，２５０円が平成

１８年４月から３年間、基準額を月額４，８９

０円と決定したことによる改正でございます。 

　さらに、この改正により、保険料の激変緩和

の特例を設ける条例でございます。 

　続きまして、議案第４６号、宿毛市廃棄物の

処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、ご報告いたします。 

　宿毛市環境管理センターに持ち込み処分する

廃棄物については、幡多クリーンセンター並み

に１０キログラム当たり３０円から４０円に改
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正しようとするものでございます。 

　続きまして、議案第５０号、宿毛市下水道条

例の一部を改正する条例と、議案第５２号、宿

毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

の一部を改正する条例について、報告いたしま

す。 

　これらの議案は、いずれも議案第４０号、宿

毛市延滞金徴収条例の改正に連動して、改正す

るものであります。延滞金の徴収等については、

各所管によって取り扱いが異なっていたものを、

統一しようとするものであります。 

　これにより、宿毛市下水道条例や、都市下水

道事業に関する使用料の督促に関する条項は不

必要となり、これを削除しようとするものであ

ります。 

　続きまして、議案第５１号、宿毛市下水道審

議会条例の一部を改正する条例と、議案第５４

号、宿毛市水道事業審議会条例の一部を改正す

る条例について。さらに、議案第５５号、宿毛

市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について、ご報告いたし

ます。 

　これらの議案につきましては、いずれも市の

組織機構の見直しであります議案第３３号、宿

毛市課設置条例の改正により、水道課、下水道

課を上下水道課と名称を変更することに基づく

改正でございます。 

　続きまして、議案第５３号、宿毛市水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、さらに、議案第５６号、宿毛市簡易水

道事業設置に関する条例の一部を改正する条例

について、ご報告いたします。 

　本議案は、田ノ浦地区に開設されたすくも湾

漁協の市場が本格稼働することに伴い、夏場な

ど、運営により一時的に水道水が大量に要する

ことが想定され、宿毛上水道からの送水では、

近隣需要に影響が出る可能性が危惧されるため、

田ノ浦地区においても、小筑紫簡易水道から送

水が可能となるよう、条例を一部改正しようと

するものであります。 

　さらに、市課設置条例の改正に伴い、水道課

を上下水道課と改めるものであります。 

　宿毛上水道と小筑紫簡易水道は、以前から非

常時を想定して接続は完了しており、使用料に

おいても、同額であります。 

　続きまして、議案第５８号、宿毛市同和小口

資金貸付基金条例を廃止する条例についてでご

ざいます。 

　同和小口資金の貸し付けは、生活の安定と自

立更正を図ることを目的とした制度であります

が、平成１３年度以降は貸し付けの実績がなく、

同様の貸付制度が社会福祉協議会に存在するこ

とから、制度を廃止しようとするものでありま

す。 

　続きまして、議案第５９号、宿毛市特別児童

福祉手当条例を廃止する条例について、ご報告

いたします。 

　本件は、障害児の保護者に対して、児童１人

につき、月額１，０００円を支給しているもの

でありますが、助成額が小額でもあり、他の助

成制度もあることから、平成１８年度より事業

を中止しようとするものであります。 

　最後に、議案第７１号、土佐清水市立保育所

を宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保

育所を土佐清水市の住民の使用に供させること

についてと、議案第７２号、黒潮町立保育所を

宿毛市の住民が使用すること及び宿毛市立保育

所を黒潮町の住民の使用に供させることについ

て、ご報告いたします。 

　これまで、幡多広域１０カ市町村で、幡多郡

内の公立保育所の使用に関する協定書を締結し、

園児の広域入所を行っておりましたが、大正町

及び十和村が窪川町と合併したことに伴い、広

域の協定の存続が困難になったことから、それ
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ぞれ個別に協定書を締結しようとするものであ

ります。 

　なお、大月町、三原村、四万十市の締結は、

事務手続き上のこともございまして、今議会で

先決により可決いたしております。 

　以上、２０議案について、所管から詳しい説

明を受け、慎重に審査をいたしました。 

　いずれも原案を適当と認め、全会一致をもっ

て可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案２０

件についてのご報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君）　産業建

設常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第３

０号、議案第４７号、議案第４８号、議案第４

９号、議案第７３号の５議案であります。 

　議案第３０号、宿毛市国民宿舎施設整備等基

金条例の制定について。 

　本件は、宿毛市国民宿舎「椰子」の管理運営

を、４月１日より指定管理者に行わせることに

なったが、大規模な施設修繕等は宿毛市が行う

こととなっており、その財源に充てるため、基

金を設置しようとするものであります。 

　議案第４７号は、宿毛市公衆便所条例の一部

を改正する条例について。 

　本件は、松田川親水公園河川環境整備事業の

一環として、平成１５年度より、多目的広場や

駐車場等の整備を行ってきたが、本年度末には、

宿毛大橋上流右岸側に整備をしていた公衆便所

が完成することに伴い、市民の皆様に幅広く利

用していただくため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

　議案第４８号は、宿毛市都市計画審議会条例

の一部を改正する条例について。 

　本件は、宿毛市の組織、機構の見直しにより、

都市建設課の事業部門が建設課に再編されるこ

とに伴い、審議会の庶務を、都市建設課で行っ

ているものを建設課に改める条例の一部を改正

しようとするものであります。 

　議案第４９号、宿毛市営住宅の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について。 

　現在、高齢者等の単身者が市営住宅に入居す

る場合の面積要件が２９平米となっており、該

当する住宅は２団地に限定されており、そのう

ち１団地については、新たな入居を停止してい

る状況であります。 

　面積要件を３５平米に改正し、入居可能な市

営住宅を確保するため条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

　議案第７３号は、市道路線の認定について。 

　本件は、都市計画街路事業で整備をしていた

街路片島線が、一部区間を除き、４月から通行

可能になることから、延長７８０メートルを市

道として認定しようとするものであります。 

　以上、５議案については、担当課から詳しい

説明を受ける中で、慎重に審査をした結果、い

ずれも原案を適当と認め、全会一致をもって可

決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第２６号及び議案第２７号」

の２議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、
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これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第２６号及び議案第２７号」

の２議案について、一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　起立多数であります。 

　よって「議案第２６号及び議案第２７号」の

２議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより「議案第２８号から議案第６２号ま

で及び議案第６４号並びに議案第７１号から議

案第７４号まで」の４０議案について討論に入

ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第２８号から議案第６２号ま

で及び議案第６４号並びに議案第７１号から議

案第７４号まで」の４０議案について、一括採

決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって「議案第２８号から議案第６２号まで

及び議案第６４号並びに議案第７１号から議案

第７４号まで」の４０議案は、原案のとおり可

決されました。 

　日程第２「陳情第３４号外６件」の７件を一

括議題といたします。 

　これより「陳情第３６号及び陳情第３９号か

ら陳情第４３号まで」の６件について、委員長

の報告を求めます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（田中徳武君）　総務常任委

員長 

　本委員会に付託されました陳情は、２件でご

ざいます。陳情第４１号及び陳情第４２号の２

件でございます。 

　まず、第４１号でございますが、公共サービ

スの安易な民間開放は行わず、充実を求める意

見書の提出についてとして、者………………… 

 ……………より提出されました陳情でござい

ます。 

　審査の結果、政府、あるいは自治体は、公共

サービスにおける経費の節減と、サービス効果

を考えて、民間活力に期待し、民営化や指定管

理者制度を進めているのであり、現段階で企業

の儲けの場にされる懸念があると、民間開放に

ブレーキをかけることはいかがなものかと考え

ます。 

　また、文中、「画一的な公務員の純減」、い

わゆる減らすことはやめ、とのことであります

が、もちろん財政が許せば、人員が多い方がよ

いわけですけれども、７７０兆円ともいわれる

借金体制に至ったことへの改革として、人員の

縮減に取り組んでいるわけでございます。 

　陳情の要旨にある所得や、地域間においての

格差社会の拡大、進展の中で、住民の利便性や

権利保障の後退を招かぬようにということは当

然であり、国民、あるいは住民として、民間開

放については注目し、監視していくことは必要

でございます。 

　ここに至ったことは、過去の為政者の決定結

果でありますけども、その構成員たる公務員の

主張としてはいかがなものかとも考えます。 

　よって、本４１号の意見書を提出してほしい

という陳情は、賛成少数で不採択と決しました。 

　第４２号につきまして、出資法の上限金利の

引き下げ等、「出資の受入れ、預り金および金

利等の取締りに関する法律」及び「貸し金業の
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規制等に関する法律」の改正を求める意見書の

提出について、……………………………………

……より提出されました陳情でございます。 

　昨今、サラ金等による多重債務で自己破産が

ふえておりますし、多重債務者を生み出す要因

の１つには、高金利が上げられます。 

　現在、公定歩合が０．０１パーセント、銀行

の貸出約定平均金利は、年２パーセントという

低金利状況の中、出資法の上限金利は年２９．

２パーセントで、異常なまでに高い状態でござ

います。 

　貯蓄のない家庭が２割を占め、所得の安定が

確保できにくい環境のもと、突発的資金需要に

は借金をせざるを得ず、高金利で借金すれば、

返済困難に陥ることは目に見えております。 

　したがいまして、出資法の上限金利を利息制

限法の制限金利、１５から２０パーセントまで

引き下げることや、貸し金業規正法４３条の債

務者が制限利息を超えて利息を任意に払った場

合、有効な利息の支払いとみなすみなし弁済規

定が違反金利での貸し付けを助長しているので、

これを撤廃すること、及び、日歩貸し金業者や

電話担保金融に対する年５４．７５パーセント

という特例金利を廃止することについての意見

書を提出してほしいとの陳情でございます。 

　この陳情第４２号につきましては、全会一致

で意見書を提出することに可決いたしましたの

で、ご報告いたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡村佳忠君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（沖本年男君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託された陳情は、陳情第３６号、

陳情第３９号、陳情第４０号の３件であります。 

　最初に、陳情第３６号、宿毛市立野球場夜間

照明施設の設置についてであります。 

　この陳情は、閉会中の継続審査となっている

案件でございましたけれども、陳情者からその

目的が達しられたとして、取り下げの申し出が

ありました。全会一致をもって、これを承認い

たしました。 

　さらに、陳情第３９号、患者・国民負担増計

画の中止と「保険で安心してかかれる医療」を

求める意見書の提出についてであります。 

　これも、閉会中の継続審査となっておりまし

たけれども、陳情者の理由によりまして、これ

を取り下げるとの申し出がございましたので、

同じく全会一致をもって、これを承認すること

に決しました。 

　続きまして、陳情第４０号、幡多地域に県立

大学サテライト設置を求める意見書の提出につ

いて、ご報告いたします。 

　本件につきましても、平成１７年第４回定例

会からの継続審査となっている案件であり、担

当課からの説明、関係者からの聞き取り調査等

を委員会で行い、これを踏まえて慎重に審査し

てまいりました。 

　審査の過程では、地域や保護者からの具体的

な要望があるのか、あるいは、地域で生かせる

資格が取得できるなどのメリットがあるか、こ

ういった意見も出されましたが、大方高校とい

う既存の施設を活用した施設であり、新たな財

政負担を要しないこと、また、地域おこし的な

効果も期待できること、そして何よりも、幡多

に大学教育の場が必要であるとの認識では一致

していることから、全会一致で採択することに

決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました陳情３件

についての報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（浦尻和伸君）　産業建

設常任委員長。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情第４

３号、違法伐採問題への取り組み強化を求める



－ 170 －

＋

意見書の提出について。 

　我が国の林業不振は、いまだ脱出のきざしさ

え見えない状態が続いており、地球温暖化対策

としての森林整備も、財政問題がネックになり、

事業の推進が大きな困難にぶつかっている。 

　林業不振の最大の原因となっている違法伐採

された外材の輸入をなくし、我が国の林業振興

を図り、国際的な公約とした森林整備を早急に

進めることを強く求めるものであります。 

　外材の輸入による木材価格の低迷と、林業を

取り巻く現状は大変厳しく、危機的な状況にあ

ることにかんがみ、委員会で慎重に審査をした

結果、全会一致をもって採択することに決しま

した。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「陳情第３６号及び陳情第３９号並

びに陳情第４０号、陳情第４２号、陳情第４３

号」の５件について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第３６号及び陳情第３９号並びに陳情

第４０号、陳情第４２号、陳情第４３号」の５

件については、お手元に配付いたしました「審

査報告書」のとおりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第４１号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第４１号」については、お手元に配付

いたしました審査報告書のとおりであります。 

　本件は、審査報告書のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　「陳情第３４号」については、産業建設常任

委員長から、会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付いたしました申し出書のとおり、

閉会中の継続審査の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

　日程第３、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 
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　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第４「意見書案第１号から意見書案第３

号まで」の３件を一括議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにしたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号から意見書案第３号まで」

の３件は、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「意見書案第１号から意見書案第３号

まで」の３件については、原案のとおり可決さ

れました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、西村六男君ほか７名から「議案第

７５号　宿毛市議会委員会条例の一部を改正す

る条例について」が提出されました。 

　この際、これを日程に追加し、議題にいたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第７５号　宿毛市議会委員会

条例の一部を改正する条例について」を日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

　「議案第７５号」を議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略いたしたいと思いま

す。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案については、提案理由の説明を

省略することに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第７５号」は、委員会の付託

を省略することに決しました。 

　これより、「議案第７５号」について討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第７５号」を採決いたしま

す。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって、「議案第７５号」は原案のとおり可

決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、西村六男君ほか７名から「議案第

７６号　宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例につい

て」が提出されました。 

　この際、これを日程に追加し、議題といたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第７６号　宿毛市議会の議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について」を日程に追加し、議題と

することに決しました。 

　「議案第７６号」を議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、提案理由の説明

を申し上げます。 

　ただいま議題となっております宿毛市議会の

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例につきまして、提案理由の説明

をいたします。 

　宿毛市議会においては、平成１５年第１回定

例会において、報酬を減額し、現在に至ってお

ります。 

　しかしながら、地方自治体を取り巻く状況は

依然として非常に厳しく、加えて国の三位一体

改革による地方交付税等の見直しにより、今ま

でにない財源不足が生じてきており、積極的な

意識改革が求められているところであります。 

　このように、厳しい市の財政状況の中で、行

政経費の削減を図り、また、関係機関に対して

も、意識改革を共有するという観点からも、議

員みずからが議員報酬を見直すべきではとの考

えのもと、本議案を提案いたしました。 

　各議員の賛同をお願いいたしまして、提案理

由の説明といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて、提案理由の

説明が終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　格別質疑がありません
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ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第７６号」は、委員会の付託

を省略することに決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第７６号」を採決いたしま

す。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　全員起立であります。 

　よって、「議案第７６号」は原案のとおり可

決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、西村六男君ほか６名から「議案第

７７号　宿毛市議会議員定数条例の一部を改正

する条例について」が提出されました。 

　この際、これを日程に追加し、議題にいたし

たいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、議案第７７号「宿毛市議会議員定数

条例の一部を改正する条例について」を日程に

追加し、議題とすることに決しました。 

　「議案第７７号」を議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　１７番西村六男君。 

○１７番（西村六男君）　１７番、宿毛市議会

議員定数条例の一部を改正する条例について、

提案理由の説明をいたします。 

　まず、行政に対する市民意識の変化について、

申し上げます。 

　家庭用固定電話の普及はもとよりのこと、携

帯電話の個人普及率が促進された上に、市民の

インターネット利用率も急激に増加し、市民の

情報収集力が大幅にアップして、行政に対する

住民の関心が高まっています。 

　そのために、市民と行政、すなわち市の各担

当職員及び市会議員、各種団体等との意思の疎

通はもとよりのこと、その信頼関係は数年前と

比較して、比較にならないほど格段に増強し、

確実にその目的を双方が理解し、達成できる社

会になっていると思います。 

　また、近年は行政に強い関心を持ち、積極的

にボランティア活動を通じ、行政に直接参加す

る住民も多くなりまして、まことにうれしい限

りであります。 

　特に、交通事情が大変よくなり、離島を除く

市内のどこからでも、車であれば３０分ないし

５０分以内で市役所に来ることが可能になり、

訪庁する時間差、すなわち時間距離が非常に短

縮されました。 

　また、財政面で見ると、平成７年は１２７億

５００万であった当初予算が、平成１８年度、

本年は９９億７，０００万と、この１０年間で

何と２３パーセントもの縮小がなされている、

極めて厳しい財政状況となっています。 

　ゆえに、市の条例では、職員定数を４３７名

と定めていますが、現在は３６３名と７４名も

減員された人数で日常業務を遂行しております。 

　なおかつ、本年は消防職員を除く退職者数が

１７名に対し、新規採用はわずか５名という、

わずかな補充の中で、職員は努力をしている現

状であります。 
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　議会の構成で見れば、議員定数条例を１８名

にした３年前の平成１５年には、宿毛市の人口

は２万５，０９７名であったが、平成１８年度

現在では、２万４，３１８人と、この３年足ら

ずの間に７００人もの人口減となっており、少

子高齢化の人口自然減と不況とが相まって、税

収の減少につながって、極めて厳しい現状であ

ります。 

　また、市町村合併でいえば、残念ながら、合

併には至らなかったが、大月町との４回にわた

る合併協議会、及びそれに関連する宿毛市議会

特別委員会、議員協議会等で論議を重ね、検討

した結果、合併のあかつきには、宿毛市側より

選出の議員数は２名減の１６名で十分に活動が

できると合意していた経過等々をかんがみ、１

８人の議員数を１６名にしようと提案するもの

であります。 

　宿毛市議会の少数精鋭による運営と議会構成

を図り、なおかつ、種々の情意をいましめ、市

民に理解と、より一層の協力を求め、市の職員

にその範を示し、地方に対するいじめではない

かとさえ思われる三位一体改革を克服し、格差

を乗り切って、栄ある不滅の宿毛市であるため

に、同僚議員諸氏のご賛同を心よりお願い申し

上げまして、提案理由の説明といたします。 

　以上。 

○議長（岡村佳忠君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

　８番、宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　ただいま提案された議

案第７７号、提案理由の説明を受けまして、若

干、質疑をさせていただきます。 

　まず、第１に、議会は弁論の府であり、良識

の府でありますから、動議を提出されることは、

それは議員一人ひとりの権利でございますので、

それは決してとめるものではありませんが、議

会の運営委員長は、議会を円滑に、スムーズに

という責務がございますが、先の協議会の中で、

意見調整がなかなかつかない部分があると。そ

の部分について、例えば執行部の出された議案

であるならば、この本会議において質疑、討論、

採決と、表決というのが議会の本分でありまし

ょうけれども、議会意思の決定にかかわる事項

を、あえてただいま提案理由の説明を聞きまし

たけれども、本会議に持ち込んだ理由について、

それだけの緊急性があったものかどうか、まず

お聞きをしたいと思います。 

　それから、１６名に減員するという案でござ

いますが、前段の協議会では、いろいろな意見

が出て、１７名という会派もございましたが、

賛同者、西村さん以下６名ということでござい

ますから、すべて１６名に同意をされておりま

すが、その他会派の変更になられた理由、お一

人おひとりにお聞きしたいんですが、提案者の

方から説明ができればお願いを申し上げます。 

　それから、報酬の減額、財政が悪化をしてお

ると。ちょっと控えますと、平成７年から１８

年までに２３パーセント、１２７億５，０００

万から９９億７，０００万へと、財政は確かに

逼迫状態で悪化をたどっておりますが、財政が

苦しいときには、議会は議員の報酬を下げるべ

きであって、人口とか財政規模も関係あります

けれども、やはりその定数の削減というのは、

民主主義の、代表制の民主主義の根幹に触れる

ことでございますから、その法の趣旨、例えば

自治法の９１条に定められた法定数、各市はそ

れぞれ規模がばらばらですので、ある程度、変

化がありますが、２６名以下で条例定数を定め

なさいよという法の趣旨は、お金がないから議

員を減すということになりますと、議会は間接

民主主義の代弁者でございますが、少しおかし

な理屈になってくると思うんですが、そのあた
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りの提案者の見解についてもお聞きをさせてい

ただきます。 

　それから、人口が３年間７００人とおっしゃ

っておりますが、現在、２万４，０００数百名

の我が市は、この議員手帳で見てみますと、合

併から取り残されて、全国で３万人未満の市は

５８ございます。平成１５、６年の合併までは

８０ぐらいあったと思いますが、全体で３，０

００余りあった市町村は、４０パーセント減の

１，８２２にくくられましたが、その中で、市

は６６０有余から７４５にふえました。当然、

小さな町がくっついてふえたわけですから、宿

毛市のように、合併がならなかった、あるいは

合併をしなかったとこは５８、３万人未満はご

ざいますが、その間の、その市の定数は、私の

記憶の範囲では、５８のうちに、宿毛市と同じ

３万人未満で１８議席をとっておるのが１１、

それから、１９から２２議席ぐらいまでが３９、

そして、全国７４５市の中で、わずかに９市だ

けが定数１７以下でございます。 

　残念なことに、これからは室戸も、そして土

佐清水も、その数字に入れておりまして、７４

５市中９市が２万人を割っております。宿毛市

は、議員定数１８は、２万４，０００人の人口

からすれば、全国から比べても決して大きい数

字ではないんですが、確かに議会の定数を減す

ことには、この法的な考え方は別として、率先

して減していくという考え方は、将来にわたっ

て、持っておかなきゃなりませんけれども、今、

それをやらなければならないという理由につい

て、もう少しお伺いをしたいと思います。 

　１回目の質疑を終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　１７番、西村六男君。 

○１７番（西村六男君）　宮本議員の質疑にお

答えいたします。 

　まず、最初に議運の委員長は、議会を運営を

スムーズにやるべき立場な者が、こういう提案

はどうかというお尋ねでございましたが、西村

は議運の委員長である以前に、議員・西村六男

でありますし、また、平成会の会長でもありま

す。 

　そういう立場から、平成会の同僚議員の推を

受けて、私がここで立たせていただきましたの

で、あえて議運の委員長、ここに立つのはだめ

だという考えは毛頭持っておりません。 

　次に、いろいろな意見があったが、１６名に

なったのはどういう経過かといいますが、十人

十色、いろいろな意見も出てまいりました。し

かし、最終的に、歳費と議員定数は別個に結論

を出そうではないかという全員の協議会の意見

がまとまりましたので、前段の１６名が１７名

になるか１８名そのまんまかというようなのは、

すべて水に流して、先に歳費の方が話をまとり

ましたので、今度、減員の件のみ話しましたの

で、１６名ということになったわけでございま

す。 

　そして、財政と定数の問題でございますが、

これは、こういう財政が逼迫したときに、やは

り議員としても、ふえればそれだけ必要であり

ます。反対に、議員が積極的に勉強し、研究し、

むだをなくして、どんどんどんどんこの行政に

対して協力体制がしけるのであれば、まことに

結構でございますが、いかんせん、なかなかそ

のような望むべく活動も、私においてはかない

ませんので、私としては、やはりここは議員を

減すべきだという考えに立っております。 

　他市と比べてどうなるかということでござい

ますが、これは議員数ですかね。これは、私が

１６名に、若干長くなりますが、１６名に考え

が及んだところについて、ちょっと話させてい

ただきたいと思います。 

　宿毛市は、昭和２９年４月に誕生いたしまし

た。そのときは、平田、山奈、橋上、宿毛、小

筑紫、沖の島、６つの村が合併して、定数３０
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人で始まったわけでございますが、３０人の定

数は１回、２回、３回とやりまして、４回目の

昭和４１年４月２４日の選挙から２６人になり

まして、６回選挙をやっております。 

　その途中の５３年４月に、私は当選いたしま

して、岡崎議員は４５年の４月に当選しておる

わけですが、それで今度、昭和５８年４月２４

日の選挙に、昭和６２年４月２６日の選挙から

２２に、一挙に４つ減そうということになりま

した。 

　そのときに残っておるのが、岡崎、中川、山

本、私の４人の議員でございますが、一気に４

人も減すということで、いろんな意見が出てま

いりました。いろいろな心配もありました。 

　しかし、やってみれば、本当に思うたよりス

ムーズにいったと。今、宮本君が言われる行政、

財政よりは、議員の数が多い方がいいのではな

いかという、もっともな意見もありましたけれ

ども、思ったより生むが易しだったなというこ

とで、今度、２回目の削減を昭和６２年４月２

６日の第１０回目の選挙になりました。そのと

きも、やはりいろんな意見が出ました。しかし、

それもやってみればうまくいったと。ただ、変

わったのは、委員会が４つあったのを３つにし

たと。思ったより、生むは易しだったなという、

そういう考え等もありまして、私は、市民の声

を吸い上げるということは、非常に大事なこと

ではございますけれども、今までのこの議員定

数を削減していった経過をかんがみて、決して

これは運営ができないのではないと。１６人に

すれば、委員会構成も心配だなと思いますけれ

ども、委員会を２つにして、会期が１日、２日

延びる程度であるのでは、それでもいいのでは

ないかということで、私は１８の議員の数より

は、少しでも財政に寄与する方というとらえ方

をさせていただきました。 

　特に、他市と比べてどうであるかと、大変、

宮本議員が広い見聞からご意見をいただきまし

たが、私は、全国的に見ても、今、こうして話

しておるその時点で、ほかの市町村も減す、減

さないの話もしておるかもしれないから、そう

いう遠くを見ずに、近くの高知県だけを参考に

させていただきましたので、それをちょっと話

させていただきたいと思います。 

　当然、議員の定数については、経済だけでは

ありません。人口、面積、企業の立地、一次、

二次産業の形態、あり方、交通、文教、観光

等々、あらゆる面を考慮して決めるべきはもっ

ともではございますけれども、議員申されまし

たように、５万人以下の市は、２６名以下であ

れば、自由にその市で決めてもいいんですよと

いう法律がありますので、これは当然、使うべ

きだという気持ちを持っております。 

　ちなみに、高知県内の例を申しますと、土佐

市が現在、議員は２０人でございますが、議員

１人当たりの市民は１，５１６人、それで１８

年４月、ことしの４月には間に合わないけれど

も、２２年の選挙には、また減そうではないか

という動きがあるということも耳に入っており

ます。 

　そうして、須崎市が１８年１１月、ことしの

１１月の選挙より、須崎市が１８人に減します。

それが、同じく議員１人当たりの人口は１，４

９９人。そして、お隣の四万十市が、面積は宿

毛市よりずっと広いわけですが、ただいま選挙

の真っ最中でございまして、１８年４月の選挙

でございますが、２６人になります。それが、

議員１人当たりの人口が１，４６９人。そして、

宿毛市が１６人にしたら、１人当たりの人口は

１，５１９人。 

　実に、１，４６９人の四万十市と１，５１９

人の宿毛市の間に、わずか５０人の差で宿毛、

土佐市、須崎市、四万十市が入ります。 

　だから、１６人にしても、宿毛市は決して少



－ 177 －

＋

なくない。お隣の市町村と同じ人数である。 

　一番わかりやすいから人数で言いました。ま

たほかの件も言うべきでありますけれども、な

かなか統計がとれませんので、人口で言います

と、それだけお隣の市町村とのバランスがとれ

ておる。 

　特に参考までに申しますと、高知市は議員が

４２名おりますけれど、１人当たりの市民は７，

８４７名、南国市は２２名おりますが、１人当

たりの市民は２，３０９人でございまして、

我々のいう１６人よりは、市民の数はぐっと上

がります。 

　そして、お隣の清水市は、ことしの９月の選

挙より１６人にします。そして、室戸市も、来

年の４月より１６人にいたします。人口の少な

いところは、既にもう前取り、前取りをやって

おる。どうしても、私はこういう数字を見ると、

やはり市の職員にも無理を言う限りは、我々が

身を切って範を示すべき、そういう考えでおり

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（岡村佳忠君）　８番、宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　ただいま、るる説明を

受けたわけでございますが、ちょっと言い間違

いがあったようにも聞こえたんですが、財政が

よくなればふやすとかという話も聞きましたが、

それはしんしゃくして聞きますが。 

　人口の程度については、大体似たような説明

を受けましたけれども、この会派の中、前段、

協議会の中で、そらもう水もんやからという話

も聞きましたが、この１７名を主張された組も

１６名になって、賛同者になっておりますが、

あの段階では、大体、報酬を、先ほど議決をさ

れた１万５，０００円下げようじゃないかと。

当然、職員の皆さんも下げておる。特別職も、

市長を初め、皆さん下げておる中で、議員だけ

が無傷でいられるわけではないじゃないかとい

う思いで、それは皆さん合意をしたんですが、

その定員の幅については、例えば、大体１８名、

現状が大勢を占めておるなというようなものを

見計らいながら、１６名を出したのではないか

なという、私自身の思いがあるんですが、変わ

られるときに、本当に１６名がいいんだと、み

んなが。１７名の人も、いや、よく聞いたら、

西村さんの話をよく聞いたら、これは１６名や

ないといかんねといったものなのか、そこら辺

はどんなもんなんでしょうかね。 

　もう一度、私にわかるようにおっしゃってい

ただきたいと思います。 

　それから、この少数精鋭でやっていくという

のは、非常に聞こえがいいんですが、自治法の

法の趣旨というのは、少数精鋭というのは、議

会は住民の代弁者ですから、最小の経費で、少

人数でやることは最も、これは望ましいことな

んですね。しかし、余りにもそれを、財政が苦

しいからというものを表に出して少数にしてし

まうと、十分な議論が、じゃあできるのかなと。

執行部に対しても、牽制や、均衡とバランスで

すね、そういう牽制とその均衡、そういうもの

がとれるのかなと。議会の使命は、チェックを

し、バランスを保ちということもあるが、余り

にも少人数になっていくと、そこで議論も行わ

れずに、まあまあ主義になったり、あるいは議

会内で１つの横暴が始まったり、少数ゆえにあ

る弊害もたくさんあるわけですね。 

　そのあたりと、実際、選挙で、じゃあ少数精

鋭が選ばれる土壌が、このことはどのように判

断なされるのか。 

　例えば、俗に言う葬式議員と申しますが、葬

式があるから行く、議会活動はある程度そっち

のけで、少数になることによって、選挙のハー

ドルが高くなる。新人も出にくくなる。そうす

れば、議会の活動よりも、選挙の活動に埋没す

る議員も出るという弊害があるんですが、その

高得点を取った方だけが、じゃあ議会で優秀な
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議員であるかといえば、非常にそれは比例しな

いんですね。 

　高得点を取る方は、とにかくそういうことに

必死にもならなきゃいけない。もちろん、議会

は率先して、最小の人数で最大の効果を上げて、

執行部と両輪になっていかなきゃならんのです

が、この少数というものが、これは１つの考え

として、こういう言葉が出ましたので。 

　例えば、１００年待っても水が清くならない

という、あの「百年河清のごとし」という言葉

は、あれはずっと、中国の黄河を流れる水が赤

土で濁っているんですね。これ、何年待っても

清くならないんですが、そういう例えもあって、

これは議会の常識として、百年河清を待つ思い

で待っても、この選挙がある以上は、少数精鋭

は非常に難しいという議論もあるんですが、そ

のあたりのお考えもお聞きしたいと思います。 

　あとは、よくわかりましたので、あと、私と

見解の違いもございますけれども、まずそのこ

とについて、もう一度お聞きをいたしたいと思

います。 

○議長（岡村佳忠君）　１７番、西村六男君。 

○１７番（西村六男君）　お答えいたします。 

　少数精鋭という言葉に何らかのかかりがある

ようでございますが、やはり選ばれる方が多け

れば、だれかがやってくれるだろうと、どうし

ても人は思います。そして、やはり群れが大き

くなって、しまりがなくなります。 

　しかし、少なくなれば、おれがやらなければ、

だれがやる。執行部に笑われないような質疑す

るためには、勉強しなければならない。今まで

は、だれかがやるから、一般質問もやらなくて

よかった。質疑もしなくてもよかった。しかし、

数が少なくなれば、やはり切磋琢磨して、自分

の発言をしていくようになると思います。私は、

それがあえて、少なくなるから全員いいとは思

いません。西村六男は少なくなったらだめです。

ばかですから。ばかと言っちゃあいけませんか

しれません、とにかく知恵が足りませんから。

しかし、他の皆様方は、私は少なくなっても、

十分に私はそれに、市民にこたえていくのでは

ないかと思います。 

　そして、今もう１つは、少なくなったのをど

うして選ぶかと。私たちのグループがどうして

その１６人に賛同したのかということでござい

ましたが、いろいろなお考えも、先ほども申し

ましたように、十人十色あろうかと思います。

そして、市民の中でも、いろいろなご意見がお

ありではないかと思います。 

　しかし、市民の代表１２名が審議した宿毛市

行政改革推進委員会の２名の減の答申の尊重、

及び世論に謙虚に耳を傾けた結果が、この１６

名に皆さんが、私らの会派が賛同したもとでは

ないかというふうに、西村は理解しております

ので、どうかご理解のほどをお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　８番、宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　最後の質疑をしますが、

もう１点だけ教えくれますか。 

　その人口の対比もよくわかりましたし、それ

から、十分、１６人でもやっていけるんだと。

少数精鋭にも功罪がある。多くいれば、だれか

がやってくれるという話もわからんでもありま

せんが、言わんとするところは、それより深い

ところにあると思いますが、時間も制約されて

おりますので、最後に１点だけ。 

　２名減じることによって、例えば、報酬を５

００万であるとすれば、１年間で１，０００万

円減額になります。 

　そこと、議員の報酬を、例えば１８名の議員

が適正であるという考えなら、この２名を減じ

ることじゃなく、２名も住民の代表であるから、

やはりその住民の利益を守るために、ここには

むだな方は１人もいないと思うんです。そのこ

とを是とすれば、口封じにもなるわけですから。
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これは、みんなが痛みを分かち合って、例えば

年間１，０００万であるならば、１８人が１人

五、六万報酬を下げれば済む話でありますから、

そのこととの整合性は、西村さんはどのように

お考えになっておるかを、最後にお聞きをいた

します。 

○議長（岡村佳忠君）　１７番、西村六男君。 

○１７番（西村六男君）　ご熱心なご質疑をい

ただきまして、ありがとうございます。 

　私の心の思いが聞けていただきまして、本当

に幸せに思っておりますが。 

　今、宮本議員の言われました全員の歳費を下

げてでも１８人を確保することは考えなかった

かというご意見でございますが、額は申しませ

んが、私たちの会派は、それも考えまして、き

ょう決まりました１万５，０００円の減額を、

もう少し額を上げたらどうかという考えに至っ

ておったことも申し上げておきたいと思います。 

　そして、今、議員が説明されましたように、

１年間では、大体１，０００万でございます。

今月の３月末までは、大体、５３０万、年間３

０万ぐらいでした、１人当たりがね。今回から

１万５，０００円減りますので、大体、１年間

で５００万くらい、ちょうどになりますので、

２人引けば１，０００万と。４年で４，０００

万というぐらいになるわけですが、たった４，

０００万かとお思いになるかもしれませんけれ

ども、宿毛市の負担金を２０パーセントとして

やれば、４億円の、２人減ったことによって、

４億円の事業ができると。これはやはり、今の

宿毛の財政からいえば、減る痛みもあるけれど

も、この魅力もあるなというふうな考え方も、

私はしておりました。 

　ご理解のほどをお願いいたします。 

○議長（岡村佳忠君）　８番、宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　ちょっと、やめようと

思っておったのが、わからなくなりましたが。 

　お金の話はもういいですわ。私たちの会派は、

その上に３万円でしたか、そういうものも考え

ておったと。 

　相当額を考えておったと言われますが、最初

に戻って失礼ですが、水もので、いろいろ変わ

ると言いますけれども、最初は、２人減ずれば

報酬はそのままだと。それから、二転三転して、

３万円の話も出たんですが、ここでおっしゃっ

ておることとちょっと違ったものがございまし

て、やっぱり根本には、議員は住民の代弁者で

あるから、十分に意見を言っていただいて、金

額にたまたま直して４，０００万ためれば４億

の工事ができる、これは余りにも、我々の商売

人の感覚ではないかなと。それよりも、住民の

声、これは議会がどうとらえていくのか、これ

がお金にはかえることのない、現代のデモクラ

シーの根本になっておるとこは、私と少し見解

が違いますけれども、これ以上、２人がやりあ

うわけにはいきませんので、あとは討論なり何

なりでやりたいと思いますので、もう１回聞き

たかったんですが。 

　西村議員、その会派の中での「水もの」とい

うあたりは、もう少しわかるように言えますで

しょうか。 

（小休にして質疑継続） 

○８番（宮本有二君）　ほぼ聞きたいことも聞

けましたので、質疑の方はこれで終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（岡村佳忠君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第７７号」は、委員会の付託

を省略することに決しました。 

　これより、討論に入ります。 

　討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　１３番佐田忠孝君。 

○１３番（佐田忠孝君）　１３番、議案第７７

号、宿毛市議会議員定数条例の一部を改正する

条例について、私は賛成の討論はしたことがあ

りますが、反対の討論は初めてですが、反対の

立場から討論を行います。 

　私も、現在の議員数に対して、多いのではな

いかとの市民の声を聞いたことがないでもあり

ませんが、その方たちにとっては、大変耳ざわ

りのよい提案ではないかと思います。 

　しかし、本市の場合、法定数２６名でありま

すが、２６名を２２名に、さらに２０、平成１

５年には現有１８議席に減員してきた経緯があ

ります。 

　当時は、近隣の議員数に比べて、少し拙速で

はないかとの議論もありましたが、将来を見据

えて１８名にしてきたところであります。 

　今回、また、１６名にとの提案でありますが、

本市の状況を考えるとき、人口２万４，０００

余名に対して、１８名は他市に比べて決して多

い数ではありません。 

　当然のことながら、議員定数は人口推移、財

政状況、近隣市町村にかんがみて、議会が率先

して、改めていかねばなりません。全国的に見

ても、現在の１８名は適正規模であり、県下の

室戸市や隣接する土佐清水市は、２名減員して

１６名にしようとしている動きがありますが、

いずれも１万８，０００人前後と人口が激減し

ております。先ほども、西村議員さんが１人当

たりの数字をおっしゃってましたけれども、室

戸市は、ちなみに１６名にすれば１，１７３名

であります。 

　そしてまた、土佐清水市は１６名にして、１，

０８０名であります。 

　既に財政厳しい現実を踏まえ、行政視察の取

りやめ、今議会においても５パーセントの報酬

カットを決議したところであります。 

　言うまでもなく、議会は執行部への監視、市

民福祉への向上、各種産業振興への協調体制、

公正・公平な各常任委員会の議案、予算の審査、

特別委員会や陳情、請願の取り扱いを行うには、

現在の１８名は最低限必要であります。 

　経費の節減を短絡的に定数に求めることは、

残った議員の報酬確保につながりはしないか。

組織力、強力な後援会など、既に持つ現職有利

の構図をつくることは、新陳代謝を必要とする

議会にはあるまじきことであります。 

　しかも、選挙時における新人、有能な若手の

立候補の足どめになりはしないかを危惧をいた

します。 

　今後、さらに財政状況の悪化、また人口減少

に歯どめがきかない場合は、定数削減も余儀な

くされることもありますが、今回は、現状のま

まで多くの新人の立候補を望むものであります。 

　以上をもって、反対討論といたします。同僚

議員のご賛同を、心からお願いを申し上げまし

て、終わりにします。 

○議長（岡村佳忠君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　３時３２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時３９分　再開 

○議長（岡村佳忠君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、本日提出されま
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した議案第７７号、宿毛市議会議員定数条例の

一部を改正する条例に、賛成の立場から討論い

たします。 

　まず、この議案の趣旨は、先ほど、提案者で

ある西村議員より説明がありましたが、私も、

なぜ賛成の立場をとるのか、理由を申し上げた

いと思います。 

　我が国の行財政を取り巻く環境は、改善があ

る程度見られるものの、依然として厳しい状況

が続いており、政府は、行財政改革を引き続き、

強力に推進しております。本市においても、他

の地方自治体と同じく、財政状況は厳しさを増

しており、特に昨年、市町村合併の破綻もあり、

地方交付税、国庫支出金などの依存財源が３億

円余り減少するなど、三位一体改革の波をもろ

にかぶる、大変厳しい状況になっております。 

　地方自治体が自立し、生き残るためには、こ

れまで以上に改革を進め、すべての面で見直し

をしなければならないと考えます。 

　本市では、行政改革大綱と、そのための平成

１７年度から平成２１年度までの５カ年にわた

る集中改革プランを発表しております。 

　この中で、事務事業、組織等機構、外郭団体、

第３セクターの見直し、民間委託の推進、職員

数や給与、手当の適正化などが作成されており

ます。 

　特に職員数についても、向こう５年間で３２

名の削減、そして一般職も本年度より給料を５

パーセント削減するなど、これまでにない一歩

踏み込んだ内容になっております。 

　すべての部分で、まさに痛みを伴う、年次ご

とに数値目標を決めた集中改革プランとなって

おりますが、財政危機を乗り越えるためには、

聖域を設けることなく、諮問された行革審では、

附帯意見として議員報酬と議員定数の削減を提

言しています。 

　議員定数２名削減の附帯意見については、当

然、可否それぞれ意見や考え方はあります。私

は、厳しい経済不況の中で、必死に頑張ってい

る一般市民の声に、真摯に耳を傾け、一議員と

して大変厳しい決断ではありますけれども、い

まだかつてない財政危機に対応するためには、

議会としても、そこまで踏み込むべきではない

かと考えまして、この議案に賛成の意を表明い

たします。 

　同僚議員諸氏のご賛同をお願いしまして、討

論を終わります。ありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　８番宮本有二君。 

○８番（宮本有二君）　８番、７７号議案です

か、反対の立場から討論をいたします。 

　大体、西村議員との質疑の中で、私も一般質

問並みの、自分の意見を申し上げましたので、

ほぼ言いたいことは言い尽くしたんですが、１

対１のやりとりで、なかなか聞きそくった部分

もあれば、理解しにくかった部分もありますけ

れども、まず、行革審の答申というのが、西村

議員からも菊地議員からも出ましたが、議会は

行革審をどうこういうわけでもありませんけれ

ども、どこの答申も待たずして、議会みずから

が、最高の権威を持って決めることが、まず鉄

則でございます。住民組織に言われたからとか、

あるいは、どこそこの地区長会に言われたから

とか、そういうことは参考意見ではありますが、

やはり議会人としてどうあるべきかということ

を、主体性を持って考えねばならんと思ってお

ります。 

　そういう意味からすると、私は、１８名とい

うのは、いろいろ人口比較もされましたけれど

も、決してダブついた議員数ではないと。平成

１５年に、先を見越して、佐田議員も申されま

したが、１８名、拙速ではないかという思いも

あったが、まず１８名でやっていこうじゃない

かということから、わずかにまだ３年ぐらいで

ございますから、３年たたずでございますから、
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それほど社会状況が変化したとも思っておりま

せん。 

　そういう意味からすると、本来ならば、ここ

は、先ほども申しました。自治法の９１条に定

められた住民の代弁者としての我々の果たす役

割は、種々さまざまでございますから、単にお

金に置きかえて話をするというだけでは、議会

は、じゃあ何のためにあるんだということにも

なりかねません。 

　いわゆるデモクラシー、デモスとは民衆、そ

してクラシーとは統治をすること。民が統治を

する代弁者として、議会に出てきている以上は、

皆さんそれぞれ、自負を持って、報酬をいただ

いた分は仕事の対価として、我々は決して生活

給ではありませんけれども、いわゆる責任給と

していただいておるわけでございますから、そ

の分を、職責を果たしておる１８名の議員ばか

りだと思います。 

　そういうことからすれば、１８名みんなが財

政の苦しいこともわかっておりますし、職員の

給与、きのう、きょう入った、希望に満ちた方

も３パーセントカットしているんですから、先

ほども言いましたように、議会が無傷ではいら

れない。しかし、票をいただいて出てくるとい

うこのシステムである以上は、住民の代弁者は

多いほどいいんです。本来ならば、経済がこれ

ほど悪化しなければ、議会の機能を発揮するた

めには、市長は、市民代表として出てくる。そ

の市長が、本当に公約どおりの政治をしておる

のかということを見きわめるのは、議会の第一

の役目ですから、これを果たすには、みんなが

それぞれ報酬に見合った、それ以上の責任を果

たすべきであります。 

　しかし、非常に生活、宿毛市の財政が苦しい

ならば、思い切って５万とっても、全員が残っ

て合併に取り残された我々が、全国でわずか５

８しかない、７４５も市があって、３万人以下

は５８しかない。しかも、１万人未満の町村が

４８８残っております。３，０００有余の市が

１，８２２に再編をされて、実に日本の自治体

は４０パーセント減りました。 

　そこで、我々は取り残されて、三原も大月も

その４８８の１万人未満の自治体です。新法の

合併は、恐らくこの３年以内にガイドラインが

出て、知事は我々に申し上げる日がくるでしょ

う。そのときに、先ほど、１６人でやっていけ

るんだ。合併のときには１６人を提案したと言

いますが、それは大月を含めて２２名の中の１

６人ですから、全体では２２名の議員がいるわ

けです。 

　そういう意味からもすれば、現在の１８名は、

先ほども申しましたが、１６に減じた、１７人

以下は、この日本７４５の自治体の中で、わず

かに９市、しかもこの５８の、数を少し間違っ

たかもしれませんが、残された３万人以下の５

８の市町村、市ですね。これは、北海道が１３

ございます。四国は、高知県だけ５個、そして

九州に１９ですか、５８の３８、９は、６０パ

ーセントは北海道と九州と四国です。 

　これは何を意味するのか。我々１８名の議員

は、市政発展のためには、これを真剣に受け取

って、２名減よりも、報酬を、痛みを分かち合

って、どうやったらこれは、宿毛市はようなる

ぞということを真剣に話し合うためには、ダブ

ついた人数がおればカットすればいい。しかし、

全国的に見ても、ぎりぎりの線で、平成１５年

に再編成をしたことを思えば、余りにも短絡的

に、４，０００万あれば４億の事業ができるか

ら、こういうふうに置きかえたのでは、電卓で

叩くようには、人の心は進みません。 

　どうやって、この宿毛市を盛り上げていくの

か。 

　この間、大阪のある社長と話しましたが、確

かに都会は景気がよくなりました。求人倍率も
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１から１．６に上昇し、愛知県が一番いいらし

いですね。大阪の八尾のある社長は、宮本さん、

求人しても人が来んようになった。昔は、事務

員１人に１００人来よったけど、今は梅田で働

くいうたら人は来るが、八尾じゃこんでと。 

　宿毛で工場をふやすと。これは絶好のチャン

スでもないかなと思ったんですが、アジアにシ

フトをしておった日本の企業も、企業秘密の漏

洩があり過ぎて、乗っ取られるかもわからない

と。職種によっては、日本のどこかでやった方

がいい、こういう考えの方々も、企業家として

ふえてまいっておりますから、やっぱり私は、

現在の１８名、次も１８名、佐田議員が言った

ように、有能な新人にも、余りにもハードルを

高くしないように、そして議会人が議会活動に

専念できるように。それはいろいろありましょ

う。少数精鋭の考え方もありましょう。功罪あ

りますが、そんなに多い数でない１８名を、わ

ざわざ、短絡的に削って、職員の給料を下げた

から、議会も下げるというのは、法の趣旨に照

らして間違っております。 

　議会は、本来ならば、人数を守って、痛みを

分かち合って、お金を減せばいい。そういう意

味では、私はこの７７号議案には反対をするも

のでございます。 

　しかし、ここにきたいきさつ、協議会での話、

いろいろここに出せないこともありますが、本

来ならば、佐田議員のように、重ねてお願いを

するところでございますけれども、私も非常に

自分勝手な話もいたします。しかし、自民党の

議員、私の同会派の議員の方々には、私の心の

奥にあるものを察知いただいて、みずからの判

断で立つか座るかをきめていただきたいと思い

ます。 

　この辺で終わります。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、議案第７７

号に反対の立場から討論をいたします。 

　通告はいたしておりませんでしたけれども、

提案者の説明、そして質疑、それに対する賛成、

反対の討論の皆さんのご意見等をお伺いをいた

しまして、どうしても日本共産党の会派からも、

明確にその立場を明らかにする必要がある、こ

ういうことを自覚をいたしましたので、時間の

計画はなかったと、議長は思いますけれども、

簡単にこの討論に参加させていただきたいと思

います。 

　私は、この提案者の皆さんや、討論の中、質

疑の中で感じたのは、非常に議員の中でも意見

が大きく分かれているやに感じます。 

　このような議会の果たす役割を、市民に対し、

また対執行部との行政との関係の中で、どのよ

うな役割を果たしていかなければいけないのか、

そういう観点からも、私はやはり議会ができる

だけ一丸となって、この定数の問題についても

同意をしながら進めていくことが必要ではない

かというふうに、私は思います。 

　ここで意見が分かれているのは、これはまた、

市民の意見の反映でも、私はあると思います。 

　さらに先ほど、行革推進委員の皆さんの答申

と申しますか、答申した内容からではなくて、

その意見として出された内容の中にも、１２人

の委員の皆さんの中から、委員長を除き、１１

人の方が発言をされております、この定数の問

題について。 

　よく検討して、その内容を見ますと、はっき

りと５名ずつの方は、現状１８名でえいという

意見。そして、反対に、定数を１６名に減員す

べきだという議論がございました。 

　ただ、１名については、どちらともつかない

意見が出されてたように、議事録、会議録を読
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みまして感じていたわけでございますが、こう

いう形の中でも、非常に意見の分かれているも

のでございます。 

　ですから、私は、この定数の問題については、

実際、これを適用するのは来年の次期の選挙か

らでございます。定数をどうするかという問題

については、議会だけではなく、市民の皆さん

も非常に関心を持っているし、またこの議会に

対して、意見を述べたい、こういう方々も私は

おられると思います。 

　かつてこの議員定数の問題で、ここで公聴会

を開き、市民一般、皆さんからそのご意見を伺

う、こういう機会を設けたこともございました

し、当時、私も傍聴したことがございます。こ

ういう形で、市民の皆さんの意見をより議会に

反映する手段をまだ取り入れる、その時間的な

余裕もあるわけでございます。 

　ですから、私は今回はこのように議会が二分

した中、そして市民の皆さんも大きく意見が分

かれた中で、どちらか一方ということではなく

て、とりあえずは現状の中で進め、さらに６月

議会、あるいはいろんな形ありましょうけれど

も、できるだけ早い時期にこの問題について、

議会として結論を出す、こういう方向で議論を

進めたいと思います。 

　というふうに意見を持っております。そうい

う立場から、今議会に提出された７７号の議案

については、反対でございます。 

　以上、同僚議員の賛同を求めまして、反対討

論といたします。 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡村佳忠君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第７７号」を採決いたしま

す。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡村佳忠君）　起立多数であります。 

　よって、「議案第７７号」は原案のとおり可

決されました。 

　以上で、今期定例会の日程は、すべて議了い

たしました。 

　閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　閉会に当たりまして、

ごあいさつを申し上げます。 

　去る３月８日に開会しました今期定例会は、

本日までの１６日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日ご熱心にご審議をいただきました。

結果、ご提案申し上げました７４議案すべてを

原案どおりご決定いただきました。まことにあ

りがとうございます。 

　今会期中に、一般質問や質疑等を通じまして

お寄せいただきました貴重なご意見やご提言に

つきましては、今後、さらに検討をしまして、

市政の執行に反映させたいと考えております。 

　平成１８年度を迎えるに当たり、市政執行の

基本的な考え方につきましては、行政方針の中

で申し上げましたが、大変厳しい財政状況が続

く中、新たに策定しました行政改革大綱、及び

集中改革プランに基づき、経常経費の節減、む

だの排除に努めますとともに、防災対策や少子

高齢化対策、産業振興については、積極的に推

進していかなければならないと考えております。 

　また、先ほどは極めて厳しい財政状況を踏ま

え、議会におかれましても、みずから議員報酬

等を削減いただきましたことに対し、心から感

謝を申し上げます。 

　市民並びに議員の皆様方におかれましては、

今後ともより一層のご指導、ご協力を賜ります
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ようお願いを申し上げまして、閉会のごあいさ

つといたします。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡村佳忠君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成１８年第１回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後　４時０１分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　岡　村　佳　忠　 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　菱　田　征　夫 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　西　村　六　男 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　岡　崎　　　求 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　田　中　徳　武 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第２６号 宿毛市国民保護協議会条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第２７号

宿毛市国民保護対策本部及び宿毛市緊急対処事態対

策本部条例の制定について
原案可決 適　当

 
議案第２８号

宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

の制定について
原案可決 適　当

 
議案第２９号

宿毛市一般職員等の給与に関する特例を定める条例

の制定について
原案可決 適　当

 
議案第３３号 宿毛市課設置条例の全部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３４号

宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３５号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３６号

宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３７号

宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例について
原案可決 適　当

 
議案第３８号

宿毛市分担金徴収条例の一部を改正する条例につい

て
原案可決 適　当

 
議案第３９号

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て
原案可決 適　当

 
議案第４０号

宿毛市延滞金徴収条例の全部を改正する条例につい

て
原案可決 適　当

 
議案第５７号 宿毛市民交通傷害保障条例を廃止する条例について 原案可決 適　当
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議案第６１号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約について

原案可決 適　当

 
議案第６２号

高知県市町村総合事務組合から高知西部環境施設組

合が脱退することに伴う財産処分について
原案可決 適　当

 
議案第６４号

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約

について
原案可決 適　当

 
議案第７４号 字の区域及び名称の変更について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男　 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第３１号 宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第３２号

宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第４１号

宿毛市教職員住宅管理条例の一部を改正する条例に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第４２号

宿毛市少年補導センター設置条例の一部を改正する

条例について
原案可決 適　当

 
議案第４３号

宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当

 

議案第４４号

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に関す

る条例の全部を改正する条例の一部を改正する条例

について

原案可決 適　当

 
議案第４５号 宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第４６号

宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５０号 宿毛市下水道条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第５１号

宿毛市下水道審議会条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当

 
議案第５２号

宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の

一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５３号

宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当
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議案第５４号

宿毛市水道事業審議会条例の一部を改正する条例に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第５５号

宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５６号

宿毛市簡易水道事業設置に関する条例の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５８号

宿毛市同和小口資金貸付基金条例を廃止する条例に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第５９号

宿毛市特別児童福祉手当条例を廃止する条例につい

て
原案可決 適　当

 
議案第６０号

宿毛市しあわせ年金支給条例を廃止する条例につい

て
原案可決 適　当

 

議案第７１号

土佐清水市立保育所を宿毛市の住民が使用すること

及び宿毛市立保育所を土佐清水市の住民の使用に供

させることについて

原案可決 適　当

 

議案第７２号

黒潮町立保育所を宿毛市の住民が使用すること及び

宿毛市立保育所を黒潮町の住民の使用に供させるこ

とについて

原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第３０号 宿毛市国民宿舎施設整備等基金条例の制定について 原案可決 適　当

 
議案第４７号 宿毛市公衆便所条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第４８号

宿毛市都市計画審議会条例の一部を改正する条例に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第４９号

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第７３号 市道路線の認定について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　田　中　徳　武 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第４１号

公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求め

る意見書の提出について
不 採 択 不 適 当

 

第４２号

出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預

り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸し金

業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書の提

出について

採　　択 妥　　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第３６号 宿毛市立野球場夜間照明施設の設置について 取り下げ

 
第３９号

患者・国民負担増計画の中止と「保険で安心してかか

れる医療」を求める意見書の提出について
取り下げ

 
第４０号

幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見書の

提出について
採　　択 妥　　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第４３号

違法伐採問題への取り組み強化を求める意見書の提出

について
採　　択 妥　　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１６日 

 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会

議規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第３４号 排水ポンプ機の取替えについて
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　田　中　徳　武　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　（６）　地域防災計画について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１７日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　沖　本　年　男　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　教育問題について 

　　　　　　（２）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（３）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（４）　老人対策の状況について 

　　　　　　（５）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（６）　介護保険制度について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月１６日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　浦　尻　和　伸　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　市営住宅の管理状況について 

　　　　　　（６）　都市計画事業の推進状況について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月２３日 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　西　村　六　男　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

　　　出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 

　　　関する法律」及び「貸し金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書の提 

　　　出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　田中徳武　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　浅木　敏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　濵田陸紀 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西郷典生 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　佐田忠孝 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに 

　　　関する法律」及び「貸し金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書 

　今日、破産申立件数は、平成１４年に２０万件を突破して以来、平成１５年２４万件、平成

１６年２１万件と依然として高水準にある。 

　これは、消費者金融・クレジット・商工ローン等で多額の債務を負い、返済困難に陥った多

重債務者や中小零細事業者が主で、リストラ・倒産による失業や収入減・生活苦・低所得など

を理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めている。 

　また、警察庁の統計によれば、平成１５年度の経済的理由による自殺者は８８９７人にもの

ぼり、さらにこの多重債務問題が、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被

害を引き起こす要因になっているケースも多く、依然として深刻な社会問題である。 

　多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」があげられる。 

　現在、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下、「出資法」という）上

の、上限金利は年２９．２パーセントであり、ほとんどの貸金業者等がこの出資法の上限金利

で営業している。 

　この出資法の上限金利については、平成１５年７月、ヤミ金融対策法【貸金業の規制等に関

する法律（以下「貸金業規制法」という）及び出資法の一部改正法】制定の際、同法施行後３

年を目処に見直すこととされ、その時期は平成１９年１月とされている。 

　現在、わが国の公定歩合は０．１０パーセント、銀行の貸出約定平均金利は年２パーセント

以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年２９．２パーセントという出資法の上限

金利は異常なまでに高金利である。 

　金融庁広報中央委員会が実施した世論調査によれば貯蓄のない家庭が２割を占める等、いま

だ一般市民には生活の豊かさが感じ取れない。年収が１００～２００万円台であったり、多く

の人がパート労働・契約社員等で収入の安定が確保できない環境の下にさらされているのが実



－ 201 －

＋

情である。突発的な資金需要、病気・怪我等により働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出

資法上の異常なまでの高金利で借入をすれば、誰でも家計が圧迫され返済困難に陥るのは目に

見えている。 

　リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中で喘ぐ一般市民が安心して生活

できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには、出資法の上限金利を、

少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。 

　一方、貸金業規制法４３条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払っ

た場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付していた場合に限りこれを有

効な利息の支払と「みなす」と規定している。 

　しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認める、

いわゆる「みなし弁済規定」の存在が貸金業者等の利息制限法違反金利（民事上無効）での貸

付を助長し多くの多重債務者を生み出しているのである。 

　また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立

法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法４３条は、

その立法趣旨に反し、また、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目

的規定とも相容れないものといえる。 

　従って、貸金業規制法４３条はもはやその存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の

引き下げに伴い、撤廃すべきである。 

　同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者（日掛け金融）については、その返済手段が多様

化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、ま

た、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質取り立ての温床にもなっていること等から、そ

の存在意義自体を認める必要性はなく、日賦貸金業者（日掛け金融）に認められている年５４．

７５パーセントという特例金利は直ちに廃止する必要がある。 

　また、電話加入権が財産的価値を失くしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社

会的・経済的需要は極めて低く、この年５４．７５パーセントという特例金利も直ちに廃止す

べきである。 

　ついては、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸し金業の規

制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要望する。 

記 
１　「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正につき 

（１）現行法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。 

（２）現行法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 

２　「貸し金業の規制等に関する法律」の改正につき 

（１）現行法４３条のみなし弁済規定を撤廃すること。 

　 

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

　　 



－ 202 －

＋

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠 

　衆 議 院 議 長　殿 

　参 議 院 議 長　殿 

　内 閣 総 理 大 臣　殿 

　金 融 担 当 大 臣　殿 

　総 務 大 臣　殿 

　法 務 大 臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

 

意見書案第２号 

　　　幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見書の提出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　沖本年男　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　有田都子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　寺田公一 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菱田征夫 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西村六男 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見書 

　幡多地域は香川県を上回る面積があり、歴史的にすぐれた人材を輩出してきた風土をもって

います。幡多地域への大学設置の要望は各方面からありましたが、財政問題、高卒者減少期を

迎えるなどで困難とされ、実現されませんでした。 

　しかし、昨年より、県私学・大学支援課と幡多に大学をつくる会が共催し高知女子大学、高

知大学、高知工科大学が後援する体制で「幡多アカデミー」が実施され、大学の講義と地元実

践者の発表、地域実習を結び付けた実践的な学習が実現しました。幡多地域に今年度約９００

名の高校卒業者があり、約１６０名の県内就職希望者がいます。大学進学者にとっても地元で

通学できることが可能になれば、家庭への負担は軽減されます。県立の施設にサテライトが設

置されれば、系統的・継続的な大学教育を受ける機会が保障されます。また、自治体職員、各

種団体、ＮＰＯなどの職員研修としての活用も考えられます。地域づくりのプランナー、イン

ストラクター育成が求められており、地域活性化を担うリーダー研修の場と社会人の生涯学習

の場として、幡多の県立大学サテライトの設置と充実を求めます。 

記 
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１　県立大方高校をセンターとして、県立大学サテライト（学習拠点）を設置し、高知女子大

学、高知短期大学、高知大学、高知工科大学等のインターネット講義が幡多地域で広く受講

できるようにされたい。 

２　学びたい科目を選んで履修する科目群履修制度をとり、各大学の単位を取得できるように

されたい。 

３　インターネット講義と共に、幡多地域への大学講師派遣により、土、日の連続講義や夜間

の集中講義などを行い、長期計画で希望者に大学卒業資格がとれる長期履修制度を導入され

たい。 

４　各自治体職員、各種団体、ＮＰＯなどの系統的研修や社会人の生涯学習が出来るよう聴講

生制度を導入されたい。 

 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　　　 

　高 知 県 知 事　殿 

　高知県教育委員会　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

意見書案第３号 

　　　違法伐採問題への取り組み強化を求める意見書の提出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　浦尻和伸　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　菊地　徹 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　宮本有二 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　山本幸雄 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　殿 

説明　口頭 

 

　　　違法伐採問題への取り組み強化を求める意見書 

　我が国の林業不振は、未だ脱出の兆しさえ見えない状態が続いている。地球温暖化対策とし

ての森林整備も、そのための財政問題が大きなネックになって、事業の推進が大きな困難にぶ

つかっている。 

　もともと森林整備を温暖化対策にカウントすることは、我が国が強力に主張して議定書のな

かに盛り込まれたものである。自ら求めて国際的な公約をした我が国はこのことの実現を果た
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さなければ、それこそ国際的な非難の的となり、世界中の国の信用を失うこととなりかねない。 

　森林の整備は温暖化対策の全てではなく、二酸化炭素を吸収して成長した木材を伐採して生

活に利用していくことで、さらにその成果を大きなものにしていくのであり、林業不振を早急

に克服していくことが、強く求められているのである。 

　そのような道に大きく立ちはだかっている最大の問題として、我が国に大量に流入している

違法伐採された外材の問題がある。このことは世界中の大きな批判のひとつとなっており、一

日も早い解決が求められている。この問題はいまや国際的な大問題となっており、先のイギリ

スでのサミットでも大きく取り上げられている。 

　我が国に流入してきている違法伐採された外材の量は、輸入材の二割を占めていると言われ

ている。この量は我が国の国産材の量に匹敵する程の量である。この問題は今や我が国の林業

不振の最大の原因になっている。国とこの違法伐採された外材を輸入している商社の責任はき

わめて重い。 

　ついては、違法伐採された外材の輸入を直ちに無くし、我が国の林業の振興を図り、自ら求

めて国際的な公約とした森林整備を急速に進めていくために、次のことを実行されるよう強く

要望する。 

記 
１　政府は違法伐採された外材の流入を無くすため、輸入商社と共に徹底した調査を行いその

姿を明らかにし、流出元の国との交渉を強めること。 

２　政府は輸入商社に対して、これが違法伐採された外材ではないことの証明を求め、これの

証明のないものの輸入は取り止めるように求めること。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　岡　村　佳　忠　　　 

　内　閣　総　理　大　臣　殿 

　外 務 大 臣　殿 

　経 済 産 業 大 臣　殿 

　環 境 大 臣　殿 

　農 林 水 産 大 臣　殿 

　林 野 庁 長 官　殿 
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　　　　　　　　　　　　　　一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年第１回定例会 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　２番 

　中平富宏君

１　リサイクル（３Ｒ）への取り組みについて（市長） 

 

２　西地区道路冠水について（市長、担当課長） 

（１）与市明川河川改修について 

（２）駅周辺土地区画整理事業について 

 

３　小中学校耐震改修について（教育長）

 

２
　１番 

　浅木　敏君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）行政改革大綱について 

（２）国民保護法について 

（３）地元木材の利用促進について 

（４）生活保護行政の改善について

 

３
　５番 

　菊地　徹君

１　宿毛市の活性化について（市長） 

（１）宿毛湾港を活用した活性について 

（２）ウオーキングの推進について 

 

２　観光行政について（市長、担当課長） 

（１）四国西南地域の広域観光と本市独自の観光戦略について 

（２）市内観光コースの整備と宿毛歴史館の内容充実について 

（３）咸陽島公園の整備について 

（４）産業観光について 

 

３　教育行政について（教育長） 

（１）スクールガードの養成について

 

４
１８番 

　岡﨑　求君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）集中改革プランについて 

　（ア）補助金の考え方について 

 

２　宿毛佐伯航路について（市長） 

（１）運航状況について 

（２）運航助成について 

（３）今後の対応について 

 

３　篠山小中学校改築について（市長、教育長）
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５
　３番 

　有田都子君

１　宿毛の民具展について（市長、教育長） 

 

２　四国八十八ヶ所遍路文化の世界遺産登録について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長、教育長） 

 

３　児童・生徒の生活リズムの悪化への対応について(教育長)

 

６
１０番 

　沖本年男君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）行政改革大綱・プランについて 

（２）宿毛市東部の浸水被害と横瀬川ダムについて 

（３）ゴミの減量対策について 

（４）地域懇談会の開催について

 

７
　６番 

　寺田公一君

１　行政方針について（市長） 

（１）橋上地域の振興について 

（２）林業振興について 

（３）介護保険について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）情報教育について 

（２）小中学校の統合計画について

 

８
１６番 

　中川　貢君

１　雇用対策と地域再生計画について（市長） 

 

 

２　公契約の入札制度の見直しについて（市長）
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平成１８年第１回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号

教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて
３月２３日 同　　意

 
第　２号 平成１７年度宿毛市一般会計補正予算について ３月２３日 原案可決

 
第　３号

平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
３月２３日 原案可決

 
第　４号

平成１７年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正

予算について
３月２３日 原案可決

 
第　５号

平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について
３月２３日 原案可決

 
第　６号

平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について
３月２３日 原案可決

 
第　７号

平成１７年度宿毛市老人保健特別会計補正予算に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第　８号

平成１７年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について
３月２３日 原案可決

 
第　９号

平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
３月２３日 原案可決

 
第１０号

平成１７年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補

正予算について
３月２３日 原案可決

 
第１１号

平成１７年度幡多西部介護認定審査会特別会計補

正予算について
３月２３日 原案可決

 
第１２号

平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について
３月２３日 原案可決

 
第１３号 平成１８年度宿毛市一般会計予算について ３月２３日 原案可決

 
第１４号

平成１８年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第１５号

平成１８年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予

算について
３月２３日 原案可決

 
第１６号

平成１８年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算

について
３月２３日 原案可決

 
第１７号

平成１８年度宿毛市定期船事業特別会計予算につ

いて
３月２３日 原案可決
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第１８号

平成１８年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計予算について
３月２３日 原案可決

 
第１９号

平成１８年度宿毛市老人保健特別会計予算につ

いて
３月２３日 原案可決

 
第２０号

平成１８年度宿毛市学校給食事業特別会計予算

について
３月２３日 原案可決

 
第２１号

平成１８年度宿毛市下水道事業特別会計予算に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第２２号

平成１８年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計

予算について
３月２３日 原案可決

 
第２３号

平成１８年度幡多西部介護認定審査会特別会計

予算について
３月２３日 原案可決

 
第２４号

平成１８年度宿毛市介護保険事業特別会計予算

について
３月２３日 原案可決

 
第２５号 平成１８年度宿毛市水道事業会計予算について ３月２３日 原案可決

 
第２６号 宿毛市国民保護協議会条例の制定について ３月２３日 原案可決

 
第２７号

宿毛市国民保護対策本部及び宿毛市緊急対処事

態対策本部条例の制定について
３月２３日 原案可決

 
第２８号

宿毛市移動通信用施設の設置及び管理に関する

条例の制定について
３月２３日 原案可決

 
第２９号

宿毛市一般職員等の給与に関する特例を定める

条例の制定について
３月２３日 原案可決

 
第３０号

宿毛市国民宿舎施設整備等基金条例の制定につ

いて
３月２３日 原案可決

 
第３１号

宿毛市しあわせ長寿祝金支給条例の制定につい

て
３月２３日 原案可決

 
第３２号

宿毛市墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制

定について
３月２３日 原案可決

 
第３３号

宿毛市課設置条例の全部を改正する条例につい

て
３月２３日 原案可決

 
第３４号

宿毛市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例について
３月２３日 原案可決

 

第３５号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

３月２３日 原案可決

 
第３６号

宿毛市一般職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例について
３月２３日 原案可決
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第３７号

宿毛市職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第３８号

宿毛市分担金徴収条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第３９号

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第４０号

宿毛市延滞金徴収条例の全部を改正する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第４１号

宿毛市教職員住宅管理条例の一部を改正する条

例について
３月２３日 原案可決

 
第４２号

宿毛市少年補導センター設置条例の一部を改正

する条例について
３月２３日 原案可決

 
第４３号

宿毛市福祉医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例について
３月２３日 原案可決

 

第４４号

宿毛市中央デイケアセンターの設置及び管理に

関する条例の全部を改正する条例の一部を改正

する条例について

３月２３日 原案可決

 
第４５号

宿毛市介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて
３月２３日 原案可決

 
第４６号

宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

部を改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第４７号

宿毛市公衆便所条例の一部を改正する条例につ

いて
３月２３日 原案可決

 
第４８号

宿毛市都市計画審議会条例の一部を改正する条

例について
３月２３日 原案可決

 
第４９号

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第５０号

宿毛市下水道条例の一部を改正する条例につい

て
３月２３日 原案可決

 
第５１号

宿毛市下水道審議会条例の一部を改正する条例

について
３月２３日 原案可決

 
第５２号

宿毛都市計画下水道事業受益者負担に関する条

例の一部を改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第５３号

宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第５４号

宿毛市水道事業審議会条例の一部を改正する条

例について
３月２３日 原案可決
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第５５号

宿毛市飲料水供給施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第５６号

宿毛市簡易水道事業設置に関する条例の一部を

改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第５７号

宿毛市民交通傷害保障条例を廃止する条例につ

いて
３月２３日 原案可決

 
第５８号

宿毛市同和小口資金貸付基金条例を廃止する条

例について
３月２３日 原案可決

 
第５９号

宿毛市特別児童福祉手当条例を廃止する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第６０号

宿毛市しあわせ年金支給条例を廃止する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 

第６１号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約について

３月２３日 原案可決

 
第６２号

高知県市町村総合事務組合から高知西部環境施

設組合が脱退することに伴う財産処分について
３月２３日 原案可決

 
第６３号

幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正す

る規約について
３月　８日 原案可決

 
第６４号

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する

規約について
３月２３日 原案可決

 
第６５号 高知西部環境施設組合の解散について ３月　８日 原案可決

 
第６６号

高知西部環境施設組合の解散に伴う事務の承継

について
３月　８日 原案可決

 
第６７号

高知西部環境施設組合の解散に伴う財産処分に

ついて
３月　８日 原案可決

 

第６８号

四万十市立保育所を宿毛市の住民が使用するこ

と及び宿毛市立保育所を四万十市の住民の使用

に供させることについて

３月　８日 原案可決

 

第６９号

大月町立保育所を宿毛市の住民が使用すること

及び宿毛市立保育所を大月町の住民の使用に供

させることについて

３月　８日 原案可決

 

第７０号

三原村立保育所を宿毛市の住民が使用すること

及び宿毛市立保育所を三原村の住民の使用に供

させることについて

３月　８日 原案可決

 

第７１号

土佐清水市立保育所を宿毛市の住民が使用する

こと及び宿毛市立保育所を土佐清水市の住民の

使用に供させることについて

３月２３日 原案可決
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第７２号

黒潮町立保育所を宿毛市の住民が使用すること

及び宿毛市立保育所を黒潮町の住民の使用に供

させることについて

３月２３日 原案可決

 
第７３号 市道路線の認定について ３月２３日 原案可決

 
第７４号 字の区域及び名称の変更について ３月２３日 原案可決

 
第７５号

宿毛市議会委員会条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２３日 原案可決

 
第７６号

宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例について
３月２３日 原案可決

 
第７７号

宿毛市議会議員定数条例の一部を改正する条例

について
３月２３日 原案可決
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　　　陳　　情 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第３６号 宿毛市立野球場夜間照明施設の設置について ３月２３日 取り下げ

 

第３９号
患者・国民負担増計画の中止と「保険で安心して

かかれる医療」を求める意見書の提出について
３月２３日 取り下げ

 
第４０号

幡多地域に県立大学サテライト設置を求める意見

書の提出について
３月２３日 採　　択

 
第４１号

公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を

求める意見書の提出について
３月２３日 不 採 択

 

第４２号

出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入

れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及

び「貸し金業の規制等に関する法律」の改正を求

める意見書の提出について

３月２３日 採　　択

 
第４３号

違法伐採問題への取り組み強化を求める意見書の

提出について
３月２３日 採　　択


